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平成２８年度松川町介護保険事業特別会

計予算について 
3 月 3日 3 月 22 日 可 決 

議案第１２号 
平成２８年度松川町公共下水道事業特別

会計予算について 
3 月 3日 3 月 22 日 可 決 

議案第１３号 
平成２８年度松川町農業集落排水事業特

別会計予算について 
3 月 3日 3 月 22 日 可 決 

議案第１４号 
平成２８年度松川町保養宿泊施設事業特

別会計予算について 
3 月 3日 3 月 22 日 可 決 

 



 －40－
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平成２８年第１回松川町議会定例会会議録 

（ 第 １ 日 目 ） 

 

 

平成２８年 ３月 ３日（木曜日）    午後１時００分 開議 

 

 

開会宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 町長あいさつ 

第 ４ 議案第 １号 松川町税条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ５ 議案第 ２号 特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

第 ６ 議案第 ３号 旧教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

第 ７ 議案第 ４号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

第 ８ 議案第 ５号 松川町社会福祉センターの指定管理者の指定について 

第 ９ 議案第 ６号 松川町デイサービスセンターの指定管理の指定について 

第１０ 議案第 ７号 特別養護老人ホーム松川荘の指定管理者の指定について 

第１１ 議案第 ８号 平成２８年度松川町一般会計予算について 

第１２ 議案第 ９号 平成２８年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について 

第１３ 議案第１０号 平成２８年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について 

第１４ 議案第１１号 平成２８年度松川町介護保険事業特別会計予算について 

第１５ 議案第１２号 平成２８年度松川町公共下水道事業特別会計予算について 

第１６ 議案第１３号 平成２８年度松川町農業集落排水事業特別会計予算について 

第１７ 議案第１４号 平成２８年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算について 
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第１８ 議案第１５号 平成２８年度松川町青年の家特別会計予算について 

第１９ 議案第１６号 平成２８年度松川町発電事業特別会計予算について 

第２０ 議案第１７号 平成２８年度松川町水道事業会計予算について 

散  会 

 

出席議員    １４名 

（別表のとおり） 

欠席議員    なし 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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午後１時００分 開 議 

開会宣告 

○議長（関 克義） 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから平成２８年第１

回松川町議会定例会を開会いたします。 

 

議事日程の報告 

○議長（関 克義） 議事日程の報告でありますが、日程につきましてはお手元に配布のとお

りであります。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。 

株式会社チャンネル・ユーのケーブルテレビ生中継の許可をしてあります。 

 

＝＝＝ 日程第１ 会議録署名議員の指名 ＝＝＝ 

○議長（関 克義） 日程第１、会議録署名議員の指名についてであります。会議規則第１１

９条の規定により１番、加賀田亮議員、２番、菅沼一弘議員を指名いたします。 

 

＝＝＝ 日程第２ 会期の決定 ＝＝＝ 

○議長（関 克義） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りします。 

本定例会の会期につきましては、本日から３月２３日までの２１日間としたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日から３月２３日までの２１日間と決定いたしました。 

 

＝＝＝ 日程第３ 町長あいさつ ＝＝＝ 

○議長（関 克義） 日程第３、町長あいさつであります。 

深津町長、あいさつをお願いいたします。 

○町長（深津 徹） 大変に暖かな一日となりました。 

振り返ってみますと、２８年のお正月は非常に穏やかな、そして暖かな幕開けでござ

いました。暖冬といわれ続け、寒い日、暖かい日ありましたけれども、本日３月３日、
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三寒四温という言葉がまさにぴったりの今日この頃でございます。 

本日平成２８年松川町議会定例会第１回を招集をいたしましましたところ、議員各位

には年度末何かとお忙しい中、全員の皆様にご出席をいただき、本定例会に上程いたし

ます２８年度予算案等様々な議案につきましてご審議をいただきますこと、心から感謝

を申し上げる次第でございます。 

昨日は、生田の福与の小倉光男さんが、今度３月に行われます国際アビリンピックの

日本の代表として、洋裁部門で出場をすることになりました。 

小倉さんには、国内の大会でも金メダルを取られ、今回長野県でただ１人国際アビリ

ンピックの選手として、フランスのボルドーで行われます国際大会に出場ということで、

昨日激励をした次第でございます。 

非常に明るい話題を提供をいただき、また障がいをお持ちの皆様方にも大きな力にな

るものというふうに思っている次第でございます。 

さて、１月から２月にかけまして、様々な集会が開催をされました。１月の２４日に

は健康を考える集会、第４０回でございます。また、２月の２０日には福祉を考える集

会、第３４回。そしてつい先日、２月の２８日は第５３回を数えます公民館研究集会が

行われました。 

この３つこの大きなこの３つの集会は、それぞれ地域住民の皆さんたちが主体となっ

て、長い歴史を重ねてきた集会でございます。健康を考える集会では、健康予防、重症

化を防いでいこうというテーマを中心に。そして福祉を考える集会では、認知症に焦点

を当てて、２年にわたって認知症予防について話し合いが行われました。公民館研究集

会は、若者というテーマに焦点を当てまして、ここ３年続けてでありますけれども、若

者の果たす役割、これからの時代の中でどうあるべきか、それぞれ話し合った次第でご

ございます。 

これらの集会は回数、松川町の町制６０周年を考えますと、５０回、４０回、３４回、

これらの集会をずっと地域住民の皆さんが主体になって運営をされてきたというこの長

い歴史を考えますと、まさに松川町の宝でありますとともに、松川町の人材というもの

についても非常に豊富なものを持っているということを思う次第でございます。これか

らの地域づくり、まちづくりの中での大きな礎になるというふうに思っている次第でご

ざいます。 

また、つい２日ばかり前にニュースに流れました最高裁の認知症の方が、老老介護の

中で８０を超える方が認知症で、線路を歩いていて電車にはねられた。そしてＪＲ東海
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の方から７２０万円にわたる損害賠償が出されたという判例。一審二審の有罪を覆して、

最高裁の判例として監督責任はあるとはいえないということで無罪の判決が出されまし

た。 

非常に考えさせられる問題であり、これから大きな課題になっていく問題であるなと

いうふうに受け止める次第でございます。 

これから上程いたします２８年度の予算案におきましても、認知症ということに焦点

を当ててまいります。認知症カフェ、オレンジカフェということで今、介護予防でコミ

ュニティ・カフェというのをやっておりますけれども、大きな成果を上げつつあります。

そうした中で、今度は認知症というところに焦点を絞って予防をしていきたいというふ

うに考える次第でございます。 

私は、１月の３０日の未明から２月の６日まで、コスタリカを訪問をいたしてまいり

ました。これは今まで国際協力としてジャイカに松川町が協力をし、地域の皆さんたち

が協力をしていただき、生活改善、あるいは農業について国際協力をしてきたというこ

とで、ジャイカから招待をいただいたものでございます。 

コスタリカに行って農業のこれからというものをつぶさに拝見をいたし、また２つの

市を訪れ、市長さんとも話をし、また地域づくり、まちづくりについて、私自身の考え

もお話をし、また意見交換を行ってきたところでございます。 

そうした中で、コスタリカでございますけれども、おそらくは先進国、あるいは発展

途上国という分類で分ければ日本は先進国であり、またコスタリカは発展途上国という

分類に入るんではなかろうかというふうに思っておりますけれども、非常に国民の皆さ

んが日本に対して感謝もし、そして松川町についても感謝をいただいた次第でございま

す。 

前向きで循環型農業、環境保全ということに非常に重点を置いて農業をやられており

ました。そして国民の皆さんたちとも会話を交わしてまいりましたけれども、その方た

ちが非常に前向きな考え、プラス発想の中で考えを持って、元気に励まれている姿を目

にしたときに、コスタリカは非常に国政が安定をしている中米、あるいは中南米の諸国

の中では、正常的に安定をしている国でございます。そうしたところを目の当たりにし

たときに、平和であるということがいかに国民にとって大きなことだということを非常

に感じました。 

まずは、国が平和であることが、国民がそれぞれの産業や生活の中で前向きになれる。

全世界を見ますと、なかなかそうしたこともさえとれない国もある中で、やはり平和の
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尊さというものを痛感をいたしました。 

そしてもう一つは、日本は全く比べれば便利でございます。先進国といわれておりま

すけれども、そうした社会、便利なことが先進国であるのか、不便なことが後進国なの

かということも、自分の思いの中をよぎったところでございます。 

日本は今、先進国として、また経済大国として発展をしております。しかし、国民の

本当の幸せというのはどこにあるのかなということも考えていかなくてはならないので

はないか、そんなことを印象に感じたところでございます。 

国の経済動向に触れてまいりたいというふうに思います。 

先ほど内閣府から２７年度の第３四半期のＧＤＰについて出ておりました。第３四半

期は０.４％の減ということ。年率換算にしてマイナス１.４％ということで、日本の経

済非常にアベノミクス等で潤う反面、経済状況がややもすると暗雲が垂れ込めてきてい

るのではなかろうかという情報でございました。 

日本の経済は、金融政策を打つ中で、株高、円安ということで、非常にその場面部面

においては、経済の復興を果たしつつあろうかというふうに思っております。 

大企業の決算状況を見ますと、非常に大きなかつてない利益を生んでいるわけであり

ますけれども、翻ってみますと、地方にまでそうした経済状況が及んではいないという

ような状況下でございます。企業の基幹企業の収益を大きく上げる中で、賃上げを図り、

そして個人消費を上げていくという好循環を狙っているわけでございますけれども、高

収益は上げましたけれども、果たして賃上げがなかなか追いついていないというのが状

況ではなかろうかというふうに思っております。 

そうした中で、日銀がマイナス金利という政策を打つ中で、お金を市場経済の中へ回

していこうということで今、国は非常に力を入れております。しかしながら、マイナス

金利というものも、今度は先進国諸国も、やはり円安の進むことを警戒をしてまいりま

すので、先進諸国でも中央銀行がマイナス金利、あるいは低金利、あるいは金利の値上

げを控えていくというようなこのいたちごっこというか、競争になってまいります。そ

うした中では、なかなか日本の思惑通りいっていないんではないかなという気がする次

第でございます。 

今までも何かと申し上げてきておりますけれども、ＧＤＰの６０％を占めます個人消

費というのが伸びていない。これが非常に大きな要因ではなかろうかというふうに思っ

ております。 

インバンドということで、日本も２，０００万人という海外旅行客を見込んでおりま
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す。しかし、爆買いという形の中で、６.３兆円という非常に大きな消費が生まれており

ます。それが非常にＧＤＰの中での貢献度が大きいわけでございますけれども、これと

てもいつまで爆買いが続くのかという問題もございます。非常に厳しい状況ではなかろ

うかなというふうに思っております。 

ぜひとも、地方の経済が、少しでも潤うような政策をお願いしたいなというふうに思

っている次第でございます。 

さて、平成２７年度は、地方創生元年でございました。ご承知のように、地方が元気

にならなければ、まず地方が元気になって一極集中を防いでいきたい。地方の経済が元

気になるようにということで、様々な政策を打ってきております。私ども地方自治体に

とりましては、地方が元気にという政策は非常にありがたいと思いますし、そうした国

の今、地方を元気にということで様々な交付金事業等があるわけでございまして、より

アイデアを出して、そして利用できるものは大いに利用をする中で、松川町の活性化を

図っていきたいというふうに思っている次第でございます。 

ここ１年あまりを見ましても、まち・ひと・しごと交付金ということで、国は財政を

バックアップしてきております。さらに地方創生上乗せ交付金ということで、松川町も

１，０００万円を頂戴し、事業に充てておりますけれども、年度途中に補正を組んだと

ころでございます。 

そして今、１２月の国会の補正予算案の地方創生上乗せ交付金ということで今、松川

町は全部で８，８８０万円あまりでございますけれども、今、国の方に提出をしている

次第でございます。 

ただ、非常に短期間の間に非常にこうした事業を補正で打ってくるがために、町の方

としましても非常に短時間の間に当てはまる事業、あるいはストーリー性の継続性のあ

る事業等を抽出し、上げていっております。 

今、この上乗せ交付金につきましては、３月中旬以降に決定ということでございます

ので、今議会の最終日に臨時補正ということで上程してまいりたいというふうに思って

おります。 

また、２８年度は、今度は地方創生新型交付金ということで、国はさらに地方創生と

いうものの確立を図っておるわけでございまして、これらにつきましても町としてどの

ような政策が打てるかやってまいりたいというふうに思っております。 

それにおきましても、地方の自治体、基礎自治体がまず元気になっていくというには、

やはり地方の自主性、あるいは自立性というものをしっかりと打ち出し、そして何より
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も財政基盤の軟弱さがどうしても地方自治体にはございます。そうした財政基盤の確立

という意味で、いわゆる地方交付税、これについて国の方ではしっかりと憲法で保障さ

れた全国国民が同じ生活レベルの中でやっていけるような地方交付税のあり方というも

のについても、ぜひとも力を入れていただきたいというふうに思っているところでござ

います。 

そうした中で、地方創生の上乗せ交付金もそうでございましたけれども、昨年の１０

月までに地方も地方戦略を立てなさいということできました。松川町では、第５次総合

計画と整合性を図る中で、総合戦略を提出したところでございます。人口問題、あるい

は産業問題等について、どのような対策、対応を打っていくかということで提出をして

いる次第でございます。 

２７年度そうした地方創生元年、今、総合戦略ということも申し上げましたけれども、

松川町にとりましては第５次の総合計画の策定の年でもございました。人の輪のある地

域協働のまち、まつかわを目指して１０年間総合計画を進めてまいりました。２７年度

で終了ということでございます。２６年、２７年２年かけてこの第５次総合計画を作っ

てまいりました。２月に行われました臨時会でお認めいただいたところでございまして、

４月１日から２８年度から３１年度までの予定で、この計画に沿って事業を推進してま

いります。 

この２年間、住民の皆様方からのアンケート、そして１００人ヒアリング、そして地

域づくり会議、策定委員会、審議会、様々な場面で地域の皆様方のご意見等を頂戴をい

たし、そうした中で作ってきた総合計画でございます。 

特に地域づくり会議３０名の皆さんをお願いをし、一番の基本である元のスタートは、

その地域づくり会議でございました。３０名、平均年齢３８歳、女性の皆さんが４０％

を占めるという、非常に若い地域の皆さん方たちからご意見をいただき、一番とスター

トをした次第でございます。 

松川町のいいところは何がありますか、そうした質問から多くの皆さんたちが意見を

出し合って、それらの意見をまとめながらやってきたというのがこの総合計画でござい

ます。 

そうした意味では、この今度の総合計画は、非常に住民の皆さんたちの力をお借りし

てできた計画だというふうに思っておりますし、尊重をし、推進をしてまいりたいとい

うふうに思います。 

また、その会議の形態がワークショップ形式をとり、そしてブレーンストーミングと
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いう言葉がございますけれども、まさにぴったりの結論ありきでなく、多くの意見を出

し合う中で固めてきたというふうに考えております。 

第５次総合計画は、その将来像に「一緒に育てよう、一人一人が輝く笑顔あふれるま

ち、まつかわ」を将来像として据えております。そしてそれを実現するために３つの柱、

「あなたの思いを活かします」「人のつながりを大切にします」「住みよいまちをつくり

ます」この３つを柱にし、さらにその下に６項目にわたる政策大綱を作り、そしてその

下に３０８項目にわたります目標とする様々な計画を立てている次第でございます。 

３１年の１０月の人口を１２，９５０人ということで目標にし、少しでも人口の急減

を防いでいこうと、様々な政策を考えているところでございます。 

そしてその総合計画とともに、私が掲げます住みたいまち、住んで良かったまち、ま

つかわを目指してまいりますというのが、私の将来に向けての大きな政策でございます。 

そしてストップ人口急減社会というという形の中で、出会い、結婚、出産、子育て、

仕事、住まい、それらの６つのそれぞれの分野にわたっての総合的政策を継続してやっ

てまいりますというのが、私のこれからの人口急減社会を目指す大きな柱でございます。

そうした意味では、今回上程いたします２８年度予算に反映をしてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

今回、上程いたします平成２８年の予算案は、６３億８，０００万円という一般会計

でございます。継続されている事業、それから前倒しで国の補助制度の変更で前倒しを

していく事業等、非常に大きな事業を控えており、大きな積極予算というふうに考えて

おります。 

また、先ほど申し上げました子育ての分野である、あるいは人材の育成であり、保育

園の問題、奨学金の問題、出生祝い金の問題、住まいの問題、それから若者定住という

面でも、新たな政策を打っていこうというふうに考えている次第でございます。 

このあと予算説明の中で、また所信については述べてまいりたいというふうに思って

おります。 

また、平成２７年は、くだもの１００周年の１年でもございました。記念式典をはじ

め、様々なイベント、事業を展開をいたしてまいりました。そのたびに議会の皆様方、

あるいは多くの町民の皆様方にご参加、あるいはご支援をいただき、１年が経過をしよ

うとしていることに対しまして、心から感謝を申し上げる次第でございます。そうした

中で、出てきましたこれからに向けての農業のあり方というものも、しっかりと見据え

る中で進めていかなくてはならないというふうに考えております。 
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そんな中で、りんごワイン振興会が設立をされ、自分のところで採れたりんごを使っ

てりんごのシードル、あるいはワイン等に力を入れていくんだということで、住民主体

で動きが出てきております。まもなくワイン特区の許可が下りるものというふうに思っ

ております。 

また、２８年度は、国際りんごシードル大会ということで、ドイツで開かれます大会

にも出て行きたいということで、非常に意欲的に取り組んでおられます。一つの大きな

６次産業、新しい産業のあり方としてバックアップをしてまいりたいというふうに思っ

ております。 

また、総合計画とともに、先日４つの個別計画につきましても審議会から答申をいた

だきました。健康、福祉、環境、男女共同参画、それぞれの４つの個別計画も総合計画

に沿う中で整合性を図り、決定をしてきたところでございます。審議会から答申をいた

だきまして、これも２８年度からスタートをしてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

２８年度に年度をまたいでおります懸案事項について、若干触れておきます。 

松川青年の家についてでございます。 

これにつきましては、１月に長野県に出向きまして、教育長と話をする中で、県も今

度の３月の県の議会において、教育委員会の方から検討して２８年度いっぱいをもって

やめていくという、終了をしていくということで決定をみました。 

教育長との話の中で、県が２８年度をもってやめていくということ。それからその後

利用として、松川町が形はまだ決定はしておりませんけれども、受けてあの地籍を活か

していくということが、お互いに話し合われて決定をみたところでございます。 

地方創生上乗せ交付金を使いまして、今、研究を進めているところでございます。 

今月中には、いくつかの方法論について、皆様方にも提示ができるものというふうに

思っている次第でございます。 

非常に大切な場所であると同時に、環境、それから山、様々な面で活かされる素晴ら

しい場所でございますので、運営方法というものもこれも課題になってこようかという

ふうに思っておりますけれども、前向きにしっかりと研究してまいりたいというふうに

思っております。 

懸案でありました宮ヶ瀬橋の架け替え、道路改良でございますけれども、いよいよ一

つの橋脚についての工事が始まりました。平成３２年の完成を目指して、これから橋脚、

あるいは橋、道路の改良が進んでいくというふうに考えております。 
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この事業につきましては、国・県、それから多くの皆様方にご支援をいただき、工事

にこぎ着けたことにつきまして、本当に感謝を申し上げる次第でございます。 

リニアの関連工事についてでございます。 

先日、対策委員会を立ち上げました。そこでも話をいたしましたけれども、リニア関

連いよいよ業者が決定して、前へ進んでいくわけでありますけれども、なかなか地元の

方にははっきりとした情報等が示されないような状況下でございます。 

そうした中で、対策委員会を立ち上げました。次には、ＪＲ東海にも来ていただいて、

説明を受けていく予定を立てておりますけれども、早急に工事にかかる様々な地域への

影響等をしっかりと精査をする中で、松川町の住民生活のデメリットができるだけ出な

いようにしながら、またそのリニア新幹線のメリットを十二分に活かすことを考えてま

いりたいというふうに思っている次第でございます。 

それから梅松苑についてでございます。 

これは今の指定業者にお願いを３月３１日をもって契約が切れるわけでございまして、

現在の指定業者は受けていかないということで決定をいたしております。後利用につき

まして今までに２回会議をやっておりますけれども、これからもしっかりと地域、それ

から将来に向けての精査する中で、検討委員会で検討してまいりたいというふうに思っ

ているところでございます。 

宮ヶ瀬橋に関連してでございますけれども、上片桐バイパスについて触れておきます。 

今、私ども松川町が県の方に要望している建設関係の要望している案件は５件ござい

ます。今まで宮ヶ瀬橋、そして上片桐バイパスというのがナンバー１、ナンバー２とい

う形でまいりました。宮ヶ瀬橋につきましては、目処がついたわけでございます。上片

桐バイパスについて、今度はぜひ県の方にもお願いをしていきたいというふうに思って

おります。 

この案件につきましては、非常に長い間にわたっての懸案事項でありました。一時途

切れてはいませんけれども、非常に進みが鈍ってきたところでございます。その辺のと

ころも、県の方も十二分に承知をいただいております。 

松川町として、やはりこれからのリニア新幹線の駅等、あるいは上伊那、下伊那の連

結等を考えるときに、非常に重要な道路というふうに認識をいたしております。しっか

りと県の方にもお話をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。 

また、２８年は、町制６０周年を迎えてまいります。これも先人の皆様方が、上片桐

と昭和３１年合併以来、生田とも合併。そして郷原の一部を合併をして、今日の松川町
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ができあがってきております。松川町の歴史をしっかりと踏まえる中で、また次の１０

０年に向けて頑張ってまいりたいというふうに思っている次第でございます。 

そうした中で、２点だけ申し上げておきます。 

昨日、地域案内人の皆様、また地域お越し協力隊の皆様といろんな意見交換の場を持

ちました。そうした中で感じたことでありますけれども、「松川町にはいろんな宝。知財

があると。それでそれを松川町に住んでいる皆さんが、なかなか知っていない」という

話が出ました。これも非常に大切なことでございます。町制６０周年という一つの節目

の中で、町民の皆さんが自分たちの住んでいる松川町をもっと知っていくということも

大切ではないかなというふうに思った次第でございます。 

それからもう１点、いろんな松川町のくだもの、りんご、いろんな形を今までも売っ

たり売り込み、発信をしております。そしてそういう中で、その売っているもののスト

ーリー、物語というものをやはり打ち出してやっていかないと駄目ではないかなという。

おいしいよ、おいしいですよというだけじゃなくて、やはりストーリー性、物語という

ものを大切にしていきたいというふうに思っております。 

それからそうした関連でありますけれども、定住促進というようなことを進めてまい

りますけれども、これも前々から申し上げております、住んでください、空気は良いで

すよ、あるいは環境は良いですよ、松川町に住んでください、こういうふうにやってま

いりますけれども、やはりそこには松川町に住んだ生活の提案。松川町に住んで子ども

が生まれるとこうですよ、学校へ行くとこうですよ、そういった生活の提案というもの

をしていかなければ、土地がありますよ、アパートがありますよだけでは駄目ではない

かなという思いを持っております。 

２８年度様々な形の中で、定住促進の事業を打ってまいります。そうしたこともそう

したＰＲ、発信の仕方も考えていかなければというふうに思っております。 

２７年度の補正予算につきましては、先ほど申し上げましたように、できるだけ専決

補正を避けていきたい。それから国・県からの交付金の決定がいまだなされていないと

いうことで、議会最終日に上程をいたしてまいりますので、ご理解をお願いしたいとい

うふうに思っております。 

本日上程いたします案件は、条例案件４件、指定管理者制度に関わる案件３件、２８

年度予算案件１０件、合計１７件でございます。 

よろしくご審議をいただきまして、ご認定いただくことをお願いを申し上げまして、

冒頭のあいさつといたします。 
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よろしくお願いいたします。 

 

＝＝＝ 日程第４ 議案審議 ＝＝＝ 

◇ 議案第１号 松川町税条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（関 克義） 日程第４、議案第１号、松川町税条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

説明を求めます。北村住民税務課長。 

○住民税務課長（北村 稔） それではよろしくお願いいたします。 

＝ 議案第１号朗読・説明 ＝ 

○議長（関 克義） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第１号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（関 克義） 全員賛成であります。 

よって、議案第１号、松川町税条例の一部を改正する条例の制定については、原案の

とおり可決されました。 

 

◇ 議案第２号 特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

◇ 議案第３号 旧教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

◇ 議案第４号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

○議長（関 克義） 日程第５、議案第２号、特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、日程第６、議案第３号、旧教育委員会教育長の給与及び勤

務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第７、議案第４号、
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議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを

一括議題といたします。 

説明を求めます。塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） それではお願いいたします。 

＝ 議案第２号・３号・４号 朗読・説明 ＝ 

○議長（関 克義） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

○議長（関 克義） 討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

議案第２号から第４号までを一括して採決を行いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第２号から議案第４号までについて、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（関 克義） 全員賛成であります。 

よって、議案第２号、特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、議案第３号、旧教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、議案第４号、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第５号 松川町社会福祉センターの指定管理者の指定について 

◇ 議案第６号 松川町デイサービスセンターの指定管理の指定について 

◇ 議案第７号 特別養護老人ホーム松川荘の指定管理者の指定について 

○議長（関 克義） 日程第８、議案第５号、松川町社会福祉センターの指定管理者の指定に

ついて、日程第９、議案第６号、松川町デイサービスセンターの指定管理の指定につい

て、日程第１０、議案第７号、特別養護老人ホーム松川荘の指定管理者の指定について

を一括議題といたします。 
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説明を求めます。大澤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） それではよろしくお願いいたします。 

＝ 議案第５号・第６号・第７号 朗読・説明 ＝ 

○議長（関 克義） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

議案第５号から議案第７号までを一括して採決を行いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なし認めます。 

採決を行います。 

議案第５号から議案第７号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（関 克義） 全員賛成であります。 

よって、議案第５号、松川町社会福祉センターの指定管理者の指定について、議案第 

６号、松川町デイサービスセンターの指定管理の指定について、議案第７号、特別養護

老人ホーム松川荘の指定管理者の指定について、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第８号 平成２８年度松川町一般会計予算について 

◇ 議案第９号 平成２８年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について 

◇ 議案第１０号 平成２８年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について 

◇ 議案第１１号 平成２８年度松川町介護保険事業特別会計予算について 

◇ 議案第１２号 平成２８年度松川町公共下水道事業特別会計予算について 

◇ 議案第１３号 平成２８年度松川町農業集落排水事業特別会計予算について 

◇ 議案第１４号 平成２８年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算について 

◇ 議案第１５号 平成２８年度松川町青年の家特別会計予算について 

◇ 議案第１６号 平成２８年度松川町発電事業特別会計予算について 
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◇ 議案第１７号 平成２８年度松川町水道事業会計予算について 

○議長（関 克義） 日程第１１、議案第８号、平成２８年度松川町一般会計予算について、

日程第１２、議案第９号、平成２８年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について、

日程第１３、議案第１０号、平成２８年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について、

日程第１４、議案第１１号、平成２８年度松川町介護保険事業特別会計予算について、

日程第１５、議案第１２号、平成２８年度松川町公共下水道事業特別会計予算について、

日程第１６、議案第１３号、平成２８年度松川町農業集落排水事業特別会計予算につい

て、日程第１７、議案第１４号、平成２８年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算に

ついて、日程第１８、議案第１５号、平成２８年度松川町青年の家特別会計予算につい

て、日程第１９、議案第１６号、平成２８年度松川町発電事業特別会計予算について、

日程第２０、議案第１７号、平成２８年度松川町水道事業会計予算についてを一括議題

といたします。 

説明を求めます。深津町長。 

○町長（深津 徹） 本定例会に上程いたしました平成２８年度の予算案につきまして、その

施政方針、概要について述べさせていただきます。 

経済動向。 

内閣府が発表した２月の月例経済報告によれば、先行きについては雇用、所得環境の

改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待される。

ただし、海外経済で弱さが見られており、中国をはじめとするアジア新興国や資源国等

の景気が下振れし、我が国の景気が下押しされるリスクがある。 

こうした中で、海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動の影響に留意する

必要があるとされています。 

一方、直近の長野県内企業状況アンケートによれば、製造業の業況感は、アメリカ向

け受注が引き続き底堅く推移したほか、原油価格の下落に加え、中国の景気減速の影響

が県内経済には、想定よりも小さかったことにより改善につながったが、状況判断指数

ＤＩは、マイナス１１.３％とプラス水準を伺う力強さはない。 

製造業の中では、主に自動車部品や食料品製造などでマイナス水準ながらＤＩは改善

している。 

非製造業では、建設業で受注は前年同期を下回ったが、引き続き高い受注水準を維持

した。 

また、旅客で燃料価格の下落により、コスト削減につながったほか、宿泊業でも秋季
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の観光需要に支えられ、全体ではプラス水準を維持した。今後は、製造業で中国の景気

減速の影響や国内の設備投資の政策効果の一巡により、再び先行きに対する慎重な見方

の企業が多い。また、非製造業でも、年末年始の雪不足によるスキー客の需要減少への

不安がマインドを下押しするほか、建設業、小売りや運輸、飲食などのサービス業で求

人内への懸念も多く、ＤＩはマイナス委順となる見通しである。 

今後も中国など、海外経済は不安定な状況が続くことが予想され、為替の急変動によ

る業績面への影響も懸念される。 

また、底堅い設備投資がどの程度景気を下支えできるかも鍵を握るとみられるとされ、

依然として地元経済の実情は先行きに対する慎重な見方が強い傾向にあります。 

地方財政であります。 

平成２８年度の地方財政計画では、地方税は前年度対比１.２兆円、３.２％増とする

一方で、地方交付税は０.１兆円、０.３％の減。赤字地方債である臨時財政対策債は１

６.３％の３.８兆円あまりとなっており、財源不足は５.６兆円と深刻な債務状況が続い

ています。 

こうした中、地方財政計画の歳出について、地方の重点課題である高齢者支援や自治

体情報システム改革等に取り組むための経費が新たに２，５００億円計上されています。

また、地方公共団体が自主性、主体性を最大限発揮して、地方創生に取り組み、地域の

実情に応じたきめこまかな施策を可能にする観点から、平成２７年度に創設されたま

ち・ひと・しごと創生事業について、平成２８年度においても引き続き１兆円を確保さ

れています。 

さらに公共施設の老朽化対策の推進として、平成２８年度中に公共施設等総合管理計

画がほぼすべての団体で策定されることなどを踏まえ、公共施設等最適化事業費を１，

０００億円の増額。維持補修費として１.２兆円を計上されているところであり、今後の

自治体運営は地方創生の推進と財務マネージメントが求められると考えているところで

あります。 

平成２７年度の取り組みにつきまして、平成２７年度は私が町長に就任して２期目の

スタートの年となりました。１期目同様に情報の共有、コミュニケーション、現場を大

切にしながら、さらに継続と変革を推し進め、町民の皆様が住みたい町、住んで良かっ

た町と思えるようなまちづくりに取り組んでまいりました。安全、安心、活力の３つの

視点を軸に、特に人口減少、少子高齢化が進む非常に厳しい状況である中で、人口急減

をストップさせる総合的な対応政策や活力あふれるまちづくりの推進が重要な取り組み
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であると認識をしているところであります。 

安全に暮らせる基盤整備としては、主要幹線道路である神護原線、大草線、２３４号

線の整備、林道間沢川線改良工事などに取り組んでまいりました。 

安心して子育てできる環境整備としまして、５つの保育園を運営するとともに、全園

での土曜日保育の全実化。小中学校への教育支援員の配置。北小学校附属建物の改修工

事などを行ってまいりました。 

活力ある地域産業の推進では、果樹栽培１００周年記念事業の実施、地域お越し協力

隊の導入、フォレストアドベンチャー施設運営、農地利用調査推進員の設置、住宅リフ

ォーム補助制度など、積極的に取り組んできたところであります。 

また、スポーツ振興を図る中で、第１回南信州松川ハーフマラソン大会を、多くの方々

のご協力のもと、実施することができたところであります。 

このほかの取り組みとしましては、今年度４月より総務課に危機管理係を新設し、消

防、防災、防犯等に対応し、住民の生命と財産を守り、安全で安心できるまちづくりの

体制を整備したところであります。 

また、中央公民館の建設にも着手いたしました。ワークショップや建設委員会等で作

成した整備計画に基づき、今年１０月には完成するよう進めております。 

地域医療の確保では、公的病院の運営費が特別交付税で措置されることを受け、地域

の中核病院である下伊那赤十字病院に対して、平成２５年度より運営費を補助しており

ます。 

予防活動も進めてまいりました。特に介護予防では、老人福祉センターなどを利用し

たコミュニティ・カフェを運営する中で、介護予防のみではなく、利用者の生きがいづ

くりにもつながるようにしてきたところであります。さらに認知症初期集中支援推進事

業や認知症地域支援推進員設置事業などによる認知症対策も重要対策事項として実施を

進めてまいりました。 

また、障がいを持つ方の日中活動の場の提供、高齢者、子どもとの共生型サービスを

提供するため、旧北名護保育園において地域活動支援センターを開所しました。 

長年の懸案事項でありました北部火葬場の建設につきましては、下伊那北部５町村で

建設を進めてまいり、愛称を五稜の森として、７月に供用開始をすることができました。 

また、町独自の魅力や価値の向上を図り、住民の皆様がこの地域に安心して住み続け

るために、３カ年計画で行う外部専門家活用事業の２年目として、地域力創造アドバイ

ザーの高橋寛治氏に、積極的に地域に入り込んでいただきました。住民の皆様が、安心
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して生活し続けることができることができる方策について、住民と行政が一緒になって

研究、検討を行ってきているところであります。 

今年度は、第４次総合計画の最終年度であり、第５次総合計画の策定を進めてまいり

ました。町民１００人ヒアリング、地域づくり会議等からの貴重なご意見を参考に、審

議会等で議論を重ね、今年の２月に議会の議決を経て策定することができました。 

「一緒に育てよう、一人一人が輝く笑顔あふれるまち、まつかわ」を、町の将来像と

して定め、この計画を基本とした４年間の事業の推進をしてまいります。 

さらに今年度は、地方創生が推進され、人口の減少に歯止めをかけ、将来にわたって

活力ある社会を持続するよう、地方の取り組みが注目されています。今後も総合戦略に

基づいた事業に取り組むことで、住民の皆様が安心して暮らし続けることのできる地域

を目指してまいりたいと思います。 

以上、継続と変革の姿勢で、平成２７年度の事業推進を図ってきたところであります。 

平成２８年度の予算案についてでございます。 

平成２８年度は、第５次総合計画の初年度に当たります。計画に掲げられている将来

像を達成するための事業推進と、先ほど申し上げた松川町に住んで良かったと実感ので

きるまちづくりに向け、重点事項のさらなる推進を図ってまいります。 

また、限られた財源の中で、選択と集中の考え方に基づき、国の支援がある有利な起

債事業などを最大限活用し、活力あるまちづくりにために予算案としております。 

一般会計予算は、前年度に比べまして、４億６，８００万円、７.９％増の６３億８，

０００万円となっています。特別会計は、前年度に比べまして２億７００万円あまり、

４.３％増の５０億円あまりでございます。合計前年度に比べまして６億７，５００万円、

６.３％増の１１３億８，８００万円あまりであります。 

平成２８年度の主な施策についてでございます。 

各科目の主な施策について、第５次総合計画の６つの基本方針ごとに順次申し上げて

まいります。 

地域の絆と力を育み、安全安心なまちをつくる。笑顔を生み出す地域づくり、地域協

働、コミュニティーについてでございます。 

昭和３１年に松川町が誕生してから、今年は６０周年を迎えることになることから、

町民参加、歴史文化の再認識、新しいまちづくりへの新展開を念頭に、記念事業を実施

をいたしてまいります。 

環境に優しい暮らしを育むまちづくり、循環型社会でございます。 
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次期ごみ処理施設である稲葉クリーンセンター施設整備について、実施主体である南

信州広域連合に協力してまいります。また、フードリサイクル事業などによるごみの減

量化と循環型社会の形成を目指すとともに、生田一般廃棄物最終処分場の残容量調査を

実施してまいります。 

森林の恩恵を次世代へつなぐ里山づくり、林業でございます。 

昨年度より導入した町有林キノコ山鑑札制度につきましては、引き続き生田地籍の町

有林につきまして、期間中の入山を規制し、町民共有の財産を守っていくようにしてま

いります。また、全国植樹祭の開催を記念し、飯田下伊那地域の植樹祭をおよりての森

を会場にして開催してまいります。 

暮らしを支える交通環境づくり、道路公共交通についてでございます。 

社会資本整備総合交付金などを活用した主要幹線道路の整備として、町道神護原線、

大草線、町谷線、１１６号線について道路改良を進めるとともに、橋梁長寿命化計画の

見直しを行います。また、中央道上片桐第２橋梁修繕に取りかかってまいります。さら

に、道路作業員２名を配置し、道路美化に努めてまいります。 

具体的になりつつあるリニア中央新幹線の整備工事につきましては、住民や関係機関

による対策委員会を立ち上げました。この委員会と連携する中で、整備工事に関する課

題抽出や対策を検討するとともに、長野県による大気環境測定調査を実施してまいりま

す。 

地域性のある憩いの場づくり、公園、緑地でございます。 

親しみのある公園づくりを目指して、富士森公園のトイレバリアフリー化と遊具の設

置を実施してまいります。 

火災や自然災害に強い地域力のあるまちづくり、消防、防災でございます。 

災害から地域を守る消防団については、その機動力を維持するため、消防ポンプ自動

車２号車の更新を行うとともに、非常の際に使用するＬＥＤ投光器の整備を行ってまい

ります。 

２番目として、安心して働ける環境をつくり、地域の良さを活かした産業を育てる、

地域の特色を活かした農業づくりでございます。 

くだものの里松川の農業振興を推進するため、現在認可申請中でありますワイン特区

に伴う取り組み農家への支援を実施してまいります。また、集落支援員を配置し、都市

部からの移住による人材確保、農地斡旋や経営支援を拡充してまいります。 

合わせて、観光、農業の拠点となる農村観光交流センターみらいの機能強化を図るた
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めのリニューアルを実施してまいります。 

力強く魅力ある商工業が育つまちづくりでございます。 

企業の設備投資等に対して、低利で融資を受けられるための商工業振興資金預託金を

計上し、町内企業の活性化を支援してまいります。さらに商工業を支援するため、店舗

リフォーム補助制度を創設してまいります。 

３番、自然豊かなふるさとで生き生きと暮らせる分野でございます。 

健康で暮らし、安心して医療が受けられるまちづくりでございます。 

町内はもとより、周辺町村からの利用も多い下伊那赤十字病院に対しまして、運営費

の一部が特別交付税で措置されることに伴い、その範囲内で平成２５年度より補助を行

っておりますが、今年度も引き続き補助を行い、身近で安心して医療が受けられる体制

を確保してまいります。また、疾病の際に不可欠な国民健康保険事業につきましては、

国保特会へ一般会計から繰り入れを行い、保険給付費等歳出の伸びに対する急激な保険

税負担増の抑制を図りたいと考えております。 

支え合い、認め合う福祉のまちづくりでございます。 

生活困窮のため、支援を必要としている方をサポートする地域福祉コーディネーター

を設置してまいります。また、利用者本人の特性を活かした生きがいづくりと介護予防

を実践するコミュニティ・カフェを継続するとともに、平成２７年９月に開所した認知

初期集中支援チームの事業推進と新たに認知症カフェに設置を介護保険特別会計で行っ

てまいります。 

豊かな自然と共生するまちづくりであります。 

地域資源の有効利用と環境への低負荷社会を築くため、森のエネルギー推進事業を拡

充するとともに、木質バイオマスの利活用研究に着手してまいります。また、公共施設

を利用した太陽光発電設備による発電事業を運営してまいります。 

４番、人と人が顔を合わせ広くつながる。 

住民に身近で効率的な役場づくりであります。 

社会保障税番号制度の導入に関しましては、平成２６年度より取り組みを始めており

ますが、平成２９年度運用開始に向け、システム等の改修を引き続き進めてまいります。

また、町内情報機器の適正な導入と安定的かつ効果的な運用管理を図るため、既設の業

務システム、情報機器のコンサルティングを委託してまいります。 

ふるさと応援寄附金につきましては、自主財源の確保と町のＰＲという観点から、引

き続き町の特産品等を活用し、募集を行ってまいります。 
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地域の魅力が伝わる観光づくりであります。 

町営温泉宿泊施設清流苑、およりての森、フォレストアドベンチャーなどを町の観光

集客施設として運用を行っていくとともに、引き続き銀座ＮＡＧＡＮＯなどにより、首

都圏でのＰＲ活動を行ってまいります。 

また、平成２７年度より導入している地域お越し協力隊については、現隊員の３名に

加え、新たに３名の隊員を加えた６名体制を整えてまいります。 

多くの人が定住したくなるまちづくり、定住対策として空き家バンク制度の活用、ふ

るさと回帰フェアなどの移住セミナーへ積極的に参加し、移住相談へ対応するとともに、

住宅リフォーム補助や町のカタログ作成を実施してまいります。 

また、老朽化した危険家屋等の適正な管理を行うことを目的とした空き家等実態調査

を実施してまいります。 

５番、地域から学び次の世代へつなげる。 

どの世代も活躍できる人づくり。 

平成２７年度から実施している中央公民館改築事業を継続してまいります。ワークシ

ョップや建設委員会等で作成してまいりました整備計画に基づき、１０月末竣工予定と

なっております。 

スポーツ振興として昨年開催した南信州松川ハーフマラソン大会を、今年も９月１１

日に開催してまいりますが、実行委員会の皆様をはじめ、多くのボランティアの皆様の

ご協力をいただく中で、昨年以上に多くの選手が参加し、盛大に開催できるよう進めて

まいりたいと考えております。 

６みんなで支え合い、子どもたちを育んでいく。 

次世代の担い手を育てる環境づくり。 

結婚から出産、子育てまでのライフステージにおいて、出発点となる出会いを支援す

る若者を対象とした未来デザイン支援講座について、新成人を対象に実施してまいりま

すが、新たに中学生を対象とした未来デザイン支援講座も開催してまいります。 

また、高校、大学等への就学支援である奨学金貸付制度について、貸与額の増額、償

還期間の延長を行います。合わせてふるさと学費応援補助金を創設し、ふるさとを担う

人材の確保と地域の活力を創出していきたいと思います。 

安心して子育てできる地域づくり。 

保育園の運営について、ご負担いただいている保育料について、国の制度に合わせて

負担、軽減措置を実施するとともに、町単独で所得制限を撤廃し、子育てしやすい環境
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を整えてまいります。 

以上、平成２８年度予算案の概要について申し述べてまいりましたが、本予算編成で

は継続と変革を念頭に、人口急減対策、活力あふれるまちづくりを重要事項としてとら

え、町民の目線に立ち、切れ目のない行政サービスの提供をしていきたいと考えており

ます。 

また、厳しい時代の一方で、地方創生が叫ばれ、リニア中央新幹線、三遠南信自動車

など、高速交通時代を迎えようとしています。この高速交通時代に通りすがりの町では

なく、この町でなければ、松川町でなければというものも今後も作り上げていきたいと

考えております。 

町議会の皆様方におかれましては、なにとぞ十分なご審議をいただき、ご賛同賜りま

すようお願いを申し上げ、私の所信表明といたします。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 説明を終わります。 

ここでお諮りいたします。 

平成２８年度各会計予算案についての総括質疑を、３月４日に行いたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

それでは平成２８年度各会計予算案についての総括質疑を、３月４日午前９時３０分

より行うことといたします。 

 

散  会 

○議長（関 克義） 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

これにて散会といたします。 

 

午後２時２０分  散  会 



 

 

 

 

 

 

平成２８年 松川町議会 第１回定例会 

（第 ２ 日 目） 
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平成２８年第１回松川町議会定例会会議録 

（ 第 ２ 日 目 ） 

 

 

平成２８年 ３月 ４日（金曜日）    午前９時３０分 開議 

 

 

開議宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 総括質疑 

 

散  会 

 

 

出席議員    １４名 

（別表のとおり） 

欠席議員    なし 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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午前９時３０分 開 議 

開議宣告 

○議長（関 克義） 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから平成２８年第１

回松川町議会定例会を再開いたします。 

 

議事日程の報告 

○議長（関 克義） 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおり総括質疑であり

ます。 

本日の会議に説明者として、理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。 

佐々木代表監査委員の出席をいただいております。 

株式会社チャンネル・ユーのケーブルテレビ生中継の許可をしてあります。 

 

総括質疑 

○議長（関 克義） 日程第１、総括質疑であります。 

３月３日に町長から提案されました平成２８年度松川町一般会計及び特別会計の予算

案について総括質疑を行います。 

質問者、答弁者ともに簡潔にお願いいたします。 

なお、質問者は会計名、予算書のページを明示し質問するようお願いいたします。 

ただいまから総括質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

坂本議員。 

○４番（坂本勇治） おはようございます。 

まず、全般的なことで１点お聞きしたいと思います。 

この当初予算の概要と町長の所信表明の内容をお聞きした中で、この予算書を見せて

いただいておるわけですが、非常に幅広く、またきめ細やかに様々な政策が網羅された

予算書だと、予算の内容だと思っております。 

しかし、この概要にも載っております出会い、結婚、出産、子育て、仕事、住まいと

いったこの一番中心になる政策の目標かと思いますけれども、これ自体は非常に素晴ら

しいもので私も賛同するわけですけれども、この中で出産、子育てには拡充があり、目

的が見える予算内容だと思いますが、その他はこれで目的が達成できるのかちょっと心

配になるような予算内容かなと。非常に消極的な予算が目につくような気がしておりま
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す。 

所信表明のそれぞれにお聞きしたいことあるわけですけれども、限られた予算の中で

取捨選択がどのようにされたのか、あえてやりたかったけれども、予算計上できなかっ

た事業をお聞きしたいと思います。 

もう一つ、ページ４１ページになりますが、本年度２７年度ですけれども、果樹栽培

１００周年という事業を行ってきて、１００年先の松川町の果樹栽培の方向性が見いだ

されたのか。事業そのものは予定どおり行えたかと思っておりますが、松川町の町制６

０周年のこの記念式典、記念事業というのが、一般会計の４１ページにまちづくり事業

ということで載っております。 

目的の明確化をきちんとして示していただき、果樹１００周年記念事業が成功だった

か、失敗だったかともかく、ＰＤＣＡによる反省を見直し、しっかり行っていただき、

２８年度の事業計画に反映させていただきたいと思いますが。そこでこの記念事業の３

５０万円という金額の算出根拠と明確な目的、想定している計画をお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 全体的なことにつきまして、私の方からお答えをいたしておきます。 

今回、予算編成にあたりまして、１２月に予算編成会議を行いまして方針を示し、そ

してヒアリングからスタートをしました。 

今まで私の望んできた予算編成と違った点につきまして申し上げますと、まず各課そ

れぞれのヒアリングの時点で総合計画、総合戦略、そして町長としての思い、これらは

伝えてありますので、そうした中で各課がどういう思いでそれらの実行に向けて望んだ

かということをまず課長の方からお聞きをしました。これは今までになかったことでご

ざいます。 

そしてその後、各課の今度は予算編成にあたっての思いというものをそれぞれの課か

ら提出をいただきました。それらが、私はそれらが総合計画、それからこの予算書の概

要に載っております当初の目的に向かっての内容に沿っているかどうか、そこを一番目

にしたところでございます。 

そして今回の予算でございますけれども、一般会計で６３億８，０００万円という大

きな予算になっております。 

総合計画、総合戦略、今、坂本議員も言われましたように、それぞれにできるだけき

め細かい政策を打ち出して予算編成をしたところでございます。 
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そして今、申されました住みたい町、住んで良かった町の実現に向けて、６項目にわ

たっての総合政策を継続して進めていくんだという思いの現れも随所に提出したところ

でございます。 

ただ、今、６項目にわたって、すべての項目にわたって、それぞれ重点的な項目はい

くつもございます。しかしながら、それがすべて１００％であるかということに関しま

しては、これは私自身もやはり限られた予算の中でやっていくことですので、いっぺん

にすべてというわけにもまいりません。 

ただ、継続的にこうした事業を続けていくことが、定住促進、それから松川町の活性

化につながっていく、住みたい町につながっていくという思いは持っておりますので、

これは継続的にまたやってまいりたいというふうに思っているのが町長としての思いで

ございます。 

○議長（関 克義） ６０周年記念事業等。 

米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） ６０周年記念事業の関係についてでございます。 

昭和３１年の９月に、大島村と上片桐村が合併して松川町が誕生いたしました。その

後、生田村の合併、それから高森の一部を境界変更によりまして編入をして、今日に至

っているわけでございます。 

先日も２月２６日の日に６０周年の記念事業、準備会を初会合を開催いたしまして、

その中で庁内プロジェクト会議の中で出された内容につきましてご報告を申し上げまし

た。今後、その内容につきまして、実行委員の４月早々に組織いたしまして、進めてい

くつもりでございます。 

３５０万円の根拠といたしましては、特にその積み上げをして計上をしているわけで

はございませんで、こちらにつきましては前回５０周年の時の事業費を参考にしながら

今回３５０万円ということで計上をさせていただいたものでございます。 

事業の内容につきましては、今後実行委員会の中で検討をしてまいるものでございま

す。 

お願いいたします。 

○議長（関 克義） １００周年につきまして。 

片桐産業観光課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 果樹栽培１００周年記念事業につきましては、昨年度実行委員

の皆様のご協力をいただきまして、また議会の皆様のご協力をいただきまして実施でき
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ましたこと、この場をお借りましてお礼申し上げます。 

昨年は１００年という節目の年でありました。事業としてはいろんな事業をやったん

ですけれども、それをこうどう活かしていくかという点でありますけれども、やはりこ

こ最近首都圏の観光キャンペーンだとか、２０２０年の東京オリンピック、あるいはリ

ニア開通に向けての展開を行政の方でもバックアップして行ったりとかして、新しい芽

も出てきておるかと思います。 

その中で、昨年度は節目の年として、若武者の皆さんからも発表がありましたが、次

の１００年に向けたキックオフの年ではなかったかなというふうに思っておりますので、

そのキックオフの年を新年度に向けてスタートさせていきたいというふうに思っていま

す。 

その中でも、６次産業の芽が出てきておりまして、今年の予算の中にも少し出ており

ますけれども、この３月には松川町りんごワインシードル特区の認定が予定されており

ます。そういった新しい芽も出つつありますので、しっかりと行政も皆さんと一緒にな

って次の１００年に向けて取り組んでいきたいというふうに思っております。 

○議長（関 克義） 坂本議員。 

○４番（坂本勇治） 限られた予算の中で、新規事業が毎年増えているわけで、行政の負担、

また職員の負担というのも増えているんじゃないかなと、心配しているところでありま

すが、やはり予算規模は若干去年より増えているというような形で、国からの補助金や

県の補助金などもうまく利用しながらということの予算だと思いますけれども、やはり

限られた予算の中でというと、どうしてもやめなければならない事業、また見直して予

算規模を縮小してでも継続していく。 

新たな事業ということは当然目的があるわけで、その目的に沿った事業内容。第５次

総合計画も非常にお題目素晴らしい計画ができたと思っておりますけれども、実際に予

算を計上してやっていく、運営していくときにどのくらいの効果があるかという検証が

いまいちできてないような気がして思いがあります。 

今回も先ほど町長の答弁では、削ったところがないというか、全体に網羅したという

ことは、結局集中した予算が付いてないのかなという気がしておりますので、そこら辺

は補正予算等当たり前のように毎回出てくるような状態で、そこら辺で期待するわけで

す。 

あと果樹栽培１００年に向けては、果樹栽培の１００年の目的と今回の松川町の６０

周年記念とは方向性が違うかと思いますが、やはり事業としては当然目的というのは、
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町の目的というのは当然あっていいと思いますし、その目的に対して実行委員に内容を

どういうふうに進めていくかということが大事かと思いますので、せめてこのまちづく

り６０周年、５０周年はこうだった。６０周年はどうする。ただ、６０年だでイベント

をしましたよというだけではちょっと悲しいような気がしますので、予算計上した中の

使い方というのもしっかりと精査して、目的を持つことによって実行委員会も何をどう

いうふうにしていけば良いんだという方向性が出るかと思うんで、その点は十分精査し

てやってもらいたいと思いますが、その点いかがでしょうか。 

○議長（関 克義） 米山課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 先日の６０周年の関係につきましては、準備委員会の中

でも目的につきましては町民参加、それから歴史文化の再認識、それから新しいまちづ

くりへの新展開というようなことを念頭に行いたいということで、目的を申し上げまし

てお願いをしたところでございます。 

やはりこういった行事でございますけれども、町民の方限られた方ではなくて、より

幅広い方が大勢参加していただけるということによって、またそういった目的も達成で

きるかと思っておりますので、そこら辺の目的もしっかりまた踏まえながら、実行委員

会の方でもしっかり検討していきたいというふうに思っています。 

○議長（関 克義） 坂本議員。 

○４番（坂本勇治） 町民が参加できるというのは非常に良いことだと思いますし、その参加

する中で、この６０周年の思いと、この町民がある程度団結できるというような方向性

というのが非常に大事かと思います。 

当然この町を続けて継続して住みよい町にしていかなければならないと思いますので、

その点考慮しながらぜひ予算執行をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） ちょっと余談になろうかというふうに思いますけれども、果樹１００周

年でございました。 

それで発信ということで、私の考えを述べさせていただきます。 

くだものについては、また産業観光課の方でいろいろ６次産業、これからに向けてま

たやってまいります。 

松川町、私もくだものの里ということで、随所へ発信に行ってきております。つい先

日も地域案内人、あるいは地域お越し協力隊の皆さんとの話をしましたけれども、ひと
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つのりんごおいしい、松川町のりんごはおいしいです。しかし、今度はそこに一つの物

語、ストーリー性をくっつけて発信をしていくことが大切だというふうに思っておりま

す。それはちょうど１００年という契機の中で振り返ってみました。１００年の歴史の

あるりんご。このりんごはおいしいですよ、おいしいですよ、これは１００人が１００

人言います。しかし、そこにいかに松川町のくだものブランド化をしていくには、そこ

に物語がどれだけあるか。このものにこの商品にどれだけ物語があるかということが大

事だというふうに私は思っております。 

そうしたことを投げかけながら、ちょうど１００年をみんなが振り返って、１００年

前にこういうふうにして苦労してできてきた今の松川町のくだものがこれなんですとい

うものをアピールするものを、ぜひとも投げかけながら、地域の皆さん、農業の様々な

若武者をはじめとして様々な団体がございます。そうした中で投げかけていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございませんか。 

加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） それでは３点お聞きしたいと思います。 

いろいろちょっと細かいところも聞くかもしれませんけれども、よろしくお願いしま

す。 

まず、１つ目ですね、公会計の導入が平成２９年度の決算からということで迫ってお

りますが、その対応というのがこの予算の中でいろいろ見させていただきましたが、そ

の辺についてちょっとお伺いしたいというふうに思います。 

まず、一般会計なんですけれども、一般会計歳入の２３ページですか、県の補助金の

ところ、県の補助金のところの第９目のところに、去年までは緊急雇用創出の事業の補

助金ということで７６４万円とそういうお金があったと思いますが、今年はない。そう

いうふうな予算的なバックボーンというか、裏付けが今回はなかったのかなと思うんで

すが、歳出の３５ページをご覧いただきたい。歳出の３５ページですね、財政管理費、

１３の委託料のところを見ますと、固定資産台長作成業務９８７万１千円、それからそ

の下の公会計システム導入業務ということで４８０万円ということで、合わせて約１，

５００万円ぐらい費用が盛られているという話しであります。 

確か私の記憶があやふやなのかもしれませんけれども、もうこの作業終わったという

ふうに私は聞いたような気がしたんですけれども、２８年度も１，５００万円余もかけ

てまだ公会計の準備しなければいけないかと。しかも今度は県からの補助金もないと。
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どういうふうなプランで２９年度の決算に向けてスムーズに進めるつもりなのか、その

辺のことを思う少し詳しくお聞かせいただきたいというのと、合わせてこれ一般会計だ

けの話じゃなくて、おそらく町の特別会計すべてが公会計になるというふうに私は理解

しておりますので、当然ほかの国保であったりとか、介護保険であったりとか、そうい

ったものも公会計になっていくんだろうと思いますが、その進捗状況とかそういったこ

とも合わせてお聞かせいただければというふうに思います。それが１点です。 

２点目にまいります。 

２点目は、町の債務のことについてお伺いしたいと思います。 

こちらは、先般いただいた概要の方の概要書の方すいません、よくまとまっています

ので使わせていただきます。 

概要書の方の２１ページになります。基金、起債残高の推移というグラフと表が載っ

ております。この一番下の平成２８年度の起債残高は１０２億８，０００万円ぐらいだ

ろうというふうな形で載っております。口座比率も７.６％に抑えていて非常に行政の努

力というのはよくわかるんですが、グラフを見てもずっと圧縮してきているということ

は大変結構だとは思っておりますが。 

ご存じのとおり、日銀もマイナス金利を導入しております。今、未曾有の低金利時代

になっております。 

この１０２億円のうち全部とはいいませんけれども、中には市中金融機関からの借り

入れとかもあると思いますので、いわゆるその借り換えが可能な部分というのはたくさ

んあるんじゃないかなというふうに思っております。 

その例えばいろいろな紐付きの資金で、順当に返していかないといけない部分もある

と思いますけれども、借り換えが可能な部分、そういったものがこの１０２億円のうち

どのくらいあるのか。それのだいたいの平均で結構です。ざっくりで結構なんですけれ

ども、今、だいたい平均してどのくらいの利率でこの借り入れを起こしているのかとい

うのをお聞きしたい。これが２点です。 

３点目は、人件費のことについてちょっとお伺いしたいというふうに思います。 

今、町の職員が、正規の職員の方が１１０人ぐらいですか、今いただいた概要表の方

を見ますと５ページであります。概要の５ページですね、性質別の歳出の概要が載って

おります。その一番上の義務的経費の人件費ですね、７億１，４００万円というふうな

話になりますけれども、これを職員数で平均して割ると職員の皆さん、それはいろいろ

キャリアの差もあるとは思いますけれども、おおむね７００万円ぐらいかということが
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わかります、年収が。年収が７００万円ぐらいだというふうなことはよく理解できまし

たが、片や非正規の臨時職員の方々に関しましては、この表には物件費のとこに多分入

っているんだろうと思います。この物件費の中で臨時職員の方々の人件費というのが、

この物件費の１１億７，５００万円の中でだいたいいくらぐらいを占めているのか。そ

れについてちょっとお答えいただければというふうに思います。 

以上３点お願いします。 

○議長（関 克義） 公会計、町の債務等について。 

米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） それではまず最初に公会計の関係につきましてお願いを

いたします。 

松川町では平成２５年からですけれども、国の要請に基づきまして、固定資産台帳の

整備を進めてまいりました。平成２５年度につきましては、町内の施設、それから土地、

物品について整備を行っております。また、引き続きまして、平成２６年度から２７年

度に２年間かけまして、道路、橋梁、火の見、消火栓、防火水槽といった消防施設につ

きまして整備を行ってまいりました。 

この２５年度から２７年度にかけて行ったものにつきましては、先ほど申されました

緊急雇用の創出事業を用いて整備をしてきたわけでございます。 

ただ、今後、まだ整備をしなければならない資産が、例えば公園ですとか、防災無線、

立木地区、グラウンド、プールといったようなものがまだ残ってございます。そちらに

つきましては、この公会計が始まるまでに整備をしていかなければならないということ

でございまして。 

ただ、この緊急雇用の創出事業がもう使えないということでございますので、これに

つきましては特別交付税の措置１／２ございますけれども、そちらを活用して行いたい

というふうに考えております。 

それに基づきまして、今度は公会計のシステムの方も導入をしていかなければならな

いという形でございます。これにつきましては、ただいま申し上げました固定資産台帳

と連動したシステムというような形になってまいります。今、そのシステムを想定いた

しまして、見積もりをして金額の方を出させていただいております。 

そんな形で、この新たな統一的な公会計システムにつきましては、平成２９年度の決

算から正式にスタートという形にはなりますけれども、その前年との比較が必要だとい

うことで、平成２８年度からの試行といいますか、導入に向けて今回予算計上をさせて
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いただいているところでございます。 

続きまして、２点目のご質問の起債の関係でございます。 

起債の関係につきまして現在、全体では１０２億円というような形、残高、見込みで

ございます。 

こちらにつきましては、ただいま申されましたように、低金利の時代になってまいり

まして、見直しをというようなお話ございますけれども、こちらにつきましては、５年

ごとで利率の見直しをかけるような形を今現在とっておりますので、そうした５年経過

した時点でまた利率の見直し等を進めてまいりたいと思っておりますし、先ほどご質問

の中で市中銀行の割合ということで申されましたけれども、現在４９％が市中銀行とい

う形になっております。 

また、平均利率につきまして、直近の利率につきましては、０.５２％ということでご

ざいます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 人件費等。 

塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 臨時的雇用職員の人件費ということのご質問でございます。 

一般会計で約１１０名、それからほかの会計もございますので、平均いたしまして２

億７，０００万円余の金額というふうに見ております。 

全部合わせまして３億円ぐらいという。３億５，６９０万円でございます。 

○議長（関 克義） 米山まちづくり政策課長 

○まちづくり政策課長（米山政則） 特別会計の公会計の移行でございますけれども、ちょっ

と詳しい資料をちょっと持っていないので申し訳ないんですけれども、こちらにつきま

しても将来的には連結をさせていくということになっておりますので、タイミング的に

は少しずれるかと思いますけれども、一般会計と連結をした財務指標を作成していくと

いうような形になっていくと思っております。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） 答弁いただきました。 

それではまず公会計からまたお願いしたいと思います。 

財源等々についてはよく了解いたしました。それから２８年度から鋭意取り組んでい

きたいという姿勢も理解させていただきました。 

私が申し上げたいのは、まさにそこの部分でありまして、もうこの２８年度のこの予
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算、これが１年半後には決算になってくる。そのときには公会計のモデルになってなき

ゃというの目指してやっているというふうな中だと思います。 

去年のこの前の１２月ですね、２～３カ月前に平成２６年度分のやつをいただきまし

たけれども、あの時にまだ総務省改訂モデルであったと。そこで今、町のモデルという

のをいろいろ模索している段階だというお話でありました。 

私思うには、非常にこれは行政にとって大きな変動だと思っております。多分職員の

皆さんや携われる方々も大変なご苦労があるんじゃないかなと思います。ですので相当

に時間に準備を持って、経費もかけてスムーズな移行ができるように、綿密な計画を持

ってあたらなければいけないんじゃないかなというふうに思っております。 

そういった部分がきちっと計画されているのかというふうなところ、そういった部分

を大変危惧しております。 

それから今、環境水道課長の方からもご答弁いただけるようなあれがあったんですけ

れども、この予算書の下水道会計の方ですね、下水道会計の１０ページの一番下です、

委託料のとこですね、ここに公営企業会計移行業務９０５万１千円というのが計上され

ております。これ下水道だけなぜ別にやるんだろうというふうな疑念もあります。 

先ほど一般の民間企業と同じように、親会社、子会社の連結決算というふうなことを

目指しているとそのとおりだとも思います。そうあるべきだと思っておりますので。そ

の中で下水道会計だけこういうふうな予算が入っていて、公会計に対してスタート始め

る。じゃあほかの会計はどうなんだというふうに関して、きちんと計画を立ててやって

いらっしゃるのか、多少の疑念を抱かざるを得ないというのが私の本旨でございます。 

ですので、もうちょっと平成２８年度の比較のための予備的な公会計の実現のために

どのような行程で進めていかれるのかということをきちっとご説明いただければという

ふうに思います。 

それから２点目でございます。 

債務の話であります。今お話だと約半分は市中からだと。平均が０.５２だというふう

なお話がございました。１０２億円の半分なんで５１億円、５１億円を０.５２でお借り

しているというふうな話だったと思います。 

私の話で恐縮ですが、私も金融機関におった人間でございますので、自治体がどんな

に安全な貸し先かというのは私は骨身に染みております。まず、倒産ということは絶対

にない。もう本当に堅い堅い融資先でありました。それが今の個人の住宅ローンと大差

ない金利で借りていると、０.５２ということは。そういうふうな状況だと、僕はこの自
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治体であれば強い交渉を持てば０.２５、もしくは０.２１，そのぐらいの交渉はいくら

でもできると思います。そういうふうな部分に関して、利下げの部分、５０億円の利率

ですからね、５０億円の利息。この部分を低減するための努力というのをこれから銀行

とどうやってやっていくのか、そういった部分についてもう少し突っ込んでお聞きして

いきたいと思います。 

それから人材の話でございます。 

その臨時職員の３億５，６００万円というふうな話でありました。ちょっと私の聞き

方が悪かったと思うんですけれども、これの１人あたりの平均が知りたい、平均の年収

が。私はさっき正規職員の平均年収は７００万円ぐらいだという話はしました。ですの

で、じゃあ需用費の中で含まれている３億５，６００万円というのはわかりました。あ

りがとうございます。 

ただ、その中で、臨職の１人あたりのざっくりで良いですけれども、平均だいたい年

収おいくらぐらいになっているのかという部分をお聞かせいただければと思います。 

以上３点よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 公会計、それから金利の値下げの考えについて。 

米山課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 先ほど少し触れさせていただきましたけれども、固定資

産台帳の作成、この公会計のシステムの移行にあたります前提となります固定資産台帳

の作成にあたりましては、当町ではいち早く着手をいたしまして進めてきたところでご

ざいます。 

そういったこともありまして、その緊急雇用等も使えたというところでございます。 

今後、２８年度からの導入に向けましては、公認会計士にもお願いをしながらいろん

なアドバイスをいただきながら進めていきたいというふうに思っております。 

やはり職員の負担、直接職員が仕分けをしてどうこうということではないんですけれ

ども、そこら辺やはり多少の知識は必要かと思いますので、そういったようなところの

また説明等もさせていただく中で、計画的に進めていければなというふうに考えており

ます。 

それからもう１点の起債の関係でございます。先ほど０.５２と申しましたのは、直近

でお借りしている利率が今０.５２というようなことでございます。利下げの方法という

ことでございますけれども、こちらも何度かその見積もりをなんとかとりまして、その

交渉をしながら進めてきているところでございます。 



 －83－

やはり金額も大きいものですので、そこら辺はまた改めてその金融機関とも話をして

いく中で、なるべく安く低い利率でお借りできるように、そこら辺のまた工夫もしてい

きたいというふうに思っています。 

お願いします。 

○議長（関 克義） 臨職等の人件費について。 

塩倉課長。 

○総務課長（塩倉智文） お願いします。 

一般の正規職員なんですけれども、この金額については共済費の町が負担している金

額も入りますので、ご本人のところに入る平均年収といたしましては実際は４８０万円

程度というふうにお考えください。 

臨時職員ですけれども、通常の役場の中で働いていただいている事務の職員といたし

ましては２３０万円程度というふうにお考えいただいて結構でございます。 

お願いいたします。 

○議長（関 克義） 米山課長、先ほど質問の中で、下水道事業のみの公会計、ほかの会計は

いいのかという質問に対しては答弁を。 

下沢環境水道課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） ご質問のご主旨とはちょっと離れるかもしれませんが、公共下

水道事業と農業集落排水事業のそれぞれの会計につきましては、今年度来年度予算、２

８年度予算から予算を頂戴して、公営企業会計への移行を準備をスタートいたします。 

２９、３０、３１、３年間かけまして主は下水道、農業集落排水事業の資産調査にな

るわけですが、これを来年度計画を立て、そして下調査を行い、そして２８、２９、３

０と準備しまして、３１年度から公営企業会計としてスタートをする予定です。 

それとちょうど水道事業、上水道の事業は既に企業会計になっておりますが、ちょう

ど会計システム等の更新も重なってまいります。同じく３１年度に同じような形でシス

テムで使用しながらスタートができるようにという計画で進めていくつもりです。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） 最後の質問になりますので、舌足らずのところがあるかもしれませんが、

ご了承いただきたいと思います。 

公会計の話しで今、ご答弁いただきました。その書類を作ることが大切なのではなく

て、前からも申し上げておるとおりでございますし、よくよくご存じかと思いますけれ

ども、管理会計に移行するということが大事なんですよね、結局のところ。書類を作る
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ことが目的じゃないですよね。この公会計になることによって、民間の貸借対照表や損

益計算書、キャッシュフロー計算書はできることによって、より管理会計が可能になる

ということであります。これは行政側にとっても非常に革新的なことであると同時に、

大きな変革でありますし、我々議会にとっても多分そうだと思います。 

そういった意味では、スムーズに移行して、管理会計をうまく軌道に乗せるためには、

ある程度の行程計画表、ガントチャートというやつですね、こういったものに従って、

ほかの特別会計もこういう手順でこのぐらいの時期にやっていくんだということをきち

っと示しながら、進捗も管理しながらやっていかないと、ばたばたとなっちゃうんじゃ

ないかなというふうに思います。あれはできてくる、これはできてないとか、総務省の

モデルでもう資料作るのに精いっぱいだとか、そういうことになったら悲しいですから、

ですのでぜひその管理会計が目的なんだというところの期間は十分お持ちだと思います

けれども、今以上に緊迫感を持って、その管理会計のためにどういうふうな行程が必要

なのかということをきちんとお示しいただければというふうに思います。 

もし、この中で答弁が難しいというか、急な私の質問になりますので、難しいようで

あればこの案件が仮にこのあと常任委員会に付託されるということであれば、常任委員

会の方でしっかりお示しいただければありがたいというふうに思います。 

２点目の話でございます。債務の話であります。 

先ほど申し上げたように、非常に大きな額であるということで、行政の皆さんも非常

に金融機関に対して努力もなさっているというふうなお話でありました。大変結構なこ

とだと思いますので、これからもまたしっかりと交渉を詰めていただければというふう

に思っております。 

皆さんもご存じだと思いますし、一般の住民の方々もご存じだと思いますけれども、

町の債務は返済は元利均等ですよね。元金均等じゃなくて、元利均等ですよね。元利均

等ということは、民間でいえば個人の住宅ローンと同じですよね。いわゆる毎月の支払

いが同じになるようにということですよね。元利均等ということは、民間でいえば個人

の住宅ローンと同じですよね。いわゆる毎月の支払いが同じになるようにということで

すよね。そうすると住宅ローン使った方はわかると思いますけれども、最初の方なんて

ほとんど利息なんですよね、あれ最初に返済しているお金というのは。 

例えば３，０００万円を利率３％で２０年のローンを組んだときに、２０年かけて支

払う利息って１，０００万円近いんですよね、３，０００万円あれば。３，０００万円

借りて返済するのは約４，０００万円ですよ。１，０００万円も利息返すんですよ、１
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／３ですよ。全体からいうと３３％の利息払っているんですよ。これ１％下げるだけで

全然違うということをご理解いただきたい。 

特に元利均等で返しているんであればなおさらです。金融の世界というのは、木を見

て森を見て動くというのが当たり前です。日銀がマイナス金利といったらもうその日に

銀行に掛け合って、うちの債務はどういうふうになるんだろうか、こういうふうになら

ないだろうかと粘り強くぜひ交渉していただきたい。これ浮いたお金というのは莫大な

額になると思いますので、ぜひ力を入れてお願いしたいというふうに思っております。 

３点目でございます。 

人材の話でございました。今、平均の話を聞いて半分なんだなということがよくわか

りました。共済費を抜いた額が４８０万円。片や臨時職員の方は２３０万円平均だとい

うふうなお話でございました。 

さっきの全協で米山由子議員、もしくは熊谷宗明議員からもご指摘あったとおり、今、

政府の同一賃金、同一労働だというふうな話も盛んに言っております。それがそれに沿

ってやっていくのかどうかというのは別問題として、先の臨時会でも人勧に従って、正

規職員の給与を引き上げたということがあります。 

この１／２の開き、倍の開きというのはやはりどうかなと思わざるを得ません。正直

なところ。 

過去１０年間、町の正規の職員の方々がどういう過程を経てこの時期にはこれだけ上

がった。大震災の時にはこれだけ下がった、この時期にこれだけ上がったというのは多

分あると思いますので、そういう動きとじゃあ臨時職員方のベースアップというのがち

ゃんとリンクしているのか、そういった問題もございます。 

それに当然リンクだけではなくて、この１／２の格差を解消するためにももう少しず

つパーセンテージを上げていくということも必要なんじゃないかなと思います。 

臨職の方々でも優秀な人材はたくさんおられる。前例にとどまることなく、新しい時

代のシステムを構築して、臨時職員だから共済費は計算から抜くんだとか、そういうこ

とも言い分としてはよくわかりますけれども、でもなかなかそれじゃ通らない時代がも

うなっているというふうに私は思っています。 

過去はこうだったからと、そういうことにこだわることなく、ぜひ新しい時代に向け

て人材活用ということに向けて、この今までの推移ということもご説明いただければと

いうふうに思います。 

以上、３点お願いします。 
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○議長（関 克義） 公会計について、また金利等について。 

米山課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） これまで公会計につきましては、先ほどお話しが出てお

りますけれども、当町では総務省改訂モデルを採用して実施をしてまいりました。また、

基準モデルを採用している市町村もございます。 

今までいろんな様々な自治体でこういったいろんなモデルの採用が異なっていたため

に、他の団体との比較ができないということで、今回２９年度決算からすべてそれを統

一した形のモデルを示すことによって、ほかの団体との比較ができるような形にしてい

くというのがこの目的でございます。 

当然そうなりますと、当町の方でも他の団体と比較した中で数値に表れる部分が出て

まいります。 

そういったところは、先ほどの議員申されたようなその管理というような中で確認を

しながら、無駄な部分ですとか、そういったようなところをあぶり出して、今後のその

業務の改善につなげていければなというふうに考えております。 

それから借り入れの関係でございますけれども、こちらにつきましては議員おっしゃ

るとおりでございます。交渉を重ねまして、少しでも安い金利になりますようにこちら

も努力してまいりたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 臨職の関係につきまして。 

塩倉課長。 

○総務課長（塩倉智文） 松川町の臨時職員につきましては、採用から経過するごとにベース

アップが行われております。それと過去なんですけれども、一般職の職員の給与が引き

下げに時には、臨職を引き下げることがなかったということも過去にございますので、

ここ数年臨職の給与につきましてはベースアップはありますけれども、基本給の改定と

いうのは行っておりません。 

議員のおっしゃっていただいたこと、それからまたこの頃は売り手市場ということで

人材不足ということもございますので、魅力のある職種となるように議員のおっしゃっ

た意見を参考にしながら検討してまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

熊谷議員。 
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○５番（熊谷宗明） それでは質問をさせていただきます。 

今回の平成２８年度の予算につきましては、深津町政２期目２年目の予算ということ

で、深津カラーが前面に打ち出されたものであり、また第５次総合計画ができまして、

その出発の大事な重要なる予算であるという認識の中で３点質問をさせていただきます。 

まず、１点でありますけれども、財政調整基金についてお伺いをいたします。一般会

計歳入の２６ページであります。第２項基金繰入金の中３目でありますが、財政調整基

金繰入金１億９，８８７万円ということで、昨年は８，０００万円ありましたけれど、

約２億円を借り入れているということでございます。 

それでは加賀田議員から質問もありましたが、概要の一番最後の基金起債残高の推移

というのを見ていただきたいと思いますが。まず、基金でございます。基金というのは

家庭でいえば貯金ということでございますけれど。今まで深津町政となってから基金を

取り崩して事業展開をして、だんだんと基金を使ってきたという状況の中、平成２７年

度はアップしています。 

このことにつきましては、一作年の９月の議会におかれまして、財政調整基金として

一般会計から５，０００万円積み上げ、償還に１億円を使ったというようなことの中の

数字と今回の繰入金も関係するかと思いますけれど、町長は前々から財政調整基金につ

いては１０億円は堅持をしていきたいというお考えのもとで、今まで１２億円だったの

を２８年度も１０億円というところを堅持しております。 

そういった中で、今までよりは少し貯金が増えておるということではなかろうかと思

います。 

また、下のグラフでありますが、実質公債費比率７.６％ということで、だんだんと繰

上償還をして健全財政に努めてきておる状況が見れれるわけでありますが、加賀田議員

言われるようにマイナス金利となって、金利を追求していくということは最も大事なこ

とでもありますが、さらに繰上償還をしていくということも大事かなと思っております。 

そこでこの貯金の中には減債基金というのもあると思います。この財政調整基金、減

債基金についてのお考え、またこのバランスというものにつきまして、平成２８年度の

予算どんなふうに組み立てて考えられたかという点を１点お聞きをしたいと思います。 

それから２点目でございます。 

産業観光課にお願いしたいと思いますが。 

歳出でございます。一般会計歳出６８ページ、７目農村観光交流センター費の中の７

節の賃金でございますが、そこの中には集落支援員と地域お越し協力隊ということが出
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て、いろんな部分で経費が見積もられております。 

その中で、地域お越し協力隊についてお聞きをいたします。１，３１４万円が計上さ

れて賃金としております。今まで３名の方が地域お越し協力隊として町内においてご活

躍をしていただいておる中でございますが、新たに３名の隊員を加えるということでご

ざいます。その３名の方の役割、狙いというものをどういうふうにとらえられておられ

るか、その点をお聞きいたします。 

それからもう１点、３点目でございますが、環境水道課に関わることでございますが。

一般会計の歳出６２ページの下の１目のじん芥処理費の中の１９節負担金補助及び交付

金であります。この中には、ごみ処理施設負担金６，７２０万８千円、その下に新処理

ごみ施設負担金３，９０７万３千円計上されております。ご存じのように燃やすごみに

つきましては、桐林クリーンセンターから平成２９年の１２月には、稲葉クリーンセン

ターに移行していくということで、その施設負担金というのを払っておるわけでござい

ます。 

それで移行した場合に、今までと違ったことは、今まで廃プラスチックを分別してお

ったわけですが、それも可燃ごみとしてじん芥ごみと一緒に出しても良いという、そう

いうことになってきております。 

そういうことの中で、このごみ処理施設負担金６，７００万円というものは、桐林に

持ち込んでごみを処理していたという額だと思いますが、この額が稲葉クリーンセンタ

ーに廃プラと同時にじん芥ごみがいった場合、その負担金というものがどういうふうに

変化していくのか。まず、その一般家庭においての負担というのはどんなふうに考えて

おられるのか。 

以上３点ご質問いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） それでは財政調整基金等。 

吉澤副町長。 

○副町長（吉澤澄久） 財政調整基金のお話がございました。 

今熊谷議員さんおっしゃったとおりでございまして、町長の思いとしてやっぱり１０

億円は下りたくないということございましたので、その辺は私ども頭に入れながら予算

編成をさせていただいたとこでございます。 

今回とはいうものの１億９，０００万円ということで、約２億円弱の財調を崩させて

いただくという予算立てでございます。 

もとはといえば、予算を立てるに大変厳しかったというのはここに出ているかと思っ
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ているところでございます。 

今回、この１億９，０００万円の中の内訳は、まず１点はチャンネル・ユーさんの建

設費として約４，０００万円を補助金として出すということになっていますので、それ

を当てさせていただいているのと、それからただいまお話あった稲葉のクリーンセンタ

ーの建設費、これは負担金で出ますので、そちらもやはり４，０００万円くらいという

ことです。 

あと１億なにがしは、土木関係の工事の前倒し等がありまして、当然町の負担が出て

まいりますので、そちらの方に充てさせていただいているというのが現状でございます。 

目標の１０億円がぎりぎりになりましたので、また繰越金等を見ながらまた積み立て

の方も考えていかなくてはならないと思っているところでございます。 

それからもう１点の減債基金でございます。 

ただいまは、今現在は２億円の残高持っておりますけれど、ピーク時には５億円もあ

ったかと記憶しているとこでございますけれど。 

それで数年前、約１０年くらい前は公債費、いわゆる起債の償還が約１０億円弱、８

億円９億円という時代がございました。その時代にこの減債基金を取り崩させていただ

いて、一部としてそれを充てさせていただいております。 

今は２億円というベースございますけれど、見ていただいたとおり、今年の公債費は

いわゆる償還金は５億５，０００万円ほどでございますので、ここに充てちゃうとあっ

という間に終わってしまいますので、今、どうしても町の事業も起債事業が起債をお借

りしてやる事業が増えてまいりますから、またピークがきたときに使わせていただく、

あるいは繰上償還が生じたときにそちらの方に充てさせていただくというような考え方

で持っているところでございます。 

○議長（関 克義） 地域お越し協力隊等について。 

片桐産業観光課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 地域お越し協力隊につきましては、予算の上では現在３名おり

まして６名ということですので、新たに３名を受け入れていくということでございます。 

そのうち現在２名まで決まっておりまして、残り１名については随時募集中というこ

とでございます。 

ちょっと複雑というか関連してくるんですけれども、集落支援員の方の賃金につきま

しては４名分盛っております。この今申し上げました地域お越し協力隊として受け入れ

る２名のうち１名については、いわゆる地域お越し協力隊の都市圏からの移住という要
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件に当てはまらない方でしたので、集落支援員の制度を活用して受け入れを行っていき

たいと思っておりますので、ちょっとわかりにくいかと思うんですけれども、実質的に

は地域お越し協力隊の予算のうち１名分を今今日協力隊で受け入れて、１名分は集落支

援員の予算で受け入れておりますが、隊員としては名称としては地域お越し協力隊で活

躍していただきたいというふうに思っております。 

その方々については、お二人とも３０代後半の男性の方です。お一人については、奥

様と子どもさんが、ご家族がいらっしゃる方であります。 

双方の方とも移住希望を持っておりまして、この３年間のうちにうまく起業、あるい

は定着して移住をしたいという思いを持っていらっしゃいます。 

それぞれの隊員の方の個性というか、持っている能力というところを松川町に活かし

ていただきたいと思っておりますが、一人の方については地域の魅力を発信し、交流人

口を増やす事業の企画、運営。全国から大学生だとか、若手社会人等を松川町に呼び込

む事業の企画運営など。そして商店街の活性化についても、関わっていただくという予

定にしております。 

それからもう１人の方については、農業に関心のある方で、障がい者支援施設での経

験が豊富な方でありますので、自然農業や野菜作り、それから美術活動ですとか旅行の

企画、農業との連携などについて活動していただきたいと思っております。 

特に生田地区での興味といいますかで移住したいという思いもあるようでして、この

方については生田地区の地域振興といいますか、活動に関わっていただきたいというふ

うに思っているところであります。 

以上でございます。 

○議長（関 克義） ごみ処理等について、 

下沢環境水道課長 

○環境水道課長（下沢克裕） まず、今度新しくできます稲葉の焼却施設、そしてこれまで今

現在運転しております桐林の焼却施設ですが、それぞれ運営費、ごみ処理の費用としま

しては、建設当時に借りました起債、これの償還分、それとその年度年度の運営費から

算定されるわけですが、広域連合の方から示されております試算の資料によりますと、

松川町が負担すべき按分で負担すべき金額を運転開始から１５年間の比較の数字を頂戴

しておるところです。 

ちなみに桐林につきましては、約７億６，０００万円、運営費です。そして今度新し

い施設につきましては５億６，０００万円ということで、約２億円減額になる見込みで
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す。 

これは公債費の利率のこと、それと年度年度の運営費のことにつきまして、先ほどあ

りましたように廃プラ投入のことによります燃料費の削減、また発電の関係での売電と

いうようなことで低くなっております。 

そんな中で、今現在の大きい袋６０円頂戴しております。それに袋代も負担していた

だいておるんですが、この６０円の負担につきましては、下げる方向で検討がされてい

るところです。 

まだ、金額は示されておりませんが、来年度示されるというふうに聞いて報告をいた

だいておるところでございます。 

今度廃プラを今まで廃プラは袋を負担していただきましたが、買っていただきました

が、その処理そのものについては町の負担でありました。料金をいただいておりますこ

の燃やすごみと今度一緒になるわけですので、このことにつきましてはこの料金が今後

算定されるところ含めまして、お客さんの負担が増えないようにというようなことで検

討をさせていただきたいと思います。 

特に廃プラの分別ごみ、ほかにもいろいろ種類があります。これによりまして、そこ

の分別のことも全体的な評価も見直しもしなければならないというふうなことは承知し

ておりますので、このお客さんの負担、これを含めまして今後の課題というふうにさせ

ていただきたいと思います。 

○議長（関 克義） 熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） 基金、それから起債の関係、財政調整基金のお話であります。 

財政調整基金というのは、総予算額の１０％、６億円ということになると思いますが、

そのぐらいは堅持をするべきだということが言われておる中で、町長１０億円とにかく

確保していきたいという中で、今回深津町政になって初めて貯金が増えたというか、そ

ういう措置をしたという中であります。 

ほかの特に隣町に比べると非常に貯金額が多いということでございます。ただ、借金

もあるという中におきまして、この町民の幸せということを考えたときに、どういうと

ころが、どういう貯金と借金の関係が町民にとって良いのかどうかというのは非常に難

しい問題であろうかと思います。そこら辺を町長はどんなお考えであるのか。特にコス

タリカに行って、幸せとは何かということも真に感じてこられたということでございま

す。そんな点を含めて答弁いただければありがたいなと思います。 

２点目の地域お越し協力隊でございます。 
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３名というとこ２名来ていただけるということで、非常にありがたいお話だなと思い

ます。 

その中でお一人の方は交流人口推進、商店街の活性化ということで来ていただけると

いうことで、非常に期待をするわけでございます。商店の賑わいは、喫緊の課題であり

ますし、公民館研究集会の中でも若い人たちが集える商店街にぜひしてほしいというよ

うなお声もございました。期待するとこでございますが、やはり地域お越し協力隊は３

年たつと自分で自活していかなきゃならないという、大きな使命もございますので、や

はりそれを支えるサポーターという人が大事になると思いますので、そこら辺は集落支

援員の役割かなと思いますが、集落支援員ばかりでなくて、地元におる住民の皆さんが

支える体制作りというのが非常に俺大事かなというふうに思っております。 

そこで関連ということで質問させてもらいたいんですけれども、住む場所ですね、地

域お越し協力隊の皆さんが。今はアパートに３人住まわれております。そういう中で、

工事請負費ということで１５節でありますが、１，５００万円、ここでは協力隊の家の

工事請負というようなことで書かれておりますが、これについてのお考えを２点目とし

てお聞きをしたいと思います。 

それからクリーンセンター、ごみ、賃貸ごみの処理の関係でございます。 

ご答弁の中で、７億円から５億円の負担というようなことで２億円という緩和される

ということと、６０円の袋も価格が下げていく方向であるというようなことで、非常に

生活者にとってはありがたいお話かなと思います。 

なお、ごみの減量化という点では、なかなか松川町は同規模の町村と比べると、燃え

るごみが非常に多いというようなお話ですし、分別もなかなかモラルがほかの町村と比

べると悪いというような結果が出ておりますので、そこら辺のことをもっと徹底して、

周知徹底すれば、ごみの減量費というのは安く収まっていくんではないかなと思います

ので、さらに力を入れるべきかなと思います。 

それに対しては、当自治会でも先日出前講座で環境水道課の職員に来ていただいて、

分別の方法を習いましたが、そういう地に足をつけた活動であるとか、また庁舎のロビ

ーであるとか、公民館のロビーに分別はこうですよというようなモデルを置くとか、い

ろんな方法が考えられると思いますが、ごみの減量化についてお考えをお聞きしたいと

思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） まず、基金起債について、町民の幸せについて。 
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深津町長。 

○町長（深津 徹） 貯金、借金について、町長としての考え方でございますけれども、私も

今まで何回か述べてきております。 

町長就任時に財政等担当集めまして、私は借金を早く返せ。貯金はもちろん貯金は貯

めていかなくちゃならないけれども、貯金は極端な言い方しますと借金をとにかく早く

返せ。繰上償還、今までずっと繰上償還と基金への財調への積み立てずっと毎年やらな

かったときもあるかな、やってきております。 

そうしたときに、どちらかというと借金を返す方に重点を置いて繰上償還のできるも

の。そして基金へあとあれば財調へ積むというパターンをとってまいりました。 

それで私は昨年の何月の議会か、これから借金をだんだん返してまいりました。繰上

償還も当然考えていきますけれども、財調への積み立ても少し今度ウエートの置き方で

ありますけれども、ウエートを置いていきたいということを申し上げております。 

それから繰上償還というものでありますけれども、先ほど質問の中にも出ておりまし

た。繰上償還しなくても借金を多くしなければ、あれローン組んでいるのと同じなんで

す、住宅ローン組んでいるのと。だから繰上償還あえて早くしなくてもだんだんだんだ

ん減っていきます。もちろん借金を多くすれば逆転はしますけれども、そういうパター

ンでございます。 

ですから繰上償還をあえてしなくて、毎年ローン組んでいるのと同じですので、だん

だんだんだんに減らしながら貯金貯金というふうに考えるのも一つの方法かもしれませ

ん。だけれども、皆さん自分たちの家庭考えてみてください。貯金がたくさんあればあ

るほどありがたいです。ところがこれは行政です。みんな住民の皆さんから預かった税

金であります。これをただ将来をきちっと見越した中で、これに使うんだということで

貯めていくことも大事でありましょうけれども、もう一つの考え方は預かった税金を有

効に使いながら社会資本を整備しながら、松川町の活力やそういったことを見いだして

いくという一つの方法もあります。そうした形をいかにバランスをとっていくかという

ことだというふうに考えております。バランスをとりながら決算、財政指標を見ながら、

それから類似団体、松川町４４～４５の団体になりますか、全国的に見てどういう位置

にあるんだ。それをバランスをとりながらやっていくことじゃないかというふうに思っ

ております。 

私は今、手元に数年間にわたる財政指標と類団での松川町の置かれている順番という

もの、これも平成２０年度くらいのもの、これも常に持ち歩いておりますけれども、今



 －94－

も質問を聞きながらちらっと見ておりました。 

類団の中で人件費の比率が松川町というのはどういうふうなんだ。それからいろんな

財政力指数だとか、職員の数だとか、類団の中で比較をされたもの、常に持ち歩いてお

りますけれども、松川町は決して裕福ではないですし、厳しい中でありますけれども、

これは脈々と上手な財政運営をしてきてくれているなというふうに、先輩の皆様方にも

感謝をいつも思います。それをいかにして有効に使っていくかということ。 

それから起債事業、有利な起債事業を使っていろんな事業をしていきます。公民館も

そうでありますし、道路もそうであります。 

私の当初の頭の中には、国から例えば４０％なら４０％を補助もあります。あと残さ

れた補助算について、残った金額の９０％については交付税措置がとられますよという

ことで、９０％を借金をしなさい。借金した分について２０％国が補てんしてくれます

よ、そういった様々ないろんな形があるわけ。だけれども、４０％補助もらってあとの

残された補助残について、ここにある貯金を使って全部やれば借金することはないわけ

です。 

これも非常に財政の皆さんやいろいろと庁内で検討します。私は借金は借金だと。い

くらあとから補てんしてくれたって借金は借金だと。ここに貯金がこれだけあるじゃな

いか。これを使って借金をせずにやればできるじゃないかという考えがございます。 

しかしながら、やはり行政というのは民間と違うところでございます。いかにそうし

た有利なものを使いながら物事を進めていくか、様々な事業を展開をしていかなくては

なりません。いろんな懸案事項に取り組まなければ必ず貯金は増えます。これは私自分

で実感しております。 

貯金を増やしていこうと思えば、いろんなものをこういうものを抑えながらこっちへ

回していけば増えることはわかる。だけれども、町民の皆さんがいかに幸せな松川町で

良かったと思われるまちづくりを進めていくにはどうしたら良いか。これもいっぺんに

１年に全部やるわけにはいかない。どういうふうにやっていくかというのがバランスを

どうとっていくかということかというふうに思っております。 

それから熊谷議員の言われましたこれは議員とも話したことがありますけれども、借

金がない、貯金がある。そいじゃ住民の皆さんが幸せなのか、これ非常に私も時々考え

ます。いろいろ全国のいろいろな町村、なかなか厳しい財政で運営しているなというと

ころもあります。だけれども、そいじゃその町の住民の皆さんが、この町はまず借金が

なくて貯金が多いから幸せなのか、これ非常に私も考えます。結論なかなか出ないわけ
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でありますけれども、やっぱり住民の皆さんが住んで良かった、この町で良かったとい

う思うのは、それは財政が堅実にいくということは、住民の皆さんに負担がかかってい

かないわけですから良いわけでありますけれども、そんなことも時々考えます。 

これ結論が出ませんけれども、そうしたいかにバランスをとって、出てくる数値をど

ういうふうに読んで、そして地域づくりをしていくかということが大切だというふうに

思いながらやっております。 

○議長（関 克義） 次に、協力隊の住居等につきまして。 

片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） この協力隊の受け入れ体制につきましては、まず相談員の関係

でありますけれども、今年予算計上させていただきました集落支援員の４名の予算のう

ち１名について移住就農交流相談員ということで、移住者への相談対応や就労先の斡旋、

あるいは地域お越し協力隊の活動に対する助言や支援ということで、１名を設置してま

いりたいというふうに思っております。 

これまで役場のみらいの職員が、この部分は担っておったんですけれども、非常に業

務が拡大してきましたので、専任の職員を置いていきたいと思っております。 

その住居の関係でありますけれども、６９ページの工事請負費にあります住宅改修の

１，５００万円でありますが、こちらにつきましては旧国土交通省の官舎の活用でござ

います。先日の議会で、財産の改善についてご議決いただきましたけれども、全体で今、

１１棟あります。そのうち予算上では、５棟分を活用していきたいというふうに思って

いるところであります。 

これにつきましては、現在協力隊は、民間のアパートを借りて住まいを持っておりま

すけれども、その件については協力隊の活動費の中から町の方で支援をしている形であ

ります。 

やはり民間の賃貸となりますので、こういった国土交通省の官舎の払い下げがありま

したので、これを活用していくという点で、協力隊などの受け入れを継続的にやってい

くという意味で、町でそういった住宅を持っていくことも大事ではないかというのがこ

の意味合いであります。 

兼ねて移住体験住宅としての活用も考えております。実際に現在、移住の相談に来ら

れますと、短期間で住んでいただいて、この松川町の気候だとか風土だとかいろんなも

のを感じたいという方が結構いらっしゃるわけでして、そういった方々に一時的に短期

間住んでいただくような形で提供できることも検討をしているところであります。 
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ここについては、細かい内容については、新年度に入りまして検討していきたいと思

っておりますので、予算上一応５棟セット考えておりますが、新年度になってどこの部

分を残すのかちょっと精査をしていきたいなというふうに思っております。 

それから建物につきましては、面積が６０平方ｍで居室が６畳が３部屋にキッチン等

ついているというような建物であります。駐車場もついておりますので、子育て、あま

り人数が子どもの数が少ないうちですけれども、の家族だったら入れるぐらいかなと思

います。 

それから改修の費用につきましては、１棟あたり３００万円を見込んでおります。主

には浴室のユニットバスの取り替えが必要になってきますのと、屋根がちょっと古くな

っておりますので吹き替えを行うというのが主な内容でございます。 

以上でございます。 

○議長（関 克義） 燃えるごみの減量について。 

下沢課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） まず、燃えるごみの状況でございますけれど、昨年度末２６年

度末１，３５０ｔの実績がございます。過去５年間の間では、最大この１，３５０のプ

ラスマイナス２％ぐらいの増減で推移しているところで、大幅な増減は見られておりま

せん。高いところで推移しているというところでございます。 

燃やすごみの減量につきまして、今まではＰＲと広報等のＰＲをしてまいりました。

今後今までやっていない部分ですが、ごみをとにかく出さないと。ごみを分別してもほ

かの方のごみで回っていくわけです。ごみを出さない、ごみは返す、無駄な買い物はし

ない、食べ残しはしないというようなそんな部分も今後に努めていきたいと思っており

ます。 

もう一つ、ごみの重量が多いところに水分量が多いというところも私ども認識してお

ります。そこでですが、実は来年度予算上にはごく少ない金額で出ておりませんが、５

０件ほどのちょっとモニターをお願いしまして、水分家庭用のごみの水絞り器を実験的

にモニタリングお願いして、効果のほどを調べたいなという考え方も持っております。 

それと議員さんもお世話になっておる、今度お世話になるようですが、地域の環境推

進員さん、この方々にもご協力をいただいて、このようなＰＲの私どものお願いする啓

発の最前線としてまた活躍をしていただけるようなために、この例年はやっておるんで

すが、推進員の皆さんの会議、それとステーションの管理、代表者の方の会議、ここら

辺でもお願いをしていくということで考えております。 
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以上です。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 熊谷議員の先ほど申された財調の金額でありますけれども、財政規模の

１０％じゃなくて、標準財政規模の１５％町村は、それで６億円という数字が出てくる

わけでございます。 

それでそれが６億円で良いのかどうかという、そういう問題もございまして、そんな

ような考え方を思っております。 

それから借り換えという言葉が先ほど出てまいりましたけれども、昨年私が繰上償還

をもう少し繰上償還をやりたいと。それで借り換えして利率を下げたいということで担

当に言いまして、私も銀行へ直接電話しました。こういうふうに借り換えをしたいと。

ただ、５年のスパンの中で借り換え、金利を見ていきますので、そのときはノーという

ことで支店長に相当迫ったんでありますけれども、支店長本店の方にも連絡をする中で、

借り換えで利率下げることが今回はできないということでございました。 

私もそいじゃいいわというか、余分な繰上償還をやらなかった経験がございます。 

先ほど課長からも答弁ありましたけれども、５年に一度見直しをしていくということ

でありますので、その辺のとこしっかりとやってまいりたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（関 克義） 熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） ただいまの標準財政規模の１５％で６億円ということでございます。 

そういったちゃんとしたものがあるというものと、それからこれからの財政をどうし

ていくかという指標をこれから立てるということでございますので、しっかりと組み立

てていただき、町民の皆さんに安心、幸せというものをもたらせていただければと思い

ます。 

特に今年は町税がアップして４億１，６００万円というものが皆さんの働いた大事な

お金を使って行政を運営していくというようなことでありますので、そんなことを含め

ましてお願いをしたいと思います。 

それから地域お越し協力隊でございますが、これは国から派遣をしていただき、予算

をいただける中で、そういった方たちが、若い皆さんが来て、町について考えて行動し

ていただけるということなので、やっぱり町民の皆さんも一緒になってやっていくとい

うことが大事かなと思っております。 

大いに新しい住居も考えながら、またそういった人たちが一堂に会していろいろ今後
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についてお話ができるようなシェアハウス的なことも考えたり、今後についてさらに地

域お越し協力隊を活用していくことを期待をしたいと思います。 

ごみの減量化についてお話がありました。衛生部員の皆さんの会合もあると思います

し、それぞれご努力もされておると思いますが、ただやはり燃えるごみについてはまだ

まだ徹底されておらないということで、平成２８年の２月末の結果だと、前年より１３.

４ｔ増えたというようなこともありますので、まだまだ減らしていくということに力を

入れていただき、またフードリサイクルも合わせてお願いをしていっていただきたいと

思います。 

以上で質問を終わります。 

○議長（関 克義） ここでお諮りいたします。 

ここで休憩をとりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

それでは１１時５分まで休憩といたします。 

 

休  憩  午前１０時５６分 

再  開  午前１１時０５分 

 

○議長（関 克義） 会議を再開いたします。 

質問者、答弁者ともに簡潔に要点をお願いいたします。 

質疑ございますか。 

森谷議員。 

○６番（森谷岩夫） 簡潔にいくかどうかちょっとわかりませんけれども、お願いをいたしま

す。 

先ほど人件費のお話がありまして、私も加賀田議員が縷々説明を受けておりましたけ

れども。この概要の５ページの性質別の内訳をちょっと見ていただくと、人件費が７億

１，０００万円、これが２，７００万円ほど今年は減っておって、それから物件費の方

１１億７，０００万円のうち先ほどお聞きをしたら、この１１億円のうち３億８，００

０万円が物件費の中の臨時職の皆様の給与と、こういうことであります。 

課長の方からも、「今後について検討していく」というようなお話もありましたけれど

も、今同一労働同一賃金というの盛んに言われておりまして、先ほどのお話だとやっぱ
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し半額ぐらいかな、正職員が４８０万円ぐらいの平均給与、それから臨時職が２３０万

円ぐらいというようなお話でありまして、共済費や保険料を含まない金額でのこのぐら

いのということでありますので。 

労働時間が少なくてということであれば、特段問題はないというふうに思いますけれ

ども、労働時間も同じぐらいで一生懸命勤めて、残業代は当然お支払いはされておると

思いますが、一日一日やっておる中で半分ぐらいの給与ということになりますと、なか

なか普通で考えてみても大変なことだというふうに思います。 

やはりここのとこ非正規職員が非常に増えておるということが、前々から言われてお

りまして、これは物件費の方に入っておりますので、なかなかわからんような状況であ

りますけれども、基本的にはやっぱしどうしてそういうことになるのかということを考

えんと、なかなかこの問題はずっとこれからも続いていくというふうに思っておりまし

て。 

非正規職員を雇用する理由が、やっぱし賃金の節約ということになりますると、行政

は当然お預かりした税金の中でいろんなものをしていくわけでありますので、人件費の

占める割合というのは非常に気になるところではありますけれども、だんだんだんだん

国がそういうふうに動いてきたときに、そいじゃこの基礎自治体である地方自治体はど

うしていくのかということにもなりますので、今後毎年毎年思っておることであります

けれども、この非正規職員がどんどん増えていって正規職員は抑制して、総額の人件費

を一定のものに保っていくのか。要するに極端なことをいいますと、正規の職員の給料

は下げて非正規の方へつけていくんだか、正規の職員並みに非正規の皆さんの給料も上

げていくんだか、このことがなやましいとこで、誰でも考えてみると、これではずっと

いけれんかなというふうに考えるのが当然だというふうに思います。 

そういう中でやっぱし何を検討していくかということが大事でありますが、今後検討

されてもどんどんどんどん非正規が増えていくようなことになりますると、非正規の皆

さんの処遇というのが、ますますその上を向いていくということがなかなかなくて、い

つもいつもきちっとした待遇でないところで仕事をせにゃならんということになります

ので、このあたりのことは本気で考えんと大変なことになるというふうに思っておりま

す。 

同一労働、同一賃金のこれからの考え方を今回のこの人件費のことについて、予算の

範囲内で減っておりますので、正規の職員が減っておりますので、この傾向でいくと非

正規を増やして人件費を抑制していくというようなことになりかねないというふうに思
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っておりますので、そのあたりをまず１点お聞きをいたします。 

それからもう１点は、予防費のことであります。５９ページをお願いをいたします。 

５９ページに予防費、委託料として５，０４４万円の計上がございまして、その中で

がんの検診ほか９１１万円、それから予防接種が３，０４５万６千円とこういうことで

計上されております。合わせて総合検診、特定健診がこれ合わせますと、９６８万６千

円であります。 

これ昨年と比べてみますると、ちょっと委託料が減っておりますので、減ることは良

いんですけれども、この総合検診、特定健診は、委託料が減っております。検診が低下

しては困りますので、このあたりの要因を一つお聞きすることと、それからそのがんの

検診や予防接種につきましては、ここのとこ増えておりますが、昨年はその予防接種で

もきちんとそのＭＲから水痘ワクチンまで細部にわたってお示しをいただいておりまし

たが、今年は予防接種３，０４５万６千円と、ここにどかんと出ておるだけであります

ので、昨年から見ると３００万円ほど増えておりますが、例えばインフルエンザが増え

たとか、日本脳炎が増えたとか、そのあたりの情報というのをもう少し詳しくお願いを

いたしたいと思います。 

がん検診についても同じであります。このことが２点目。 

それからもう１点は、４８ページでありますけれども、ひまわり乗車券のことをお願

いをいたします。 

ひまわり乗車券が昨年は確か６４８万円だというふうに思いますが、失礼しました、

この扶助費であります。扶助費の中のひまわり乗車券の９００万円でありますが、昨年

は６４８万円という数字だったというふうに思います。 

この２５０万円を増えておりますけれども、ひまわり乗車券はいろいろと問題もあっ

て、改正もされたというふうに思っておりますが、年をとって体の不自由な方、あるい

は高齢の方、１人暮らしの方、非常に良い制度でありますので、このことの拡充は大賛

成でありますが、一気にこの２５０万円増えたというのは、ちょっとどういうことかな

というふうに思いますので、このあたりの説明をお願いいたします。 

以上３点。 

○議長（関 克義） 同一労働、同一賃金の考え方等について。 

塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） まず、一般会計の１０８ページをご覧いただきたいと思うんですけ

れども、こちらに初任給について載せてございます。高卒で１４４，６００円というこ
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とになっておりますけれども、臨時非常勤の職員の初任給が１３３，２５０円というこ

とで、約１万円の差という形になります。 

臨時職員の考え方といたしましては、この１級の所属する主事と同じ程度の業務を担

っていただくということになっておりますので、そう差し障りがないというか、いう考

え方で行っております。ただ、現在、数年前の就職氷河期と違いまして、現在は売り手

市場という形で、このような条件で役場に就職していただける方がだんだんと減ってい

ることも事実でございますので、今後のあり方につきましては例えば専門職については

正規雇用にする等のいろんな検討が必要になってくるかと思いますので、また考えてま

いりたいと思います。 

また、正規職員につきましての人数なんですけれども、実際は昨年も今年も１１２名

ということで人数は変わっておりません。ただ、この数字について変更があったものは、

同じく１０８ページにあります上の段をご覧いただくと、平均年齢の引き下げ、それと

もう１点の理由がありまして、社会保険料なんですけれども、共済が平成２７年１０月

に厚生年金に変わりまして、掛け金が減ってまいりました。そういうことがございまし

て、人件費全体は落ちているという事実がございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 続いて予防費委託料、またひまわり乗車券について。 

大澤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） まず、最初にがんの検診の関係でありますけれども、昨年度に

比べてこの検診については、額が増えております。 

これは対象者が増えておりまして、特に乳房の関係と子宮頸がん、けい部の検診の関

係ですけれども、その部分のところが対象者数が昨年よりも増えたことによりまして、

増額に約１２０万円ほどなっておるかと思います。それが増の理由であります。 

あと予防接種ですけれども、実はインフルエンザの関係なんですけれども、今年の途

中からインフルエンザの予防接種が約５００円ほど増えました。当初予算にはその時に

載っておりませんで、補正で対応させていただきましたので、それが今年は当初から載

ってきておりますので、その関係になっている予防接種の高齢者、幼児、またあと水痘

ワクチンの関係も単価改正が行われまして、それに伴っての上昇というか、アップがあ

りましての改正ということで増えておる内容になります。 

次に、ひまわり乗車券の関係ですけれども、今年は９００万円という形で計上をさせ

ていただいております。制度の見直しを本年度させていただきました。高齢者２人暮ら
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し世帯を新たに拡充といいますか、増やしていくという形でやったわけですが。 

当初のところでいきますと、実は補正でこれひまわり乗車券の方を補正させていただ

いておりますので、額的にはこの９００万円近い実績の数字のものになると思います。

ですので、当初では載っておりません関係で、この９００万円という数字は今年当初予

算でいくとその実績に応じたものということで考えております。 

約１，６００人ほど対象者がいまして、それのうちの給付額の約６０％を今回実績率

を見まして、上げさせていただくのは９００万円ということになっております。 

制度改正という形をとらさせていただいた中では、２人暮らし世帯の皆さんの方の利

用等がされるようになって、非常に使い勝手が良くなったといいますか、そういう人た

ちからしてみると、今まで対象になってない人たちから外に出る機会に、非常に外出の

機会にそういう公共のタクシー等使えるということで、好評な話の方がきておる状況に

なります。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 物件費についてでございますけれども、２６年度決算の出た時に経常収

支比率が２ポイント上がった、今２６年度決算では８１でございます。 

その上がった理由として、私が一つの原因として、物件費の中の委託費ということで

申し上げた経過がございます。それがあるんではないかと。 

それで今、委託費についての質問じゃありませんので、物件費の中の賃金についてで

ございます。総額についてはそういった形でありましたけれども、そいじゃどの分野の

賃金が上がっているのかということでありますけれども、民生費と教育費です、目的別

に見ますと。 

ということは教育関係、教育委員会関係、保育園の関係やいろんなことがあろうかと

思います。それから民生費の関係、この２つの分野の賃金というのが非常に上がってき

ております。 

ですから、これから将来に向けて、そうした正規、非正規という問題をとらえていく

には、教育委員会の抱えている部門、民生費の抱えている部門、これらに焦点を絞る中

でしっかりと見直しをしていくことではないかなというふうに思っております。 

目的別には、ほかにもいろいろありますけれども、それらに対する賃金の上昇という

のはほとんどないです、横ばいです。民生に関わること、教育に関わること、これが物

件費の中の賃金を非常に押し上げているという経過でございます。 
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○議長（関 克義） 森谷議員。 

○６番（森谷岩夫） ありがとうございました。 

今、町長がお話がありましたが、一番今、力を入れておるところを重点的にというよ

うなお話だったというふうに思っておりますが。 

見ておりましても民生、教育というのは、非常に力の入れておるところでありますの

で、そのことは理解をいたしました。 

先ほど高卒の１４万円なにがしで、臨職の皆様１３万円ぐらいのお話でありましたが、

そのことはもちろんいいんでありますけれども、これからやっぱし本気で考えていくに

は、専門的なやっぱし職員を中途で、大変失礼な言い方でありますが、それで取ってい

った方が、この高卒のお話がありましたが、高卒ももちろん大事でありますけれども、

それをしとねておるよりはということも多くあるというふうに思っております。 

特にその今のＩＴやいろんなことについては、もう専門職を入れた方が非常にいろん

な面で行政の助けになると、こういうふうに私は思っておりますので、当然臨時職の募

集を聞いておりましても、それぞれの職種によって募集をされております。１名だとか

若干名だとか。当面の中で不足しておるところを補っていくと、そういうことだという

ふうに思っておりますが、そのことはそのことでいいと思いますけれども、やっぱし先

を見たときには人材不足にならんようにということも当然必要でありますので、今お話

だと人数的は変化がなかったと。年齢が若干下がっておるためというようなお話であり

ましたので、結構だというふうに思いますけれども、今、申し上げたようなことも若干

考慮に入れていただいて、やっぱし人のことは考えていくということが大事だというふ

うに思いますので、お願いをしたいというふうに思います。 

それから予防費の中で一番気になっておりましたのは、その肺炎球菌でありますけれ

ども、昨年までのようにできるだけ細かい数字をこの予算書に載せていただくことをお

願いをしておきたいというふうに思いますが、今年は割愛をされておりますので、その

肺炎球菌の関係、６５歳以上でありますが、特にこの皆様方通知をお願いをしてあると

いうふうに思っておりますが、どの程度の受診率があるか、そのあたりをお願いをいた

します。 

それからひまわり乗車券については、私がちょっと落としておりまして、補正の対応

の数字をちょっと抜かしておりましたので失礼をいたしました。２人暮らしのお年寄り

のこと等も改善がされてきたというふうに思っておりますので、このことについての手

厚くしていくということには大賛成であります。 
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以上、２点お願いいたします。 

○議長（関 克義） 人件費等につきまして。 

塩倉課長。 

○総務課長（塩倉智文） 平成２７年の採用者の中には、社会人枠採用というのを行いました。 

今度２８年にはまだ行いませんでしたけれども、この方法が有効でございましたので、

また来年度以降取り入れて、特に専門職を中心に取り入れてまいりたいというふうに考

えております。 

ありがとうございます。 

○議長（関 克義） 肺炎球菌の接種状況、またひまわり乗車券について。 

大澤課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） 高齢者の肺炎球菌の予防接種ですけれども、２００名を予定を

しております。 

接種率につきましては、ちょっと今手元にありませんが、非常に関心は当町におきま

しては対象者を年齢で国の方は区切ってきておりますけれども、５歳刻みで区切ってき

ておりますが、当町におきましては対象者をもうその年齢を撤廃しまして、いつでも受

けれるようにというふうにやっておりますので、関心は非常に高い中で接種の方を受け

ていただいておる状況でございます。 

○議長（関 克義） ほかに質疑ございませんか。 

間瀬議員。 

○１０番（間瀬重男） それでは質問をお願いします。 

一般会計でございますけれども、５４ページ・５５ページに関わりまして質問させて

いただきます。 

安心して子育てができる環境づくりの観点からでありますが。保育所費の１３節委託

料、施設整備点検委託費ほか６６８万円余あるわけでございます。これについてこの内

容等についてご説明をいただきたいと思います。 

それから５５ページに双葉保育園の園舎の改修工事が３２４万円、またそれに関わる

設計委託が１８万円ございます。これはどのような改修を行うのか、どのような不具合

のために行うのか。 

それから工事請負費のすぐ下にございます上片桐保育園の雨漏りの補修工事が１９４

万円ございますが、これについてもどのような経過でどのような補修が工事が行われる

のか、その点についてまずお伺いをいたします。 



 －105－ 

○議長（関 克義） まず、保育園の関係につきまして。 

福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） まず、最初に保育所費の委託料でございます。保育所費の委託料

につきましては、施設の警備の委託料でありますとか、あと消防施設の関係の委託料が

ございます。また、一番大きなものにつきましては、保育の委託を町外へかけておりま

す。その園児に対します保育の委託料につきましてが４２０万円ということで、一番大

きな委託料に額となっております。 

次に、双葉保育園の改修につきましてですけれども、双葉保育園につきましては老朽

化といいますか、建築から年月が経過しておりまして、大変古くなってきております。

壁ですとか床等に支障を来しておるということでございます。それを改修をかけていき

たいというものでございます。 

これにつきましては、ちょっと全体を１年でというわけにはまいりませんので、計画

的にやってまいりたいというふうに考えております。 

それと上片桐保育園の雨漏りについてですけれども、一番北側にございます年長児の

保育施設の一部につきましては、雨漏りの痕跡が見られまして、調査をしましたところ、

屋根の継ぎ目部分が悪いのではないかということで見ていただいております。そのよう

な中で、屋根を瓦をめくってどこから漏れておるかということをはっきりさせる中で、

下地を補修をかけていきたいということで、２８年度に計画をしてまいりたいというこ

とでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 間瀬議員。 

○１０番（間瀬重男） 施設整備の点検ほか委託という中で、町外へなんか児童というか、園

児を委託しておるということでありますが、ちょっとそこら辺がよくわからないんです

が、その点をお聞きしたいと思います。 

施設整備の中で例えば、双葉保育園の芝生とかそういうものの管理とかそういうもの

は入っているのかいないのか。 

それから園舎の改修工事ということで、もう少しなんか増築とかそういう感じかなと

思ったんですけれど、経年劣化で劣化していることはよくわかっておりますが、ここで

設計費が盛られておるということは、どの程度の改修なのかよくわかりませんので、そ

の辺もお願いしたいと思います。 

上片桐保育園については、そんなに古い保育園ではないと思うんですが、やはり瓦で
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雨漏りがするというのは、きちんと吹かれていなかったのか、それからわりかし雨漏り

はしにくい吹き方なんですけれども。複雑な設計がそういうことに関わっておると思う

んですが、その辺で１９０万円という雨漏りの補修費はどんなことかなと思うわけであ

ります。 

最近、補正予算で元東小のだんちゅうぶの雨漏り等もあったわけでございますが、や

はりそこら辺の施設整備の点検の中で、もう少しきちんとした日頃の管理が必要かと思

いますが、その点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（関 克義） 福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） まず、保育所費の委託料に関しましては、説明の方がちょっと十

分じゃなくて申し訳ございませんでした。 

先ほど申し上げましたとおり、各種点検のほかに町外への委託児童の関係含まれてお

りました。 

これについては、平成２８年度４名が希望されておるということでなっておりますの

で、その点よろしくお願いしたいと思います。 

それと双葉保育園の関係でございますけれども、施設点検の中で壁ですとか床等につ

きまして、指摘を受けてきておるところでございます。委託料の中で全体的な部分を見

ていただく中で、全体像を計算し、それによりまして計画的に募集の方をかけてまいり

たいというふうに思っております。 

上片桐保育園につきましては、これ平成１５年の建築ということでございます。ちょ

うど屋根が角度が変わっておるというか、なっておる部分でありまして、１０何年経過

する中で風等もあり、つなぎ目から入ったのではないかということが想定されておりま

す。 

こちらにつきましても、施設点検等でも報告がいただいておるところでございます。

そんな中で今回募集をかけてまいりたいということで計上させていただいております。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 間瀬議員。 

○１０番（間瀬重男） 先ほどの町外の児童の委託ということ４名ということでありますが、

特にその町外とはいえどういう町村へ委託をしておるのか。 

それから双葉保育園の改修工事については、しっかり予算を年数をかけてやっていく

ということでありますので、しっかり改修をお願いをしたいと思います。 

上片桐保育園については、やはり複雑な設計による雨漏りというのが今までも発生を
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しておりますので、今後こういう設計についてはしっかりと単純なというか、雨漏りの

しない方法での設計を要望するものであります。 

以上で終わります。 

○議長（関 克義） 福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） 委託児童の関係につきましては４名ということで、先ほどご説明

も申し上げましたけれども、保護者の方々のお勤めの都合ですとかございまして、飯田

市の方に子どもの方をお願いし、保育をお願い行っておるということでございます。 

これにつきましては、保育料につきましては町の方にお願いし、委託費という形で飯

田市の方に飯田市またその該当する保育園、私市立でしたら保育園の方にその経費をお

支払いしていくというような形をとっておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

黒沢議員。 

○３番（黒澤哲郎） それでは３点お伺いをいたします。 

１つ目でありますけれども、まず歳入の税収に関する部分でございますけれども、一

般会計の１０ページからになります。 

概要でも触れていただいておりますけれども、まず町民税でございます。所得の増に

よるということで、税収が増えておるわけであります。また、固定資産税も増収を見込

んでおると、そういうところでありますけれども、それに対して１１ページの軽自動車

税、これも増収、これ２年連続というような形でありますけれども、その下の地方譲与

税、ここら辺のところが減少になってきておるわけです。また、自動車重量税も前年度

前々年度も含めて減収。 

１２ページになりますけれども、地方消費税交付金等も減。ここら辺のところ、所得

の増、消費の関係、それから１３ページになりますけれど、自動車取得税交付金等も減

収ということなんですけれども、あくまでも税収の場合、読みというところがあるわけ

ですが、所得増による町民税の増収という中で、今、申し上げたようなところの相関、

読みの相関関係といいますか、減収となるところ、増収となるところ、そういうところ

の関係を含めて、どんな読みでこういうふうになったのかというのをまず１点説明をい

ただきたいなというふうに思います。 

２点目になりますけれども、２点目は先ほども間瀬議員からその保育所費の施設整備

点検委託ほかというところで質問がありましたけれども、福島課長の説明でその６００

万円のうち約６００万円のうち４００万円は保育委託町外という説明ありましたけれど、
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こういうものは設備点検と一緒にすべきじゃないんじゃないかなと思いますね。それを

引くと２００いくら万円になるかと思うんですが。 

ここで私がお聞きしたいのは、この施設整備点検委託というのは、この保育所に限ら

ず、小学校、中学校、それから体育館や図書館や庁舎、それぞれみんなそういう点検の

部分を委託されておるわけです。ここら辺を積み上げると、必ずほかというのがついて

おるわけなんですが、積み上げると今、保育委託のとこが４００万円もあったのであれ

ですが、１，５００万円ぐらいには軽くなるんですね、その設備点検等の部分を積み上

げていきますとね。非常に大きな金額かなというふうに私感じるわけです。 

みんなそれぞれの部署で委託をされておるということですけれども、ここら辺のとこ

ろどういう形でどういう業者さんに委託をして、どういう形の点検をとってやっておる

のか、そこら辺の関係をまずまちづくりの音頭をとっているのかどうかわかりませんけ

れども、委託するのにもどういう契約結んでいるのか。ここら辺のところは経費の節減

に結びつけれるところがあるんじゃないかなと思うわけでありまして、そこのところを

お聞きしたいなと思うわけであります。 

また、ちょっと細かく関連して聞きたいのは、役場庁舎のところは一般会計の３６ペ

ージになりますけれども、エレベーター保守管理ほかというような形で、設備点検とい

うふうには書かれていないわけですけれども。エレベーター保守というのは前年度とか

見ると３０何万円とかで済んでいるわけですが、ここ前年２３０万円ぐらいだったのが

だいぶ増えているわけなんですね。１３０万円ぐらい増えているわけですけれども。こ

こはちょっと具体的にお聞きしたいなというところはあるわけですが。 

要するに小中体育館、図書館、いろいろ含めての青年の家もありますし、清流苑もあ

りますし、そういう施設管理の設備の点検等どういう形で委託されて連携をとっている

のかどうかとかということも含めてお伺いをしたいなというところであります。それが

２点目であります。 

３点目でありますけれども、一般会計の９０ページになります。小学校教育振興費の

中のこれ中学もあるので、中学は９２ページの方になりますが、扶助費のところです。

準要保護児童修学援助費等特別支援教育就学奨励費というのが、小学校も中学校も前年

に比べて伸びておるわけですけれど、ここら辺のところのこの増加の予算の理由という

か考え方をお聞きしたいと。まず、以上３点お願いをします。 

○議長（関 克義） 町民税と税につきまして。 

北村住民税務課長。 
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○住民税務課長（北村 稔） それではご質問をいただきました歳入の町税の関係につきまし

て、私の方から今回この金額を積算しました考え方につきまして説明させていただきま

す。 

まず、町民税の関係で個人の方ですけれども、町民税につきましては前年度の所得に

基づきまして、翌年度課税ということで課税させていただいておる税になります。 

ということで、２７年度分の所得をどのくらいに推計するかというところになってく

るわけですけれども、２６年と２７年の所得の伸びといいますか、増減を見る中では、

２７年につきましては全体としては２.１％くらい伸びておって、その中の所得の８０％

ぐらいを占めております給与所得につきましては、伸びが約２.９％くらい伸びてきてお

る状況にあります。 

それで２７年度の経済状況等を鑑みますと、２６年については国の指導もあってベー

スアップですとかボーナス等も、特に所得の８割を占めます給与所得者については基本

給にしてもボーナス等についても伸びてきた状況でありますし、２７年分につきまして

も同じように２年続けまして給与等につきましてはボーナス等も伸びてきておるという

状況の中で、本年も町民税の税収につきましては３％余の伸びを見たというところであ

ります。 

個々に見ていけば、農業等は昨年も自然災害等あって、ちょっと大きな伸びは考えら

れないかなと思いますが、給与、大きなウエートを占めておる給与を見る中で、増を見

たという状況であります。 

それから法人につきましては、前年並み、今年も実績もほぼ予算どおりという実績見

込みの中で、大きな伸びはちょっと考えられないかなというところで、前年並みを計上

させていただきました。 

それから固定資産税の関係で、これもちょっと大きく増を見込んだわけでありますが、

これにつきましては昨年の２７年度分につきましては、評価替えの年ということで、ち

ょっと見込みづらい部分もありまして、少し控えめに当初予算計上したところでありま

すが、本年度につきましては２年目ということで、課税客体もきちっと把握できる中で、

２７年度の実績の見込みも考える中で、この金額を計上させていただきまして、あとそ

の今年度の見込みの中では、２７と２８での見込みの中では、まず土地につきましては

鑑定士さんの時点の評価をいただく中で、宅地等の評価額が下がっておりますので、土

地については約１００万円くらいの減額を見込んでおる。 

それから家屋につきましては、法人のちょっと増築ですとか、新築の大規模なものが



 －110－ 

ありましたので、家屋につきましてはプラスの４００万円。 

それから償却につきましては１，７００万円の増を見込んでおりますが、償却につき

ましては、ここ何年かの太陽発電施設に伴います税収が結構伸びてきておりますので、

そこら辺を踏まえる中でこの金額を積算してあります。 

それから軽自動車税でありますが、これにつきましては昨年に本来でしたら軽自動車

の税率につきましては、２７年度から改訂されて増額になるというところが１年延期さ

れまして、２８年度から税率が改正されるという中で、これは税率改正に伴っての増と

いうことで、この金額を見込んだという状況であります。 

以上、私の関係するところよろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 交付金の関係とそれから施設管理の契約の状況２点。 

米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 予算書１１ページ以降の地方譲与税以降交付金等ござい

ますけれども、こちらの考え方でございますが、国から示されます地方財政計画という

ものがございます。こちらにつきましては、内閣の方で毎年度所定の事項を記載した翌

年度の歳入歳出の見込額に関する書類を公表するというような形になってございますけ

れども、この地方財政計画に基づきまして、平成２７年度の実績見込みに対しまして、

その地方財政計画に基づく交付率を乗じたもので、こちらの方へ記載をさせていただい

ておるところでございます。 

それからこの予算書全般のこの記載の方法につきまして、例えば今、ご指摘のござい

ましたように、何々ほかというような記載の中で、ソフト事業、ハード事業がちょっと

入り交じっているという分がございます。こちらにつきまして申し訳ありません、ちょ

っと改善をさせていただきたいと思います。こちらにつきましては、またそんなような

対応をさせていただければと思います。 

それでこの施設の管理の関係でございますけれども、この現在各担当課の方でそれぞ

れ積算をしておりまして、例えばまちづくりでこれを一括してどうするというようなこ

とは特にしてございません。ただ、やはり行革の観点もございますし、先ほど作りまし

た公共施設等の管理計画等もございます。そういった中で、ちょっとこれ課題だと思い

ますけれども、そういう中でまたこういう施設の管理の方法についても検討していく必

要はあるというふうに考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） エレベーターの保守点検等、庁舎内のことにつきまして。 
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塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） では総務費の中にあります保守料の内訳を申し上げます。 

電気設備２４万円というような、そんなふうにお答えしていってよろしいでしょうか。 

○議長（関 克義） エレベーターの保守管理が上がっておるということ。 

○総務課長（塩倉智文） エレベーターの保守管理が１２４万４千円等自動ドアの保守、そち

らにつきましては５１万８千円を余分にしてあるんですけれども、庁舎のトイレの洗浄、

脱臭保守を新たに入れましたので、５１万８千円を増ということで、これで増額してお

ります。 

お願いいたします。 

○議長（関 克義） 学校関係の扶助費につきまして。 

福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） 準要保護児童援助費と特別支援教育就学奨励費についてのご質問

でございます。 

まず、準要保護児童修学援助費につきましては、要保護と準用保護と２種類ございま

して、それぞれ町の要綱に基づきまして、交付をさせていただいてきておるところでご

ざいます。 

目的につきましては、経済的な理由によって修学困難と認める児童生徒に対し、就学

援助をしていくという目的でございます。 

要保護につきましては、生活保護を受けておられる方ということでございまして、生

活扶助が行われている方については除くということで、現在支給はございませんので、

要保護児童修学援助費という形で交付をさせていただいております。 

小学校につきましては、平成２８年度７１名を予定しております。２６年度６５名と

いうことですので、６名の増ということです。 

中学校については、５１名ということで、前年度４７名ということで４名の増。トー

タルで１０名増加をするというような見込みで、予算計上の方させていただいておりま

す。 

特別支援教育就学奨励費につきましては、特別支援学級へ就学されておるお子さんに

対する奨励費ということでございます。これにつきましては、小学校で２９名、中学校

で２７名ということで、それぞれ５名、９名の増ということで、合計で１４名の増とい

う形になっております。 

どちらの対象者につきましても、増加というような形になってきておるところでござ
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います。 

これにつきましては、先ほど申し上げましたけれども、子ども、生徒児童の就学に関

しての支援というような形で行っておるところでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 塩倉課長。 

○総務課長（塩倉智文） 先ほど数字を段を間違えて読んでしまいまして申し訳ございません。 

庁舎の洗浄、脱臭の点検保守につきまして８１万７千円を新たに導入いたしましたの

で、こちらの分が増えているということ。 

それから昨年から表記が違うんですけれども、庁舎の警備代がここの中に含まれまし

て、そこの分で３５万円ほどありますので、それで金額は増額しております。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） 今のそのエレベーターのというところは、前年より１３０万円ぐらい増

えているわけですけれども、その先ほど言ったその施設の整備、点検という項目につい

てまちづくり課長からありましたけれども、別の課によっては電気も含めたそういう消

防施設も含めたそういう施設の管理ということで計上されているところもあるんでしょ

うし、この役場の部分については電気保安管理というのは２４万円だけでまた別に出て

おって、それで施設点検の委託というのは、項目がないわけなんですね。 

それでエレベーター保守だけに限ったらここもほかって書いてあるもんだから、エレ

ベーター保守だったら去年は３７万円ぐらいだったんで、何でこんなにあるのかなとい

うことで、ここにそういう施設の整備点検が含まれているのかなということで、それで

１３０万円ぐらい増えているんで、どういうふうになっているのかというの関連づけて

お聞きしたというところであります。 

まちづくり課長の答弁にありましたけれど、情報関連のところでも各課でそれぞれ個

別にやっておるというので考えていくということで、委員会も立ち上げてもらって検討

しておるわけですけれど。こういう部分があるので、ぜひともまた個別でやっているよ

り安く上がるということもあるでしょうし、そういうことをまた考えていってもらいた

いなという意味で、整備点検いっぱいあるので、本当に整備点検だけで１，５００万円

とかというような額になってしまうと、本当にもったいないなという感じがしますので、

またぜひここはお願いしたいなと思うわけであります。 

それから教育の部分ですけれども、支援しなきゃいけない状況というのが増えている
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というのがわかりました。 

そういった中で、関連づけてお聞きをしたいわけですけれども、一般会計の９１ペー

ジになりますが、賃金のとこになりますけれども、中学校費も小学校費も両方あるので、

９ページは小学校、中学校は９１ページということになりますが。 

そのさっきも特別支援の子たちも増えておるというような中で、教育支援員の賃金が

計上されておるわけですけれども、ここが減額になっているんですね、昨年度に比べて。

例えば小学校の方でいえば３００万円ほど、これ支援員の数が減るのかどうか。 

現状としては、こういう支援を必要とする子どもたちが増えてきているという、そう

いう現状があるんじゃないかなと思うわけですけれども、そういった中でこの教育支援

員とかを減らしたのかどうか。ちょっと人員もわかりませんので、予算的には３００万

円ほど減っておるわけです。そして中学校の方も９０万円ほど減っておるのかな。語学

指導助士も含めてですけれども、それを除くと７０万円ばか減っているということかな。 

そこら辺のところをなぜこういうふうに減っているのかという、子どもたち支援を要

する子たちは増えているんじゃないかと思う中で、こういう状況というのはどういうこ

とかというのをお聞きしたいと思います。 

○議長（関 克義） まず保守点検等。 

米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 今、ご指摘をいただきましたように、管理費の関係につ

きましては、国保の課での積み上げというような形で行っております。 

先ほどちょっと議員さんの方から申されました業務システムの関係でございます。今

年度ご提案をいただきまして、議員さん４名もお入りいただく中で、庁内のコンピュー

ター、業務システム、そういったようなものについて費用がどれくらいかかっていて、

今後どのような改善をしていけば良いかというようなことの検討を進めさせていただい

ております。 

その中でやはりこちらも共通するところでございますけれども、それぞれこれまで積

み上げてきたものがそのままになっているというところもございますので、こちらにつ

きましてはまた来年度以降の課題というところもございます。内部の方でまたそこら辺

の検証を進める中で、少しでも費用を安く抑えれるように、そんな検討も進めてまいり

たいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 教育支援員等について。 
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高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 教育支援員の賃金の減についてであります。 

小学校、中学校とも支援員の数は減らしておりません。北小学校が支援員２名、中央

小学校が５名。それから中学校が２名という、そういう配置になっております。 

これまで支援員１人あたりの一日の勤務時間が８時間という、そういう勤務でありま

した。私ども学校の方にお願いをいたしまして、支援員というのは特定のこども、また

は特定の学級の子どもが学校で生活するその時間帯に補助に入ってほしいという、そう

いうお願いをしておりまして、８時間の勤務を６時間に減じたというのが主な原因であ

ります。 

それから中学校の関係でございますが、実は２名の支援員のうち１名は、地域コーデ

ィネーターと兼務をいたしておりまして、地域コーディネーターの賃金４時間分をこれ

までは子ども課が持っており、残りの半分を生涯学習課が持っていたという、そういう

やり方をしていたんですが、そこのところを今度は来年度は一本化して、生涯学習課の

地域コーディネーターの賃金に盛り込むということでこの部分が減じております。 

以上です。 

○議長（関 克義） ここでお諮りいたします。 

１２時になりましたが、このまま会議を続けたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

会議を続けます。 

黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） そいじゃ３回目なんで、最後にお聞きして終わりにしたいと思いますけ

れども。 

今、教育長からの説明でありますけれども、その例えば小学校でいえば３００万円の

減というのは、８時間から２時間減らして６時間という、そういう部分と先ほどコーデ

ィネーター兼務の一本化ということで３００万円ということなのかどうか。 

それとその２時間減らすことによって大変になるんじゃないかなと思うんですけれど

も、２時間減らしても大丈夫だという理由がどっかにあるんでしょうか。楽になったの

かどうか。 

現状聞くところによれば、増やしてほしいということのそういう現状じゃないかなと
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思うわけですけれども、現場は。そこら辺のところを再度お聞きしたいと思います。 

○議長（関 克義） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 実際にこれまでの学校の支援員の勤務状況等を見させていただきまし

た。先生方の職務という形で、私ども支援員の皆さんには、具体的に子どもが生活する、

学校で生活する時間帯にその子の補助をしてほしいという、そういうお願いをしており

ます。 

それ以外に学校で残って勤務をして仕事をしていただくという、その内容については、

学校長には職務の命令をしないでほしいという、そういうお願いをしております。従っ

て、厳密に教育支援員としての仕事の中身をきちっと据えて、そのことに専念をしてい

ただきたいということで、８時間を６時間にさせていただきました。 

それ以外の部分での賃金というのはないというふうに認識をしております。 

以上です。 

○議長（関 克義） ここでお諮りいたします。 

ここで休憩をとりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

それでは１時１５分まで休憩といたします。 

 

休  憩  午後 ０時０２分 

再  開  午後 １時１５分 

 

○議長（関 克義） 会議を再開いたします。 

質疑ございますか。 

菅沼議員。 

○２番（菅沼一弘） ３点ほどお伺いをさせていただきたいと思います。 

まず、初めに民生費でございますが、５２ページでございます。５２ページの福祉医

療費のところでの１９負担金補助及び交付金というとこでございますが、この福祉医療

費給付金についての説明をお願いしたいと思います。 

小中高の単独分でございます。それから重度身障者障がい者等の交付金、それから１

人親家庭等の交付金についての説明を第１点としてお願いをしたいと思います。 

それから第２点でございますが、戻っていただいて４８ページの民生費でございます
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けれども、社会福祉総務費の中の４８ページ、１３節でございます。委託料でございま

すが、未来デザイン支援金についての内容についてお願いをしたいと思います。 

以上２点お願いをしたいと思います。 

○議長（関 克義） 大澤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） 最初に福祉医療費の給付金の関係でありますけれども、このと

ころで対象になってきますのは子どもさんに対しての福祉医療費を補助をしていくとい

う形の中で、県の対象分と町単独の対象分というふうに分かれてきますけれども、小中

学校につきましては、町の単独分という形になります。ですので、乳幼児の中の県対象

分についてはそこにありますように、１，１８７万２千円が対象。そして町単独分でい

きますと、小中高が該当になりまして、それが２，１６３万円という形です。 

あと重度心身障がい者というのは、身体に障がいをもたれた方が医療費にかかった部

分につきましてを１割負担分等について補給するということで、これ全部の医療費がそ

ういうことなんですけれども、この重度心身障がい者はその身体に障がいをもたれた方

が対象になる医療費であります。 

あと金額が約３，４００万円ほどになります。 

あと１人親家庭といいますのは、母子、また父子の家庭の方で、やはり医療にかから

れた方についての福祉医療費として対象にしていくということで、６７０万円ほどとい

うことがこの福祉医療費の内容になっております。 

続きまして、未来デザインの支援講座のことでありますけれども、この未来デザイン

につきましては、２７年度に新しく事業として行いました。２８年度におきましては、

若者向けの未来デザインの支援講座というのをひとつ行っていきたいということで、こ

れにつきましては、約６７万円ほど。そしてあとは中学生を対象にして、未来デザイン

講座という形で、特に今回は助産師さんをお願いをして、命についての大切さのことも

含めた中での未来デザイン講座という形でやっていくことで、２万円を計上をさせてい

ただいております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 菅沼議員。 

○２番（菅沼一弘） ありがとうございました。 

そうした形の中で今、交付金でございますが、交付金は町単独とそれから県補助の方

でお支払いをし、それから重度の障がい者の方は１％の医療費を出していくというよう

な形でよろしかったかと思いますが。それに対して重度の身障者の方については、小中
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高まで無料の医療費だったと思いますので、できればそういう点もお考えをいただくよ

うな予算ができないものかどうか、そんな点をちょっとお聞きをしたいと思いますし、

それから未来の若者とそれから中学生に対するデザイン支援という形の中ですけれども。

これにつきましては、これから有望のある若者、それから中学生に対する支援でござい

ますので、良い予算になろうかと思っております。 

それからもう１点お聞きしてもよろしいでしょうか。 

今のとこの児童措置費の中で扶助費というのがありまして、児童手当、これについて

の説明をできればお願いをしたいと思いますが。 

今の５３ページの２０扶助費でございます。 

○議長（関 克義） 菅沼議員、児童手当の何を聞きたいところは。 

○２番（菅沼一弘） 児童手当については、いろんな形があろうかと思いますが、これは学校

ばっかじゃないような気がしますが。保育園とかそういう児童の手当てだと思うんです

が。これは先ほどちょっと申し上げたように、１人親家庭だとかそういうとこの子ども

に対する手当かどうかと思うんですがちょっと。 

○議長（関 克義） 児童手当の内容を。 

大澤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） まず、福祉医療費ですけれども、窓口でこの対象者の方が医療

にかかったときに窓口で負担する分がございますけれども、その部分について福祉医療

費の方で見ていくということの考え方であります。ですので、その関わる費用について、

これ町と県の方でこれ１／２の県の補助がありますので、この町単独というふうに書い

てあるもの以外は、県の１／２の補助があるという制度になります。 

ですので、窓口負担分をそういった形でやっていきますので、これは当然対象者が増

えればそういう医療の対象者が増えればこの額が増えていきますので、そこで町の方で

もその部分については対象にしていくという、そういう福祉医療の制度ですのでお願い

したいと思います。 

あと児童手当は、子どもさんを養育している家庭に対しまして、１人当たり金額で１

万円と１万５千円の年齢によってちょっと違うんですけれども、その児童手当が国の方

から手当としてくるものであります。ですので、その養育をしています世帯に関しまし

て、その手当の方を児童の対象者分でついて、町の方で調整をしていく。月額です、月

額になるんですけれども、それを手当として子どもさんのいる家庭に支給をしていくと

いうものですので、町の方でこれに上乗せをしてとか、そういう形のものはありません。
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国の方で全部くるものの手当になりますのでお願いいたします。 

○議長（関 克義） よろしいですか。 

ほか質疑ございますか。 

米山議員。 

○７番（米山俊孝） ３点お願いします。 

まず、一般会計歳出の方ですけれど、５４ページ民生費の３目保育所費の節区分８報

償費でございますけれど、この職員研修謝金が６万円と昨年に比べまして昨年６０万円

でしたから１／１０くらいになっているということで、人材育成というか、研修という

ことからいったら本当にこれでよろしいんでしょうかというようなことでございます。

この分をお聞きしたいと思います。 

続きまして、同じく一般会計の５７ページ、５目の児童館費ですけれど、節区分で工

事費、工事請負費ですけれど、遊具室の床の修繕ということで１６０万円計上されてお

ります。このどのレベルまでの内容をこれ１６０万円って考えられているのか、ここを

ちょっとお聞きしたいと思います。 

続きまして同じく５８ページですけれど、衛生費の１目の保健衛生総務費の節区分の

１１需用費の旧生田診療所光熱費というのが１０万２千円計上されております。これは

昨年はなかったと思いますけれど、今年からひょっとしてこの施設を使われるのかとい

うことで推察するわけでございますが、どのような内容かちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

以上３点お願いいたします。 

○議長（関 克義） 福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） まず１点目の保育所費の報償費でございます。研修講師の謝礼と

いうことでございますけれども。 

昨年まで園児の体育の質を向上させるための職員研修ということで数年続けてきまし

たけれども、その金額が昨年６０万円というような形で計上させていただいておりまし

た。それにつきましては、一応保育士の皆さんとも話をする中で一区切りついたという

ような形の中で減額をさせていただきまして、本年度につきましては育児講座というこ

とで、職員の研修を実施してまいります。 

また、引き続き保育園、職員の質の向上、保育の質の向上は努めてまいりたいという

ふうに考えております。 

続きまして、児童館費の工事請負費でございますけれども、名護児童館の遊戯室につ
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きましては、大変床が老朽化しておるということでございます。そんなような中で、床

を一回めくって張り替えるという工事を来年度、平成２８年度やらせていただきたいと

いうことで計上させていただいております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 大澤保健福祉課長 

○保健福祉課長（大澤孝史） これにつきましては、昨年度は診療所費の方に盛ってあったも

のなんですけれど、診療所の方は取り壊しの方をへき地ですけれどもしましたので、そ

の中で今回ここに旧生田診療所分という形なんですけれども。 

現在、福与の方にあります診療所のところで、まだ建物中でこの特に使うという形の

ものはないんですけれども、当面はまだその先の使うものが決まっておりませんので、

とりあえずここにこれだけの金額の部門を残させていただいて、その先、今後につきま

してはちょっと有効活用のこともまた考えておかないといけないと思いますけれども、

ここで現在最低の部分のもののというか、それをこの光熱水費という形で載させていた

だいておるものであります。 

○議長（関 克義） 米山議員。 

○７番（米山俊孝） 研修費の方につきましては、初期の目的は達成したということで、新た

事業ということで盛ったということでございますけれど。普通の実務研修はいろいろ内

容があろうかと思いますけれど、いろいろなマネジメントとか、いろいろな形でもやっ

ぱり職員研修ということは必要だと思いますので、ただ削除するとかそうじゃなくて、

いろんな形のことを考える中で、人材育成も必要じゃないかなとそんなふうにも思うわ

けでございます。 

それから児童館のことですけれど、床の張り替えということでお話伺いました。確か

に一回私お伺いしたことがあるかと思いますけれど、大変傷んでおって、子どもがちょ

っと安心して遊べるところじゃなかったんじゃないかなというようなそんな感じしてお

りまして、公共施設の管理計画に基づいてやられると思いますけれども、子どもをやは

り安心して預けることができるようなそんな施設の管理は、大人の使うときに増して優

先的にぜひ対応をしていって、きめ細かな管理をしていっていただきたいなとこんなふ

うに思うわけでございます。 

それから診療所ですけれど、使わないということで、例えば水道凍結するから電気が

必要だとか、いろんなことがあるかと思いますけれど、水止めてしまえば電気もいらな

いわけでございまして、いろいろなそういった細かな、されどこの金額でございますの
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で、使わないものは使わないものでしっかり区分管理された方がよろしいんじゃないか

とこんなふうに思うわけでございますけれど、ご返答いただけましたらお願いしたいと

思います。 

○議長（関 克義） 福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） まず、職員研修につきましてですが、こちらで計上させていただ

いております報償費につきましては、松川町単独で行う経費ということで計上させてい

ただいております。 

保育士の研修につきましては、郡、県、また全国の研修会等にも出向く中で、人材の

育成には努めておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

また、児童館につきましては、議員申されますとおり、大変古くなってきて安全性に

も問題があるというような形の中で今回、改修の方をさせていただきます。 

今後も子どもたちが安全で安心して生活できる児童館であるように、管理の方を十分

やってまいりたいというふうに思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 大澤課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） 議員のお話のありましたように、今後につきましてはこの電気

料については実は冬場、水道管の方が凍結しまして破裂したようなこともございました。 

電気の関係については、そういったことも考えながらまだ止めるというようなことも

少し先かなと思っておりましたが、今のお話もありますので、使わないという形の中で

あれば、ここら辺のものについては途中の中でもまたちょっと見直すようなことも検討

してまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 米山議員。 

○７番（米山俊孝） ありがとうございました。 

それぞれ対応の方をよろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

島田議員。 

○８番（島田弘美） 先ほど黒澤議員の方から、税収の見込み等々のお話がございました。 

それで私の方では、歳入の一般会計の１３ページに歳入、地方特例交付金というのが

６２４万４千円計上をされております。 

この減収見込みという見込んだその税品目は、何と何と何をそのようにされたのか、
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主なものについてのことについてお願いをいたしたいということが１点。 

それから水道事業会計の方でお願いをいたしたいと思いますけれども。先ほど一般会

計の方で熊谷議員の方から減債基金についてのご質問がございました。その中で水道事

業会計、貸借対照表、公営企業会計で採用をされておるわけですが、その中に２７年２

８年ともにバランスシートの中に減債基金が毎年２，０００万円ずつこの計上をされて

おるというようなことで、先ほども金利の面からの質疑がございました。そんな中で、

これだけ２，０００万円ずつ積んでいくのが妥当なのかどうなのかということ。 

将来的な負債をこれを返済する原資に充てたいというご説明ではございますが、今、

マイナス金利等々を勘案する中で、今、この積み立てておられる水道事業会計の中で、

減債基金がどのぐらいに積み上がっているのかということをまず１点お伺いいたしたい

ということと、ずっとこれから積んでいかれるのかということと、それからそれともこ

うしたマイナス金利時代に入ってきた中で、これは即返済に充てていった方が良いんじ

ゃないかなということ等々考えられるわけでございます。 

その辺のところの考え方をお聞きいたしたいということと、それから２７年度の予想

のＰＬ、いわゆる損益計算書を見させていただきますと、約１，０００万円の赤字の見

込みというふうに表示をされております。そうしたことを考えた中で、今後の水道この

事業に対してこのまんまで良いのかどうなのかということの見通し等についてご説明を

いただければというふうに思います。 

それからもう一つは、公共下水道会計でございますが、先ほど黒澤議員の方から縷々

保育所の関係、その他の中で申し上げておりましたけれども、この中に公共下水道会計

でいえば１０ページでございますけれども、一般管理費の委託費の中に経営戦略策定業

務というのが４３２万円、これが同じ金額で農業集落事業会計、それから水道事業会計

にも同等の金額がそれぞれ計上をされておると。さらには私の管轄ではございませんけ

れども、５９ページ、一般会計の５９ページの中にこれは衛生費だったと思いますけれ

ども、経営戦略として２１６万円ということで、経営戦略という言葉が非常に多く今年

度目立つわけでございます。 

これはいったいどのようなことに支出されておるのかということについて、以上その

点についてお伺いをさせていただきたいと思います。 

○議長（関 克義） 地方特例交付金について。 

米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） お尋ねの地方特例交付金でございますけれども、減収補
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てん特例交付金でございます。 

こちらにつきましては、恒久的減税に伴います地方税減収分の一部を補てんされると

いうものでございまして、住宅借入金等特別税額控除、こちらの減収分がこの交付金に

よって補てんされているということでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 続いて水道下水道について。 

下沢環境水道課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） まず、ご質問のありました減債資金積み立ての関係と返済の関

係ですが、ちょっと積立金の現在につきましても今、手元にちょっと資料ありませんが、

今後の金利のことについてのちょっと検討については、今現在予算の段階ではしており

ませんので、先ほどもご意見いただきましたように、この点については検討をさせてい

ただきたいと、有利なものに検討させていただきたいと思います。 

水道事業の今後の経営の見通しにつきましては、現在アセット、公共施設の方が公共

施設管理計画というものを立てておりますが、私どもの方も施設の関係、アセットマネ

ジメントということで現在進めております。 

それとあとでご質問はいただきましたけれど、経営戦略、これと合わせまして、今後

の経営の見通しにつきまして、改革を立てる予定です。 

水道事業につきましては現在、これまでの統合簡水、ダムができまして町全体を上水

道事業ということで統合してまいりました。その起債が終わりつつあります。今後の更

新のこともありますので、これも計画を立てていく。現在、アセットの中で立てており

ますし、経営戦略の中で立てていく予定でございます。 

経営戦略につきましては、下水道、公共下水道、農業集落排水事業、そして上水道事

業、これは国の方の強い要請がありまして、２８年度にすべての事業につきまして立て

るようにというふうになっております。 

内容としましては、まず資産の更新の関係、水道についてはアセットをやっておりま

すが、下水道の公共農集排、公共下水道、資産、現在の資産の算定。それとこれまでの

経営状況の調査、それを行いまして、今後の料金のこと。要は主としましては、独立採

算の中で一般会計からの繰り入れをできるだけゼロにしていく。それのための適正な料

金を頂戴していくというようなことにつきまして作成を計画を作成して活用していく、

実践していく、または総務省の国の方にも報告をしていくという内容になっております。 

その策定にあたっては、会計士等の評価をいただきながら進めていくという計画にな



 －123－ 

っております。 

以上です。 

○議長（関 克義） 島田議員。 

○８番（島田弘美） 今の特例交付金については、住宅ローン、いわゆる所得税の方でも全額

控除ということで、住宅ローン減税、控除がございます。それに余った部分を住民税の

方へも繰り越してできるという中で、その部分が足りなくなったと、こういうご説明で

よろしいかと思いますが、住宅ローンを対象にしているということでわかりました。 

それから今の経営戦略策定事業というのがございますけれども、これはこれいつまで

にこれ、今年度中に全部これを農集から、公共下水から、水道事業会計から行うかどう

かということ。これ大変な作業ではないかなというふうに思います。 

４３２万円ずつ同じ金額になっておるわけでして、先ほども効率、経費の点から見て、

これは一本化でできなかったのかどうのかなという思いがいたします。その辺のところ

のお考え。 

それから今、水道事業会計のことで申し上げましたけれども、この水道事業の関係で

見ますと、給水件数が今年度予算では４，９０２件の件数にわたっておりまして、前年

対比でいきますと、今年度は８２件の減少ということになっております。そうした中で、

この年間給水量が１億２，１９３万６千㎥ということで、やや前年度より多くなってお

るわけですけれども、そこら辺のところを考えていくと、件数が減っておるのにこれだ

け確保できるのかなという意味をちょっとお聞かせをいただきたいということと、先ほ

どの減債基金のことですけれども、本当にこれ今、大きな設備投資がないとすれば、こ

れはやっぱしこの今の経済情勢、金利水準からいって、これはやっぱしこれは即借入金

に回していった方が良いんじゃないかなという思いがいたします。 

それぞれその借り換えだとかそういう措置があるかと思いますけれども、そこら辺の

ところをやっぱし考えていくべきではないかなというふうに思います。 

特に単年度で今年度は１，０００万円のこの約見込みで１，０００万円ぐらいが赤字

が出てくるということになりますと、今後の見通しでございますけれども、これは町長

に伺った方が良いのかなという感じがいたしますけれども。先ほど財政問題が質疑がご

ざいました。財政から見ると要するに財政収支の内訳で見ますと、義務的経費、扶助費

であるとか、あるいはその他物件費等々を見ますと８.３％、１１％というような大幅な

増加をいたしておるわけです。 

その中で、先ほど課長が大事なことを言いました。「一般会計からの繰り入れをなるべ
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く圧縮をしていくんだ」という今、そういうお話もございました。確かにそうでござい

ます。私もそれには賛成でございますけれども。 

今のこの財政状況というものを見てみると、やはりやっぱし一般源、一般会計の方か

らの収入を頼らざるを得ないというのが実態ではないかなというふうに思います。 

そんなようなことを考えますと、今後水道事業についての料金改定であるとか、そう

したことをやっぱし考えていかないと、急にぽんと上げられても町民戸惑うと思います

し、かなりの抵抗があるかと思います。 

そんなことの先を見通した中で、やっぱし今後考えていかざるを得ないんじゃないか

なという思いを私はいたしております。そこら辺については町長、考えがあるだろうと

思いますので、町長の方からご答弁いただきたいと思います。 

ちょっとその点についてお願いをいたしたいと思います。 

○議長（関 克義） 下沢課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） 水道の料金、給水量の関係、ここ５年間ですが、確かに家庭用

はマイナス１０％、家庭用で有収の使用水量、それと事業用が大きく１２％と減ってお

ります。それで合計で全体で４４％ほど減っておる状態で、今後使用料金が減ってくる。

これはもう見えている状況であります。 

これを今もう私ども下水道、公共農集すべてそうなんですが、この施設をずっと維持

していかなければならない。それで使用水量が減ってくるという部分の中では、当然使

用料金、これの見直し、これが必要になってくるということは重々承知はしております。 

そんなわけで、今回計上させていただきました経営戦略、そして先ほどもありました

が、公会計化の中で詳しく資産、そして料金の方、今後検討して、長期的な経営、安定

した経営ということはやっていかなければならないというふうに考えております。 

それとこの経営戦略につきましては、今求められておりますのが、平成２９年度中に

ということですので、完全な資産、資産評価、固定資産の調査、ここまでには至らない

とは思っております。実はこれにつきましては、今年度ついこの前に指針が出た内容で、

どの程度まで突っ込んでやれというところがまだ出たばっかりでありまして、この費用

につきましても概略こういうようなことをやるんだよということの中で、調査を見積も

りをとって計上した内容であります。 

ちょっとこの金額、それと調査の内容の深さにつきましては、ちょっと今後精査をし

て、発注をして計画をしていくということになりますので、現在のところはそんな状況

ですので、ご理解いただきたいと思います。 
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以上です。 

ちょっと残額については、ちょっと後ほどでよろしいでしょうか。ちょっと今手元に

ございませんのでお願いします。 

○議長（関 克義） 後ほどまた説明するということでございます。 

深津町長。 

○町長（深津 徹） 水道料金の体系等についてのこれからということだというふうに思いま

すけれども。公共下水道、それから水道には審議会が一本化されて、審議会がございま

す。審議会の方も、今まで松川町の水道料金というのはずっと１０数年ずっと値上げを

してきておりません。消費税の動いた分だけを動いているということでございまして、

今の経営状況からいきますと、やはり値上げも視野に入れていかなければならないとい

うふうに認識をいたしております。 

これにつきましても、審議会の方で答申をいただいて、すぐに値上げどうのこうので

はなくて、確か答申がアセットマネジメント等を見極める中で、将来に向けての値上げ

もやむなしというような答申をいただいております。そしてその値上げにつきましては、

やはり水道というのは生活に一番密着をしていく部分でございますので、住民の皆さん

への周知、徹底を図る中で進めていくべきというようなお言葉もいただいておりますの

で、また審議会にも諮りながら考えていかざるを得ないんじゃないかなというふうに思

っております。 

それから公共下水につきましては、特別会計の今、起債の残高でありますけれども、

特別会計５０億円ほとんど公共下水等にかかってきたお金でございます。 

皆様方にも以前お示ししたと思いますけれども、あと１０年と言いましたので今９年

ぐらいになっておりますか。９年ぐらいはずっと高水準で同じ起債償還が続きます。９

年がたつとともに、がくっと減ります。おそらくはこれから７年８年後ぐらいには、今

度はアセットマネジメントが出てきますので、大きなまた再投資というようなことも考

えていかざるを得ない場面が出てくるんではないというふうに考えております。 

それまではやはり今の起債残高を考えますと、新たな投資というのはできるだけ控え

て、そして緊急のものに投資をしながら、あと何年かは大きな投資というのは控えてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（関 克義） 下沢課長、よろしいですか。 

○環境水道課長（下沢克裕） 減債資金の関係ですが、１，０００万円計上をいたしておりま

す。 
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現在、いわゆる私ども留保して繰り越している金額が３億２，３００万円あります。

これの使い道といいますか、金利のことにつきまして今後の更新等のために利用してお

るところでありますが、この金利運用につきましては有利なものを検討させていただき

たいと思います。 

○議長（関 克義） 島田議員。 

○８番（島田弘美） 今、水道事業の関係の見通し等町長も大変苦しい答弁かなというふうに

思いますけれど、一般町民の理解を得るには非常に時間もかかるし、いろんな予算がか

かるということで、よく理解をしたつもりでありますけれども。 

こうしたことで、一般会計の方で要するに財政収支の内訳等がだんだんだんだん増え

ていきますと、一般会計の方で使える事業というものが非常に薄くなってきちゃうんじ

ゃないかと将来的に。そうしたことを心配するもんですから、そうしたことをちょっと

お伺いをさせていただきました。 

それから減債基金の借入金を充てたらどうだと、積み立てておる暇がないのなら、今

の時代だからこれはそちらに回すべきじゃないかなと。借り換えも含めて検討すべきじ

ゃないかということを私申し上げたわけでございますが。 

先ほど来の財政的な中で、金利の話がこのありました。まちづくり課長の方の答弁だ

と５年ごとに見直しをして、金利体系を見直すんだという、そうした回答がございまし

た。今、日銀が初めてマイナス金利というものを導入をし、一般金融機関は住宅ローン

をはじめ、金利引き下げに躍起になってきております。 

こうした中で、５年のスパンをおくということは、なんかリスクがちょっと重いんじ

ゃないかなというふうに思いますし、これはやはりこれは１年ごとというか、そうした

政策が出たならば、すぐそれは見直すというぐらいなことでやっていかないと、これは

やっぱし金利といえどもこれ町民からの税金で出しておるわけでございますから、そこ

ら辺はやっぱしそうした態度でもった財政の中でメリットを考えた中でそうしたことは、

５年というスパンでなくて、これは経済変動も非常に短くなってきておる、激しくなっ

てきておるという中でございますので、これはそうした政策が出たたんびにやはり見直

していくことが、私は健全財政の方につながっていくんじゃないか、あるいは財政がそ

うした面で若干であるけれども、余裕が出てくるんじゃないかなという、そうした思い

もいたすわけでございますからそうしたこと申し上げたわけであります。 

そうした点で５年というスパンについて、考え直すおつもりはございませんか。総務

課長、どうですか。 



 －127－ 

○議長（関 克義） 米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 現在、５年ごとで見直しというような形になってござい

ますけれども、やはり今、マイナス金利時代ということでありますが、また将来的には

どうなっていくかわからないという中で、今、その５年が良いのかどうかということも、

またちょっと金融機関の方ともまた相談をさせていただきながら、一番良い方法で借り

入れ、財政負担をなるべくしないような形の方策について、また検討をしてまいりたい

というふうに思います。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

橋本議員。 

○９番（橋本喜治） それでは３点ちょっと質問をさせていただきたいと思いますが。 

一つは、一般会計の５８ページ、保健衛生費の報償費のとこにさわやかマイレージの

関係について載っております。これ今回８万円ということで、前年に比べると２倍以上

の数値がちょっと載っておるわけでありますが。これは前もお話しいただいたように、

健康は個人意識を高めるということで、自分自身の個人意識、健康の向上を図るという

ことで、非常に良い内容でありますけれども、この今現在、その８万円という数字が挙

がっているんですけれども、現在どのくらいの利用者がいて、やはりこの始めた時から

して、今までこのやってきている内容からして、この８万円の数字が実際にこれ満足し

ている数字であるかどうか。まだ、今後どんなふうに進めていくのかどうか、そこらの

辺をまずご答弁をいただきたいと思います。 

それから引き続きまして、この平成２８年度の当初予算の概要の中に生活困窮者の自

立支援の関係、地域福祉のコーディネーターの設置が新しく設けられました。これを見

ますと、社会福祉協議会に設置するということでありますが、まずこれ生活困窮のため

でありますので、ぜひこれは大変良いことだと思いまして、期待しているわけなんです

けれども。その中で支援を必要としている方への個別支援と地域づくりの視点というこ

とで、それぞれの分野での考えでその地域のニーズの発見をこういうふうに考えるとい

うことなんですが、その取り組み、その具体的なやり方、そこらの辺はどうなっている

か、ご説明をいただきたいと思います。 

それとこの先般、私がちょうど一般質問した中で、ソーシャルワーカーという言葉を

その時にはいただきました。今回、この地域福祉コーディネーターという言葉でござい

ますけれども、この２つの言葉がそれぞれちょっと出ておりますけれども、はたしてこ

れはどちらを正しく使ったら良いのか、ここのとこも確認をちょっとさせていただきた
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いと思います。 

それとこの福祉コーディネーターの設置にあたりまして、この人のこのコーディネー

ターの皆さんの予算的な規模というものは、どんなふうな格好で立てられておるのか。

それから資格はどんな格好の人がやっているのか、そこらの辺についてちょっとご説明

をいただきたいと思います。 

それと３点目でありますけれども、介護保険の特別会計の件でございますが、そこの

この事業でありますので、この事業計画の中の介護保険の事業の中の７ページのとこに、

介護保険料の滞納の関係が載っております。ちょうど２１万８千円という数字が載って

おりますが、昨年は５万７千円ということで載っておりますが、私ちょっとこれよくわ

かりませんので、お教えいただきたいと思うんですが。 

国保の場合については、滞納または保険料を伸ばした場合には制約がそれぞれの個々

にあるわけなんですが、介護の場合には４０歳から６４歳、６４歳以降はまた年金をも

らう場合には特別徴収、年金から控除されるということですが、その滞納された人たち、

これは介護の関係というのはどういうふうな制約がされておられるのか、そこらの辺も

絡めてちょっとお話しいただいて、また今回この２１万８千円という数字は今後こうい

う滞納の関係出てくると思うんですけれども、その人たちの普通一般のその地方税や国

保税と違いまして、この関係についてはやはりもし直接響くことであれば徴収するにも

相当厳しく言っていった方が良い場合もあるんですけれども、そこらの辺の絡みも含め

てちょっとご説明をいただきたいと思います。 

○議長（関 克義） 以上３点、大澤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） 最初に健やかマイレージの関係であります。 

今年度につきましては、当初あまり利用的なものがなかなか伸びないという状況の中

から、対象者を増やしたいという、この取り組みをする人を増やしたいということの中

で、まちづくり懇談会等への説明をかけたり、またコミュニティ・カフェの利用者の方

等に健康に対しての意識を設けていただきたいという形の中で取り組んでまいりました。 

その中に徐々にではありますけれども、増えてまいりまして、利用件数も現在は２３

０件ほどの申請がきておるというところになります。 

それでそのうちの年齢的にいきますと６０歳以上の方が６割くらいの利用ということ

で、女性の方がやはり利用としては関心が高くもっておっていただけるというようなこ

とで７割近い方が女性ということになっております。 

この今回の計上してあるものは、マーくんポイントですので、７５ポイントを見てお
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りまして、約１，０００枚という形の中で見て、この８万円という形で計上しておりま

す。 

内容的には、その事業に取り組んでもらう、自ら健康に対しての意識を持ってもらう

いうことに関して、まだまだ十分ではないなという部分の普段の生活の中でできること

もポイントとして加算ということもありますので、それについては２８年度の中で、ち

ょっとどんな形で見直すということはまだはっきり決まっておりませんけれども、利用

者の方の声を聞くような形をとりながら、もう少しポイントのことについて内容を見直

していきたいというふうに考えております。 

続いて２点目の地域福祉のコーディネーターの関係であります。 

最初に橋本議員さんのお話のように、ソーシャルワーカーというお話の方を以前させ

ていただいた１２月の時ですが、させていただきました。国の方があの時にコミュニテ

ィーソーシャルワーカーというような言い方をしておったんですけれども、名前の方を

地域福祉コーディネーターということで変えてまいりました。その関係で、こちらの方

に統一をしていくという形で変わってまいりましたので、まず１点そこはお願いしたい

なというとこであります。 

今回、この地域福祉コーディネーターさんは、社会福祉協議会の方に設置してまいり

ます。金額はここに書いてある約１２０万円ほどの金額でお願いしていくわけですが、

資格的には一定の研修を受けていただくことによって、この地域福祉コーディネーター

という役割、役の仕事をしていくことができるということですので、現在その研修を受

けておっていただく状況にございます。 

今後の内容ですけれども、生活の困窮者の方に対しまして、これまでもなかなか町と

の連携をとってやっていくという中に、この対象者の方をうまく拾い出して、そこから

資金を貸し付けのことに行ったりですとか、さらにそこから生活の方の安定につなげて

いくというようなことに関して、専門的にといいますか、社会福祉協議会の中でも生活

福祉資金を貸し付ける担当者の方がそういった事業の方を主に担ってきましたので、な

かなかこの専門的にいろいろなその事業の方をうまくつなぎ合わせていくということが

できてこなかった現実があります。 

そこに今回は、この地域福祉コーディネーターは、そういった生活困窮に関わる方の

内容等を相談等をしっかりと受けて、そして必要な関係の場所のところの例えば飯田に

ありますけれども、マイサポさんという、そういう対象者をしっかりと、ものですとか、

あとは就労の関係に結びつけていくそういったこととの連携を十分とりながら、ここで
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社会福祉資源の開発というところの新たに必要な制度があれば、そういったものも結び

つけを拾い出しをさせていただいて、そしてそこで住民の方とのつなぎ役、そういう形

の中で行っていくのが、この具体的な仕事になってくるということで、２８年度は新た

に行っていくというものの内容であります。 

３点目で介護保険の関係でありますが、２１万８千円ですけれども、これは約１３名

ほどの方が滞納の関係で、滞納者ですので介護保険料を納めていただくような形で訪問

しながら、隣戸訪問しながら納入について督促という形で行っていくわけなんですけれ

ども、なかなか年金のみのこういう方につきまして内容を見てみますと、年金のみの収

入の方でなかなかほかにもいろいろな借金の方もほかにされていて、なかなかこの介護

保険料の方にも納めていただける状況がないというような方でありますが、納入の方に

ついては訪問をやって行っております。 

ただ、この中であまり長い年数、１年からになりますけれども、１年以上納めていた

だけないという状況が生じますと、今、介護保険料は１割負担になっているんですけれ

ども、９割が介護保険で負担なんですけれども、１０割負担というような形に変わって

いってしまうということもあったりしますので、そこら辺のことで制度上の説明をさせ

ていただきながら、納入の方をしっかりしていただくような形を今、お話の方をしてい

っております。 

最終的には、そういう一定の年数が過ぎてペナルティーがかかるような方は、現在ま

ではいらっしゃいませんが、そういうことでこの滞納者の方については訪問させていた

だいて納入をしていく。その関係で収入として見積もっている内容でございます。 

お願いいたします。 

○議長（関 克義） 橋本議員。 

○９番（橋本喜治） 説明いただきました。 

それの最初のさわやかマイレージの関係でございますけれども、その拡大策。私もそ

の正直言いまして、この８万という数字そのものが良いとかいうということじゃなくて、

今、私もいろいろ経験はしてはおるんですけれども、いろいろの人とこういうふうに話

をしたときにやはり手続きをされてない方がいない。早く言えば潜在的なやっているけ

れども、こういうものにはわかっているけれども面倒だとか、そういうような話しで、

なかなかここへとりついていかないという人もおられる感じがいたします。 

私としてもいつも思うんですが、あの方はそいじゃマイレージを扱っている人かなと。

何かワッペンでもあればわかるんじゃないかなというようなこともちょっと感じたこと
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もあるんですけれども、やはり目立つ姿勢でやはりその何かそのマイレージを扱ってい

る人たちは、自らがグループでもよろしいですけれども、こういうことでやっているか

らというようなことをこういうふうにやることによって普及されていくんじゃないかな

ということで、ちょっと感ずるときもあります。 

いずれにいたしましても、この潜在的な人たちをいかにしてこのマイレージの中へこ

ういう中へ一緒になってやれるようなものができれば良いんじゃないかと思っておりま

すので、これは私の方の考えとしてちょっとお願いしたいと思っております。 

それと生活困窮者のこの関係については、先ほど言いましたように、この制度のあり

方は地域へ入っていただくと一番いろいろなことがわかると思います。ですからそれぞ

れの声を直接飯田へももっていくというふうじゃなくて、やはり松川町の地籍でそうい

う声をここ入れていきながら、困窮者のあり方を把握していくということが大事だと思

いますので、このコーディネーターの皆さんの活躍を今後は期待をしたいと、こんなふ

うに思っております。 

以上でございます。 

○議長（関 克義） 特によろしいでしょうか。 

そのほか質疑ございますか。 

松井議員。 

○１１番（松井悦子） 介護保険会計についてお伺いをしたいと思います。 

たくさんというか、聞きたいことはあるんですが、とりあえず３点に絞ってお伺いを

いたします。 

１点目ですけれども、この松川町介護保険事業、今年度から介護予防とそれから日常

生活支援を一体的に取り組む介護予防日常生活支援総合事業ということを開始をされて

いくのかなというふうに予算書で拝見をいたしました。 

それで要支援１・２が、この方式でいきますと、訪問介護ですとか通所介護が新しい

介護予防、それから日常生活支援総合事業というものに移行をしていくと、そういう制

度改正だと思いますけれども。 

予算書の介護保険会計予算書の１７ページ、１７ページの１９節ですかね、ここに負

担金補助金及び交付金ということで３，８００万円以上の金額が計上されております。

これが従来の要支援１の方が受けられていた先ほど申しました訪問介護ですとか、通所

介護という解釈でよろしいのかどうなのか。これが違っていたらちょっと教えていただ

きたいというふうに思っております。 



 －132－ 

それで当初この部分が、個人負担になってしまうのかとか、それから自治体の負担に

なるのではないかということで問題になったわけでありますけれども、予算書を見ると

国庫負担、県負担もそれぞれにあるように思います。これがどのくらいの割合で県・国・

町利用者負担は当然事業所なりいくわけですから、その辺は変化はないのかどうなのか。

今までと財源なんかも同じなのかということをちょっとお伺いをしたいと思います。 

それで総枠は、結局そういう制度が変わったとしましても、必要なサービスというの

はほとんど変わらないわけですよね。必要なものは必要だということだと思います。大

きく変わるということはないということで、数字的に大きな変化がないのだというふう

に思いますけれども。 

一つここでちょっと不思議だなというふうにちょっと思ったのが、２７年度の１２月

会計の補正ですね、介護保険料の補正を最終的にした金額が１３億４，５７２万円とい

うことでしたね。この当初予算、今度２８年度の当初予算は１２億９，５８０万円とい

うことで５，０００万円ほど少なくなっておりますが、何もかもが増えていくという状

況の中で、介護保険も増えていくのかなというふうに思っておりましたら少なくなった

という、ここのところの理由はちょっとどのようなことなのかなというふうに思ってお

聞きをしたいと思います。 

それから２点目は、オレンジカフェについてですね。 

この認知症予防というんですかね、介護予防ということでコミュカフェ、それから今

回のこのオレンジカフェというのはこの間の説明でしたかね、どこか説明がございまし

たよね。認知症になられた軽度の方というんでしょうか、そういった方が対象だという

ふうにお聞きしたような気がいたします。その部分、１７ページの７節にオレンジカフ

ェの賃金が３６万４千円。それから２０ページの１１節にはオレンジカフェ老人センタ

ーの修繕が１００万円というふうになります。この部分、この賃金３６万円というのは

どういう根拠、積算根拠なのかということ。 

それから修繕の方ですね、老人センターの修繕はどのようにされるのかというあたり

をお願いをいたします。 

それからもう１点、南信州広域連合におきまして、地域包括ケアシステムということ

について、これは国が求めておるわけですけれども、このすべてを各市町村が市町村単

位で構築するということは不可能だろうと。こういう圏域の中でできるところは協働で

という、そういう判断の中で在宅医療介護連携推進事業ということを広域で担うという

ようなことが計画が示されたわけでございます。これが平成２８年の４月から事務局を
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南信州広域連合の中に置くと。そして各自治体からの拠出金で事業を進めるということ

をお聞きをしておるわけでありますが、今回の予算にはそれがないように思いますが、

そのあたりはどのようになっておるかちょっとお聞きをしたいと思います。 

以上３点お願いいたします。 

○議長（関 克義） 大澤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） 最初の総合事業の関係のことであります。 

国の方は３年間をかけて２８年度から３年間をかけて、この総合事業の方に移行をし

ていってほしいという形できております。 

２８年度から当町におきましては、取り組みをしてまいりたいということであります。 

それで今後移行していく内容ですが、要支援の方が今、要支援は１・２の方がいらっ

しゃるわけですが、その方が今後はこの総合事業の方に移っていく中で、新たに移るの

は全部の事業を利用している人が移るわけではなくて、通称系のサービス、通所介護と

訪問介護のサービスを受けている方、そして福祉用具のサービスを受けている方、この

方々が今回総合事業の方に移行をしていく。今後、あと残るのはリハビリ等を受けてい

る方については、そのまま要支援の事業は扱っていきますので残るという形になります。 

そういうふうになっていったときに、この方針としましては、より今までの予防事業

を進めていくというようなこの考え方の根底にもありますので。 

それともう一つ、今まで予防事業の中で、一次予防、二次予防というふうに呼んでい

て、割と要支援の認定より一歩手前にいた方々、そういった方々との今後は十分なその

連動性を持つということによって、この総合事業の中でいろいろなこの規制があったも

のをうまく使えるような形にしていきましょうというのが、総合事業の中の大きなその

目的になっていますので、そういった中で今後はやっていくことになるのかなというこ

とです。 

順次これはその制度の方に移行していきますので、今受けている方がわけで、予防訪

問介護を受けている人が、４月からすぐに切り替わっていくということではありません。

順次その見直しの時期がきましたら、制度の方を説明させていただいて移行をしていく、

そういう形をとっていくということになっていくかと思います。 

あと負担割合の関係ですけれども、この総合事業の方で行っていくのに負担割合は半

分の額、介護保険に関わるこの半分の額が今、国が２５、県が１２.５，町が１２.５で

あります。その中の地域支援事業の方に移っていく中では、２つに分かれていまして、

地域支援事業の中の今の予防給付にかかるとこは率が変わりません、同じです。ただ、
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包括的支援事業と任意事業につきましては、国が３９.５、県が１９.７５、市町村が１

９.７５というような形に変わってきますので、ここについては若干変更がありというこ

とになってきますので、そこら辺をうまくとらえて事業の方を今後やっていくというこ

とになるのかなというふうに思います。 

それと総額の予算の関係でのお話なんですけれども、介護保険の今回この予防の方の

事業の方に見直しの方をさせてもらって、地域支援事業費の方の移らせていただいたと

いう形の中で、今回大きな会計の組み直しの方もしておるんですけれども、いろんな事

業の方を変動もあったりしましたが、その中で介護給付にかかるところの当初見ていた

施設給付にかかるところの医療者数のとこですとか、ちょっと一つ一つのことでこの最

終的に５，０００万円ほどの差が出たというところが、今ちょっと説明しづらいとこも

あってなんですけれども。それにしても、利用対象数が特に施設系の入所者につきまし

ては、その額が１人あたりの入所費用が非常に大きいので、そこら辺の当初の中で見込

む額によって最終的に、あとこの地域支援事業費の方へ移行をさせてもらったことによ

って、その額的なものが最終的に少なくなったという形なのかなというふうに考えてお

ります。 

２つ目のオレンジカフェの関係のことですけれども、賃金はここに認知症の関係で携

わる方なので、今は考えているのは保健師の方を専門的な知識ということの中で携わっ

てもらいたいなということで考えておりまして、最初からこのオレンジカフェという形

のものをフル稼働でできるという形はちょっと難しいかなというふうに考えております。

それは、ここへ来ていただける対象者の方を、これからどのような形で参加をしてもら

えるのか。ここには認知症をもたれた方と家族の方が来ていただくような形の中で、本

人が落ち着いた場所を通して事業の中に参加していってもらいたいということも考えて

いきたいと思っていますので、今、コミュニティ・カフェの中に来ている対象者の中で

も、一日の事業を通してみますと、そこで事業的にうまく事業をこなせなくて、少し問

題的な行動が出てしまう方もいらっしゃいますので、そのような方々からまず声かけと

いうものもさせていただきながら、徐々にその来ていただける体制を作り、月に今は週

に一回ないしろ２回くらいをそのような事業を実施して、だんだんと参加してもらうよ

うな体制づくりをしてまいりたいなというふうに思います。 

修繕の関係ですけれども、今は老人福祉センターの中で、前にお風呂場のあったとこ

ろがあるんですけれども、その場所を居室の方に改修をしながら、オレンジカフェとし

て別室の場所というよりも、コミュニティ・カフェの中にそういった場所を設けていく
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ことの方が良いのかなということで今は考えてやってまいりたいというふうに思います。 

また、地域包括ケアシステムのことですけれども、この地域包括ケアシステムの中に

は、議員さんのお話いただきましたように、在宅と医療の連携事業ですとか、今回のこ

の認知症に関わるところの推進事業ですとか、総合事業の関係ですね。、ここら辺が包括

ケアシステムの中には３つの大きな柱くらいになっています。その中の大事な部分の在

宅と医療との連携なんですが、今回４月から広域連合の方でということで、ようやくそ

の方向性が決まってまいりました。それまでは医師会の皆さんと自治体、各町村の介護

担当者の方でどのようにしていくのが良いのかということで議論を重ねてきて、最終的

には事業をやっていくのは広域の方が良いということで、広域で担当を置きながらやっ

ていくことが良いということになりました。 

方向性として事業費を拠出というような形もあるかと思いますが、今のところその額

がこちらの方には示されてきておりません。まだ、４月からそういう体制で行っていく

ということを実はまだ検討しているというか、しっかり事業をどんなものをやるかとい

うことをまだ今月のうちにもう会議があります。なのでまだ動いている最中ですので、

まだそれが決まったあと、その負担金等も決まってくるような形なのかなというふうに

思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 松井議員。 

○１１番（松井悦子） 最初のその介護保険会計の金額についてはわかりました。 

いろいろな積み重ねの中、また施設給付、施設に入所されるための給付が減っている

というようなそんなお話でございました。それについてはわかりました。 

これにちょっと関連をいたしますけれども、私常々保健福祉課というところは本当に

常に人を相手にして仕事をされるということで、非常に気を緩めることのできない部署

だなというふうに感じております。裏を返せば町民の方がそれだけ始終関わって生活全

般に関わることをいろいろと相談をされるという、ほかの課ももちろんそういう部分も

ありますけれども、また特に切実な部分ではないかなと、そんなふうに感じております。 

そういう中で、このいろいろ制度が変わってまいりますけれども、町民が行政にとい

いますか、求めているというのは、この相談事業が本当に相談がスムーズに行われて、

そして対応が迅速に行われるかどうかということだというふうに思うんですね。大概の

方は、日常生活に追われておる中で、お年寄りの面倒などをどう見るかという、そこの

ところが本当に苦悩される部分だというふうに思っております。 

具体的なサービスプランについては、各ケアマネジャーの方が立てていただくという
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ことで、そこにお願いをするかと思いますけれども、また行政も親身に相談に乗れるし

っかりとした体制が必要だというふうに思います。 

とりわけ介護の問題ですから、包括支援センターの充実、強化、体制の強化というこ

とが大事なんじゃないかなというふうに思うんですが、予算書からは職員の増などとい

うようなことはちょっと見たんですがよくわかりません。そのあたりについてお願いを

したいと思います。 

それからオレンジカフェですね。このところについては、私は非常にこれは良い取り

組みだとはいうふうには思います。本当に思いますが、ただしその先ほどお話がありま

したコミュカフェとのことなんですが。介護認定を受けておられない来られる方、そし

て一方で今、ご家族の方もという話もありましたので、そのあたりはどうかなと思いま

すけれども、その認知症になられた方が同じ場所ではたしてそのどうなのかなという、

ちょっとこれ心配を感じるわけですね。やはりそのどちらも認知症の方の方は、いわゆ

る知られたくないとかという部分がもしあったとすれば、そういった部分の問題、心配、

そんなことのあたりでどうなのかなというふうに考えております。そんなあたりのお考

えをお聞かせいただきたいと思います。 

それから広域連合の予算についてはわかりました。今後だんだんに会議があって、も

し必要であれば補正予算なりで対応されていくというふうなことだと思います。 

それで医療については、広域連合の方で当然医師とか、それから病院の数も決まって

おりますので、市町村独自というとなかなか難しいということで、連携をとっていくと

いうことで、その連携がうまく行われて、１人の介護者に要介護者に切れ目なく退院し

たあとのサービスが提供ができるということが必要だという、そういう趣旨のこれは国

の施策でありますけれども。 

一つ心配なのは、その国が在宅介護の方にシフトをさせようというふうな方向性があ

るように思いますけれども、現実問題として非常に難しい面があるのではないかなと、

そんなふうに思います。そういったとこ、退院後の受け皿確保ということですね。受け

皿の施設、ヘルパーさんや看護師さんの確保、これが上手にニーズに応えられるかどう

かということが、ここのとこが一番問題ではないかなというふうに思います。 

それでこれが民間だけにお任せをしておっても、なかなかその需給のバランスがうま

くいくとは限りらないというあたりで、ぜひ行政が今後特養の増床とか、そういったこ

ともあるかと思いますけれど、気配りをしていっていただきたい。当然されておること

だと思いますけれども、行政が一丸となって気配りをしていっていただきたいなという
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ふうに感じておるわけであります。 

このあたりは、３番目については結構です。包括支援センターの強化ということと、

オレンジカフェについてよろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 大澤課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） 包括支援センターでは、現在４名での体制で業務の方を行って

いまして、その中で専門職という形の中で３名が専門職という形の中で対応してきてお

るところであります。 

今後の中で今の相談事業が非常に重要ではないかというお話もいただきました。本当

そのとおりでありまして、今、日々現場の方でといいますか、相談者の方は高齢者が増

加する中で、そこにいろんな家庭の問題等も入ってくる中で、また問題家族というよう

な一つの問題だけではなかなか解決できないような問題も入り込んできております。虐

待問題についても、高齢者の虐待問題についても一つもそうだと思います。 

その中で、今限られた人員の中で業務をそれでも行っていかなければいけないという

ふうに考えておりますが。ただ今後２８年度につきましては、職員の中で正規の職員と

いうところまではいかないわけですけれども、臨時的なパート的な職員を今回の地域支

援事業の方に移行していく中では、対象者のいわゆるケアマネジメント、その方の必要

なアセスメントをきちんとしながら、必要なサービスを提供していくという点で、マネ

ジメントが重要になってきますので、そこを担う職員を増員をしてまいりたいというふ

うに思っております。 

そういうところにも手を入れながら、相談業務の方にきちんとまたまた対応をしてま

いりたいというふうに思います。 

あとオレンジカフェの関係ですけれども、新しくやはり試みてやってまいる事業であ

ります。まだまだ近隣を見渡しますと、飯田市さん、駒ヶ根市さんあたりでやっていま

すが、ここには飯田市さんは家族会の運営というようなことでありまして、そういった

中で、当初におきましても新たな形を模索しながらやっていくということで、場所につ

いても同じ場所、コミュニティ・カフェとは切り離して別の場所も良いかなということ

も考えたりしたり、今の検討の中に入れましたが、まずはコミュニティ・カフェに来て、

同じ場所に来て少し混乱をしてしまってうまくなじめないというような方がいらっしゃ

るので、その中でやはり認知症があっても同じ少しの配慮をすることによって、またそ

の方の特性をうまく引き出しながらの対応ができるという点で、まず同じ場所の中でも

一つ手始めでやってみようかなというところで始めていきたいと思っています。 
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ただ、今後の中でもしそういう場所であって、今回認知症の初期集中支援チームの方

で訪問していった中で、やはり困った方も出てきた、そういう方々もまた利用の方に結

びつけていくというのも必要だと思っていますが、今後行っていく中でそこら辺見直し

が出ればまた考えてまいりたいと思いますが、とりあえず２８年度においてはスタート

をまずそこで切っていきながら、徐々に修正も必要であれば考えてまいりたいというふ

うに思っております。 

○議長（関 克義） 松井議員。 

○１１番（松井悦子） 最初の質問の方ですけれども、相談事業、本当多岐にわたってまた長

時間かかるという相談が多いのではないかと、じっくりお話を聞くというそういうこと

からもてんてこ舞いのようでは、これはもう本当にしっかりとした対応ができないとい

うふうに思います。 

今、マネジメントを担う方の増員を計画をされておるということで、ぜひ複数人登用

をしていただいてというふうに思います。当然高齢者が増えておるんですから、それに

合わせた対応が必要だということですよね。松川町でも７００人の要介護者が今おられ

るということです。そうすると７００人分の悩みがあるということで、そういった意味

で、一つの事案にゆっくりと時間をかけてお聞きをするというこの体制がほしいという

ふうに思います。 

浅い知識ですけれども、制度では６５歳以上の高齢者の伸び率に合わせて、地域包括

支援センターの規模を大きくすることができるという制度に変わってきたというふうに

もお聞きをしておりますので、そのあたり松川町がどのくらいの規模が適正に許される

のかわかりませんけれども、最大限利用していただいて、ぜひ包括支援事業の部分の充

実を図っていただきたいというふうに思います。 

それからオレンジカフェですね、同じ試験的にというか、事始めというふうなふうに

今お聞きをいたしました。認知症の進行を少しでも抑えることができる、遅らせること

ができるということが理想だというふうに思います。 

まずは、利用をしていただくということが大事なので、先ほどコミュカフェの方へ来

られておった方が、うまくそちらに来ていただけるのか、どういうふうにそちらにおす

すめするのか、そのあたりもちょっと難しいような気がいたしますけれども。それと同

時に、ご家庭でまた介護されておられる方の中で、そういうところがあったら昼間過ご

しておってもらいたいなというご家族もおられると思うんですね。ですからそこのあた

りこれから家族のご理解もなかなかないとそういうところが実現できませんので、どう
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いった方法か広報なりなんなりで、しっかりそこらのあたりのその啓蒙といいますか、

周知といいますか、そういったこと、ご家族の方のご理解、それからそういったご利用

をさせてもらおうというその意欲といいますか、気持ちになるような、そういう何か方

法ぜひとられることが肝要ではないかなと思いますが、ちょっとそのあたりよろしくお

願いします。 

○議長（関 克義） 大澤課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） 今のお話のように、やはり家族の方の悩みが非常に、家族の方

も悩みが非常に大きなものがあるかと思います。 

今後の中では、このオレンジカフェの方に参加していただく一つの合わせ持っての考

え方の中に、家族会というような形のそういう同じ悩みを持った方々の集まりを少し作

っていきながら、そして認知症をもたれた方も一緒にそこに参加していただくというよ

うな形の、手の入ったそういうことをしていかないと、なかなか簡単に参加をしていく

ということにはつながらないかなと思っておりますので、今のお話の点を十分に考えの

中に入れさせていただいて進めてまいりたいと思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 認知症についてでございます。 

私も申し上げましたけれども、認知症には力を入れていきたいというふうに考えてお

ります。 

これは介護予防の中で、やはり認知症というのが一番スタートにあって、それがずっ

と進行していくことで介護につながっていくというような認識も持っております。 

それで福祉を考える集会も、２年にわたりまして認知症ということでテーマにしてま

いりました。 

一番大切なことは、認知症というものが誰もがかかる病気なんだよ、脳の病気なんだ

よという認識を町民の皆さんたちが等しく持って望んでいくことが一番大切だというふ

うに考えております。その分科会等でも話をしましたけれども、昔もおそらくあったん

だろうけれども、ぼける、頭がぼけてきた。それで自分のことを自分で、最近頭がぼけ

てきたんなというのは笑い話の中で話ができます。だけれども、あの人ぼけてきておる

んじゃないというのは卑下しています。この違いだと思う。 

それがそのうちに痴呆症という言葉ができて、そしてやはり痴呆症というぼけるとい

う痴呆症というものが今度は認知症という言葉になってきたのは、やはり認知症が非常

に先日のニュースでも出ておりましたけれども、５年後には２，０００万人だったと思
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いますけれども、確か認知症にかかっていくんだという、そういうニュースがありまし

たけれども、より周知をされるようになってきた。 

今、町が大切なこと、これは今も課長がいろいろ相談事業やいろんなことでやってま

いります。私たちが一番大事なことは、認知症というものが特別のことではなく、誰し

もがかかる病気なんだという認識の中で、等しく接していくことが一番大事だというふ

うに思っております。 

先日の福祉を考える集会にも、もう実名の中で家族の奥さんが認知症になってこうい

うことがあった。徘徊をした。それから分科会でも、自分の家族がこういうふうに認知

症で近所の人たちに自治会の中で話をしてみんなで見てもらった、そんなような話し合

いが出ておりました。そうした話し合いができるようになったということは、大きな前

進だというふうに考えております。 

また、その方策等については、担当課でまた考えてまいりますけれども、認知症につ

きましてはそういった意味で、これから松川町の大きな課題だというふうにとらえて取

り組んでいくべき大きな問題というふうに認識をいたしております。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

米山議員。 

○１２番（米山由子） ３点ほどお伺いをさせていただきたいと思います。 

予算全般についてでございますけれども、本年も町長の非常に積極的な政策取り組み

ということが感じられる積極的予算であるというふうに感じるところでございますが、

６３億８，０００万円、一般会計ですが、全体をいいますと１１３億円ということで、

町長になられた頃は特会を入れまして１００億円と、こういうようなことも言っていた

とこでございますが、５～６年のうちに約１割強増というような形で、予算も膨らんで

まいりました。 

町のニーズ、政策等々につきましても、非常に重要なものがどんどん出てきていると

いうことであろうかと思うわけでございます。 

そういう中で、必要な予算をどんどんもり込めれればよろしいわけですが、先ほども

副町長さんの方から「非常に予算を立てるについて何を減らすかというところが非常に

苦労をしたとこだ」とこういうちょっとご発言がちらりとあられたように受け止めさせ

ていただいたとこでございまして、予算立てるというのは本当に大変なことでございま

すけれども。そういう中で起債残につきましても、だんだん大きい下水道事業ですとか

公共下水、農集排等々がだんだんに償還されてきたというようなことではありますけれ
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ども、まだまだ非常に大きい現状でございます。 

そういう予算の中で私は、一つお伺いをさせていただきたいと思いますことは、増や

す要素と見直してスクラップしていく要素というようなものも予算の中へ入れていかな

いと、なかなか全体のやりくりが大変というふうに思うわけでございますが、今回の予

算の中でスクラップをされるような視点を持って何か見直したような、そういう事業が

あったのかどうかということを一つお伺いをさせていただきたいと思います。 

それからその点はまた後ほどだんだんにお伺いしたいと思いますけれど、もう一つは

地域お越し協力隊でございます。 

非常に積極的に３名から６名に増やされ、また集落相談員ですか、それからこの協力

隊の皆さん等々をどんどん入れて、どんどんということでもないかもしれませんが、こ

こ２年ほどの間に非常に積極的にこうした外部人材と地の力を入れて、町の産業お越し

というようなところへシフトしていただいている、これは非常に重要なことでもあろう

かと思うわけでございますけれども。今の地域お越し協力隊３名の皆さん方の実績、成

果というようなものについて、なかなかその３年のうちに大きな成果がというのは難し

いのが、今２年目ぐらいだと思うんですけれども、方向性としてはどのようでございま

すか、その点をお伺いしたいというのが一つでございます。 

もう一つは、これは一般の６８ページでございますですかね、地域お越し協力隊の予

算等々が盛られておると思います。 

それから３点目でございますけれども、２２ページは歳入、歳出が６６ページでござ

いますけれど、農業費の補助金ですね、それ６次産業化ネットワーク活動交付金という

のが３，８１３万２千円非常に大きいものが載っております。これはワイン特区関連の

予算であろうかなと思うわけでございますが、ちょっと私がよくわかりませんので、そ

の事業内容、対象者等について、まずその３点をお伺いしたいと思います。 

○議長（関 克義） 米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 今年度一般会計の総額では、２８年度総額では６３億８，

０００万円ということで、昨年骨格型予算というようなこともありまして、今年度７.

９％の伸びということになってございます。 

スクラップをした事業という、具体的に今、ちょっと思いつくものがあるとすれば、

太陽光の住宅用のパネル事業につきましては今後縮小をいたしまして、その後太陽熱の

発電の施設について移行をしていくというようなこともございます。 

そのほか、予算査定の中でどこかから上がってきたものについて、もう少し見送りと
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いったような事業もございましたけれども、ちょっと今すいません、具体的に申せない

のはいけないんですけれども、そういった形でやらさせてもらっています。 

ただ、今後やはり例えば補助金の関係ですとか、経常的経費が増加していくという中

では、そういったところにも先ほど来若干話も出ておりますけれども、見直し等も考え

ていかなければいけないなというふうには考えております。 

○議長（関 克義） 片桐産業観光課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 地域お越し協力隊の現在３名の活動についてということであり

ますが。八代隊については、山岳の関係だとか、有害鳥獣の駆除の関係とかで活動して

いただいております。 

実際に猟の免許を取って資格を取りまして、猟友会にも入るということの中で、現在

も西山での猿の追い払い等取り組んでいただいておりますし、あるいは小八郎の登山道

の整備なんかにも取り組んでいただいているところでございます。 

それから吉川隊員につきましては、昨年果樹栽培１００周年の事業がありましたが、

その多くのイベントに関わっていただきまして、イベント等において、料理などの提供

を行っていただいております。 

また、一方で、蓮田市さんとのつながりで生まれてきましたフルーツジュエリーなん

かも、観光のキャンペーンなんかに持参いただいて、ＰＲを行ってきていただいておる

ところでございます。 

それから食の関係での起業に向けて、吉川隊員につきましては、来年度また商店街の

今、空き店舗対策の事業やっておりますので、そういったところにも具体的に絡んでい

っていただけるかなということで今、打ち合わせを行っているところであります。 

それから大橋隊員につきましては、旅行業の管理者ということで、資格を昨年取って

いただきました。現在、地域案内人のボランティアの皆さんと一緒に活動していただい

ておりまして、りんごのワインのツアーの企画なんかについて、南信州観光公社さんと

も相談しながら企画を練っていただいているという、そんな状況でございます。 

３名とも来ていただきまして、まだ１年たたない。もうちょっとで１年たつところな

んですけれども、地域の皆さんとか、あるいはその内容に応じたグループの皆さんとも

だんだん顔も知ってもらって、さあこれから２年目、３年目の取り組みどうしていくか

というとこをちょっと打ち合わせをしていきたいというふうに思っております。 

それから歳入の２２ページの農業費補助金でありますが、６次産業化ネットワーク活

動交付金でございます。こちらにつきましては、農業者等とかあるいは食品事業者など
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が、６次産業化のネットワークの構築や新商品の開発、販路開拓の取り組みにつきまし

て申請を行いまして、採択が行われますと事業費の３／１０が補助が受けられるという

内容のものでございます。 

本年につきましては、昨年新聞報道等でできましたけれども、この認定が行われまし

た町内のジュース、ワイン加工を行っております株式会社さんがこの認定を受けまして、

補助の内示が受けられましたので、その金額を補助金の方で計上し、歳出の方でそのま

ま同じ金額をその事業者に歳出で払うというものでございます。 

内容につきましては６次加工ですので、ワイナリーの建設ということでございます。 

以上でございます。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 米山議員の言われました予算規模についてちょっと触れておきたいと思

いますけれども、一般会計６３億８，０００万円ということでございます。昨年が５９

億１，２００万円ということなんですが、一昨年が６１億８，０００万円でございます。

２年前が。今回２億円増えている。 

その２億円増えたものは、なんになるだろうなということをもちろん精査をするわけ。

そうしますと２年続けての公民館のこと。それから道路関係の前倒し、それから広域の

ごみ処理場、こういったものの負担金というようなものが増えているから、予算規模と

したらどうしてもその分国からいただいてくるお金等が伸びている分、予算規模とした

らどうしても大きくなっちゃうというふうに認識をいたしております。 

それでこれからどんどんどんどん予算規模が増えていくのかと、そういった問題につ

きましてはこれは大きな問題でございますし、しっかりと精査をした中でやっていかな

くてはならないというふうに思っております。 

ですので、やはりその増えた要因をしっかりとそれぞれの担当課、また町長自身もそ

うでありますけれども、しっかりと把握する中で、また次年度その次というようなふう

にきちっと考えていきたいなというふうに思っております。 

○議長（関 克義） 米山議員。 

○１２番（米山由子） 私はこの規模が増えていくことがとても悪いというふうには思わない

わけでありますけれど、本当に町長この高度経済成長の時、どんどんいろんなものを作

ってまいりました。その作ってきたものが、いよいよ老朽化いたしまして、立て直し、

改築、そういうようなことをしなければならない時期に町長になられたという部分につ

いて、非常にこの新しい政策というよりも古いその公民館もそうでございます。保育園
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もそうでございますけれど、そういうものについて投資をしていかなければならない点

については、時の流れのこの政策であろうかなというふうには感じているところでござ

います。 

そうしたこの問題は、私がお伺いしたいのは、この大きなというか、今回に出ました

この予算について、派生してくる職員の皆様方の働き方、それについてちょっとお伺い

をしたいわけでございますけれども。 

類団の中では、松川町は正規職員は非常に少ない。そして臨時職員が非常に多いと、

これが現状ではないかというふうに感じておるとこでございますけれども、職員の皆様

方が本当にやりがいのある、そして自分の成果に喜びを感じると、そういうような職場

にしていきながら、町長トップにして良い職場であってほしいなというふうには思うわ

けでございますけれども、私もそういう職員の方をお預かりして働かせていただいた経

験からいうと、みんながそうじゃない。やっぱり仕事をしながら悩む人もおる、病気に

なる人もおる。そういう人をどうフォローしていったら良いのかというようなことが、

トップに立つ皆様方には非常に苦しいところがあろうかと思うわけでございます。 

職員の皆さんの中には、仕事で困ったこと、どこかに打ち明けたいけれども、相談が

できないというような方ももしかしたらおるのかな。それから悩みを抱えて、非常に誰

にも相談ができないと、そういうようなもし職員がおいでにないとは私は断言できない

なというふうに思うわけでございますけれども、その職員のそういう悩みに寄り添って

対応をしていっていただくということがとても大事だと思いますが、この予算で見ます

とカウンセリング等ということで６１万円が計上されております。これらの対応で十分

であるのかどうか、担当の課長様にお伺いをさせていただきたいと思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 人材育成という点については、課長の方からお答えしてまいりたいとい

うふうに思います。 

今、米山議員の方から申されました。松川町の人口１，０００人あたりの職員の数で

ございますけれども、これは今、これは２５年度になりますけれども、人口１，０００

人あたり６.２２人でございます。これは類団体４４団体のうち一番少ない人数。 

それから人件費、人件費はこの２５年度の資料でまいりますと、１４.３ということで

４４団体のうち２番目にいい数字なんです。 

正規職員の数というのは、私もこうした場で必要なところへはやっぱりいるんだとい

うものを言いながら、現実というのはそんなに増えていっていないのは、非常に自分と
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しても心苦しいんですけれども、それでも人数の流れというのは毎年毎年ずっと減って

きたのをストップさせて、ちょっと増えて平らになっていることは事実なんです。 

これ非常に難しい問題ですけれども、私はこうした数値を分析する中で、松川町が決

してそんなにトップである必要もない。一番愕然としたのは、人件費比率が１２％とい

う比率というのはこれは低いです。正直言って。ただ、そいじゃそれをどこまで増やせ

ば良いんだという問題は、これは別問題でありますけれども、自分としたら必要な部分

へはやっぱり使って体制を整えていかなくてはならないんではないかなという、全体的

な思いはもっております。 

○議長（関 克義） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 歳入の３３ページの委託料のところのご質問かということでござい

ます。 

カウンセリング等で６１０万円ということで、昨年より増額させていただいておりま

すが、一月今まで２カ月にいっぺんのカウンセリング料を一月３万円で１２カ月毎月行

うという計画で増額しておるもの。それから職員のストレスチェックの委託という形で

２５万円を計上しております。 

平成２７年１２月から職員のストレスチェックが義務化されまして、町でも取り組む

ということで、年に一度ストレスチェックを行うということになっておりかす。こちら

を業務委託いたしまして、その結果を職員に戻し、その職員のその結果を基づいて自ら

病院に行くという決断をしていただく資料という形にしかならないんですけれども、そ

れを計画しております。 

また、総務課の職員と保健師１名で作っております職員の安全管理の体制を充実させ

たいというふうに考えておりまして、総務課の職員ともどもこの部分については強化し

ていこうというふうに考えております。 

３６万円と２５万円で６１万円という内訳でございます。 

また、１１２名の正規職員と臨時職員を合わせまして、本庁の職員につきましては若

干増員という形で考えておりますので、今現在残業が多い課とかそちらにつきましては

増員していくという予定でおります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 米山議員。 

○１２番（米山由子） ほかも聞こうと思いましたのに忘れてしまいました。 

今、その職員の皆さん方の健康管理と仕事との量というようなことについてお伺いを
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したわけでございます。町長の方からご報告いただきましたとおりに、４４団体の中で

職員数一番少ないんだということは、それだけ優秀な職員の皆さんが一生懸命頑張って

いただいているということではありますけれども、またストレスも悩みも出てくるとい

うようなことで、今、総務課長の方からその対応についてご説明をいただきました。 

６１万円の予算ではございますけれども、これはこの予算がいい、悪いというよりも、

対応の方法について、さらなる工夫をしていただくというようなこともお願いをしたい

なというふうに思うわけでございます。 

例えば職員の皆さんの中から、自ら進んで相談に来ると、そのチームの中、保健師の

入っている。そういうことがあるのかどうか。それからまたこちらから声をかけるとい

うようなことがあるのかどうか。 

私もそういう体験の中で、本当に今あの青年がどうしているのかなという、本当に心

が痛むそういう事例も持っておりますので、私は本当に職員の気持ちにより添っていた

だく、そういうようなことが非常に大事で、仕事というのは上司の命令を受けて仕事を

していれば良いだけじゃなくて、行ってみれば組織の仕事は雑用が大動脈だといわれて

おるわけでございますね。特にその雑用、雑用というものがこなされる人がおるからこ

そ仕事が進むんだと、雑用こそ大動脈だと、こういわれているわけでございますので、

一人一人を大事にする、そういうことがとても大事で、臨時の方もそうだと思うわけで

ございます。 

そういう意味で、ぜひとも今後の相談活動について、見えない、なかなかそういうこ

とは見えないですけれども、対策に意を配していただくためにはどのようなふうにお考

えであるのか、最終的に３回目でございますのでその点をお伺いしたいと思うことと、

私の思っておる希望をぜひとも一つお聞き入れいただければありがたいと、こんなふう

に思います。 

松川非常に良くやっているけれども、外の皆さんが心配して見てくださっておるよう

ではちょっといけないかと思いますので、よろしくお願いしたいとこう思うわけでござ

います。 

それから地域お越し協力隊につきましては、今縷々ご説明いただきました。それぞれ

の皆様非常に課題を持ってやっていっていただいているということがよくわかりました

んですが。例えば今は産業観光課の方の課長さんがどんどんといろんな仕事の中でニー

ズを出していただいておりますけれど、地域お越し協力隊というのはあれでしょうか、

この産業振興のみでなくて、保健衛生とか、それから介護とか、そういうようなところ
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の協力隊を養成するということはとても無理なのでしょうか。３回目ですので、結論で

お願いしたいと思うわけでございますが。 

もし可能であるならば、ぜひともほかの課長さん方をお考えいただきながら、国の方

からの相当の補助があるこれは事業だと思いますので、そういう皆さん方もこの町にお

入りいただくということが大事なことかなと思うわけでございますけれど、担当の課長

さんにお伺いしなきゃしょうがないわけでございますが、その点についていかがかなと

いうふうにお伺いをいたします。 

ネットワークの６次産業化につきましてはわかりました。私、１００周年の先という

のは、やはりこういう仕事だというふうに思います。今や一次産業だけでなくて、一次

産業をいかに２.５、１.５に結びつけていくかというようなことが、１００年先のまた

大きな課題になってくるんだろうなというふうに思いますので、ひとつ成果が上がりま

すように頑張っていただければうれしいなという思いをしております。 

以上でございますが、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 塩倉課長。 

○総務課長（塩倉智文） 職員のメンタルヘルスにつきましては、ラインケアというのが大切

になってくるということを認識しておりまして、現在行っております人事評価の中でも

年４回の面談によって、部下から上司、上司からまたさらに課長、課長から副町長まで

のラインがございまして、こちらの面談の中でも本人の心配事だとか、その様子を伺う

機会がございますので、そういうところで把握していきたいというふうに思っておりま

す。 

また、そのほか、庁内なら庁内、それから保育園なら保育園のそれぞれの上司が、自

分たちが見た目にはなってしまいますけれども、心配する部下たちの様子を日頃の雑談

の中から、それからもう一回ちょっとこの頃心配事があるんだけれどというご相談をも

らった部下には注意して声をかけ、この頃どうというような形で、自分たち上司から自

らが声がかけれる体制を整えられるようにこのカウンセリングほかにもメンタルの講演

会を開くなどのいろんな方法があるかと思いますので、今後重点的に行っていきたいと

思っております。 

今現在は、カウンセリングを受けた方々のケアは私がやっておりますけれども、人事

担当者がやるべきではないということも聞いておりますので、そのあたりも含めてまた

体制を整えていくべきということは認識しております。どうもありがとうございました。

アドバイスありがとうございました。 
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○議長（関 克義） 片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 地域お越し協力隊の取り組みにつきましては、現在の産業観光

課の方でスタートして行っております。 

そのきっかけになりましたのは、やはり地域産業への人材の確保という点で、農業者

ですとか、あるいはそのそういった方々も含めて、就農者ですとかそういう方も含めて、

この制度を一つの入り口にして、確保していこうというような目的でありました。 

ただ、２年目になりまして、実際に募集を行っていきますと、先ほども来年来ていた

だけるお一人の方は、生田地区の地域のことに関わっていくということになってくると、

受け入れる段階でも今でもまちづくり政策課と一緒になってやっておるわけですけれど

も、どういう仕事をやっていただくかという段階でほかの課、まちづくり政策課とも打

ち合わせをしながらやっているということもあります。 

それから集落支援員が４名ありますけれども、この中では総務課の方々で防災の関係

で１名集落支援やるという中で、この集落支援員制度を活用するということの中で、こ

のみらいのこのセンター費の方の予算に盛ってあると。こういったことも総務課ですと

か、まちづくり課の方と相談しながらやっているというのが、この２年目の現状でござ

いますので。 

今後については、やはり横断的な連携をとりながらやっていく必要がある。そんな形

で人材も確保できる見通しというか、可能性も見えてきたのかなというふうに思ってお

ります。 

それから今後については、そんな面からもいくと、どういった隊員が必要なのかなと

いうことももう少しほかの方もまちづくり政策課さんともちょっと協力しながら連携を

とって、人材の確保に取り組んでいく必要があるのかなというふうに思っております。 

ただ、ちょっと産業観光課のところから少しわくがはみ出つつあるなということは感

じております。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 職員の定数についてでございますけれども、私も痛感をしているんです

けれども、行財政改革という名の下で小さく小さくしてきたことも事実でございます。 

これが非常に国が本当に地方創生、地方が元気にというふうに考えてもらうとするな

らば、これなかなか難しい話なんですけれども、その地域がどういう事業をやってどう

いう方向に向いているんだとところまで把握をしてくれた中で、ぜひお願いをしたいと

いう気持ちを強く持っております。 
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それでないと定数が人数が増えた。あなたのとこは裕福なんですね、あなたのとこは

行財政改革はしないんですか、端的にそういうふうに見られるのも事実なんです。これ

は非常に私にとっては侵害でございます。職員の数が増えるということがイコール放漫

経営なのか、決してそうじゃない。 

ところが行財政改革という名の下、ずっとそういう目で見られてきているというのが

現状だというふうに私は思っております。 

ですから例えばの話、大きく余剰金が残ってくれば、あああの町は裕福なんだな。そ

いじゃいろいろのものを絞っていっても大丈夫だな。端的にそういうふうに見られる嫌

いはあります。そこらをぜひとも私どもも言っていきますし、しっかりと見た中で判断

をしていただきたい。交付税だってそうです。いろんなことで。 

それは制度上の改正をある程度含めた中で考えていかないと、これは非常に難しい話

ですけれども、本当の地方創生は一律にぴしゃっと切られてやってくるようではなかな

か難しいんじゃないかというのが、私の本心でもありますし、多少町長としての愚痴を

申し上げました。 

そんなふうに考えております。 

○議長（関 克義） ここでお諮りいたします。 

ここで休憩をとりたいと思いますが、異議はございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

それでは３時２５分まで休憩といたします。 

 

休  憩  午後 ３時１３分 

再  開  午後 ３時２５分 

 

○議長（関 克義） 会議を再開いたします。 

質疑はありますか。 

白川議員。 

○１３番（白川靖浩） それではとりあえず３つばかお聞きしたいと思いますが。 

まず、一般の８３の空き家対策のことについてお聞きしたいと思います。 

これは昨年５月に既に施行されておると思うんだけれど、テレビやなんかでもいよい

よそこらで壊ったりいろいろ始めてきておって、その８３ページにあるのが結局それを
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調査するといったような予算のように見えるんですが、そこのとこちょっと説明をお願

いしたいと思います。 

それから７９ページの中央道の補修というか、陸橋の補修のことです。 

上片桐の第２陸橋というんですか、そのことについてもちょっとご説明願いたいと思

います。 

もう一つは、消防費の７５ページですが、消防車２号車って書いてありますが、１，

８００万円購入ということになっておりますが、ちょっとその３点を一応説明をお願い

したいと思います。 

○議長（関 克義） まず、空き家対策について。 

田中建設課長。 

○建設課長（田中 学） 空き家対策につきましては、議員さんおっしゃられたとおり、今回

実態調査の方をしたいというもので、この予算を計上させていただきました。 

目的としましては、空き家の戸数、それから所在地、それから老朽化の程度の把握、

これらを行いまして、現在管理の方が不十分で、第三者に被害を及ぼすような空き家と

いうものをある程度把握しまして、それに対する対策、あるいは活用等について、それ

の基礎資料とするためにこの調査を実施するものであります。 

この調査につきましては、できたら地元の自治会等にお願いしまして、現地の方の情

報をいただきまして、その情報を元に業者、コンサルの方に委託していきまして、最終

的には地図のデータ、またデータ化しまして、きちんとした報告書として成果品として

求めていきたいというふうに思っております。 

その上で、また対策計画、条例化等に向けていきたいと考えておるところであります。 

それから２つ目の上片桐の橋梁の関係でございます。 

委託料としまして、上片桐第２橋の橋梁修繕ということで載させていただいておりま

す。 

こちらにつきましては、平成２４年の１２月に笹子トンネルの天井盤の落下というよ

うな９人ほど亡くなったという、痛ましい事故があったわけですけれど、その後、国の

方からすべての高速道路に架かる橋、もちろんトンネルを含め橋等重要なものにつきま

して点検、修理をしていくようにというようなことであります。 

それに基づきまして、うちの方でも点検をしまして、点検の結果、うちの町につきま

しては５橋がオーバーブリッジをしておるわけでありますが、そのうちの３橋が修繕が

必要というような判定になっております。１橋は既にやりました昨年行いました矢田沢
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橋でございます。 

それから２番目に判定が悪かった片桐の第２橋につきまして、今回修繕の方をしてい

きたいと考えておるものでございます。 

修繕の方法につきましては、やはり高速道路でありますので、外側につきましてはネ

クスコさんの方にこの費用によりまして委託を行い、また内部の方は町単の方で行って

いくようなことを計画しております。 

以上であります。 

○議長（関 克義） 消防車購入につきまして。 

塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 一般会計歳出の８５ページでございますが、備品購入費でございま

す。消防車の車両更新ということで１，８００万円を盛ってあります。 

こちらは２分団の２号車でございまして、こちらの車、現在の車が平成３年１２月の

車でございまして、２５年目に突入しております。 

昨年の火災で上り坂でスピードが上がらず、現場にかけつるのが遅かったということ

もありまして、すぐに更新したいというふうに考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 白川議員。 

○１３番（白川靖浩） そいじゃ今言われたで、消防車の方からいきたいと思いますが。 

これは年次計画で更新していくということは知っておりますし、それは大事なことだ

と思うんだけれど。ただ、今の時点でその消防のあり方検討会というか、研究をしてお

る最中、聞くところによると２分団とか３分団選出するとかいう話なんですけれども、

そこらも考えての更新なんだか、ただいま言うように車の力なくなっちゃったで変える

というだけのことなんだか、そこらのとこ確認をお願いします。 

それと中央道の陸橋の関係ですが。これは前回の時も私申しましたけれども、本当の

こと言うと理不尽な国からというか、ネクスコの要求だと思っております。その作る時

には中央道作る時には、中央道通るで町道のとこはここは橋にしてくれよとか、ボック

スにしてくれとかという話があったと思うんだけれど、それが施工状態が悪いで直すの

に金をくれだか、町村で負担しろなんていう、全くきっとこれが公団ならそんなことは

なかったと思うんだけれど、民間になったせいでそうなったかどうかわかりませんが。 

多分私ちょっと行って見てきましたが、やっぱし前回と一緒で、この鉄筋が見えてお

るんだよね、コンクリ打った時の偏ったというか。 
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それで前回も国でだかそのネクスコでいくらくれるといった話が増工で消えちゃった

んだけれど。今度はそんなような話があるんだかどうか。 

それでまだ結構な予算だもんで、４，５００万円ですか、それをまた町で全額負担し

ろというのは、もうそもそも理不尽だと思うんだけれど、本当非常にギャップを感じる

というか、これはあとでいいけれど、町長もほかの町村でも多分これはあると思うんで

すよね。 

それで私も広域の時にちょっと言ったんだけれど、みんなの問題としてとらえて、や

っぱし公団だかネクスコへ言う必要があるんじゃないかなと思うんだけれど、それも合

わせてお答え願いたい。 

次に、空き家ですが、これも昨年５月に施行に法律はなっておって、近頃テレビを見

ると壊っておるような絵も出てくるんだけれど。空き家対策といってもその利用できる

空き家なら良いんだけれど、もう朽ちちゃって家の形もないようなとこもあるというこ

とは前も申し上げましたが。 

危険ということもあるかもしらんし、近所迷惑ということもあって、はっきり言って

前申し上げたとこはもう狸だか猿の巣になっちゃっておって、家の形がないぐらいつぶ

れちゃっておるんだけれど。 

そういうのを今から調査というんじゃなくて、もうある程度それはお金のいることだ

もんで、一度にはできんでもそのうちの何軒あるぐらいのことはすぐわかるんで、その

対策をやっぱし急いでもらいたいなという感じはするんですが、その点お願いします。 

○議長（関 克義） まず消防について。 

塩倉課長。 

○総務課長（塩倉智文） 平成２７年度なんですけれど、消防団あり方検討会を立ち上げまし

て、今まで３回の会議を行っております。今月中にもう一度４回目の検討会を経まして、

今月末までに答申案をするということで進んでおります。 

内容につきましては、まだ答申がきてないので控えさせていただきたいんですけれど

も、その計画案の中では車の管理をどのようにしていくかということも検討されており

まして、この２分団の２号車につきましては更新することも管理の体制が整うというこ

とで更新するという計画で進むということで、会議の中でも話が出ておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 橋梁と空き家対策について。 

田中課長。 
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○建設課長（田中 学） １点目の橋梁の関係であります。 

橋梁の関係は、ネクスコの方から所長さん、飯田の所長さん等が町の方にも来まして、

今後そのような修繕に協力してほしいというような話も理事者の方にもあったところで

あります。 

その中でやはり当時の契約、作ったあと管理等については市町村にというような契約

書、あるいは長年のもう既に年数が相当たっておるというようなことから、話しであっ

たかと思います。 

どこの市町村でもやはりこのことは非常に大きな負担になっておることでありまして、

言われるとおり今後やはりネクスコに対しまして、やはり少しでも軽減してもらったり、

費用面で負担をしていただくような話を強くしていかなければいけないと考えておると

ころであります。 

内容的には、前回の矢田沢橋と同じような形で施行の方はしていく計画であります。 

当時の施工技術等の内容等に問題については、なかなかちょっと言い切れないところ

はあるんですけれど、そのようなこともまた話の中で出しながら、しっかり要望をして

いきたいと考えております。 

続きまして、空き家の関係であります。議員さんおっしゃられますように、非常にも

う廃屋となった危険で現在ももう危険で生命、また景観面で良くない状態の空き家も実

際私も３～４つわかっておるところであります。やはりそういうものに対しては、早急

な対策をというようなご指摘であろうかと思います。 

２～３日前の新聞に、高森町の方で空き家の方を大島山のところにあった空き家につ

きまして、やはり略式の代執行等で今後やっていきたいというような記事が載っており

ました。 

これにつきましては、今回のこの国の法律を使ってやっていくものでありまして、県

内では初めての事例になるわけであります。これについてはやはり危険性があるという

ことと、あと所有者が不明であり、責任をとれる人がいないということから、略式でい

ろんなものを省略しながら代執行に移っていくというような措置だと思います。 

ここら辺のことにつきましては、町も高森町さん等に聞きまして、やはりどのような

手続きでやったかというようなこと。また、現在問題になっている空き家が今どういう

ような状況であるかということにつきましても早急に調べまして、やはり通常の計画を

待つんじゃなくて、必要性があって急ぐものについては早急に対応を今後考えていきた

いと思っています。 
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よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 白川議員。 

○１３番（白川靖浩） 町長にも一言ちょっと中央道の関係はと思うんだけれども、ちょっと

後で良いです。 

それでその中央道の関係、そこの同じ８０ページに１，５００万円の長寿化点検の出

ておるんだけれど、それもきっと関連があると思うんだけれど、そういうことは何かや

っておることが私は納得がいかんのだけれど。 

それで今お聞きしておりゃ、そのこの前２００万円くれよといっておいて２００万円

取られちゃったけれど、そういうのは今回はもう全然話がなかったのかどうかというこ

と、それを聞かせてください。 

それで空き家対策については、ぜひ予算の関係があるもんであんまり無理は言えんけ

れど、でももう本当につぶれちゃってどうしようもない、もしかすりゃ火が出てくりゃ

ありがたいぐらい、それはちょっと言い過ぎだけれど、そのぐらいもうどつぶれになっ

ちゃって、本当私の知っておるとこはもう狸だか猿の巣になっちゃっておるんだけれど。

ぜひそれはもう調査も何もない。私聞いてみりゃいくら関係のおる衆が町の中にもおり

ますので、きっと言えばすぐわかると思うし、ぜひ早急な対策をお願いしたいと思いま

す。 

消防車ですけれども、それは古くなってというか、力がなくてというのはとりあえず

困るもんでと思うんだけれど、ただ話の様子では上大島と上片桐と同一分団にするとい

えば上片桐車入れたばっかだし、そんなようなこともやっぱし加味した検討をしてもら

って、それをそっちを使うといえばそれはまた別だけれど、きっといろいろ問題が出て

くると思うんで、ぜひそこはお願いしたいと思います。 

○議長（関 克義） 中央道の関係、空き家対策について。 

田中課長。 

○建設課長（田中 学） 前回、矢田沢の時にもらった助成金の部分でありますけれど、こち

らの方は申請によって認めてもらってもらったわけでありますが、今回も申請の方は出

していく予定であります。 

どうする、もらえるかどうかはちょっと今のところ未定の状況でございます。 

それからあと橋につきましては、現在町内に１３８程度の橋梁が、小さいものも含め

てあるんですけれど、これらを５年に一回の定期点検を必ずしなさいというように、も

う法律で決められております。道路法の中で決められておるわけであります。これによ
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りまして、安全な橋であっても５年に一回はすべて点検をしていかなければならないと

いうような状況になっております。 

ここに載せてあります長寿命化の点検の費用につきましても、その５年の中の１年分

ということでありまして、今回その部分でやっていきたいというものであります。 

この中には、単純なものであればある程度職員レベルでできるものもありますけれど、

やはり高い橋とかになりますと、業者に委託しないと近接目視、さらに打音といってた

たいたりしながらというような部分がありますので、その辺を委託していくというもの

でございます。 

お願いいたします。 

○議長（関 克義） 消防関係につきまして。 

塩倉課長。 

○総務課長（塩倉智文） ポンプ車、小型ポンプ車、それぞれ管理する定員がございまして、

それを加味しながら話し合いを進めておりますのでご意見承っておりますが、今回は更

新のところについては大丈夫ということで考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 中央道の橋梁についてでありますけれども、できたころのいきさつとい

うとこまでは、私も把握をしているわけじゃないんですけれども、今現在のやり方とい

うことにつきましては白川議員の申された思いと全く同じ気持ちでございます。 

ＪＨがこういうことで橋梁を修繕していきたい。じゃあ町からそいじゃ折半なら折半、

そういう話があったわけじゃなくて、ＪＨの方からやります。それで工事については、

私どもの方でやりますのでお金をください。入札でやるのかな、どういう形でやるのか

も一切わからない。こんなばかな話はないわけ。 

これについては非常に同じような気持ちを持っておりますし、高森・飯田・阿智等と

も相談する中で、やっぱり強く言っていきたいというふうに思っております。 

似たようなことがＪＲ東海、今度は鉄道にあります。鉄道の上を今までは目視で橋を

見ていきなさい。今度はもうちょっと近くまでいってたたいてまたいろいろだんだんだ

んだん言ってくるわけ。そうすると今度は、町の業者ではそれは危なくてできませんの

でＪＲ東海がやります。 

担当課長には、町はお金がないのでできませんと言えと言ってあります。 

そういうことでございます。 

○議長（関 克義） 深津町長。 
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○町長（深津 徹） 消防団についてでございますけれども、あり方検討委員会を重ねてきて

いただいております。 

つい先日、正副団長が別のことでまいりました。その時に私の方からは「焦るなよ」

と「急いで結論を出してささっとやる問題じゃないと「じっくりしてほしい」というこ

とを申し上げました。それはどういうことかというと、消防団というのの歴史、それか

ら消防団というのは地域で支えられている要素が非常に強くあります。行政がこういう

ふうにしてこういうふうにしてこういうふうにしてやりますよ。それは定数の減だとか、

そのくらいのこと、あるいは報酬等については行政主導である程度やらざるを得ないわ

けでありますけれども、消防団というのはそういう要素が非常に強くあると。 

だから決して焦ってやる必要もないし、じっくり検討してほしいということを申し上

げました。 

そして今、議員の方からもこんなような話がということで話がちらっと出ましたけれ

ども、あれとても私もしっかりとした報告をいただいているわけじゃない。現職の皆さ

んがいろいろ考える中で一つの案として挙がっているということでございますので、そ

の辺誤解のないように。 

私自身も「こうしていくの」と聞かれました。とんでもないと。これ地域の皆さんに

支えられてきている消防団である以上、町がどうこうしていくということはもっとじっ

くりとしてというふうに考えておりますので、ちょっとそんなふうにご理解を願いたい

というふうに思っております。 

○議長（関 克義） ほか質疑ありますか。 

松井議員。 

○１１番（松井悦子） この当初予算の概要でお聞きをいたします。 

１９ページです、出生子育て支援金が金額が改正になりました。改正後は、第１子・

第２子が５万円、それから第３子移行が１０万円というふうになっております。 

長らくこの１万円、３万円、５万円ということでやって支給をされてきたわけですけ

れども、今回この改正をするというこのプロセスといいますか、考え方について、そん

な点お聞きをしたいと思います。 

それからもう１点、１３ページの上から２行目の２段目、新規の老人福祉センターの

耐震診断というふうに書かれてあります。大変古い施設なんで、耐震診断もしなければ

ならないのかなというふうに思いますが。あそこ今コミュカフェ、それから先ほどお話

しがありましたけれども、オレンジカフェ様々な学童の皆さんも使っておられるという
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ようなこともあります。そういうことで、非常にちょっと見たところ２階が大広間とい

うことで手狭だというふうにも思っております。 

今ここで２９０万円の耐震を診断をして、そしてまた工事をするということになれば、

かなりの金額が投入をされるというふうに思いますが。今後いろいろ松川町公民館なり

なんなりでそういった方面にお金もいりますので、すぐというわけにはいかないかもし

れませんけれども、長期的な考え方から見て、この今耐震をしてまたもし建て替えると

いったような場合にはどうなのかという、そのあたりが少しちょっともったいないよう

な気もいたしますが、そのあたり２点お願いします。 

○議長（関 克義） 大澤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） この出生子育て支援金でありますが、まず子どもさんに対して

の祝い金の方をこれまでもいろんな形でご意見の方をいただいてまいりました。もう少

し額を見直すことが必要ではないか。また、この金額について差をつけることがいかが

なものかというようなこともいろいろお話を聞く中で、今回は出生祝い品というか立ち

できたものを子育てのこれからの中でやはり支援をしていくということも意味合いも含

めまして、出生子育て支援金という形にまずさせていただきました。 

そして第１子・第２子の出生割合が８割くらいになっております。そういった点から

見ると、もう第１子・第２子の子どもさんにも少しこの手当てをしっかり出しながら応

援をしていく必要があるんではないかという形で、金額の方をまず見直しをさせていた

だき、第３子以降については、少ないところ、割合的には対象者少ないということもあ

りまして、ここの第３子は非常に子育てにまたお金がかかるということもありますので、

その点を加味しまして金額の方を差をつけて１０万円という形にさせていただいたとこ

であります。 

これが少しでも、これからの中で子どもさんの出生数に結びつくような形でやってい

ただければなということで、こういう見直しをさせていただいたものであります。 

２つ目の耐震診断についてであります。 

これについても２５年度の時の１０月にあり方検討という形で、検討をしてきた経過

がございます。その時には、建物が古いけれども、あの場で使えるだけ使って、そして

今後また次の場所も模索していくというようなことでいこうというようなところも、い

ったんそのような方向性も出したところもあるわけですが、しかしここまできてみます

と、利用をしている人たちが、非常に議員さんもお話のように、このコミュニティ・カ

フェの利用者も非常に多い。児童の皆さんの利用もある。その中で公共の施設として、
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安全性が確保されているのかどうかというところはきちんと見ていかないと、まずいけ

ないんではないかということで、まず耐震診断をきちんと行った中で、その結果につい

ては出た時点で、今は全く次のことをどうするということは考えにないわけなんですけ

れども、その結果が出ましたらまた特別養護老人松川荘の建設等、今後大きな施設の建

設の話もあったりしますので、そういったところの中で総合的に考えていくということ

に向かった方が良いんではないかということで、今回計上の方をさせていただいたもの

でありますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 松井議員。 

○１１番（松井悦子） よく読みましたら出生祝い金ではなくて、今度は子育て支援金という

ことで、ちょっと名前が変わったということで、なんとなくこの方がいいなというふう

に思います。 

金額については、いくらがということはあれでしょうけれども、財源の問題もあり、

きりもない話ですので、このくらいで良いかなと思うんですが。その前から私申し上げ

ておるように、この差をつけるという、３子以降の方産む方少ないということの中で、

ちょっと多めに差し上げようという、支援をしようというお話はわかりますが、なんと

なくちょっとここのとこが少し引っかかるというふうなところはあります。 

少しこの金額で始められて、また希望等町民の皆様の要望等をあればまた改善をして

いくという、そんなことでいいのかなというふうにそんなふうに拝見をいたしました。 

それから老人福祉センターですけれども、ぜひ耐震をしてみると、してみるというと

ころがちょっとよくわからない。 

すごくじゃあ耐震診断をした結果がすごく悪かったらどうするのかということだと思

いますね。だからやはりこれはここの辺で少し方向性を町としても考えていかないと、

いつまでたってもきちっとしたものができていかないのかなと、方針がたたらないのか

なというふうに思いますが、町長はどのようにお考えか、ちょっとそのあたりトップの

お考えもお聞きをしたいと思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 城山の老人福祉センターについてでございます。 

これにつきましては、建て替えは避けていきたいということをずっと言ってきており

ます。あそこを老朽化がしているんで建て替え、場所だとかあそこ良い場所です。しか

し、いわゆる公共施設の効率の良い運営のやり方、特養松川荘につきましても、ご意見

をいただいております。そういった福祉施設全体を考えていく中で、建て替えは避けて
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いきたいというふうに今までも申してきておりますけれども、そういう思いでございま

す。 

じゃあそれでその耐震診断をどういうことでということでありますけれども、これは

今、課長が答弁をいたしました。どちらにしても福祉施設全体を見直していくのは今し

ばらく先になる。そこで今、福祉という形で利用者の皆さんたちのことを考えていくと、

やはりその診断を受けるべきということで、今回耐震診断をする次第でございます。 

今まで専門家からは、目視の中で「町長まだ大丈夫だ」という言葉をいただいてきて

おります。２年に一回の目視をずっと続けてきておりますので、どういう結果が出るか

はちょっとまだ未定ではございますけれども、即建て替えということは慎重に考えてま

いりたいというふうに思っております。 

○議長（関 克義） よろしいでしょうか。 

森谷議員。 

○６番（森谷岩夫） それでは１点すいませんお願いいたします。 

保育園のことであります。５３ページでありますけれども、今のその出生の子育ての

ことも若干関係をして一緒にというふうに思っておりましたが、今、松井さんの方で質

問がありましたので、私はその保育園のことだけ申し上げますけれども。 

保育園は、今年１，６７２万円の増であります。３億３，４６７万円、非常に大きい

額でありますけれども、町長の方針にありましたように、支援を本当厚くしていくと、

このことでこういう予算になっておると。これでこのことについてはよしというふうに

思うわけでありますけれども。 

現実の問題として考える中では、昨年も中途で保育士の皆さんの数は若干足りなんだ

か途中で追加という言い方はありませんが、途中で新しい方をお願いをするとか、そう

いう手立てをしたというふうに記憶をしておりますけれども。現実的にこの見せていた

だきますと、この保育所の職員の４４０万円ほど前年より減っておりますが、これは管

理をする職員のことだというふうに思いますけれども。５４ページの保育士の関係がこ

こで７５０万円ほど増えておる。８，７４５万円、昨年よりはそのぐらい増えておりま

すが、７５０万円増えておりますけれども、この程度で足りるのかなということが１点

お伺いをしたいというふうに思います。 

合わせまして、毎年毎年支援支援ということでありまして、未就学の０歳児から２歳

児まで、これのこの方々の受け入れというようなことで、非常に保育士の人数は現状６

８名でありましたか、そのうちのかなりな職員がこの３歳児までの保育の方へ携わって
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おる。去年の数字を見ますると、６８人のうち約２０人ぐらいでありますか。こういう

ことで上片桐、それから中央、双葉、ここで集中的にやっておりますが。 

子育て支援の方向のもとに、非常に預けられるお父さんお母さんが増えておるという

ことで、このことも結構なことだというふうに思いますけれども。全国的に見ても保育

士の不足ということが言われておりまして、非常に確保していくに大変だなというふう

に思っておりますが。このあたり今後の見通しもお聞かせをいただきたいと思います。 

それからもう一つ合わせまして、多子世帯の保育料の軽減というようなことで、今年

は第２子の子どもが昨年までは２割減ということでありましたが、今年は５割減にする

というようなことで、要するに半額であります。第３子は無償にするというようなこと

で、これの財源として約１，１５０万円ほどでありますか、去年よりは優遇をしていく

と。要するにこれだけ徴収をせんということでありますので、いってみれば町の持ち出

しが増えるとこういうことでありますが。 

非常に子育て支援ということで優遇策をとっておりますので、どんどん増えるという

言い方は適切でないかもしれませんけれども、非常にこの保育所費等にお金がかかって

くるというふうに思います。端的に言えば、福祉センターは一回建てればその２年ぐら

いで済みますけれども、保育所の経営というのは非常に大切でありますけれども、これ

から子どもさんが減ってきて、その中で多額のお金がかかってくるという、こういう傾

向がこれからも続くと、そんなふうに思います。 

そんな中で、合わせてこの私も保育所の将来的な構想の中に２年ほど前にちょっと携

わらせていただいた時には、松川町は５園体制といくと、５つの体制でいくという中で、

今年は福与の保育園は一時休園をするというような方向付けもされております。 

東小のことと違って、休園ということでもありましたし、あまり大きな話題にもなっ

ておらんというふうに思いますけれども、この福与の保育園の子どもさんたち、８名か

９名ぐらいだというふうに記憶しておりますが、双葉へ行くか中央へ行くかどっちかへ

いくわけで、こういうふうになったときにその職員の皆様の負担というのは、この職員

のバランスを見てもこれでうまくいっておるのかなというふうに思ったりもいたします。 

中央あたりは１４０人の定員で、昨年は１６０名ほど入園をされておるというような

こともあったりして、こういうバランスのこともあったりしますので、この保育園の関

係のことを総体的にちょっとご答弁をいただいて、この予算的も今年のところこのぐら

いの増加で十分いけるかどうかと、このあたりをお聞きをしたいというふうに思います。 

○議長（関 克義） 福島こども課長。 
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○こども課長（福島敏美） 保育園の運営に関しましては、平成２７年度８月に急遽保育士の

募集をさせていただいて対応させていただいたところです。 

それにつきましては、年度途中の未満児の入園希望者の増ということでございました。

平成２７年度４月当初でいいますと、３７７名の園児をお預かりしておったわけですが、

３月末には４０４名になる予定で２７名増というような形になる予定です。そのうち０

～１歳児についてが２３名ということで、大変ウエートを占めておりまして、これにつ

いては最低でも３名に１人という保育士を配置しなければならないということになって

おりますので、２人に１人です。０歳児については２人に１人、１歳児については４人

に１人の保育士をつけなければならないという中で保育士を募集をし、配置をする中で

本年度運営をさせていただいておるところでございます。 

本年度の見込みですけれども、先般２８年度の入園希望をとったところ、４月現在で

４月当初から入園される方については３９９名というようなことで、昨年の４月を大変

大きく上回っておるところでございます。それに伴いまして、保育士の方も先ほど申し

上げましたとおり、０歳については２人に１人、１歳２歳については４人に１人という

ようなこと。その１人あたりの保育士が見れる園児の数というのを把握する中で、保育

士の確保を図ってきておるところでございます。 

正規の職員の給与につきましては、本年度１名退職し、２名の採用する予定でおりま

して、実質的には１名増になります。しかしながら産休、育休の職員が増加するという

中で、賃金、給与の方は減額というような形になっております。 

そんな中で、子どもさんの数を十分に補うためにパート、また臨時の保育士をお願い

し、募集もかける中で必要な保育士の数を確保をしてきておるところでございます。 

今現在、４月入園のお子さんに対しては、先般臨時パートの職員の募集をかける中で、

なんとか補えていくということになりますけれども、４月募集の際に年度途中の入園希

望についてもできるだけ早くということで、希望のある方は前もって出してほしいとい

うお話もさせていただいてきておりますので、昨年ほどの増はないものとは考えており

ますけれども、今、世の中といいますか社会が共働きですとか、そういう女性の活躍社

会と、社会進出というような形の中で大変に増えてきておる状況でございますので、そ

のあたりはまたお子さんの入園希望等の数を踏まえる中で、対応はさせていただかなけ

ればならないのかなというふうに考えております。 

大変にどこの町村、全国的にそうなんですけれども、保育士の資格持った方が不足し

ておるというような状況もございます。できるだけ優秀な人材を確保できるような形も、
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考えていかなければならないのかなというふうに考えておるところでございます。 

保育料に関しましては、先ほど議員申されますように、本年度国の施策によりまして、

多子世帯の第２子が半額、また３子については無料。また、１人親世帯の軽減等も行わ

れるということでございます。 

国については３６０万円という一応所得制限がついておりますけれども、当町におき

ましてはその所得制限を撤廃するという方針で本年度から対応をしてまいります。それ

に伴う財源については、先ほど申されましたとおり、１，０００万円余の財源が必要に

なりますけれども、それについては町の負担という形でございます。できるだけ子ども

を育てる子育ての負担軽減、支援を行っていきたいということでございます。 

それと福与保育園の休園についてでございます。 

町では、町内の保育園の数を５園とするということで、今まで対応してきておるとこ

ろでございます。その方針については、今現在も変わっておらないということでござい

ます。しかしながら、福与保育園につきましては、平成２８年度休園とせざるを得ない

というような状況になっております。 

本年度福与保育園については、９名の園児で職員といたしましては、２名の保育士と

調理員１名というような形で運営をさせていただいてきておりました。そのような中で

来年度平成２８年度の入園について、対象のご家庭にも保育標準時間１１時間の保育も

やっていきたいというようなこともお話しさせていただいて、保護者の方のご要望等も

お聞きしたわけでございますけれども、新入の園児はおらないというような状況になり

ました。 

そして９名の園児のうち５名が卒園ということで、４名が福与保育園に残るというよ

うな形でございました。それで４名の保護者の皆様にも様々なご要望もお聞きする中で

対応させていただいておりましたし、４名でも福与保育園を存続していくんだという方

向性をお示しする中でご意見を頂戴したところです。 

各ご家庭で話をしていただく中で、４名のうち年長になる３名については双葉保育園

へ、年中になられる１名については名護中央保育園へということでご希望が出されてき

たところです。それによりまして、福与保育園については在園児がおらなくなるという

ことで休園という扱いをとらさせていただきます。 

その福与保育園からそれぞれの保育園へ移られる予定の子どもさん、園児についても

保育士の方では十分ケアをしながらやってまいりたいというふうに考えておるところで

ございます。 
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以上でございます。 

○議長（関 克義） よろしいですか。 

森谷議員。 

○６番（森谷岩夫） 今、お話がありましたように、町としては非常に手厚い方向で動いてお

って、結構なことだというふうに思うわけでありますけれども、実質的に職員の皆様、

昨年は６８名で始めたというふうに言っておられて、中途１歳児２歳児の方が増えて、

急遽保育士の皆さんが不足したと、こういうことだというふうに思いますが。 

実際のところそれだけお母さん方が働く環境ができて、今まで仕事がなかったけれど、

子どもを預けてでも外へ出たいということで、そういうとこが増えてきたということな

ら非常に良いというふうに思うわけでありますが、実質的にはそれがやっぱし子育て支

援全般にわたっての町の支援で、若い皆さんが松川へ住んでくれると、そういうことの

一つだというふうに思うわけで、非常に結構なことだと思うわけでありますけれども。 

その中でやっぱし体制として、非常にご苦労があると思いますけれども、保育士の皆

様の確保を含めて、去年は正規の方が２０名、臨時が１８名というようなことで、同じ

８時間の職員でも臨時の方非常に多いわけでありますが、免許を持っておられてもなか

なか保育士に出ないという方もおるというふうにお聞きをしておりますので、ぜひ町内

の皆様発掘していただいて、確保していただくことが大事だというふうに思います。 

５園体制の話しでありますが、この５園で町では実質的には４５０名の定員があると

いうふうに思っておりますが、福与を抜いて４１０名。今年４０４名、３９９名という

ような数字で、４００名近い数字でありますので、これだけのものがどうしても必要だ

というふうに思うわけでありますが。 

良いとこはやっぱり集中するといいますか、勤めの加減も当然あるというふうに思い

ますけれども、１歳児２歳児の預かっていただくとこが大島がやっておらんだけで、上

片桐、中央、双葉は実質的に行っておりますが、こういったとこへの今、非常に人数が

いるということでありますので、保育士の免許がないとできんのかどうか。できんのか

どうかと言い方もおかしいですが、２歳児までと言うのは手もうんとかかるというふう

に思うんですが、これはもう法律で決められてどうにもならんことなのか、そのあたり

もちょっとお伺いをしたい。 

職員のそのバランスについては、５歳児までの人数を勘案しながらやっておるという

ふうに思いますけれども、実質的には上片桐と双葉あたりが中央に比べて若干多いんで

はないかというふうに思ったりもしますが、そのあたりはいかがでしょうか。 
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○議長（関 克義） 福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） 体制についてですけれども、保育園の運営委員会の方でもご意見

を頂戴しておりますけれども、体制については十分な対応をとりながら進めてまいりた

いというふうに思います。 

免許の関係でございますけれども、原則的には保育士免許が必要というような形には

なっておりますけれども、それを補助する保育補助員について資格がないんですけれど

も、補助していただく。保育士の指導の下で一緒に保育をしていってもらうというよう

な形の中で、昨年の８月にも補助員を入れさせていただいておりますけれども、本園２

８年度についても採用してまいりたいというふうに考えておりまして、そのような体制

で保育の方を行ってまいりたいというふうに思います。 

議員申されますとおり、５園で４５０名定員、福与を除きますと４１０ということで

ございます。したがいまして、今、定員を下回っておるには上片桐だけというような状

況になっております。 

そんな中で、バランスの方につきましては、保育園の申し込みをいただく際、入園の

申し込みをいただく際に第１希望第２希望それぞれご記入いただく中で、定員の問題、

また学年のバランスですとか、名護中央の新しい施設に集中しないような対応は、保護

者の方々のご了解をいただく中で図ってきておるところでございます。 

いずれにいたしましても、このような社会情勢の中で、子どもの数、増加することが

予想されますので、そのあたりは十分注視しながら今後の対応、またその都度の対応も

とってまいりたいというふうに考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） そのほか質疑ございましたら。 

黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） それでは３点お伺いをしたいと思いますけれども。 

まず、介護保険事業特別会計ですけれども、２０ページになります。介護保険の。 

認知症初期集中支援チーム、それから認知症地域支援推進員、非常に良い取り組みで

ということでありますけれども、１，０００万円、それから３６０万円というような予

算が付いているわけですけれども、その根拠どういう形で委託していくのか。その委託

の内容によっては、ちょっとまたお伺いしなきゃいけないというところもありますので、

契約の仕方、どういう形でお願いしているのか。 

それと一般会計関連するんですけれども、日赤の補助金、概要の１２ページにもあり
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ますが、１億円ほどたくさん出しているわけですけれども、一応町から出しているとい

う形になっているので、いつ国からもらえるかどうか、その補助金がなくなるかどうか

わからない中で、日赤の経営についてどういう状況であるのか、どういうようなところ

に活かされているのかというのをお聞きしたいなと思います。日赤との懇談もやってい

ると思いますので。 

それから２点目でありますけれども、中央公民館の備品の関係です。９５ページにな

りますけれども、１，０００万円余の備品計上されておりますが、新しく建て替えられ

るので、当然必要になってくる部分もあるかと思うんですが。旧中央公民館で使ってい

た備品もあるかと思います。どういったものが新しくなって、こういう１，２００万円

ほどの備品になるのか、そこら辺のとこをお伺いしたいなと思いますし、備品管理もさ

れていると思いますので、旧公民館の備品はどういうふうに活用されるのかということ

をお聞きしたいと思います。 

３点目でありますけれども、概要の２０ページ、それから一般会計の８８ページです

けれども、ふるさと学費応援補助金。非常に良い制度ができたなと思っておるわけです

けれども、全協の時にもお伺いしましたが、町民が町在住の中で公務員の人には除くと

いうことで補助金が出ないということでありました。 

職業同じ町民で町に在住する者で、職業によって補助金が出たり出ないというのは、

差別にあたるんではないかという危惧があるがということでお聞きしたわけであります

けれども、法的等について大丈夫かどうかというふうにお願いしてありましたので、そ

こら辺のところお伺いしたいと思います。 

以上３点お願いします。 

○議長（関 克義） まず、介護について、認知症について。 

大澤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） この認知症の初期集中支援チームでありますけれども、チーム

員が４名体制ということで、業務委託という形でお願いをしております。 

支援チームに８５万円を月額８５万円という形でお願いしておりまして、それで１，

０２０万円ということになっております。その下にあります支援員は１名ということに

なるわけなんですけれども、業務の委託をお願いしていると。 

今回、日赤さんの下伊那赤十字病院さんの方にお願いしていくのも、ここに認知症医

の専門医という形の中で、医師がどうしても必要になってくるということがございまし

た。その関係もありまして、医師も含めてこのチームで６カ月間の間に訪問をかけてい
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くという、そういう非常に内容的に専門的な分野がありますので、そこでお願いをして

いくということで、金額をはじいたところ、この８５万円ということになって出してい

くものであります。 

現在まで約昨年の９月から６０名ほどの訪問の方をかけてきております。その中で初

期対応について、十分対応をしていくということで対象者も徐々に生まれている。初年

度にしては６０名というのは、早い段階で対象者に回れているのかなというふうに考え

ておりますが、２年目に入ってまいります。さらに内容を充実して行ってまいりたいと

いうとこです。 

２つ目の下伊那赤十字病院さんの運営費の助成の関係です。 

特別交付税の対象になるということのものでもありますけれども、これにつきまして

は運営費補助ということになっていまして、病院での医業費ですか、そういった中で病

院の方で使っていくその一部の運営費として充てていくということでなっていますので、

その中では病院の方で毎年その決算書の方をきちんと出していただきながら、内容の方

を見させていただいて、その運営費、赤字的な補てん分にもこの対応はできるという非

常に幅広い形の中で対応できるものというふうになっておりますけれども、そういう形

の中で公的病院への助成というもので行っているところであります。 

お願いします。 

○議長（関 克義） 中央公民館の備品等について。 

小木曽生涯学習課長。 

○生涯学習課長（小木曽雅彦） それではよろしくお願いいたします。 

中央公民館の旧中央公民館の備品に関しましては今現在、旧北名護保育園に運んで使

ってございます。 

その備品などですが、実際のところかなり机といすであります。机の方が表面の方が

ぼこぼこ穴が開いちゃって、それをガムテープ等々で補強をしているものが多いという

こと。あとかなり重いということ。 

いすも同様に、いすは昭和４６年の公民館福祉センターという名のもとに作られた時

から導入しておるパイプいすでございます。だいぶ老朽化しておるということ。そうい

ったことから、軽量で新しいものに変えていきたい。住民の皆様方に供するところは、

そういった形で新しくしてまいりたいと思います。もちろん使えるものは、今の備品の

中で今、名護保育園の中で使っておる備品で使えるものは使っていきたいという思いも

あるんですが、基本的には住民の皆さんに供するところはそういった形で変えてまいり
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たいと思います。 

前、役場の備品を住民の皆様方にお払い下げをした経過ございます。そういった要望

もちょこちょこ上がってきておりますので、そんな方向考えておるとこでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） ふるさと学費応援補助金について。 

福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） ふるさと学費応援補助金につきましては、平成２８年度から新た

に創設するものでございます。 

松川町町内に居住する者に対しまして、その者の借り入れた奨学金の一部の返済の一

部を補助していくという。それによりまして、松川町の将来を担う人材の確保と定住促

進に資するものとしたいということで、要綱を定めておるということでございます。そ

れでスタートさせていきたいということでございます。 

議員のご質問にございます国及び地方公共団体の正規職員となった者は除くという文

言をつけてございます。それが受給の要件というような形になっております。 

県とか国の職員の皆さんについては、転勤等で松川町の方へ来られるというケースが

多いと思います。ご自身の意思ではなく、それぞれの県・国の移動というような形の中

で来られる方ということで、この要綱の中にもございます交付期間後も松川町に居住す

る意思のある者というものにはあたらないのではないかというふうにもございます。 

また、あと残りますと町の職員ということになりますけれども、町の職員につきまし

ても他の町村の事例でも除かれておりますし、今回国の方で検討がされております奨学

金を活用しての大学生との地方定住の促進というようなものの中でも、公民は除くとい

うことで、国の施策においても公務員は除かれてきておるような状況もございます。 

議員申されましたとおり、顧問弁護士の方にも相談をさせていただく中で検討してお

りますけれども、問題がないということで、顧問弁護士の方から回答の方をいただいて

おりますので、このような形で施行してまいりたいというふうに思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） それでは認知症の初期集中支援チームのお話しでございますけれども、

この月８５万円ということで４名体制ということで、日赤には認知症専門医の先生はい

らっしゃらないとは思うんですが、ドクターも入ってということなんですが。 

具体的に今年度６０名をということですが、その何時間とか何軒回ってくれとか、そ
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ういうことは契約というかしてないわけなんですよね。そこら辺のとこをまたお聞きし

たいわけです。ただ、回ってもらいたいということなのかどうか。そこら辺その認知症

地域支援推進員とその支援チームとのこの関係もですけれども。 

お聞きしたいのはこれを委託することによって、日赤病院は人員を増加したんでしょ

うかね。そこら辺のところが、それでないとさっきの日赤の補助金とのところも関係あ

るんですけれど、これだけの仕事をやっていただくのに、人員を補てんしなんでやって

いるということは、今まで余剰でそれだけできる人たちを抱えておったということにな

る。視点を変えると１，３００万円分の人員の余剰を持って運営、経営しておったとい

うことになるわけですよ、これだけのことができるということは。 

だからこれだけのことを例えば半日なら半日、ここはその仕事をやってくださいとい

うような契約でないと、その看護師さんたちとか、ドクターたちが暇見てやっていると

いうような、言い方悪いですけれどね。そういうことをやって契約なんで、きちんとそ

ういうところをきちんとした１，４００万円近くかけるわけですから、そういう契約で

ないとまずいんじゃないかなという気がするわけです。 

それで当然診療報酬がつかないことをやってもらうということだと思うんですよね。

診療報酬が出るものだったら日赤病院の中でやりゃ良いことなんで、利益になるんで。 

だからそこら辺のとこの区別と踏まえて、きちんとその契約、来年度１年間の予算を

立ったたわけですから、そこら辺のとこをきちっとした契約をしていかないとまずいん

じゃないかなという気がするわけです。 

この丸投げ的な認知症対策としてやっていただくことは非常に良いんですけれど、そ

の契約ということに関して見ると、この部分はきちんとやってもらわないと今年は６０

人しかできませんでしたとか、そういうような形じゃなくて、委託契約なんでこういう

ことをきちんとこれだけの時間やってくださいというのでないと、その病院の業務をや

っているのか、この支援の業務をやっているのかという区別がどういうふうにつけてい

るのかなと、ちょっと疑問に思ったりするので、そこら辺のところをお聞きしたかった

わけであります。 

あと中央公民館については、さっき１，２００万円って結構大きなお金がかかるんで、

主なものはということもお聞きしたんですけれど、それは回答がなかったのでお願いし

ます。 

○議長（関 克義） 大澤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） このチームの運営にあたりましては、人員の増という形は確か
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に行われている状況ではございません。これまでの日赤病院さんにいる職員の方が、こ

の業務に当たっていただくという形で聞いております。 

ただ、業務的にこの支援チームを組んでいくには、やはり最初に来た相談の段階のと

ころから家庭の方に訪問をチームでしていきまして、そしてそのあと３カ月ごとに評価

をして、６カ月で次の段階に方に進むという、その業務の内容を委託契約の中できちん

とお願いをしてあります。 

ですので、これまでもいる職員の方ではありますが、その業務と同じ職員という形で

すけれども、この部分についての仕事を担ってもらうという形で、確実に１名の方はも

う専属で、このチームの中の１名の方は社会福祉の方が１名はもう専属で入っています。

あと医師は、兼務というような形がどうしてもやっぱり出てきている状況はありますけ

れども、そこら辺については当初の契約の中に今言った仕事のところをきちんと仕分け

ができるような形でというふうに来ましたので。 

ただ時間的に本当にもうその空いた時間をきっちりと当ててやっていくのかというと

ころについては、再度そこのところについては確認をとりながら、そのこの業務に当た

ってもらうような形をしていっていただくということをやっていかなければいけないの

かなというふうに思います。 

この実はチームへの助成は、今回の国の方で行う地域包括ケアシステムの中の一つの

補助事業できております。全額補助という形です。これが３年は良いんですけれども、

切れる場合ですね、その後についてはまた新たな見直しをしていかなきゃいけないとい

う場面もありますので、そういった中で今回はそのスタート時点でも、内容の方を十分

見ながら業務をきちっと担ってもらうという、そういう形のものはやってきたつもりで

ございます。 

○議長（関 克義） 公民館について。 

小木曽課長。 

○生涯学習課長（小木曽雅彦） 先ほど言い落として申し訳ございません。 

会議机と会議いすが主なものでございます。会議机に関しましては、おおむね１００

台ぐらい、いすに関しましては４００脚ぐらいを予定してございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） 保健福祉課長の答弁でありましたけれども、１，４００万円近くを委託

で払うわけですから、やっぱりそれが成果となって見えるような形になってくるのが一
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番良いわけですよね、やっぱり、それだけお金をかけるわけですから。だからそこの部

分がきちっとチェックできるというか、そういう形をきちっと契約の段階でとってもら

いたいなと思うわけです。 

人員も増になっていない中でということでしたけれど、経営的に考えたら本当に余剰

人員の一つだったのかなと。これだけ訪問している時間をとられちゃうわけなんで、じ

ゃあ今までの日赤の運営はどうだったのかなということになるわけですよ。それで補助

金も出している中でね。 

そういうところにつながるので、きちんとそういうところを精査して契約してやって

もらわないとまずいんじゃないかなと。それだけきちんとやっていただきたいなという

ことをお願いして終わりにします。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） 二回り目ということで、森林事業について２点ご質問させていただきま

す。 

１点目は自然エネルギーでございます。一般会計歳出の６１ページ５目でありますけ

れど、１節の報酬のところに木質バイオ検討委員会を立ち上げるということで１１万３

千円、それから１３節委託料、木質バイオ利用利活用研究事業に２２６万４千円という

ことでございます。 

この地域資源の利活用ということは、多くの議員が今まで申してきてもおりますし、

議会といたしましても根羽村に行きましてメードインジャーマニー、ドイツ製の燃焼機

器を見てきたりしておるわけでございます。いよいよ２８年度からこういう研究会立ち

上げて具現化していくという方向だと思いますが、これについてどんなメンバーでどん

なことをしていくのかということをお聞きしたいと思います。 

それから２点目が住宅リフォームでございます。 

歳出の７４ページの１９節負担金補助金及び交付金のところ、下から３段目に住宅リ

フォーム補助６００万円、補助率１０％上限１０万円ということでございます。これは

前年度と同じということであります。継続していただけるということで、住民の皆さん

も非常にありがたいなというふうに思っていることではないかなと思います。 

これにまつわる経済効果も毎年１億円以上というようなことでございますので、大変

ありがたいことではないかなと思います。 

それと同時に地域事業といたしまして、店舗リフォーム補助率３０％、上限額３０万
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円ということで、新たに店舗のリフォームに対して補助を設けたわけでございます。こ

の棲み分けについてお聞きをいたします。 

補助率が違う点、上限額が違う点について整合性はどうなのか、その点についてお聞

きいたします。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） それでは先にバイオマスのことにつきまして。 

下沢課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） 今回２８年度から取り組みをさせていただきたいと思っており

ますバイオマスの利活用の検討でございます。 

バイオマス、今まで松川町太陽光エネルギー地域の財産ということで進めてまいりま

したが、いよいよ松川町森林面積森林資産がございます。それと果樹中心の農業、剪定

小屋等のいわゆるバイオマスが目に見えておりますが、これを利用していくためにはこ

の材料も当然供給、そしてこれを加工し、扱いやすいように運搬する、加工する。それ

と今度はそれを消費する、この３つが一体となって進まないと、この地域のエネルギー、

財産を回すと地域で回すということができないわけです。 

そういうわけで、供給、検討のメンバーとしましては供給側、林家、それとか森林組

合とか、それとあと木材加工業、このような方々。そして中間、木材加工もあります。

それと今、議員の皆さんはご存じかと思いますが、廃棄物といいますか、木材の解体、

処分、このような取り組んでいらっしゃる方もいらっしゃいます。事業者がいらっしゃ

います。 

それと今度利用の方ではまずは町、この木材、バイオマスということになりますと今

現在は熱利用というふうに考えておりますので、ボイラー等利用しております公共施設、

プール、清流苑、ここら辺が今、想定をしておりますが、供給、そして加工、そして消

費、それぞれの方に集まっていただきまして検討を進めていきたいというふうに思って

おります。 

この研究を進める前提としまして、町内のいわゆるバイオマス、資産、これがどの程

度利用できるのか、ここら辺の調査をしたいということです。あっても出てこない限り

は材料になりません。これをどのように出していくかということですが、まず基礎調査

としましてその量。そして中間の部分に取り組める事業者の存在、ポテンシャルがある

かどうか。そしてその今度消費の方のニーズですね。最終それを全体を組み合わせて、

それぞれにメリットがあるかどうかということを総合的に考える必要があるということ
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で、これら全体につきましてをコンサルタントに委託して進めてまいりたいということ

で報酬、それと委託料、その方に予算を計上をさせていただいております。 

最終的には、地域の財産が地域の活性化、雇用の促進になるのが理想でありますが、

このような形の中で松川町、このバイオマスの利用が可能かどうか、ここら辺を基礎か

ら研究していきたいというふうに考えておりますので、またご協力をお願いしたいと思

います。 

以上です。 

○議長（関 克義） リフォーム関係につきまして。 

片桐産業観光課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） まず、住宅リフォーム補助でございますけれども、この事業に

つきましては平成２３年度から２６年度までにかけまして、４年間で約６，０００万円

の補助金を投入してきた事業です。 

この当初のこの４年間につきましては期限を限定しまして、当時としましては経済対

策の面を一つ大きく打ち出しまして、それを目的に行ってきたということでございます。

それに対します工事費の総額が約６億円以上余ということで、そういった経済効果を生

み出したということとともに、一部マーくん商品券で広報をしておりますので３０％、

１，８００万円の地域内循環につながったというものでございます。 

平成２７年度につきましては、その期間が終わりましたので、国の補助金を活用させ

ていただきまして、新しい形でスタートをさせております。工事費の１０％、上限１０

万円ということでございまして、予算を６００万円取りました。こちらにつきましても

やはり満額に今年も達しておりまして、工事費の総額で約１億２，０００万円というよ

うなことで、そういった効果が生まれてきているというふうに思っております。 

それらを踏まえまして、平成２８年度の新年度予算では、継続的にこの住宅リフォー

ム補助を行っていくという事業として、新たに住宅リフォーム補助をスタートさせたい

と思っております。 

工事費の今年度と同様に、工事費の１０％、上限１０万円で継続的に行ってまいりた

いというふうに思っているとこでございます。 

それから新しい事業としまして、店舗リフォーム補助金を計上しております。こちら

の予算書の方では、工場等設置事業補助金の商業ということで２００万円ですね、７４

ページの方でありますけれども、出ております。ちょうど住宅リフォーム補助のすぐ下

の段でありますけれども。 



 －173－ 

こちらにつきましては、予算編成の予算書の作成の段階ではちょっと事業の名称が決

まっておりませんでしたので、こういった形で表現してありますが、この商業の部分の

２００万円が店舗リフォーム補助の予算でございます。予算の概要では、店舗リフォー

ム補助という形で表現させていただいております。 

こちらにつきましては、新規の事業でございまして、魅力ある店舗作りを支援するた

め商売を営んでいる人、また営もうとする人が、店舗等の改装等を行うことに対し、予

算の範囲内で補助を行うというものでございます。補助率につきましては３０％、上限

につきましては３０万円と、補助金で３０万円というものでございます。 

内容につきましては、既存及び空き店舗で営業を使用とする、あるいは行っている者

が店舗の改装だとか、機器設備の購入等に対しましてを対象としております。 

条件としましては、改装等につきましては建築の関係ありますので、町内の業者の施

工したものだとか、あるいはその商工会への加入を条件とさせていただいているところ

でございます。 

そういった事業でありまして、今までこういった商業の店舗に対する施設整備に対す

る補助はなかったわけですけれども、町の産業振興の政策として行っていきたいという

ことでございます。 

また、この名前がリフォーム補助ということで同じような名前でついておりますけれ

ども、この補助率、あるいは上限の差につきましては、まずリフォーム補助につきまし

ては個人資産の形成に対しまして、生活に対する補助をしていくということでございま

す。一方で店舗リフォームの方につきましては、町の産業振興の面でこの支援を行って

いくということでございますので、産業振興の関係、商工振興の関係、いろんな事業で

事業費の３０％補助というようなことをこれまでもやってきておりましたので、そうい

ったことでその金額、その補助率を設定をさせていただいたということでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） それでは先に住宅リフォーム補助のことでございます。 

棲み分けについてお聞きをいたしました。 

住宅リフォーム補助については、個人資産ということ、それから店舗のリフォームと

いうのは産業振興で使っているんだということで、特に商店、店舗のリフォームをして、

新たな仕事を起こしていく。 

先ほど地域お越し協力隊の方がそこで食品加工並びに店舗というような話もありまし
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たし、新たな地域お越し協力隊も商店の賑わい創出というようなことでありますので、

せっかく作ったリフォーム補助でありますので、そういう点で利活用していただければ

と思いますし、また住宅リフォームにつきましては地元の業者というようなことの条件

がついておりますので、地元の建設業界の皆さんにとっては非常にありがたいことであ

りますし、双方にとって地域内循環、お金が町内で回る、そういうことでありますので、

その点についてはわかりましたのでお願いしたいと思います。 

自然エネルギーのことについては、課長よりこの町内の資源を有効に使っていくんだ

というお話の中で、前向きに検討していくということでございますので、これも非常に

結構なことだと思います。 

方向としては清流苑、温水プールということの中で具現化していければ良いなという

ことでさらに検討をし、原材料を供給する側、加工する側、使う側、そういった人たち

をきっとメンバーに入れるんだと思いますけれど、そのメンバーどんな人を入れるかと

いうことについては答弁がなかったので、そのお考えをお聞きをしたいと思います。 

住宅リフォームについては結構です。 

○議長（関 克義） 下沢課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） 先ほどメンバーということで林業に取り組む方、森林組合、そ

して農家、木材の加工業をされている方、それと建築、解体処分、このような加工、町

内の業者もいらっしゃいます。それとあと町というふうに考えております。あと一般公

募分も当然考えたいと思っております。 

あと先ほどご説明申したりなかったんですけれど、特に農業、大勢いらっしゃいます

し、林業の関係ありますので、この意向調査、アンケートによります意向調査も答申行

いたいというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（関 克義） 熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） 地域内循環も合わせて考えていただければと思います。 

軽トラで例えば剪定の枝、あるいはアカシアの木を伐採とか、そういったものを持ち

込んでいくと、重量によってマーくんポイントが付くとか、そういうようなことである

と貨幣が循環をしてきますので、今、原油が下がっていますので、木材をたくについて

もいろんな点で人件費もかかってきたりというようなことも考えられるわけですが、チ

ップであるとかパウダーであるとかいろんなやり方があろうと思いますので、大いにこ

の事業については検討を加えて具現化できますようにお願いをしたいと思います。 
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以上です。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 今、リフォーム補助についてでございます。 

住宅リフォーム補助につきましては、今課長が申し上げた数字、非常に地域内の経済

の循環につながっている事業だというふうに思っております。 

それから新しく創設します店舗のリフォームでございます。 

昨年の秋、中学３年生との懇談会、それからこの松川町のこの議場で行われましたミ

ニ議会、どちらも時を同じくして商店街について、質問、ご意見をいただきました。 

いかに子どもたちが商店街、お店を飛んで回るという姿というのがいかに楽しみであ

るかということを痛感をした次第でございます。 

工場には工業には、工場等設置事業補助金というのがございます。私が議員の時に創

立されましたけれども、あの時に商業には該当しないのかということでありましたけれ

ども、あれは工業ということでやってまいりました。 

今回、そうした空き店舗が増えてくるという中で、やはり空き店舗を活用する場合に

も使えるというような形の中で、ぜひとも新しくこの事業を創設した次第でございます。 

商工会、それから地元の商店街等ともしっかりと連携をとる中で、有効活用がされる

ようにぜひとも願う次第でございます。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） それでは３点お伺いしたいと思います。 

まず、１点は消費税についてでございます。 

下水道会計１１ページに消費税ということで９５０万円計上されております。農集排

の方でも７ページに消費税ということで１，０５０万円計上されておる。清流苑の会計

の方も７ページに１，４５０万円消費税が計上されていると。最後水道会計の方は２ペ

ージ目に３０万円の消費税が計上されておりますが。失礼しました３００万円です、失

礼しました。３００万円の消費税が計上されているということなんですが。ちょっと私

もちょっとこの予算書の見方がきちっとできておらないのか、どういう数値をどういう

根拠でこの消費税が算出されてきたのかよくわかりませんでした。売り上げなのかなと

思ったんですけれども、どうも違うような感じも、電卓をたたいても数字が合いません

し、この４つの会計についてどういう基準で消費税が上がっているのか教えていただけ

ればありがたいなというふうに思います。 
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２点目でございます。 

２点目は、情報政策、それからＩＣＴの推進ということについてお伺いしたいと思い

ます。一般会計の４０ページでございます。 

このたび情報システムの最適化ということで着手されましたこと、非常に喜ばしく思

う次第であります。 

その４０ページの情報制作費の委託料のところ、そこにセキュリティーポリシーの話

が載っております。委託料ということで１３２万８千円ということであります。 

確か１２月の定例会の時にセキュリティーポリシーのこと私もいろいろと質問させて

いただいたりとか討論させていただいたりと思ったんですが。確かよく探したらあった

という話だと思います。我が町に。セキュリティーのそのまま、万が一の時の初動体制

とかそういったことがあったというふうな話を聞いておるんですが、さらにそこでまた

新たに策定する、今時代に合わせて策定する必要があるというふうな意味なんでしょう

か、ここら辺について説明いただくとともに、そのＩＣＴの推進というふうな意味では。 

一般会計の６９ページでございます。地域お越し協力隊、それから集落支援員にタブ

レット端末を持たせるんだというふうなことであります。大変結構なように感じますが、

問題は中身だと思っております。タブレット端末を持たせて、いったいどのような運用

を考えておられるのか、その辺の情報政策についてお伺いしたい。 

３点目でございます。３点目は、地元で大変恐縮でございます。地元のことの質問を

させていただきます。 

一般会計の６６ページですか、梅松苑の臨時職員ということで人件費と社会保険料が

掲載されております。人件費ということで８２万５千円、社会保険料が１２万６千円と

いうことなんで、だいたい半年分ぐらいなのかなと思っております。 

今、審議会でいろいろとやっておりまして、検討委員会でいろいろやっている最中だ

と思います。この空き家の管理というふうな意味での人件費なのかなというふうなこと

を予想はしておりますけれども、実際にはどういうことであるのか詳しく教えていただ

ければと思います。 

以上３点お願いします。 

○議長（関 克義） まず、消費税につきまして。 

下沢環境水道課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） 下水道、公共下水道、農業集落排水事業、そして水道事業、こ

れ共通でございますけれど、消費税の納付につきましては、毎年６月と９月と１２月と
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３月、４期に分けて支払いをします。 

その最初に年度初め６月と９月につきましては、前年度の消費税の申告に基づきます

消費税、９月は確定しますが、その金額で支払いをします。そして１２月と３月につき

ましては、２８年度前年度見込みで前納で中間ということで支払いをしていきます。 

そういうわけで、今年度の予算の中で消費税を計算するのではなくて、前年度の決算

というような形も出てまいります。来年度につきましては、確定申告もということでな

りますので、若干そのずれがありますので、今計算どういうされたかちょっとわかりま

せんが、若干ちょっとわかりづらいとは思いますけれども、ずれがありまして、その２

８年度予算からちょっと予算額を算出というのはちょっとではないということをご承知

いただきたいと思います。 

ちなみに２８年度、例えば公共下水道につきましては、６月につきまして２７年度の

消費税の中間申告納付ということで２０７万円。そして９月については、２７年度の商

府税の確定申告納付ということで２７７万８千円。そして１２月と３月につきましては、

２８年度の消費税の中間申告納付ということで、４６４万７千円ということで考えて予

算の方を計上しております。 

以上です。 

○議長（関 克義） お諮りいたします。 

まもなく５時なりますが、このまま会議を続けたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

会議を続けます。 

答弁をお願いいたします。消費税につきまして。 

片桐産業観光課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 清流苑の消費税につきまして、概算の計算というか予算書上で

のお話をさせていただきます。 

消費税の申告につきましては、課税売り上げの消費税から課税仕入れの消費税を差し

引いたものを申告して、１年分を納めるという形になっておるかと思いますので、歳入

の方の３ページの使用料がございますが、これ全部が課税売り上げになるかと思います

ので、この分の消費税を計算して、営業費、６ページ以降、営業費にかかる総務費の方

にも出てきますけれども、の方で例えば賄い材料費ですとか、いろんなものを仕入れた
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もののトータルの支払った消費税を差し引いたものが計算しますと１，４５０万円とい

う７ページの数字になるということでございます。 

昨年度の前期の消費税の確定申告でも同レベルの消費税を申告しているところでござ

います。 

○議長（関 克義） 続きましてまた支援員のタブレットと梅松苑お願いいたします。 

○産業観光課長（片桐雅彦） タブレットの関係はページでいきますと６９ページであります。

１８備品購入費の協力隊タブレット端末でございます。 

協力隊につきましては、活動内容がその事務ではありませんので、固定のパソコンを

貸与して事業を行うということを今やっておりません。ちょっと合わないということで。 

一般のその我々のそのセキュリティー上のネットワークにつながるパソコンは持たな

いように考えておりまして、いわゆるその個人で公開されたインターネット環境を使う

端末という形で考えております。もちろん協力隊が行う活動のすべてではありませんが、

ほとんど役場が扱うようなその個人情報等ありませんので、そういった形でいきます。 

例えばみらいによりますけれども、役場の方に下りてきて作業を行ったりすることも

ありますし、現場でその写真を撮ったりとか、あるいはその北名護保育園の方に今、調

理室借りておりますけれども、あちらの方で使ったりとかということのために固定のも

のではなくて、持ち運びのできるものということで、最新ですとやはりタブレット型の

ものが多いので、固定にタブレットで一つのもので固定して配布するというよりは、隊

員の個人の活動内容に合わせて機種も選ぶということで考えています。 

それから梅松苑であります。６６ページ６７ページあたりですけれども、梅松苑の臨

時職員ということで８２万５千円計上させていただいております。これご質問の時にご

発言いただいたとおり、６カ月分の賃金を見ております。今現在、利活用の検討委員会

を行っておりますが、４月当初からの移行はちょっと難しいということがありましたの

で、当面半年分の維持、管理に関する人件費というか、管理人の方の費用を盛って、そ

の間に利活の方決定していきたいというふうに思っているところでございます。 

以上です。 

○議長（関 克義） 情報関係のセキュリティーポリシーにつきまして。 

米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 予算書４０ページにございますセキュリティーポリシー

の策定支援ほかということで、１３２万８千円を計上させていただいております。 

この内容につきましては、先ほど議員おっしゃられましたように、先日もマイナンバ
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ーの対応の関係で私の認識不足もございまして、こういったセキュリティーポリシーが

ないというようなお話もしてしまったわけなんですけれども、１０年前に整備をされた

ものでございまして、それを先日説明をさせていただいたところでございます。 

それで今回、やはりこのマイナンバーの対応にあたりまして、庁舎内のネットワーク

のセキュリティーを強化をしなければならないということでございまして、このセキュ

リティポリシーをもう一度見直すという作業を考えております。 

それにつきまして、研修等も含めまして、また先般全員協議会の中で議員こちらの方

に情報提供をいただきました情報処理推進機構セキュリティーセンターの方で作られま

した情報漏洩発生時の対応ポイント集というようなものもいただいております。こちら

良い資料でございますので、こちらの方も参考にさせていただきながら、そちらの方作

らさせていただくのが１２９万６千円でございます。 

それからもう１点、標的方の攻撃メールというのが今、あるというようなことでござ

いますので、ちょっとそちらの関係につきまして、訓練等の想定をしてございます。そ

ういったようなものに３万３千円ほど今、予算計上ということでさせていただいたとこ

ろでございます。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） 答弁いただきました。 

大変丁寧にご説明いただきましてありがとうございます。 

まず、消費税についてでございます。産業観光課長のおっしゃったように、おそらく

この消費税の算出は仮受消費税から仮払消費税の差し引いたものが、結局消費税として

費用支出になりますので、普通の公会計ではそういうことになりますよね。ですので、

おそらくそういうことだろうなというふうに思ったんですが。今の説明だと下水道会計、

農集排とまた水道の会計については、金額から考えてもどうかなというところもありま

す。例えば下水なんていうのは、売り上げはだいたい１億弱、８，５００万円とかそん

なもんだと思いますね。それに対して消費税が９５０万円計上されていると。ただ、水

道に関しては２億円とかそんな額だと思いますよ。それだけれども、消費税の計上が３

００万円ということに関して、どうしてこうなるのかなという感じがします。 

消費税について、私は分納する時期の話を聞いたわけでもなく、去年の分が今年にな

るのもそういうのもよくわかっております。そうじゃなくて、今、産観課長がおっしゃ

ったように、仮受消費税と仮払消費税の差分をどういうふうに計算したんだ。その部分

のすりあわせが特別会計の中で全部でできていないと、消費税の計算は本当に根拠なく
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なっちゃう、そういうことを言いたいんです。 

ですので、その部分も含めて、先ほども質問しましたけれども、平成２９年度からの

公会計、そこに対しての体制づくりというのが非常に大事だと私は思っております。そ

ういった部分も含めて、これはもうお願いでありますけれども、ぜひ職員の皆さんもそ

うですし、我々議会もそうですけれども、新しい会計基準について研究するなり勉強す

るなり、そういった機会をぜひお互い設けながら切磋琢磨していきたいというふうな要

望でございますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

２点目でございます。情報政策について。 

情報政策、まずセキュリティーポリシーについては、よく非常にわかりました。大変

ありがたいことだと思いますし、１０年前にポリシーだと役に立たないと思っておりま

す。ぜひ新しい時代に合わせたものを作っていただくということでよろしくお願いしま

す。 

これで守りの部分はオッケーです。情報というのは、情報政策というのは守りと攻め

です。ですので、守りの部分で手は打ったと。じゃあ攻めはどうだということで今、地

域お越し協力隊の方でタブレットを使ってこういうことをやっていくんだと。机の上に

据えつかないで、本当にモバイルでやっていくと。そうするとダイレクトに情報も取れ

る、発信もできる。町にとっての魅力をどんどんアピールした良いことだなと思いまし

た。 

それを全庁を挙げてできているかどうかということが第２の疑問であります。 

一般会計の４０ページ、情報政策の攻めの部分でございますけれども、４０ページの

今のセキュリティーポリシーの一個上ですね。今申し上げたチャンネル・ユーさんそこ

にお見えになっていますけれども、公共情報番組制作放映委託１，０００万円というこ

とで去年と同じ額、去年からこういうふうな形になったと思っております。 

金額の多寡をあれこれ申し上げる次第はありませんけれども、やはりこれも情報発信

の大事な手段でありますよね。何かそれで去年１年間この１，０００万円で一本化した

ことで、何か非常に効果があったとか、情報発信がうまくいっているとか、そういう事

例があったらぜひ教えていただきたい。 

この攻めの部分、情報の攻めの部分、チャンネル・ユーを使って第５次総合計画では

３，１００世帯に普及させるんだというふうな目標もありました。ただ、それだけでは

ないと思いますけれども、例えばＣＭＳの保守料ということで載っている分が３４ペー

ジのとこにあったと思います。それは触れませんけれども、とにかく攻めの部分でどう
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いうふうな姿勢をこれからとっていくんだということをお聞きしたい。 

それから３点目でございます。梅松苑の件でございます。 

これはちょっと梅松苑のことを申し上げるのちょっと皮切りにさせていただいたんで

すけれども、地元のことで大変恐縮ですが、生東についてのことでございます。本当に

地元のことで恐縮でございますが。 

東小が空き家になった時には、行政の方々非常にご苦労いただいて、地域で地域の方

の手による団体を作っていただいて、地域の方が管理するという形で今も東小は管理さ

れていますね。梅松苑でなぜそれができないんですかね。梅松苑は臨時職員を雇ってや

ると。おそらく課が違うというのもあると思うんですよね。 

地元の衆が今やはり生東という地域は非常に過疎も進んでおりますし、大変なところ

ですけれども、いろんな生東を考える会であるとか、森の会のＮＰＯだとか、そういっ

たことで元気づくり支援金で表彰をもらうとか、非常に明るいニュースが出ているにも

かかわらず、このような形でじゃあ梅松苑に管理は、じゃあ森の会の方にどうやって打

診していたら良いんだろうかとか、いろんなこともできたと思うんですね。それについ

て関連してお伺いしたいんですけれども、３８ページ、一般会計の３８ページでござい

ます。ここで３８ページの委託料と１３節の委託料、それから１９節の負担金で２つお

伺いしたい。 

まず、１３節の外部専門家３００万円。もう２年目になりますかね、専門家の先生に

生東の指導をいろいろとご助言いただいている最中だと思いますけれども、どのように

して、どういうプロセスでここまで生東に力をつけてくれたのか、どういうふうな話し

合いを踏まえてどういうふうに合意形成していったのかというものがなかなか見えてこ

ない。第５次総合計画で地域づくり会議の場合は、あれだけホームページで宣伝してい

た。でも生東の方はさっぱり見えてこない。 

過疎というふうな意味では、ある意味先行をしています。先を行っているわけですか

ら、うまくいえばモデルになるわけですよね、成功事例の。ぜひぜひ町民の皆さんに発

信していただきたい。 

こういった部分に関して、この３００万円に見合う成果をこれからどういうふうに出

していくつもりであるのか。それから同じくその下の負担金のとこですけれども、生東

を考える会に１６万円。これも同じです。去年１５万円だと思いますけれども、２年、

目でございます。これもどういうふうな使い道でどういうふうな効果を狙っているのか、

これについてお聞かせいただきたい。 
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以上３点お願いします。 

○議長（関 克義） タブレット等情報発信につきまして。 

米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 攻めの部分というような中で、情報発信ということでご

ざいます。 

チャンネル・ユーの公共情報の番組制作、放映委託の関係につきましては、昨年度か

ら一元化をいたしまして１，０００万円という形でこちらの方に計上をさせていただい

ておるところでございます。 

こちらにつきましては、この一元化によってまちづくり政策課が情報政策の担当とい

たしまして、どういった放映をしてもらっているのかという実績をすべて把握をすると

ともに、これによって発信が極端に上がったというわけではないかと思っております。

ただ、今後情報発信という中では、公民館が新しくなるに伴いまして、チャンネル・ユ

ーが新しく移設を公民館の中にされるというようなこともございます。 

そういった中で、放映ですとか、情報に触れる機会というものを今後も増やしていく

中で、この委託の中で有効に活用できればなというふうに考えておるところでございま

す。 

○議長（関 克義） 生東の外部専門家についてもお願いいたします。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 生東の外部専門家の活用事業でございますけれども、現

在議員おっしゃられますように２年目ということでございまして、この事業については

３年間というような期間の中でお願いをしているところでございます。 

現在、主に生東を考える会の方へ参加をいただいておりまして、生東を考える会につ

きましては毎月定例会を開催するとともに、分科会というようなものも開催をして、今

後生東地区をどうしたら良いかというようなことで話し合いを進めているところでござ

います。 

そんな中で、確かに情報発信というところの部分については、今まで欠けておった部

分があろうかと思っております。この部分につきましては、また改めていきたいという

ふうに考えます。 

ただ、２年間の成果といたしまして、今現在、その話し合いをしていく中で、今後来

年度に向けまして、二通りの方向性が見えてまいりました。一つはイベント、一つのイ

ベントを通じて地域の活性化を図るというような内容。それから引き続き話し合いを続

けていって、東小も含めた生東地区の活性化をどう考えていくかというような２つのグ
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ループに分かれながら今後進めていくというようなことでございます。 

そういった中で、今後また進めてまいりたいと思っておりますので、情報発信の方に

つきましてはまた承りましたので、そういった形でまた取り組みをしていきたいという

ふうに思います。 

合わせまして、生東を考える会への１６万円の補助でございますけれども、これにつ

きましては本来ですと、出ていただいた方に報酬というような形でお支払いをすべきと

ころではございますけれども、そういった形では受け取れないというような話もござい

ましたので、この分につきましては今後事業を行っていく中で研修をしたりだとか、そ

ういったイベントに活用したりとかというような形で、現在お願いをしているところで

ございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 梅松苑の臨時職員の考え方。 

片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 梅松苑の臨時職員の方につきましては、先ほどもお話ししまし

たけれども、一時的というふうに考えておりまして、６カ月間ということであります。

今後、長期的にわたって、町の職員が管理するということではないわけであります。 

先ほどやはり生東地区の地域課題に対して、一元的に取り組むべきだというような話

だったと思うんですけれども、現時点で確かに空き施設の後利用、利活用という点で、

生東地区、あるいは生田地区の大きな課題になっているのだとは思うんですが、旧東小

学校、それから梅松苑ともに、それぞれ設立の経過ですとか、これまでの運営の状況が

異なる全く異なる施設でありますので、基本的には梅松苑につきましては、条例で設置

している施設でもありますし、それを踏まえて梅松苑として検討をしていくというスタ

ンスをとったわけであります。 

ただし、その検討委員会のメンバーの中には、きちんと生東を考える会の皆さんです

とか、森の会の皆さんですとか、生東区の皆さんですとか、関係の皆さんにたくさん入

っていただいて、あるいは先ほど言った地域アドバイザーの方も入っていただいて、多

くの意見を聞く中で方向性を示していくということを今、検討しておるとこでございま

す。 

実際には、検討委員会の方、１回２回目まで行われております。まだ、検討委員会か

ら町長の方に報告をいただく段階にはなっておりませんが、また検討の状況は議会の皆

様にも報告していきたいと思っておりますけれども、先ほど言った期間ぐらいが遅くと
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も目安で、なんとか方向性を示していきたいというところであります。 

それから先ほどもありましたけれども、来年の協力隊の１人は、生田地区、あるいは

生東地区に関わっていただく方ということで考えておりまして、そういったこともまち

づくり政策課やあるいはそのアドバイザーの方とか、地元の方とかも連携をとりながら

やってきつつある、やっていきたいなというふうに思っておりますが、そういったこれ

までの施設の経過がありますので、その点少し難しさがあるということもご理解いただ

ければと思います。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） ３回目でございます。 

まず、情報発信につきまして、また今後ともチャンネル・ユーさんを含め、広く情報

発信に努めていただければと思います。 

先ほどちょっと言いかけましたけれども、その中でもやはりケーブルテレビと並んで

大事なのはホームページかなというふうに思っております。 

一般会計の３４ページに、毎年毎年このホームページの手軽に更新できるシステムで

すね、ＣＭＳ１００万円、毎年上がってきていますね。町民の皆さんからもいくつか苦

情といったらちょっと言いすぎかもしれませんけれども、見ようと思ったら平成２４年

で止まっていたとか、情報が全然更新されていない。要は信用されてないんですよ。あ

そこのホームページにいけば役場に行かなくても最新の書類が見れるとか、最新の情報

が取れるとかというふうに、町民の皆さんがだんだんだんだんもう思わなくなっている

というふうな事態があると思います。 

ホームページの信用を失ったら、フェイスブックやツイッターでいくらやったって難

しいですよ、公的機関は。 

そういった意味でも、ＣＭＳの今後の運営方針、情報発信というふうな意味で、どう

いうふうに厳選に運用していくかということについて、コメントいただければというふ

うに思います。 

それから生東の件でございます。本当に地元で恐縮です。 

これまでも大変な多額の税金を投入していただきまして、今、いろんな芽が吹きつつ

あるなというふうに思っております。 

そういったことをぜひほかの地域の町民の皆さんにも理解していただくためにも、い

ろんな形で情報発信をできたらいいなというふうに思っております。 

ネタはたくさんあると思います。私が今、今お聞きしたいのは、横の連携をどういう
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ふうに誰が中心になってどういうふうにとっていくことだというふうにお聞きしたい。 

今、片桐産業観光課長がおっしゃったように、梅松苑、それから地域お越し協力隊は

産業観光課、それから先ほど白川議員が質問された空き家対策、５４０万円かけてコン

サル呼んで、空き家のマップデータを作るという話でございましたね。生田にはたくさ

んありますんですね、生東には。 

そうすると、そこも当然連携していかなきゃいけないというふうな話になりますね。

それから当然ながら東小のことに関しては、まだ生涯学習課の方でございますね。教育

委員会の手を離れるのか、ちょっと今後どうかわかりませんけれども、いろんなことの

課が多岐に絡んでいると思います。当然まちづくり政策課もいろんなことの中心になっ

ていくと思いますので、今後の連携について、こういう方向でバックアップしていただ

ければありがたいと思いますので、今後の方針というんですかね、横の連携体制につい

て、コメントいただければと思います。 

以上、２点お願いします。 

○議長（関 克義） 情報発信のホームページの件。これはまたこの生東地区のことも含めて。 

米山課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） ホームページの関係、その情報発信、更新をされていな

いところがあるというようなことですけれども、すいません、私どもも気をつけてやっ

ているつもりなんですけれども、そういうところがやはり信用ということにも関わって

きますので、これらにつきましては注意してやっていきたいと思っております。 

また、先ほどの梅松苑を含めまして、生東地区の関係に限らず、いろんなことにそう

なんですけれども、この本来横断的なことを行っていくのが、まちづくり政策課の仕事

だというふうには思っております。そこら辺は連携をしながら進めていきたいというふ

うに思っております。 

お願いします。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） ほか質疑なしと認めます。 

これで総括質疑を終わります。 

ここでお諮りをいたします。 

平成２８年度各会計予算の審議を各常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

それでは平成２８年度各会計予算の審査を各常任委員会に付託いたします。 

審査の結果については、３月２２日に各常任委員長より報告をお願いいたします。 

 

散  会 

○議長（関 克義） 以上をもって本日の日程は終了いたしました。 

これにて散会といたします。 

なお、一般質問は、３月１８日午前９時３０分より行います。ご参集をお願いいたし

ます。 

 

午後５時２２分  散  会 



 

 

 

 

 

 

平成２８年 松川町議会 第１回定例会 

（第 １６ 日 目） 
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平成２８年第１回松川町議会定例会会議録 

（ 第 １６ 日 目 ） 

 

 

平成２８年 ３月１８日（金曜日）    午前９時３０分 開議 

 

 

開議宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 一 般 質 問 

１．熊 谷 宗 明        ２．森 谷 岩 夫 

３．加賀田   亮        ４．坂 本 勇 治 

５．島 田 弘 美        ６．間 瀬 重 男 

７．菅 沼 一 弘        ８．黒 澤 哲 郎 

 

散  会 

 

 

出席議員  １４名 

（別表のとおり） 

欠席議員   ０名 

（別表のとおり） 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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一 般 質 問 の 質 問 事 項 

平成２８年３月１８日 

順 序 発言通告者 質   問   事   項 頁 

１ 熊 谷 宗 明 
１．新年度、一人ひとりが輝く産業をどう育てるか 

２．急速に進むリニア関連事業への対応は 
 

２ 森 谷 岩 夫 
１．学校施設の点検整備は進めているか 

２．町の宝をどう発見し生かしていくか 
 

３ 加賀田   亮 １．１０年先を見越したまちづくりに必要なものは  

４ 坂 本 勇 治 
１．宅地と農地の有効利用と今後は 

２．自然エネルギーの推進の今後は 
 

５ 島 田 弘 美 １．当町の工業振興ビジョン（あり方）について  

６ 間 瀬 重 男 
１．第５次松川町総合計画について 

２．スマホやゲーム機による学力に与える影響については 
 

７ 菅 沼 一 弘 

１．少子化が進んでいる状況にあるがその対策は 

２．教育委員会や学校では命の尊さについて生徒にどのよ

うな指導をしているのか 

３．ハーフマラソンについての検討は 

 

８ 黒 澤 哲 朗 
１．住んでみたい町、住んで良かった町とは 

２．教育格差解消・就学支援の取り組みは 
 

 



 －191－ 

午前９時３０分 開 議 

開議宣告 

○議長（関 克義） 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから平成２８年第１

回松川町議会定例会を再開いたします。 

 

議事日程の報告 

○議長（関 克義） 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおり一般質問であり

ます。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。 

株式会社チャンネル・ユーの有線テレビ生中継の許可をしてあります。 

 

＝＝＝ 日程第１ 一般質問 ＝＝＝ 

○議長（関 克義） 日程第１、一般質問であります。 

一般質問は、８名の議員より通告されております。通告の受付順序により順次発言を

お願いします。 

なお、発言者、答弁者ともに簡潔にお願いいたします。 

ただいまから一般質問を行います。 

 

◇ 熊 谷 宗 明 ◇ 

○議長（関 克義） ５番、熊谷宗明議員。 

○５番（熊谷宗明） 穏やかな風に誘われまして、桜のつぼみも大きく膨らみ、梨やりんごの

鱗片も緩んでまいりました。御柱の木遣りの声も高らかに、各地域で笛や太鼓の音が鳴

り響き、町中が活気に満ちてまいりました。 

今回は新年度、一人ひとりが輝く産業をどう育てていくか。また、急速に進むリニア

関連事業への対応の２点につきまして、質問をさせていただきます。 

ある金融機関のアンケート調査によりますと、住民の皆さんの期待は働く場所がある

ことが一番との結果が出たそうでございます。 

先日の中学校での卒業式では、１１８名の中学生が学舎を後にし、上の学校へと道を

歩みだしました。いつも思うことでありますが、何人の人がこの松川町に戻ってきてく

れるかなと考えてしまいます。 
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将来、町で仕事をしたいと思う子どもたちが安心して帰って来れるように、何として

も魅力ある雇用の場を作り、守っていかなければならない。そう考えるのは私だけでは

ないと思います。 

農・商・工の振興策が大きく村や町を変えた事例を議員同士で研修するために、町に

眠る資源を掘り起こし、新たな産業を育てていかなくてはと思いをはせております。 

町長は農業の振興公社化ということを謳い、長年にわたり各地を視察し、研究を重ね

られてきております。 

議会といたしましても、議会を、議会と語る会を通して農業改新の施策提言を行って

まいりました。くだものの里まつかわの基幹産業の果樹栽培は１００周年を過ぎ、１０

１年を迎え、まさに機は熟してきております。そこで、公社化という大きなかじを取る

ときが来たと、私は思います。 

町長が描く公社化とはどのような姿か、まずお聞きいたします。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） はい、深津町長。 

○町長（深津 徹） おはようございます。 

一昨日は松川中学校の卒業式、そして昨日は北小、中央小の卒業式ということで大変

にお世話様になりました。 

本日は一般質問にお答えをいたしてまいります。よろしくお願いをいたします。 

まず、熊谷宗昭議員のご質問でございます。公社化についてのご質問でございます。

この件につきまして、私の思い、それから経過について、総合的な考え方をお話をいた

します。 

平成２３年に私は町長になりました。そして、まちづくり懇談会に随所に顔を出しま

した。そうした折に非常に聞かれたことが、「農地の果樹園の後継者がいなくなってしま

う。切っていってしまう。そうした遊休農地を町長、どういうふうにしてくんだ。どう

してくれるんだ」という意見をたくさんもらいました。 

で、町長になってすぐでございました。それでいろいろ考えているうちに、これはと

てもすべてを町がやっていくことはできない。これは別会社か公社化を考えていかなく

てはならないというのが発端でございます。これは平成２３年のまちづくり懇談会でご

ざいました。 

その後、農業の振興ということで農地の流動化、連携推進委員、あるいは新規就農者

へ対するバックアップ等に力を入れ、今日に至っているところでございます。 



 －193－ 

また、私の２３年、２４年度からは産業振興課を産業観光課、観光という文字を入れ

ました。これは私の町長に就任する時の強い思いがございました。地域の松川町の活性

化をどう図っていくか。その中の一つがやっぱり交流人口の増でございます。 

松川町に来ていただいて、少しでもお金を落としていただいて、それを地域の中で循

環をさせていくということが地域の活性化につながるんではないか。そして、人、物、

お金を動かすこと。じっとしているんじゃなくて、動かしていくことで、地域内の経済

の循環を図っていきたいという思いを強く持っておりました。 

そして、その一つの方策が観光。松川町に来てもらうということに重点を置いて、こ

の５年間やってまいりました。蓮田市との交流や牧之原市との交流をはじめ、都会の皆

さんに少しでも来てもらうという方策。あるいは松川町を発信をしていく、ＰＲをして

いく、おいしいくだものを売り込んでいく。これらにつきましては、強く力を入れてき

たつもりでございます。そして農業、そして観光という形で力を入れて今日に至ってい

るのが現状でございます。 

さて、その公社化でございます。別会社ということで２４年あたりは阿智、あるいは

阿南のアトム、あるいは飯山観光公社の勉強をし、そして小布施、成功している一つの

例でありますが、小布施の観光公社の勉強にも行ってまいりましたし、様々な資料を読

みました。私の考えが農業も観光も、産業を含めた大きなもので、実は頭の中に描いて

おりました。 

しかしながら、それを一気に大きなものを立ち上げていくということの難しさ。それ

から維持経費、そういったものを考えていく中で足踏みをしてきたことも事実でござい

ます。 

しかしながら、特に観光面においてでありますけれども、松川町は今、清流苑も直営。

それから、すべてスポーツ施設も直営。フォレストアドベンチャーも直営ということで

やってまいりました。そして、交流人口も増えてきておりますし、また、農業面では６

次産業化の動きも非常に大きくなってきております。 

シードルのワイン特区も、３月下旬には決定するものというふうに思っておりますが、

特区を取ってまいります。また、取れたくだものを使ったゼリーも、協力隊員の力をお

借りして今、作っておりますし、観光面には、観光の資格を協力隊員にも取っていただ

き、独自の観光プログラムが売り込めるという体制が整いつつあります。 

そうした面で考えていくと、それから青年の家、これについてもまだ決定はいたして

おりませんけれども、皆さん方に申し上げてきております。どういう形で受けていくか
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ということも重要な課題でありますけれども、運営をどうしていくかということも考え

ていかなくてはならないということを私もあらゆる場で申し上げてきております。 

そうした総合的に考えますと、私自身も今後、これから１０年、２０年先を見たとき

に、すべてを町が運営をしていくということは不可能であるというふうに考えておりま

す。それをどういうふうに、町が今、町は非常に様々な事業を展開しています。そのた

めに、町のやる仕事というものが非常に膨れ上がってきております。そうしたものを改

善をしていかなくてはならないというふうに、町長として認識をいたしております。 

そうした中で、先ほど熊谷議員も申されました。私は機が熟しているというふうに考

えております。これは本当に２３年に思い立ち、それから公社化については、平成２５

年度から担当課が研究をいたしております。そして、研究をいたしておりますけれども、

やはり第一歩がどうしても踏み出せなかったのは、大きな運営経費の面だというふうに

思っております。様々な運営をしていくには経費がかかってまいります。公社化をいた

したとしても、公社化自身が収入を得る事業を持ちながら、町からの委託事業をやって

いくという形でなければ、町の委託された事業だけをやっているだけでは存続は厳しい

というふうに考えております。 

そこで私は先日、担当課を呼びまして、公社化を進めるということを明言をし、そし

て私はどうしても総合的な大きなものを実は考えております。だけども飯山観光公社の

成り立ちを勉強をしてみますと、小さく産んで組織を変えながら、だんだんに今日にな

ってきたという歴史。それから小布施の観光公社の事業部制、組織のやり方。事業部を

引いて、７つか８つの事業部制を引いて小布施はやっております。 

そうした事業部制がいいのかなというふうに今は思っておりますが、これを観光も農

業もすべてを含めた中での公社ではなくて、絞り込んだ形の中でスタートをしていこう

というふうに今、考えております。 

先日、そうしたことを課長、係長とも話をしたところでございます。２８年度、前へ

必ず進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（関 克義） 熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） ２８年度発足するという大きな決断をされたということで、非常に頼も

しくお聞きしたわけでございます。 

総合的ではなくて、まずは観光面、清流苑を中心としたフォレストアドベンチャー、

また青年の家も含めた中で、それらを進めていく公社というようなことで承ったわけで

ございます。 
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町長のお考えは、産業課を産業観光課ということにしてから、観光というものに非常

に力を入れ、いろんなイベント、銀座へも行ってくださいましたし、蓮田市へもＰＲに

行ってきてくれておるわけでございます。 

そこで、私が思う公社ということにつきまして述べさせていただきますと、やはり今、

農業につきましては皆さんご存じのように高齢化、それから担い手不足、それによって

果樹が維持できなくて、今もそうですが、基から切られているというのが現状でござい

ます。そこら辺を解決しないことには、なかなか前でへ進めない、行けないということ

につきましては、状況については把握されていることと思いますが、観光ばかりの公社

化ということもいいんですが、一方、農業振興、課題解決のためのものも合わせてやっ

ていくということも大事ではないかなと、私は考えるわけでありまして。 

そこにはやはり担い手をいかに育てていくか、遊休農地をそういう人たちに受け継い

でもらうかというような方策も公社の中で考えていくということで、方や山があるとす

ればこっちが観光で登り、こっちは農業振興というので山を登って頂上に向かっていく

という、そういう形が私が描く公社化というような感じでおりましたが、町長、小さく

産んでやれるところから大きく育てるというようなことでございますので、徐々に活動

部門を増やしていくという形であれば、それで突き進んでいっていただきたいと思うと

同時に、課題解決に向けての方策もとっていっていただければなあというふうに感じま

した。 

それでもかじを切っていただくというようなことで、非常に前向きなご答弁いただい

たことに感謝を申し上げるところでございます。 

それでは今度、営農センターみらいが増改築されまして、それとともに職員の増が、

支援体制が報告されております。地域おこし協力隊、現在３名でございますが、さらに

３名。それから地域支援員を４名採用ということで予定されております。この特に地域

支援員という形も新たに増設をされるわけでありますが、その役割について産業観光課

長にお聞きをいたしたいと思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） その前に私の方から総合的なことをお答えをいたしておきます。 

熊谷議員、今、２８年度に立ち上げるというふうに言われましたけれども、私は前へ

進めていくということを申し上げましたんで、２８年度にもう立ち上げるということで

は、ちょっと誤解のないように、前へは積極的に前向きに進めてまいります。 

それから交流センターみらいについてでございますが、これも私は町長就任以来の一
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番のこれも思いでございました。いろいろ紆余曲折があり、いわゆる箱物的にはなかな

か充実ができなかったわけでありますけれども、内容につきましては今申されましたよ

うに、非常に充実を図っているところでございます。 

昨日も若武者の総会がありましてかりてまいりましたけども、もう目いっぱいの狭さ

になっているということでございます。あそこを一つの拠点にしていきたいという思い

は強く思っている次第でございます。 

細かいことにつきましては、担当課の方からお答えしてまいります。 

○議長（関 克義） 片桐産業観光課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） みらいの人員体制でありますけども、昨年には６名だったかと

思いますが、今年というか平成２７年度には協力隊３名とそれから農地の利用調整推進

員１名が加わりまして、現在１０名という体制であります。 

予算の人員については、先ほど議員が述べられたとおりですが、実際に配置となりま

す、決まってあります人数の増についてはプラス３名ということで、１３名という体制

で４月１日から動き出すことになっております。 

ご質問のありました集落支援員を活用した農業支援の部分につきましては、そのうち

２名がそれにあたると、プラスになってくるというふうに考えておりまして、１名の方

につきましては農地の斡旋ですとか、農業法人的な経営を支援するという部分に携わっ

ていただきたいというふうに思っているところでございます。 

それからもう１名の方につきましては移住ですとか、新規就農ですとか、協力隊の相

談件数、相当増えてきておりますので、そちらの方を担当していただくということを考

えているとこでございます。 

いずれの方々もＪＡのＯＢの方を今予定しておりまして、これまで培ってきた農業、

農政に対します経験を活かしていただきたいというふうに思っているところでございま

す。 

以上でございます。 

○議長（関 克義） 熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） 支援体制の強化ということで、ＪＡのＯＢの皆さんが入っていただくと

いうことでございます。 

お願いしたいところが２点あります。そういう方たちにぜひやっていっていただきた

いということの一つにやはり６次化ということについて研究をし、新商品の開発等に携

わっていただければというふうに感じております。 
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ＴＰＰ大筋合意の中で、農業所得が３０％削減されるじゃないかというようなことも

言われてる中において、やはり消費が特に少なくなってくる現代では、やはり加工して

売るということが非常に大事かなというふうに思います。いろんな動きも今出ておりま

すが，さらに農業女子という言葉が今、非常にブームになって、テレビ等で騒がれてお

りますけれど、やはり女性、あるいはお年を召した皆さんの力というのが、これから輝

いていかないと駄目かなというふうに思います。 

今まで行われましたフルーツレシピをひもといていただいて、そういう中から新商品

を開発するというようなことの中で、女性の新たなグループを作る、創出するような動

きをしていくと産地も元気になりますし、笑顔もあふれてくように思いますので、そん

なことをお願いをしたいと思いますが、その点についてご意見お伺いしたいと思います。 

○議長（関 克義） 片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 先ほど町長の方からも話がありましたけども、６次化の動きと

しましては現在、松川りんごワイン、シードル特区ということで申請をしておりまして、

認可を受けれるということであります。特徴的なものとしては今それがあるかなという

ふうに思っております。 

それからおっしゃられました新たなレシピですとか、農業女子とかいう動きも、現在、

地域おこし協力隊の隊員の１名がそういった活動を今やっておりまして、民間の食品の

会社の方ともコラボレーションをして新商品を開発するという取り組みも進めておりま

す。 

先ほどお話しました支援員の体制につきましても、１名の方については農業法人的経

営支援ということでありまして、現在進んでいます６次産業化の支援も担当してもらい

たいというふうに思っておりますので、引き続き６次化の動きも進めてまいりたいとい

うふうに思っております。 

○議長（関 克義） 熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） ぜひお願いを申し上げます。 

もう１点は、地域支援の皆さんがそれに当たるかわかりませんけれど、旧東小学校、

梅松苑を有する生田地区の振興でございます。 

やはり高齢化の進んでいる地帯というようなことで、先ほども申し上げましたが、特

に女性やお年寄りの皆さんに出番がありまして、元気になれるような仕事を作っていく

ことが非常に、今後の生田地区にとって大事かなというふうに思っております。 

先月、議会の研修におきまして徳島県の上勝町へ行ってまいりました。葉っぱを売る
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ということで有名でございますけれど。そのおばあさんたちの行動している画像を見さ

せていただきましたが、本当に元気で家を出るとすぐ現場でありまして、そこから葉っ

ぱを取ってきて、タブレット端末を片手に入力して忙しく働いているというようなこと

でございまして。全然年を取らず、多い人は一戸あたりで１，０００万円も稼ぐという

ようなことの中で、本当に一番笑顔が輝いている町じゃないかなあということを感じて

きたわけでございます。 

外向きのものではなくて地場のもので産業を起こす。そういったことをぜひともやっ

ていっていただければ、女性やお年寄りの衆が輝くんじゃないかなあということを痛切

に感じてきました。 

道路脇の植えられました管理されてますかんざんの桜の木も大きくなりまして、高い

ところはなかなかとるのが難しいというようなことも聞いておりますので、そんなこと

の支援。それから昔、豆腐を作られたというようなお宅もあるようでございます。そう

いったことの復活。それから、山の薬草等の開発等、考えればいろいろと出てくると思

いますので、そんなことをぜひ支援員の皆さん、隊員の皆さんにお願いをすると同時に、

産業観光課、支援センターみらいでもそんな動きを支援していただければと思いますが。

その点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（関 克義） 片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 今、生田地区の産業の支援ということでありますが、まず地域

おこし協力隊の中で１名の方についてですが、今度新しく来られる方ですけども、自然

農業ですとか、美術芸術活動だとか、あるいは福祉施設にお勤めでしたので、そういっ

た点で経験のある方ですけども。生田地区、生東地区のところに移住希望といいますか、

興味がある方でありまして、今まちづくり政策課さんとも相談をしながら、生田地区で

の活動内容を来ていただいてから考えていきたいというふうに考えているところであり

ます。 

それから、上勝町の今、話がございましたが、一つの事例としまして、昨年、深津町

長のトップセールスによりまして伊那食品工業さん、かんてんぱぱで有名な、町長みず

から営業にというか、トップセールスで行ってまいりまして、私もついて回りましたが、

その中で関連する企業の方からかんざんについてのお問い合わせ、今いただいていると

ころでございます。町長の方からも検討するようにと指示を受けておりまして、正式に

はちょっとこれから動き出しを行いますが、今、非常に高齢者の農家の方が多くて、花

を摘む手が少ないということがありましたので、今ＪＡさんの桜部会の皆さんとも相談
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しながら、ボランティアで花摘みをしていただく方を大学生だとか、学生さんの方に来

ていただくというようなことも、今検討しているところでございます。 

そのことを通じまして、生田地区の産業、あるいは地域の支援の手助けを行っていき

たいなというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（関 克義） 熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） よろしくお願いいたします。 

公社化に戻りますが、いずれにしても一歩踏み出してくれたということでございます

ので、行政の考え方ではなく、住民の皆さんのお声を聞くというようなことで、設立準

備会等の会を開いていただければありがたいと思います。 

畑づくりは土づくりからと申しますが、やはりしっかりとした土台づくりから始めて

いかなければいけないかと思います。これに続いては要望でありますので、よろしくお

願いいたします。 

次に商店街の活性化策についてお聞きをいたします。賑わいのある商店街の活性化策

が毎年子ども議会から提案されております。今年は公民館研究集会のワールドカフェに

おいても、商店街の活性化ということで分科会が持たれました。町の顔としてその存在

に期待をする声が年々熱くなってきていると考えております。 

本年度予算において店舗リフォーム補助が示されております。このことによってどの

ような効果を狙っているのか、町長にお聞きいたします。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 昨年行われました松川中学校３年生の皆さんとの町長との懇談会。それ

からご承知のように、この場で行われました小学６年生とのミニ議会。どちらも商店街、

「商店街を町長、もっと明るくしてほしい。もっとお店がほしい。ショッピングセンタ

ーがほしい」子どもたちのことです。非常に夢を描いて質問をいただいたところでござ

います。 

商店街というのは、ある意味ではその地域、町の顔の一面を持っております。通りす

がりの中で、私たちが旅に行ったときに商店街がすべてシャッターが下りていると、そ

うするとイコールこの町はもう何か寂しいな、何かしぼんでいってるんじゃないかとい

う印象を受けます。商店街というのは非常にそういった責務というか、非常に重たいこ

とであるんですけれど、そういう一面を持っている。子どもたちから見れば寂しいいろ

いろあろうかというふうに思っております。 
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２８年度、商店街の活力を見出していこうということで、様々な施策を打ってまいり

ます。それからどちらにしても商工会、あるいは新井商店街連合会との連携、コミュニ

ケーションが非常に大事ではないかというふうに考えております。 

これは大きな今度はマクロ的になりますが、昨日も若武者の総会に商工会の事務局長、

商工会の青年部の三役が参加をして、そして、ぜひ農業の若い人たちと交流をしていき

たい。何かイベントをやってきたいというようなことで参加をし、「そして農業者の方た

ちも商工会に入っていただいていいんですよ」というような説明もございました。 

非常にそうした、先ほどから申しておりますが、６次産業化、農・商・工連携という

のが非常に進んでいるというふうに考えております。 

細かい政策等につきましては、担当課の方から説明いたします。 

○議長（関 克義） 片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 松川町、店舗リフォーム補助金の内容でございます。この補助

金につきましては、お客さんに行ってみたいと思わせるような店になっていただくため

の条件整備に対しての支援ということで始めるものでありまして、具体的には店舗の改

装ですとか、設備、備品の購入に対しまして３０％の補助を行うというものでございま

す。上限については３０万円でございます。 

設備等につきましては、専門的な部分がありますが、改装につきましては基本的には

地元の業者でやっていただきたいということで、その点についても町内の経済の波及効

果を考えております。また、商工会への加入も条件とさせていただきまして、町内の役

場と商工会とも連携をして、この商店の支援を行っていくという仕組みにしているとこ

ろでございます。 

予算額につきましては、当初予算とそれから現在審議していただいています当初予算

と、それからこれから上程いたします補正予算合わせまして３００万円を予定している

というところでございます。 

以上でございます。 

○議長（関 克義） 熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） 説明をいただきました。 

そういったところの積み重ねの中で商店がより賑わい、地域おこし協力隊の皆さんが

そこの空き店舗を利用しながら定住していただければいいと思いますし、チャレンジシ

ョップの中学生が、またそこで事業を起こしていただければ、なお最高かなというふう

に感じております。 
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それでは、急速に進むリニア関連事業の対応ということでお聞きをいたします。 

先月、リニア中央新幹線建設工事対策委員会が町として発足をいたしました。ＪＲは

２月に鹿島を中心とする共同企業体と工事計画を結び、夏ころのトンネル工事の着手を

目指していると聞いております。 

トンネル工事が始まれば、松川インターから大型トラックによって資機材の搬入が始

まってまいります。子どもたちの通学道路でもあり、安全対策や環境への影響が心配さ

れるわけでございます。 

そういったことも対策委員会の中で開く、討議されると思いますが、今後の対策委員

会の方向、どのような形で進められていかれるか、まずお聞きをいたします。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） リニア新幹線の工事についてでございます。 

これにつきましては今までも、こうした場でもなかなか情報が届かないというような

ことで現況報告をいたしてまいりました。 

どちらにしましても、リニア新幹線が通るという新たなまた道に向けてのこの地域の

発展ということを考えていくことが一つと同時に、その工事期間中に懸念をされる住民

生活への及ぼす影響等を最小限に食い止めていくことが、私どもの使命だというふうに

考えております。 

そうした意味で、先日立ち上げましたのは、全庁的な委員会になってまいります。こ

の後、担当課の方で説明いたしますけれども、必要に応じて細かな、もう少し絞り込ん

だ部会等をやっていこうという形で立ち上げております。 

松川町はトンネル工事が直接あるわけではございませんが、残土の候補地が提案をい

たしております。そしてまたインターを控えているということで資機材と、どういうふ

うに車が動いて、どういうふうに１日動くのか。それによっての交通の安全はどうなん

だ、子どもたちの通学、通園はどうなんだ、そういった様々な問題等がございますので、

その委員会でまた出し合っていただいてぶつけていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○議長（関 克義） 米山町づくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） リニア中央新幹線建設工事の対策委員会でございますけ

れども、先月２月に立ち上げを行いました。この対策委員会でございますけども、その

役割といたしましては情報の共有、それから課題や対策の検討、それからその他必要な

事項の検討を行っていただきまして、その検討結果につきまして、町長へ報告等を行っ
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ていただくというような形でございます。 

今後、この対策委員会の中でどのようなことを協議が必要かということでございます

けども、残土の運搬に関すること、それから資機材の運搬に関すること、車両の通行に

関すること等につきまして検討をしていただきまして、その内容につきまして町がＪＲ

東海、あるいは長野県等との連絡調整等を行っていくというような形で考えております。 

○議長（関 克義） 熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） 第１回は全庁的というようなことで、今度切り替えもあったりしてかな

り委員の人たちも変わられるかと思います。必要に応じて各地域の部会も開かれるとい

うことでございますので、そんな方向はいいかと思います。 

リニアにつきましては、やるのはＪＲ東海、いろいろなものの窓口は県というような

ことで、町のスタンスをどこに置くかということも非常に問題かなというふうに思って

おります。 

そんな中で、トンネル工事による残土といいますか、発生土につきまして、その候補

地として生田の３カ所が挙がっておるわけでございます。道路改良が最大の目的と聞い

ておりますけれど、福与地籍、いわば下流域の住民の方々より、沢筋を埋め立てること

による不安や疑問の声が上がっております。 

これにつきましては、昭和３６年の三六災害で沢という沢、すべてが流出したという

ようなこと、そういった大きな被害や恐怖心というのが脳裏に焼きついているというこ

とが、トラウマになっているということだと思いますが。 

そういう状況の中で生田の３地区におきまして、このＪＲ東海がそれを候補地として

決定するまで、決定するのかどうかもまだ決まってないわけですけれど、どういう形で

決定をされていくのか。また、決定してからどんなプロセスを持っていくのかという点

につきまして、ＪＲ東海、県、地権者、町、そういったスタンスがどうなのかという点

でお聞きをいたします。 

○議長（関 克義） 米山課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 今、議員おっしゃいましたように、町内ではこれまで生

東地区から３カ所の候補地の情報提供がございまして、県を通じてＪＲ東海の方へ情報

提供を行っているという状況でございます。 

このことにつきましては、対策委員会の中でも、委員の皆様方にご説明を申し上げて

きたところでございます。 

現在、３地区につきましては今後環境関係、埋め立ての土量ですとか、環境対策等に
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つきまして調査が行われているところでございます。その中で今後必要となることとい

たしましては、残土の運搬に関しましては、特に福与地区が通行の場所になること。そ

れから、先ほどもお話ありましたように三六災害等で沢筋から土砂崩落等が起きている

というような状況も鑑みまして、これにつきましては地元の皆様方、特に福与地区の皆

様方には丁寧な説明をしていく必要があるというふうに考えています。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） ３カ所、残土の候補地として提供を県の方へ挙げております。 

その３カ所は地域の皆さんたちが挙げてきていただいたんですけれども、地権者の皆

さん大勢おります。地権者の皆さん、３カ所とも、１カ所はまだまだ反対の方もおられ

る。それから２カ所についてはおおむね、地元の皆さんからも言われているのがおおむ

ねの地権者の了解が取れているという状況でございます。ですから、全部の地権者の皆

さんが納得してどうこうというところまでは、まだというふうに認識をいたしておりま

す。 

それからＪＲ東海の方では、候補の提案をもらって航空測量、それから環境影響につ

いて、ここ１年余り前から環境影響の調査をいたしております。それもまだ結果、ある

いは中間報告等はいただいておりません。 

恐らくはそういったものをしまして、そこが残土を実際に置けるのかどうかというこ

とを判断して、また提示がされるものというふうに思っております。 

広域でも毎回会議のたびにＪＲ東海、それから県の方から進捗状況が説明されたりし

てきておりますけれども、大きな進展、新たな情報というものはなかなか出てきていな

いのが現状でございます。 

それからＪＲ東海、あるいは県の方に町として強く言ってあることが、やはり安全で

あります。「住民生活の安全、安心をどうやって担保していくのか、それが確保されなけ

れば、これはもう絶対に無理ですよ」という話はしてございます。当然のことながらＪ

Ｒ東海もそうした安全面のことも考えているものというふうに思っておりますけども、

現段階ではそういうような状況でございます。 

○議長（関 克義） 熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） 町長の言われる最後のことが非常に重要かと思います。 

やはり、下流域、それから道路沿いの住民の皆さんの安全が担保されない限り、これ

は非常に難しい、やってはいけないことかなというふうに私自身は考えますので、そこ

ら辺、地元住民の皆さん、生田３地区からの要望書の中でも挙がってきていることであ
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りますので、そこら辺、ＪＲ東海と地権者、町がどのように関わっていくのかというこ

とが非常に大事かなと思いますので、今後、情報がない中で、検討委員会の中でよく議

論されて、住民の皆さんに公開をしていただきたいと思います。 

それではもう少し聞きたいところもありますけれど、最後の点であります。 

工事が始まるとリニア工事関係者が何千人にといいますか、流入してまいります。大

きなプロジェクトには、反社会的勢力が入ってくる可能性が高いと聞いておりますし、

言われております。 

過日の商工会産業懇談会におきまして、競売物件や空き家などの部分は、非常に反社

会的勢力に皆さんに入られると危険でありますから、公共施設として転用してくれない

かというような意見も出されてきております。 

町では危機管理室を設けております。反社会的勢力の流入阻止のためにどういった対

策を考えておられるか、まずお聞きをいたします。 

○議長（関 克義） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 反社会団体などの流入阻止のためになすべきことというご質問でご

ざいます。 

リニア関連の利権を狙いまして、反社会勢力が飯田下伊那地域に入り込んでくる可能

性があるということは警察から伺っております。また昨年、指定暴力団山口組が分裂い

たしまして、６代目山口組と神戸山口組の２つの組ができ、このごろの新聞報道でもあ

るように小競り合いというか、抗争状態にあるということで認定されたところでござい

ます。 

この分裂によりまして、昨年の１０月には飯田市で射殺事件が起こりまして、全国的

にも早いうちであったために注目を浴びたことが記憶に新しいことと思います。また、

長野県にも集中取り締まり本部が設置されるというふうに伝えられております。 

リニアに関連いたしまして、反社会的勢力が町に与える影響といたしまして考えられ

るのが事務所の開設、それから町への住民の登録、それと飲食店などへのみかじめ料の

請求などが考えられております。 

暴力団と対峙したときに負けない強い意思が必要になってまいります。そのために、

町民一人ひとりが暴力追放の知識が必要になってまいります。 

松川町では平成２４年１月に暴力団排除条例を制定しております。この条例では、指

定暴力団の排除を謳い、暴力団を恐れないこと、資金を提供しないこと、利用しないこ

とを町民あげて取り組むと制定しております。 
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この条例の理念に従いまして、町民みんなが暴力団の知識を高めるための方法といた

しまして、町でも考えられる方法といたしまして、暴力団追放大会など先行して行って

いる飯田市などを参考に、町民全体で暴力団排除の機運が高まる企画を考えてまいりた

いと思います。 

町では、昨年より既に警察や公安委員会など、情報を共有して暴力団の情報をいち早

くキャッチする体制を整えております。 

また、反社会勢力に詳しい弁護士と相談し、今後、顧問契約をいたしまして、今後起

こりうる反社会勢力の問題についてアドバイスをもらいたいというふうに考えておりま

す。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） そういう反社会的勢力が来るというようなことが、現実味を帯びてくる

ようなことはあってはいけないということで、やっぱり来る前の段階で阻止するという

ことは、やはり住民の意識が強固になって、地域を守ってくということが一番かなとい

うふうに思っております。 

そういった中で、弁護士等の皆さんを味方にしておられるということで安心をするわ

けですが、さらに各分野の専門家の皆さんを危機管理室に招き、特に警察のＯＢの方も

入っていただき対処していく、危機管理室を強化してくということを常々考えていただ

き、住民の皆さんも空き家等があったら、それに対して指導をするとか、そういったこ

とも大事かなと思っております。 

特に第５次総合計画は、「一緒に育てよう、一人ひとりが輝く笑顔あふれるまち、まつ

かわ」でございます。笑顔の松川町をつくるには、まずそういったことの対処というこ

とが一番大事かなと思いますので、リニア関係につきましては対策室もできましたので、

それらも含めながら住民の安全対策第一に考えていただきたいと思います。 

以上で、質疑を終了いたします。 

ありがとうございました。 

○議長（関 克義） これで熊谷宗明議員の質問を終わります。 

 

◇ 森 谷 岩 夫 ◇ 

○議長（関 克義） ６番、森谷岩夫議員。 

○６番（森谷岩夫） それでは通告に従いまして、２点ほどお願いをしたいと思います。 
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まず学校施設の点検整備のことであります。 

町ではここ数年、中学校、それから、２つの小学校合わせまして耐震設備、それから

給食室、それからこのごろでは用務員室の改造など非常にお金を使って、子どもたちの

教育環境の施設の充実を図ってこられておると。そのことは非常に結構なことだと思っ

ておりますけれども。 

あと今後、残されているものはどんなことがあるということをまずお聞きをしたいと

思います。 

教育委員会部局は、非常に公民館の建設等もあって、大きなお金がここのところ動い

ておりますんで、学校施設の方のいろいろなものについてはぼつぼつ終了かなと、そう

いうふうに考えておるのかなというふうに思ったりしておりますが、その点について、

どのぐらいのことを考えているか、まずお聞きをいたしたいと思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 森谷岩夫議員の質問にお答えをしてまいります。学校設備の耐震整備に

ついてというふうに思いますがけれども。 

松川町は小中学校、その対象となる棟は１３棟ございます。平成１９年度から順次改

修を行いまして、あと１棟を残すところになり、耐震の改善率は９２.３％というふうに

認識をいたしております。 

細かいことについては、担当の方からお答えをしてまいります。 

○議長（関 克義） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 学校の施設の整備計画につきまして、私の方から教育委員会の大きな

考え方だけ先にお話をさせていただきます。 

松川町小学校のあり方検討委員会というのが平成の１９年に立ち上がりまして、これ

は耐震補強のこと、それから児童生徒の減少ということに関わって、施設整備について

どんなふうにしていったらいいかということをこの委員会に諮問をお願いいたしました。

平成２０年３月に答申をいただきましたが、その中に耐震補強工事のことが載っており

まして、校舎については耐震補強事業を早急に進め、安全、安心の環境つくりに努めて

いただきたいという、そういう内容でした。 

それで私ども、これに基づきまして教育委員会の中で議論を重ねまして、同年の６月

に町長への提案ということで、中央小と北小学校の２校について耐震補強事業を行うと

いう、こういうことで進めさせていただいております。 

それで、この町長への提案の中に、実は耐震補強事業の完了後、おおむね１０年後に
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統合を含めた施設環境の整備について検討するという、そういう内容が盛ってございま

す。 

それで施設のことを考えていくと、実はこの答申の中に盛られている１０年後にとい

うことについて見てまいりますと、耐震の方の工事が終わりましたのが中央小が平成２

４年ということで、あとは北小は平成２１年に終わっておりますので、２０２０年この

あたりをめどにしながら、次の学校環境の施設整備を考えていかなければいけないなと

いうふうに思っております。 

それでその背景となる点でございますが、やはり施設の老朽化ということがございま

して。例えば北小学校でいえば、一番古い北校舎が今年築５２年ということであります。

それから、中央小で申しますと南校舎が今年で築４５年ということ。それから中学校に

つきましては、教室棟が今年で築３８年という、そういうことがございます。 

それからもう１点は、児童生徒数の減少、それからそれに伴う学級数の減少というと

ころであります。 

多分これで、今の見通しでいきますと、７年後、８年後という段階になりますと、小

学校では全校の児童が６００人、それから中学校では３００人という、そういう規模の

中で当然空き教室といいますか、余裕教室も生まれてまいりますので、そのあたりをど

んなふうに考えていくかということも大きな問題になってくると思います。 

それから３点目でありますが、これ今年の４月１日に学校教育法の一部改正がなされ

まして、小学校、中学校という学校の種類、学校の種の区分だけではなくて、義務教育

学校という、そういった区分が認められるようになります。これは小中一貫ということ

を視野に置いた義務教育学校という、その学校種でありますが。 

これを取り入れてくれば当然これまで小学校６年、それから中学校３年という区分で

はなくて、例えば５年、４年という。前期５年、後期４年というような、そういった学

校区分もできるわけでありまして。町の教育委員会ではずっと以前から小中一貫教育を

目指してきておりますので、そのあたりの学校教育法に伴う義務教育学校ということも

当然視野に置いて、施設の検討をしていく必要があるかなというふうに思っております。 

以上、私の方からは大枠についてお話をさせていただきました。あと個別の耐震補強

の状況、それから当面必要となってくる施設の改修については、子ども課長の方からお

話をさせていただきます。 

○議長（関 克義） 福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） ただいま、町長、教育長の方からそれぞれお答えさせていただい



 －208－ 

たとおり、町の学校施設につきましては１３棟中、１２棟が耐震済みということで、あ

と残しますのが中学校の給食棟ということになります。 

中学校の給食棟につきましては、昭和５３年に建設しておりまして、３７年ほど経過

しておるところでございます。見ていただきますとわかると思いますが、外壁等、若干

ひび割れていたりして、老朽化が進んでいるような状況でございます。 

中学校の給食棟につきましては、平成２５年に耐震診断の方を実施させていただいて

おりまして、Ｘ方向、南北については基準を満たしているという状況が出ております。

しかしながらＹ方向、東西になりますが、そちらについてＩＳ値が０.４０５というよう

な形で、倒壊の危険性はないということなんですが、何らかの対策をとっていかなけれ

ばならないという診断結果が出ておるところでございます。 

町の学校施設につきましては、平成２５年に中央小学校の給食棟も改築してきておる

ような状況でございまして、それと自校給食を進めておるというような部分もございま

す。 

また、中学校の給食棟につきましても、衛生基準の問題ですとか、あと最近でありま

すとアレルギー対策等もとっていく必要が出てまいっております。 

平成２８年度の当初予算におきまして、その給食棟に関わる建設委員会を立ち上げて

いきたいということで、予算の方を計上させていただいております。 

また建設委員の皆さんとも協議する中で、学校施設耐震率１００％、子どもたちの教

育環境の充実には努めてまいりたいというふうに考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 森谷議員。 

○６番（森谷岩夫） どこの自治体も子どもたちの教育については、一所懸命だというふうに

思っておりまして、あと中学の給食棟だけということで非常に進んでおるなと思ってお

りますし、必要だかどうだか議論もしましたけれど、中学のプール等もきちんときれい

にできておりますし、できるだけ早く、もう共同調理ということはもうないわけであり

ますんで、中学校の給食室が早くできるといいと、こんなふうに思っております。 

それぞれ古くなっておるものを一所懸命大事に使っていると、そのことでありますん

で、そのことも非常に結構なことだと思うし、統合、統合ばっかがいいわけではないと

いうふうに思っておりますけれども、そういうこともいずれは考えにゃいかんというと

きもくるかもしれません。 

お話にありましたように、１９年度のこのあり方の検討委員会には私も出席をさせて



 －209－ 

いただきました。橋本議員さんも委員長ということで、一緒にお世話になりましたけど

も。それから着々と耐震もされてきまして、補助事業等も取って進んでおると、そんな

ことに敬意を表するわけであります。 

細かいこと１点だけ申し上げますが、先般お母さんたちと話をする機会が１２月にあ

りまして、非常にいろいろな問題をお聞かせをいただきました。大変失礼な言い方だが、

親の要求というのは限りがないなと、そんなことを聞いていてはっきり思ったわけであ

りますが。様々なお考えもみんなお持ちで、学校に対してのご不満も非常にいろいろお

聞きをした。そのことは当然あってもいいことではありますけども、教育現場としてき

ちっきちっとそれに対応しているという実態があるというふうに、お話もわかる範囲で

はしましたけども。 

その中で、８人ほどのお母さんでありましたが、トイレの話がやっぱし出まして、こ

れは小さいことのように思いますけれども、なかなか難しい話だというふうに思ってお

りまして、町でも１００億余の借金がありますが、これも下水道、あるいは農集排、そ

れらの施設費であります。 

トイレの改修ということが農村の文化的な、何ていいますか、環境が非常に大きく引

き上げたということはもう否めない事実であって、これは時代の要請だというふうに思

っております。 

お母さん方はどうもトイレに来て見たということはないと思うんで、家に帰って子ど

もがいろんなお話をするという中での認識だというふうに思っておりますけども。 

やっぱり今のお母さん方、あるいはお父さん方、私どもと違って良い環境の中で、何

といいますか、少年、少女時代を過ぎてきておりますので、私どもの感度とはちょっと

違うなと思ったりもします。そういうふうに思いますけども、そうはいっても今のお母

さん方、あるいは子どもの要求ということが大きければどうも放っとくわけにはいかん

と思っておりまして、そんな面で、町でもいろんな話がありますんで、努力もされてお

ると思いますが、中学校の芳香の自動噴霧器の設置等、改良するように努力はされてる

と思いますが、どうも夏場になると非常に大変だという話も聞いておりますんで、これ

についての対策を今年どんなふうに盛ってあったか、ちょっとそのあたりをお聞きをい

たします。 

○議長（関 克義） 福島子ども課長。 

○こども課長（福島敏美） 学校施設におきますトイレにつきましては、ただいま議員申され

ました部分ございますが、昨年の６月に実施いたしました学校教育アンケートにおきま
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しても、それぞれの学校のトイレの関係につきましてはさまざまなご意見を頂戴いたし

たところでございます。 

それにアンケートをいただきまして、私どもも何度も学校の方足を運ばせていただい

て日々の状況を見てきております。また、学校の先生方にも随時トイレの方確認いただ

くということでお願いもしてあるところでございます。 

今現在トイレにつきましては児童生徒の皆さん一所懸命清掃の方していただいている

ような状況でございまして、その都度先生方も見ていただいているというような状況に

なっております。 

先ほど議員申されましたように、アンケートで特にご意見の多かった中学校の体育館

の横のトイレにつきましては、役場の１階と同じような洗浄機を導入させていただいて

おりまして、平成２８年度の予算におきましても経費は計上させていただいているとこ

ろでございます。なかなか先ほどの施設の老朽化といいますか、経過年数等もございま

して、なかなかすべてを直していくというわけにはなかなかいかないわけでございます

けども、随時私どもも確認をし、また先生方にもお願いしてまいりたいというふうに思

います。 

ただいま、夏場のトイレの関係お話ございました。また時期、夏場には私どもも確認

をさせていただきたいと思いますけども、どうしても水が蒸発しやすい時期になってま

いります。随時水を流す等の対応が必要になってくるというふうに考えておりますので、

また夏場につきましては私どももまた先生方にもお願いし、状況を確認する中で対応に

ついては随時取ってまいりたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 森谷議員。 

○６番（森谷岩夫） 今、課長のお話があったことだと思いますけども、なかなかこの要望と

いうのは、先生たちとの懇談会を例えば教育委員会でやったとしても、先生方というの

はあまりトイレのことよりもっと大事なことはいっぱいあるという気も確かにあるとい

うふうに思います。そういう議論の中であまりそんなことは出てこんというふうに思い

ますけども、その先生方よりはむしろ父兄がどう思っているかが肝心なんで、先生方は

他のこともあったり、学校の施設は昔からこんなもんだというふうに思っておればそれ

ほどの要求もない。もっと他のことでというようなことになると思いますけども、やは

り親御さんが一所懸命言ってるということは真摯に聞いていくということが大事であり

ます。 

しかも、今申し上げたように、なかなかトイレに入れないという子もおるというふう
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にお聞きもしましたし、今の子は洋式ばっかでありますんで、なかなか和式のトイレも

少しずつやっぱし訓練をして使ってもらうということが大事だというふうに思いますけ

れども、トイレのことはやっぱりないがしろにしちゃいかんと思いますんで、ぜひ私は

耐震も済んできた段階では、その国や県の補助事業がどれだけのものがあるかちょっと

存じ上げませんが、１年に一つくらいずつは改修してくというような姿勢もあってもい

いかなと、そんなふうに思ったりもいたします。 

その芳香剤の噴霧器の設置だとか、そういうこともちろん努力をされておるけども、

そりゃ画期的なものに多分ならんというふうに思いますんで、やっぱし水周りというの

はずっとどの家庭でもそうでありますが、１度作ってそれでいいというようなわけでは

いかんと思いますんで。これからの持ちようについてはどんなふうにお考えか、教育長

にちょっとお尋ねをいたします。 

○議長（関 克義） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 私の方で先ほど全体的な学校施設の状況についてはお話をさせていた

だきました。それぞれに築年数が経っている建物でありまして、この全体の松川町の小

中学校の施設を検討していくというのは、やはり時期的にはもう２０２０年ごろには始

めていく必要があるなというふうに思っております。 

したがって、その全体計画の中で個別の学校の施設の老朽化している部分について、

どういう対応にしていくのかということについても、改めその中に折り込みながら検討

していく必要があるかなあというふうに思っております。 

特にトイレにつきましては、学校生活を安定させる一番のもとであるというような認

識もございます。生徒指導面で荒れている学校が、トイレを改修をしたことによって良

くなっていったという、そんな事例もたくさん聞いております。 

全体の補修計画、改善の計画の中でトイレの補修についても位置づけていきたいとい

うふうに思います。 

以上です。 

○議長（関 克義） 森谷議員。 

○６番（森谷岩夫） 築のことがありますんで、教育長のおっしゃられていることも十分承知

をいたしておりますし、そういうことだろうと思いますけども、そのことをやっぱりお

母さん方にきちんと説明をしていくということが大事だと思います。 

もう一つは、その２０２０年というお話がありましたが、今ある３つの学校をどうし

ていくかというのは、考えるのは難しい問題で、簡単に済むような問題ではないし、順
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次３つ建ってけということになるかもしれんし、あるいは小学校を２つにするというこ

とになるかもしれん。だけど、それがあるで待っとれ、待っとれというだけでは解決に

ならんので、ぜひ少しずつでも手を入れてやってくということが大事だと。 

変な話だけども、残っていくとこから、残っていくとこからという言い方もないが、

それも残っていきそうなところから手を入れてくということも大事でありますし、どれ

を先によして、どれを残してくということはまだわからんけれども、そうは言ってもま

た違うところに建てにゃならんということになると、投資が無駄だというような話にも

なりますが、はっきり申し上げて無駄なこともかなりやっておるんで、町自体も。その

ことは無駄ということではなくて、そのときのそのときの住民の要望が強いと、そうい

うことだと思うんで、ぜひ検討もいただいて、教育委員会の中でもきちんとまた議論を

していただくように、再度お願いをいたしたいというふうに思います。 

それじゃあ次の問題でありますが。 

町の宝をどう発見し、活かしていくかと、このことであります。 

今年は熊谷議員さんの方の話にもありましたが、御柱で７年に一度というようなこと

で、町でも関係する２つの区へ、何ていいますか、支援金といいますか、出費をいただ

いて大変ありがたく思っているわけでありますが。 

松川町の一つの大きなお祭りというようなことで、観光的なことも含めてそういう支

援が発信をしてくということであるんだろうと、そんなふうに理解はしておりますが、

非常にありがたいわけであります。 

今回６０周年、今年ありますけれども、今回ばっかでなくて、町長は常日頃から町の

宝を再発見して一所懸命活かしていくと、こういうお話がいつもあるわけで、非常に結

構なことだというふうに思っておりますが。これについての思いと、それから今年６０

周年でもそんなことも謳われておりますが、具体的にはどんなことをしていくようなお

考えがあるんだか、まず町長にお伺いをします。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） ２８年度は町政が施行されて６０周年でございます。先日、この６０周

年に向けての準備会が開かれたところでございまして、具体的にどのような形をとって

いくかということは今後という、また委員会の中で練っていただきたいというふうに思

っております。 

町長としての思いでございますけれども、私、常日頃業務をやっておりまして、非常

に強く感じるのは、やっぱり先人の皆さんたちが非常にこの松川町の基礎を築いてきて
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くれた。いわゆる人材のこと、あるいは地域に対する考え方、そんなようなものを非常

に強く感じる次第でございます。 

それから地域には、松川町には非常に地域の宝、地財というのがたくさんあるなと。

それを改めて認識をしていかなくちゃならないなというふうに思う次第でございます。 

できることならば松川町に住んでいる人たちが、まず松川町を知ってもらうというこ

とも、その中でお願いしていきたいなという思いを持っております。事業の細かいこと

はあれですが、まずは松川町を知る。そしてその宝をどう活かしていくかということを

考える大きなきっかけにしていきたいなあというふうに思っております。 

準備委員会でも様々な意見を出されております。それらをまたしっかりと精査する中

で、実行委員会の方に向けてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（関 克義） 森谷議員。 

○６番（森谷岩夫） 今、町長のお話の中にありましたように、文化財、あるいは宝といって

もいろいろな方面のものがありますんで、私は承知しておらんだけで、造詣の深い方が

たくさんおられると思いますけれども、かなりのものがやっぱしあるというふうに思っ

ておりますけども。 

なかなか今お話があったように、住民全部の財産なり宝になっておらんという嫌いは

ありまして、今、町長がお話があったようなこと、ぜひ６０周年をこの機会ということ

ももちろんでありますが、今後についてもぜひ、そんな発信をやっぱりしてくことが行

政としても大事だと、そんなふうに思うわけであります。 

今回、その文化財の保護条例のことについて、若干お聞きをしたいというふうに思っ

ておりますけども。平成２４年の３月に、私どもも２３年の１２月ごろでありましたか、

片桐町を語り継ぐ会というとこから教育委員会へ申入書をきちんとしてあります。そん

な中でも条例の検討もというようなこともお願いをしてありまして、その前段で９月の

定例会でありましたか、私も一般質問の中でさせていただいた経過もあります。 

教育委員会の方は２４年３月に大幅にこれを改正をしていただきまして、施行につい

ては教育委員会の規則で動かしていると思っておりますけども、そうした実態がありま

す。 

その時に改正について、従前できただけずっと放ったらかしであったというふうに私

は思っておりますんで、２４年３月にどんなようなことをきちんと改訂をしてきたかと

いうことを、まずお聞きをしたいと思います。教育長お願いします。 

○議長（関 克義） 高坂教育長。 
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○教育長（高坂敏昭） ２４年３月に条例改正をいたしました。この条例改正の趣旨は、やは

り先ほど町長から話がありましたが、町の宝の再発見ということでございます。それま

で文化財調査委員会ということで、５名のメンバーで構成されておりました文化財の保

護活動を１５名の審議委員という形でメンバーを増やしまして、委員の内容につきまし

ても、歴史民俗、自然、信仰、建築、土木、典籍文学、書画、彫刻、地域といったそう

いった方面の有識者の方に集まっていただいて、この検討委員会、審議委員会を運営し

てまいりました。 

実際に新たな指定文化財について検討していただきたいというお願いをしてまいりま

して、平成の２５年に１２件の文化財が新規に指定されました。これまでの文化財の指

定が２１件でありましたので、合わせて３３件ということであります。 

たくさんの文化財を指定して、これを町民に広く知らせていくという、そういう形で

町の歴史や文化により一層興味を持ってもらう、関心を持っていただくような形で、文

化財保護審議委員会が機能していると、そんなふうに思っております。 

以上です。 

○議長（関 克義） 森谷議員。 

○６番（森谷岩夫） ちょっと私の勉強不足だったと思いますが。 

私は今、指定文化財というのは２２件だけだというふうに思っておりましたんで、今

お話だとこの条例の改正をして１２件増えたということでありますが、そういうものの

周知をきちんとしておるかな。私も一所懸命あれしてるんだけどあんまり知らんし、資

料館に行ってもこれだけ増えましたという資料ももらったこともないが。ちょっとその

あたりのことと、それからもう１点は私が非常に疑問に思っているのは、今１４人の保

護審議会の皆様がおられて、今、教育長が言われたようにそのことが非常に画期的なこ

とだというふうに思っておりまして、それぞれ分野で造詣の深い方がついておられると。

このことはこのことで非常に結構なことだというふうに思うんですが、その調査委員会

というのを保護審議会に変えたこと、これも保護はいいんですが、その調査ということ

になって文化財だなんだというものをきちんとしていくという中に、町民の方だけでや

ってくということがいいかどうかということのお考えもちょっとお聞かせをしたいと。 

要するに、今ある宝を保護して大事にこれからもしてくと、受け継いでいくと。この

ことは非常に大事なことなんで、要するに町中の愛好者だとか、造詣の深い方だとか、

そういう方が保護審議委員会になって活動されていくということは非常に結構なことだ

と思いますし、それに異存があるわけではありませんけども、やっぱし文化財としてど
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うだこうだという話はある程度はそういった、何ていいますか、研究者だとか、あるい

は一生かかってそれを勉強してきた方だとか、そういう方もやっぱし別の審議として持

っておって、新たにしてくというようなことも大切ではないかというふうに私は思って

おりまして。 

保護してく部分というのは造詣が深い方だとか、あるいはうんと歴史が好きな方、あ

るいは自然環境のうんとそういうことに長けた方、そういう方で結構だというふうに思

いますが、やっぱし今日も高森でちょうど新聞に出てました、朝見てまいりましたけど

も、高森はまだやっぱし調査委員会というのがきちんとあって、そこで審議をしており

ます。 

前の調査委員会の５人の方というのは、この２３年の時にも私、申し上げましたけど

も、もうお亡くなりになった方の名前だけ載ってるというような、そのぐらいのもので

ありましたんで、機能はほとんどしていなかったと思いますけども。やっぱし学問とし

てそれを修めてきた先生だというような方、まあ、部外でもいいと思うんです。そうい

う方もやっぱしきちんとおって、アドバイスなり、いろいろなお考えをお聞きしたりす

ると。 

保護の審議委員会は審議委員会でそれをやっていただければ非常に結構なことで、町

の宝でありますんで、ぜひそういうことも大事だというふうに思うわけでありますけれ

ども。 

ぜひ、そんなことも、いっぺん研究してもらうということが大事ではないかと思うん

ですよ。 

今、教育長が言われたように非常に多岐にわたっておりますんで、自然科学から、歴

史から、あるいは遺跡から、１人の方で全部わかるなんて方とうとうおらんので、当然

幾人かということになると思いますけども、ぜひその調査をして登録にどうだという、

まずその発議をする方は、保護委員とは別に置くべきだというふうに私は思っておりま

すんで、そのあたりの研究を今後ぜひお願いをしたいと思います。 

それからもう１点は、今、町長がお話がありましたけども、文化財とこの指定にする、

せんということは別にしましても、町民の皆様、あるいは松川町来られた方々にいろい

ろなことを知っていただくというようなこと、歴史だとか、あるいはこの希少植物の由

来だとか、そういったものをやっぱし何といいますか、資料館に資料として置くだけで

なくて、松川町をこう歩いておればそういうのが目に入って、ああ、なるほどなと、そ

ういったようなものをやっぱし作って、知らしめていくことが本当は大事だというふう
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に思うんですが、そういうその活動というの大変失礼だけど、今までの教育委員会を筆

頭にしたところ、あんまりやってきておらんというふうに思っておりますが。ここのと

ころを新しくなったものはありますけども、史学会だとか、そういったとこへどうもお

任せで、ほいっというように丸投げで、教育委員会としてはどうだったかというような

ことを思いますんで、そのあたりをちょっとご答弁いただきたい。 

○議長（関 克義） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） これまでの文化財の保護行政ですが、やはり保護というところに非常

にウエートが置かれていたというふうに思います。貴重な文化財をいかに町として保存

して、後生に伝えていくかという、その観点ではしっかりやっていたと思うんですが、

それが活用という面で、先ほど町の宝というふうな話がありましたが、町の宝として町

民が広くそのことを理解し、共有できるような活用の働きかけという面では非常に弱い

というふうに思います。 

私も町の有形文化財、彫刻を見させていただきましたが、守るという、そういう視点

では、火災から守るという意味で大変な施設の中に納められているんですが、これが広

く町民の方々に見ていただくような形になっているかというと、決してそうではないと

いうふうに思っております。 

したがって、資料館、これからどういうふうに運営していくかということも関わって

くるわけでありますが、いかに町の文化財、それから町の文化財だけではなくて、周辺

の文化財も数多くございます。これは指定文化財ということではなくても、その環境と

して、例えば片桐塾もそうなんですが、周辺環境としては伊那街道の歴史的な構築物と

いうものが数多くございます。そういったものにも目を向けて、幅広くその町の宝とい

うものを広く町民に周知していくような、そんな活動ができればいいなというふうに思

います。 

特に未指定の文化財、先ほど専門家が「これがいいよ」と言うだけではなくて、町民

の方からもというお話もありました。実際に町民の方々からも「ここはどうだ」という

お話もいただいております。したがって、そんなものも文化財の審議委員会の中でお諮

りをしながら、より幅広く指定文化財の候補等の発掘に努めていきたいと、そんなふう

に思っております。 

以上です。 

○議長（関 克義） 森谷議員。 

○６番（森谷岩夫） 積極的な答弁をいただきましたんで、それでいいというふうに思ってお
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りますけども。 

やっぱし町の宝というのは、さっき町長も言われたけども、人の宝でありますし、今

まで作ってきてある構築物もそうだし、あるいは植物もりんごの木もそうだしというこ

とでありまして、非常に幅広いんで、なかなか網羅することも大変だと思うけれども、

町に来られる方はそれぞれみんなそのいろんな趣味やお考えの方が来るんで、歴史ばっ

かどんどんどんどん宣伝してもいいばっかでもないし、いろいろな面でバランスの取れ

たやり方をぜひお願いをしたいと思いますし。 

もう１点だけ申し上げておきますが、登録文化財制度というのはやっぱしそこへ暮ら

しながら、それでも価値のあるものだというものはいっぱいあって、昔からの大きい農

家だとか、民家だとか、そういったものも非常に価値があるというふうに思いますし、

しかし、そこは生活をそこでしておるんで、なかなか難しいということもありますが。

そういったものはそういったなりの登録の仕方もあるというふうに思っておりますんで、

ぜひ口幅ったい言い方でありますが、そういうこともぜひ検討いただいて、従来はこう

だからこうだということではなくて、ぜひ先に向けた議論をしながら、ぜひ進めていっ

ていただきたいと、そんなふうに思いますので。 

以上であります。 

○議長（関 克義） これで森谷岩夫議員の質問を終わります。 

ここでおはかりいたします。 

ここで休憩をとりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） それでは１１時１０分まで休憩といたします。 

 

休  憩  午前１１時００分 

再  開  午前１１時１０分 

 

○議長（関 克義） 会議を再開いたします。 

 

◇ 加賀田  亮  ◇ 

○議長（関 克義） １番、加賀田亮議員。 

○１番（加賀田亮） それでは質問を始めさせていただきたいと思います。 

通告にありました１０年先を見越したまちづくりをどのように進めていくのか。折し
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も総合計画が来年度から、新しい総合計画第５次ということでそういうこともあります

ので、合わせてお聞きしたいなということでございます。 

主な論点は２点でございます。 

まず、１点は、情報の集め方というか、取り方というか、それからそれの活かし方と

いうのが１点。それから２点目ですね、いわゆる住民との協働関係を構築していくため

にも、やはり行政の役割というのは大きいと思っております。 

その中で、行政の職員の皆様一人ひとりのお力というものに頼るところが非常に大き

いんじゃないかなというふうに思っておりますので、そういった意味での広い意味での

人材活用ですね、こういったことについてお聞きしたいと思います。 

通告書とはちょっと順序が逆になりますけれども、時間がなくなるといけないので、

先にすいませんが、人材の方からお聞きしたいなというふうに思っております。 

私ども議会で先ほど先月、四国の方へ視察に行ってまいりました。徳島県上勝町、愛

媛県の内子町、それから高知県高知市、香川県の坂出市などなど、非常にアグレッシブ

な地域の活動、町の活動というものを見てきて、大いに参考になりました。 

どこにも共通してと私が思うのは、一つは人材だなというふうに感じました。とにか

く担当の方が非常に生き生きとして、自分のやっている事業に絶対の自信を持って邁進

している姿というのは、非常に神々しいというか、オーラが出ているというような感じ

がいたしました。 

さて、当町なんですけれども、当町も人材活用については非常に力を入れていると思

います。１７年から人事評価の制度が始まりまして、来年から地方公務員法の改正とか

もあると思いますので、いよいよ本式に人事評価のシステムというのは入ってきますが、

我が町は１０年前に先行しているということで、非常に先進的かなというふうには思い

ます。総務省は、町のホームページにもすごい資料がありまして、だいたい一通り読ま

せていただきましたけれど、町の取り組むというのがなるほどなという部分が非常に多

ございました。 

ただ、その中でやはり町長リーダーとして、この人事の評価というか、いわゆる人材

活用においてこの人事評価というふうなシステムもそうですけれども、こういうものを

どううまく活用していきたいのか、職員の皆さんの人材活用に対してこの人事評価シス

テムというのはどういうふうな位置づけなのかというのをちょっと一言お聞かせいただ

ければというふうに思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 
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○町長（深津 徹） 加賀田亮議員の質問にお答えをいたしてまいります。 

人事評価制度を、町長としてどういうふうに受け止めて活用しているかということで

ございますか。やはり企業でもそうでございますし、地方自治体もそうであります。ま

ずはその担当している自治体の人材、人間、これが大きな要素を占めるというふうに思

っております。 

人事評価制度についてでございますけれども、その人事評価制度の仕組み、あるいは

どのような形って、細部までは町長として把握はいたしておりません。しかしながら、

担当、あるいは副町長等人事評価の結果については、私も確認をいたしておりますし、

そうした中ですべての方たちがすべて同じようにというわけには当然のことながらまい

りません。 

人間１００％じゃありませんので、そうした評価も参考にしながら異動、あるいは仕

事の内容等を入れていきたいというふうに思っております。 

それからやはり人であるという思いが非常に強いということで、私も町長に就任以来、

そうした民間感覚というものを少しでも、行政は全く同じ同じではないということは今

までも申し上げてきておりますけれども、少しでも住民に対する対応等やはり人と人で

あるということを非常に努めてきたところでございます。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） ありがとうございました。 

おっしゃるように、何か細かい点をどうのこうのということではなくて、リーダーと

して正規職員１００余名以上、臨時を入れると２００人弱の部下に対して、どういうふ

うに人を育てていくか、そして町全体の力を上げていきたいのかというふうなことに関

してお聞かせいただいたんじゃないかなというふうに思っております。 

リーダーとしてやはりどうしてもその人材というものに関しては、非常にいつも悩ま

しいとこではないかなと思っております。いろいろやはり試行錯誤をしながらというこ

とも非常に多いとは思います。 

その中で、今回の本会議ではかなりいろんな議員の皆さんからもいろんなところで質

問がありましたが、もしよろしければ正規職員もさることながら、臨時職員の方々も非

常に力を尽くされている方が多いと思います。 

この人事評価システムというのは、臨時職員の方々にはまだ適用されていないと思い

ますけれども、今後将来的に臨時職員の方々をどのように人材を伸ばしていく、活用し

ていくか、それについてお考えをお聞かせいただければと思います。 
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○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 先日の総括質疑、あるいは委員会等でも正職、臨職、そしてまた臨職の

皆さんとの環境、仕事環境、それから待遇面、いろんなご意見をいただいております。 

その後でございますけれども、私の方から担当課と副町長にも申し上げました。２８

年度取り組んでいくという形。これはどういうことかというと、臨職の皆さんの今まで

の状況がどうであるか。それからそれが今、町においてどういう状況にあるかというこ

とをしっかりと精査をして、見直すべきものは見直していきたいというふうに考えてお

ります。 

それから町長になりまして、いろいろと難しいなと思ったのは、町長になりまして例

えば朝礼を始めました。その時に担当課長から言われたのが、「町長、臨職はどうします

か」「臨職も一緒だ」と。「同じだから発表のそうした意見を述べる、朝礼も一緒にやっ

ていこう」と言いました。 

それから私は今、年度当初始まりますと、職員とのミーティングを毎年やります。５

～６人に分けまして。ランダムに分けます。その時に必ず聞かれたのは、「町長、臨職は

どうしますか」必ず聞かれました。 

入った当初、私もなった当初、なんでそういうふうに差別をしていくのかという実は

ちょっと思いがあり、もちろん差別という意味ではなくて、臨職の皆さんには臨職とし

ての仕事の役割というのがあるので、担当の皆さんは正職だけでもという思いがあった

んだと思いますけれども、私はランダムにすべて同じだと。町長との面談も一緒にやっ

ていくという形でとってきているのが今現状でございます。 

そうした中で、いろんなご意見等、なかなかもちろん言いづらいこともあるでしょう

し、そこをどうやって引き出したり、あるいは意見を言いやすいような雰囲気にもって

いくか、これは今度は私の役割だというふうに認識をいたしております。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） ご答弁いただきました。 

臨時職員の皆様、総括質疑でお聞きしたように、正規の方が平均年収４８０万円、そ

れで臨職の方が２３０万円ぐらいだということで、非常に生活にも大変な報酬で、仕事

に従事されているということもあると思います。 

そういった部分を含めまして、今すぐにというわけには難しいというのは重々承知で

はありますけれども、何せこの松川町は１０年も前から正規職員の人事評価システムに

取り組んできて、実績を上げてきたという経緯がございます。 
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これは臨時職員の皆さんにも応用すること、展開することというのは十分にその実力

が自力があるというふうに思っておりますので、ぜひ、そういった部分に関しまして、

具体的な方針等ございましたら、ちょっとお答えいただければと思います。 

総務課長で結構でございます。 

○議長（関 克義） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 臨時職員につきましても、人事評価を取り入れるように、平成２８

年度から取り入れるように今考えをしておりまして、準備を進めておるところでござい

ます。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） もしよろしければ、もう少しだけ具体的になにかあればと思うんですけ

れども。 

こういうところをというの何か特徴的なこと何か教えていただければと思いますが。 

○議長（関 克義） 塩倉課長。 

○総務課長（塩倉智文） 総務省の方で、モデルとして示されている要旨がございますので、

まずはその踏襲から始めていき、だんだんと松川町スタイルに変更していきたいという

ふうに考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） ありがとうございました。 

先ほど申し上げたように、松川町は本当に１０年も前からこういった問題に取り組ん

できて、それこそ総務相からお手本としてホームページに載っているぐらいの町村でご

ざいますので、その力を持って臨時職員の方々の力も１００％発揮できるようなそうい

うシステム作ってほしいなと思っております。 

先ほど総務省云々というふうなモデルの話をされましたけれども、私も目を通しまし

たが、やはりそこ難しいんじゃないかという指摘はされていますね、総務省の方では。

臨職の評価をどうしたら良いんだろうかというのはかなり課題であると。非常に総務省

の方も深刻に書いてあった。 

ですので、我が町ならできると思います。ですのでぜひ一日も早く、同一労働、同一

賃金とまではいいませんけれども、臨職の方々、正規職員の方々区別なく業務に邁進で

きるような仕組み作りというのをお願いしたいなというふうに思います。 

以上、要望でございます。 
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それでは２点目の論点にいきたいと思っております。 

情報の収集や活用についての話しでございます。 

先般でございますが、非常にマスコミを騒がした問題もありますけれども、いわゆる

その保育園落ちたという匿名の書き込みが、国政をも騒がしてしまったというふうなこ

とがあったと思います。あれは本当に氷山の一角じゃないかなと私は思っております。 

問題なのは、ああいうふうないわゆるその潜在ニーズというか、住民の我が町に置き

換えて考えると、住民の皆さんの潜在的なニーズであったりとか、１年前にも質問しま

した。いわゆる物言わぬ多数派というんですかね、サイレントマジョリティーですかね、

そういうふうな方々の声というのをどういうふうに行政は把握しなければいけないのか

という部分が、非常に大きな課題だなというふうに感じております。 

１年前に質問した時には、「重要として考えていますので検討する」というふうなご回

答だったと思いますが、１年たちました。そういうふうないわゆる住民のなかなか耳に

入ってこない、聞こえにくい声、潜在ニーズというのを今後どのように収集していくと

いうふうなご予定であるか、そういうふうなことを検討されているかどうかというのを

ちょっと合わせてお聞かせいただければと思います。 

○議長（関 克義） 米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） この情報の収集ということでございますけれども、今、

町では第５次の総合計画の策定段階でも行いましたけれども、地域づくり会議といった

ようなことで、ワークショップの手法を取り入れて行っております。 

こういった行政の側に、その多様な参加をしていただく仕組みを作っていくというこ

とは、大変大切なことだと思っております。それらがいろんな地域には異なった課題が

あるかと思いますけれども、そういったときにその地域課題に対して大きな町民の声ば

かりを聞くのではなくて、それ以外の先ほど話もありましたサイレントマジョリティー

ですか、そういった関係の住民の声をくみ取っていくというようなことで、それがその

声が例えば自治会であればその自治会長の代表者の声が、それを地区を代表している声

なのかどうかというところも改めて問題意識を常に抱きながら、進んでいかなければな

らないというふうに考えております。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） 答弁いただきました。 

地域づくり会議の取り組み等々非常に大きな前進であると思っていますし、頼もしい

ことだというふうに思っております。 
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それはそれとして、やはりそれは面と向かって言葉を交わすということに関しては、

それはそれで重要なことだと思っておりますが、今回保育園落ちた問題は、国会のテレ

ビ中継でもニュースで見ましたけれども、指摘を議員さんがした時に、ヤジで「どこの

誰の発言なんだよ」とか、「根拠を出せ」とか「その出典を出せ」といってそういうヤジ

がばんばん飛んだんですよね。総理の答弁もそんな感じだった。要は出所のない匿名の

状況は、見るに値しないというような態度でしたよね。だけれど、実はそれを軽んじた

ばかりにあのような騒ぎになって、一週間後には我が国の総理自らが発言を撤回すると

いうような事態になってしまった。 

そういうふうなことに関して、そのいわゆる潜在的な声なき声というのを、本当に丹

念に拾っていく努力というのをしていかないと、なかなか面倒なことというわけじゃな

いですが、大事な問題を見落とすんじゃないかなというふうに考えております。 

そういった部分に関しまして、どのような取り組みが考えられるのか、検討段階で結

構でございますが、お考えとか方針がありましたらお聞かせいただきたい、お願いしま

す。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 住民の声、あるいは弱い声をどう収集していくかということでございま

すけれども、現在では町はやはり様々ないろんな会があったりします。そうした時に出

た時に、いかに住民の皆さんの声を聞くかということが、今なされている形でございま

す。 

また、私も自らがやはりそうした場へ出席をして、住民の皆さんの普段の生活の中で

の出てくる言葉というのを非常に大切にしております。そして職員の皆さんにも朝礼等

を通じてそうした話もし、そして職員全体が少しでもそういう状況になっていくことが、

住民の皆さんの声を収集していく形になるんではないかという思いをもっております。 

それから私のところ、あるいは町にはメール、あるいは文章で様々な意見も１年間を

通しますとまいります。 

私は非常にそうしたものを真摯に受け止めるタイプです。なんとか答えてやりたい。

ところが匿名であるとお答えができないというようなことで、職員からも「これ町長ど

うしようもならん」と。それで簡単にできることならばやって済ませればそれはそれで

いいんです。ところが町でできないという部分に対して同返答をしていくかということ

ができないというのが、匿名の場合の大きな欠点でございます。 

それから私は、名前を名乗って言ってきたからその人を排除、もしくは毛嫌いをして
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いくという態度はとりたくないというのが自分の心情でございます。住民の皆さんが、

少しでも町を良くしようという思いで言ってきてくれることですので、１００％はもち

ろんできることじゃないですけれども、そういう姿勢で臨んでおります。 

それから会議の持ち方でございます。ブレインストーミングの法則というのがござい

ます。それで私も様々な委員会、審議会へ出席をさせていただいておりますけれども、

このところ正副委員長になられた方たちにお願いするのは、「できるだけみんなの全員の

意見を聞いてほしい」と。必ず会議というのは、声の大きい人になびきます。それから

理屈、ちゃんと利潤でしゃべっていく人が正しいというふうにどうしても受け取っちゃ

う。これは人間の心情です。 

ですから私も、昔いろいろ出ていれば、黙って会議を終わって帰っていかれる方、ず

っとしゃべっていかれるかた、いろいろあろうかと思いますけれども、やっぱり会議の

場は会議の性格によりますけれども、結論を出す会議でないならば、やはり様々な意見

を出していただいた方が、それの方が良い方向に向かえるというふうに考えております。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） 答弁いただきました。 

まずは匿名かどうかということではなくて、そういうふうな問題ですけれども、住民

のその潜在ニーズというか、私がちょっと怖いなと思うのは、皆さんぎりぎりまで我慢

していらっしゃる感じがいたしました。今回の保育園落ちたこともそうです。 

日々の暮らしに忙しく生活をしながら、そうはいっても制度にいろんな不満があると。

ただ、一生懸命自分の生活で頑張ることによってなんとか耐えているけれども、その我

慢の限界が沸点に達してきたときに、ああいうふうな行動になるのかなというふうに思

っております。そこまで、住民のニーズを先に読んで対応してこなかったというのは、

やはりこれはまずいと思っています、非常に。 

今、ちょっとここに本を持ってきたんですけれども、なかなか面白いタイトル。あな

たの町の政治は案外あなたの力でも変えられるという、こんな本がなかなか評判が良い

という噂を聞いてちょっと私も買って読んでみたんですけれども。 

この本もそうですけれども、非常に今、若い子育て世帯の方々を含めて、いろんなこ

との不満に対して我慢しているという状況が多いのかなというふうに思っております。

そういったものが爆発する前に、早く住民のニーズを先にとって、１０年後に彼らはど

う望むようになるかということを先読み先読みしながら、情報、手を打つためには、情

報をどんどんどんどんと集める必要があるんじゃないかなというふうに思います。 
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先ほど町長もその会議の場でみんなの意見を集中しているというふうなことをおっし

ゃった。それも大変ありがたい取り組みだと思いますが、２つ言わせていただければや

はり対面で参加可能な方の声しか聞けないということ。それから会議を回すためのファ

シリテーターという話は、確か６カ月ぐらい前に一般質問したと思います。会議をうま

く回して情報をぎゃんぎゃんに引き出せる上手ないわゆる回し役ですね。そういう人た

ちって専門家なんで、専門の研修受けさせて、その専門家を受けさせてその専門家を育

てないと会議の質が下がっちゃう、そういうふうなことも問題もあるんじゃないかなと

思います。そういったところも含めて検討をいただければというふうに思います。 

それから３点目の一番これからちょっと質問なんですけれども、町長は一生懸命現場

を歩いていろんな声を聞いていらっしゃるということは、本当に私もよく理解しており

ますし、町長の熱い思いもよくわかります。 

ただ、私がちょっと危惧するのは、じゃあ職員の皆さんはどうなんだろうと思います。

別に職員の皆さんが、いろいろ自治会に出向いて話を聞いてくるとかそういうわけじゃ

ないんですけれども、職員の皆さんの普段の業務の中で、情報の収集能力というのを鍛

える、こういうふうなものこういうふうなものに磨きをかけるということに関して、何

か特殊な施策なり配慮、そういったことをなさっていますでしょうか。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 今は情報の社会でありますので、いかに自分の担当しておる分野、いろ

んなことで情報をいかにたくさん集め、その中からどう取捨選択していくか、これが非

常に問われると思うんです。 

いろんな事業、一つこの事業をやる。私も先進地がこういうところがある。それらを

どういうふうにやっているか調べてそしてやっていけ。細かいこと言いますとそんなよ

うなことなんですけれども、そういったことがそれぞれの皆さんが自主的に、私たちは

この問題に今度取り組んでいくんだ。これについては、全国に様々いろんないわゆる失

敗したともあるだろうし、成功したとこもある。そういった情報をいかに集めながら、

その集めたものをどう自分のものにして取捨選択していくのかというが問われるという

ふうに思っております。 

ただ、これ今度は人材育成という面になってまいりますので、今年度どういうような

形でやっていくというところまでは、私の立場ではちょっとまだ答弁できませんけれど

も、そうした人材を育てていくことが大事だということはもう全く同じでございます。 

○議長（関 克義） 塩倉課長。 
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○総務課長（塩倉智文） 職員の人材という意味で、どのような職員を育てていくかという件

につきまして、まず活かされていくかとかどうかということありますけれども、長野県

の職員研修センターの主催します研修に積極的に人員を派遣しているという事実がござ

います。 

この研修にはファシリテーションの研修、それからコミュニケーション、企画をする

こと、地域の知財の掘り起こすようなそういうような新しいものにも取り組んでいただ

いておりますので、それらに職員を積極的に派遣いたしまして、ノウハウをつかんでき

ていただく一つの方法として考えております。 

また、地域要請リーダー塾という東京の研修もありますけれども、平成２８年度は１

人の職員を派遣するようになっておりまして、平成１５年から２７年は一回お休みしま

したけれども、毎年１人ずつ派遣しておりまして、こちらの派遣した職員につきまして

は、多いな町の宝になっているかというふうに考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） 答弁いただきました。 

町の職員の人材育成体制、特に研修制度につきましてはよく理解できましたし、私の

方の見た資料でも松川町の特徴ということでよく載っていますし、総務省からも大変褒

められている。だもんで誇れることがあるというふうに思います。 

ただ、私が問題にしたいのは、今、町長がはっきりとおっしゃった町長は現場を飛び

回って声を聞くように努めていらっしゃると。ただ、やっぱり町長体１人なんでね、一

つしかないんで限界があると思うんですよ。それを職員の皆さんたちが、どう自分たち

も独自の情報ルートを持って、住民の潜在的なニーズを引き上げて、それを町長に報告

したり、町長と相談したりというふうなこういうサイクルが生まれるかというような質

問をしておるんです、私は。 

その今回の松川町の人事評価システムの中にも、そのいわゆる能力評定、業績評定す

べてもそうですけれども、情報の収集能力や分析項目はない、なかった。私の見た範囲

では。ですので、町長がおっしゃるような、町長が１人で奮闘しているようなイメージ

を私は受けます。人事評価というふうな人事評価というふうな意味で、その職員の皆様

の情報収集能力というのを今後どのように高めていかれたいのか、ちょっとその辺のお

考えをお聞かせいただければと思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 
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○町長（深津 徹） 松川町の人事評価制度についての総務省の資料を見ていただいた、大変

ありがとうございます。 

松川町は、そういった点では非常に先駆的でございますし、いろんな質問を受けます。

だけれども、松川町の現状をまずこういうことをして、こういうことをして、こういう

ことをしておるけれども、こういうふうに持っていった方が良いという質問をいただけ

るのが一番ありがたい。 

だから１年間通しますと、その人事に関しての視察も全国から実は訪れます。それは

市町村であったり、県であったり、あるいは広域連合であったり、様々来ております。

それだけのものをやってきております。 

それから、だから１００％かという問題とはちょっと別に考えてもらいたいと思う。

まだまだじゃあ実際働いている皆さんたちが、そうした今の制度の中で、ある程度満足

してみんなが納得する中で働けているか、ここらも一つの大きなテーマになろうかと思

いますけれども、それでも一生懸命取り組んでいるという現状は、ぜひともお認めいた

だきたい。 

それから町長が１人でというお言葉もございましたけれども、隗から始めよという自

分にはそういった思いがございます。 

それから、それをいかに職員に対しても同じようにこういうふうに接していってもら

いたいという思いを強く持っております。ただ、残念ながら、行政の今までの中にそう

したシステム化できたものがない。これは自分でもなかなか非常に難しく考えておりま

す。 

それで今度２８年度からいわゆる労務管理というようなことで、アドバイスをしてい

ただける方をお願いをしております。これはそういったものが、行政と民間とは当然違

うものは確実にあります。ありますけれども、やっぱりその良い点をどういうふうに取

り入れて、それでそれが松川町という行政はいつの時代にあってもこういう形でいくと

いうシステム的なものを、できたらある程度確立をしたいなという思いを持っておりま

す。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） 大変前向きなご答弁をいただきました。 

ぜひともその実現に向けて邁進していただきたいというふうに思っております。 

１０年間この人事評価の仕組みについて、松川町がトップランナーとして走ってきた

のは良いと思うんですけれども、そこで例えば臨時職員の固定に関しては１０年間言い
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換えれば１０年間何もしてこなかったというふうにも言われかねないですよね。今の現

状だと。そういうふうなこともありますので、ぜひこの節目を起点に、次のステージに

進んでほしいなというふうに思っております。 

一つここで気になるのが、今のその情報の収集能力というのを私問題にいたしました

けれども、私がじゃあ逆に一職員だったらどうだというふうな率直にちょっと考えてみ

ました。そうすると情報をとってこい、感度、アンテナを高くして窓口に来た皆さんと

対応しなさいということはもうごもっともだと思うんですけれども、モチベーションと

して上がるのかなというのも、ちょっと私はずぼらな人間なんでそういうところがある

かもしれません。 

これはよく経営の世界なんかでよく言われますけれども、人材を育てるためにはまず

責任を与えなきゃ駄目だと言いますよね、その人に責任を与えなきゃいけない。じゃあ

責任を与えるって一体どういうことかというと、情報に関しては具体的な話ですけれど

も、その職員の皆さんが情報収集、それをするための自由と道具を与えるということで

すね。そして積極的に自ら動くようになって、しかもその情報を基に職員の皆さんが判

断したもの、これは組織として、もしくは上役としてそれは尊重する。現場の意見をし

っかり聞いてくれて、自分なりに加工して判断した情報なんだから、それはそれで大事

な議題として採り上げて検討してみようというふうな仕組み作り。要はそうやって、そ

のあとは民間はそのあとは成果を配分するというのつくんですけれども、行政の場合は

さすがにそこまではいかないと思うんですが。 

どちらにしても、しっかりと職員の皆さんというか、部下の皆さん、町長から見れば

部下の皆さんですけれども、に１０年先この先どうなっているかわからないというふう

な世界の中で、１０年後に備えて今のうちから住民の潜在ニーズをつかんでおきたいと

いうふうに思ったら、やはり職員の皆さんに情報収集の自由と道具、それから責任、こ

ういったものを明確に与えて、遂行の指示というのが必要なんじゃないかと思いますが、

それについてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 今、どう考えますかって、それは良いことですねって答えるよりしょう

がないんだけれども、今の一つの意見として承る中で、これからまた行政の場でいろん

なまた私も意見言ったり指導したりしていきます。それの一つのご意見として承って、

それも頭に入れながら上手にやっていくと言うしか、ちょっと答弁の仕方としたらない

ということで勘弁願いと。 
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○議長（関 克義） 吉澤副町長。 

○副町長（吉澤澄久） すいません、先ほど来からのご質問の中でいくつかありますけれども、

まず人事評価制度やって、先ほど１０年間何もしてこなかったんじゃないかというよう

なことを頂戴しましたけれども、今回、私どもその先進的に人事評価やらせていただい

たのは、たまたま先ほど出ておりましたが、研修会に職員を派遣したところの教授に教

わりながらやらさせていただいて、本来コンサルを入れるとこをその先生のアドバイス

をいただきながら独自にやってきたということでございます。 

それから総務省の研究会にも、その先生のつてがございまして、参加させていただい

て、職員が研究員として参加させていただいておりました。 

そんな中で、他の自治体さんとも情報交換をしながら、町独自のものを作り上げてき

たということかと思っております。 

それから、職員がその情報収集ということです。確かにおっしゃることは一理ありま

すけれど、例えば１０年前に総合計画第４次を作った時に、住民の皆さんの意見を聞こ

うということで、職員が率先して地域に出ました。自治会さんをターゲットに出ました。

その時に地域の皆さんから「役場の職員もこんなことをやるのか」ということを若干お

褒めの言葉をいただいたかなと思って喜んでいたわけですけれども、そういったことで

始めました。 

その時は、担当課の職員だけでやらさせていただきましたけれど、それを見ていた他

の職員が「そういうことはみんなでやらまいか」ということになりまして、今の形の各

班を作って今は５つぐらいですかね、自治会を回させていただいているもとができたと

いうことでございます。 

たまたま深津町長になりまして、町長どんどん地域へ出ていただけますもんですから、

若干その陰薄くなっていますけれども、職員としてはちゃんと勉強して、地域へ出て説

明をさせていただいて、意見も頂戴するというスタンスをとらせていただいているのが

現状でございます。そんなことでございます。 

それから人事評価で私が一番良かったなというのは、職員、いわゆる部下とその上司

のものが年４回の面談がありますから、それによってコミュニケーションが深くなった

んではないかということをつくづく感じているのが現状でございます。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） 答弁いただきました。 

決して松川町が何もしてこなかったということは、毛頭言うつもりはございません。
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総務省から全国４町村に選ばれているぐらいですからね、素晴らしいと思っています。 

ただ、この本会議でいろんな議員の皆さんからご指摘いただいているやはり臨時職員

の関係ですね。今や町の職員の半分弱を占めているわけです。この方々の力を持って、

この方々の力がなければもう役場行政回らない状況ですよね、はっきり言って。そのぐ

らい大きなウエート占めていると。それなのに半分の報酬で年収でやっていらっしゃる

ということに関しては、やはりその部分は１０年間何かしてこなかったのかというふう

な意味で私は申し上げた次第でございます。 

それから今、おっしゃったように、何か改まって自治会に出向いてこうご意見をお聞

かせくださいといって、じゃあ集まったから出てくる意見、それはサイレントマジョリ

ティーじゃないんですよ、潜在的なニーズじゃない、声にして出せるんだから。声にな

らないような保育園落ちた日本死ねというふうな、ああいうふうな声にならないけれど

も、もう我慢の限界に来ているようなもの、そういったものというのを鋭敏に察するセ

ンスを磨けと私は言っているわけです。 

ですので、役場の職員皆さん皆さん一人ひとりもほとんどじゃないですけれども、多

くの方が松川町住民のはずです。ですので、子どもの親として、保護者として、また一

住民として、一自治会員として、一消防団員として、松川町で暮らしていらっしゃる。

その暮らしの中から敏感に感じ取る情報収集ってあると思うんですよね。そういったも

のを自分は収集できる責任を負う。そしてそれを加工して、上司なり企画として提案し

ていくというふうなそういうふうなシステムというのが、やっぱりうまく回るようにな

ることが望ましいんじゃないかなというふうな私の要望でございますので、またぜひご

検討いただければというふうに思っております。 

それから今申し上げたように、その１０年先２０年先という話をしつこくしましたけ

れども、今回視察に行きました四国で上勝町にしろ内子町にしろ、どこももう３０年や

っているんですよね。葉っぱビジネスも３０年。内子のからりリフレッシュパークもも

う３０年ですね。３０年前といったらバブルですよ。あの時代にもうこの先の３０年後

のことを見越して、当時はそうかどうかわかりませんけれども、少なくとも１０年先は

見越して動いてやっているというふうな状況ですね。 

ちゃんとその時にやはり潜在ニーズというのはつかみきってやっているわけですね。

四国には全部で４県合わせて５７の町村があるらしいです。私たちは今回視察に行った

ところはほんの一例だと思います。じゃあ残りはどうかといったら、多分苦しんでいる

町村の方が多いと思うんですよね。先を見て動ききれなかった町村もかなりたくさんあ
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ると思います。 

その証拠にその５７町村の人口減少率、創世会議のあれ見るとマイナス５９％ですか

ら、長野県は５０％ちょうどぐらいなんですので、かなりその四国の４県が逼迫してい

るかということわかると思います。 

要は私ども今回優れた町村を見てまいりましたけれども、その陰にはなかなか受け入

れらないでもがき苦しんでいる町村が山のようにあるということです。その差は何か。

それはやっぱり長期的なものが物事が見れるかというとこだと思うんですね。 

じゃあその長期的なプランとかビジョンを立てるためには何が必要かといったら、も

ちろん今あるニーズを満たしていくということも大切ですけれども、やはり潜在ニーズ、

こういったものをしっかり把握して、それが表に出てくるのが５年後１０年後、下手す

ればもっと後かもしれませんけれども、そういうことで先手先手を打っていって、物事

を進めていくということが、やはり私は重要だというふうに思っております。 

そういったことも含めまして、今後の長期的な視点の築き方、第５次総合計画も隅か

ら隅まで拝見させていただきました。あれはあれでよくできていると思いますが、もっ

と先の松川町というのが、そのじゃあ１０年後２０年後どういうふうなことを求めてや

っていけば良いのかというふうなもの、その思想の部分ですね、そういった部分をちょ

っとお聞かせいただければというふうに思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 今回、総合計画できました。「一緒に育てよう、一人ひとりが笑顔あふれ

るまち、まつかわ」でございますけれども、この町の将来像というものは、１０年後２

０年後を見越した３１年までの目標ではないです。これが、１０年後２０年後を見越し

た一つの町の将来の姿であるというふうにうたわれております。その下に３つの柱、そ

れからその下にまた政策大綱という形で作ったわけでありますけれども、そういうふう

に考えております。 

それから行政のみで、いろんな先駆的な取り組みというものをできるとは思っており

ません。それでやっぱりいろんな将来を見越し、それから松川町をこうしていこうとい

うものを作っていくには、住民の皆さんと一緒になる、あるいは行政がバックアップし

ていかなければ、行政のみでできることではないというふうに考えております。 

そうした意味でも、松川町の中には豊富な人材もおりますし、いろんなグループがご

ざいます。そうした人たちとのコミュニケーションやいろんな語り合いがいかに重要に

なってくるかということではないかというふうに認識をいたしております。 
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○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） 答弁をいただきました。 

先ほど熊谷議員の質問の時にもありましたけれども、行政が何から何までというのは

不可能だというふうなのはそれはごもっともだと思っております。 

あくまで今回視察行ったところもすべて、やっているところはもうほとんど民間なん

ですね、みんな民間なんですよ。行政何やってきたかというと、本当火付け役なんです

よね。最初の火付け役と長期的な思想を持っている、そういうふうな思想を持っている。

そういうふうな部分が人を集めるし、優秀な人材がどんどんどんどん集まってくるんで

すよね、そういう思想に群がってくるという部分だと思います。 

ですので、ぜひそういったものを視野に入れながら、今後の行政運営というのをお願

いしたいと思います。 

時間でございますので、以上で私の質問を閉じさせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（関 克義） 加賀田亮議員の質問を終わります。 

ここでお諮りいたします。 

ここで休憩をとりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

それでは１時まで休憩といたします。 

 

休  憩  午前１１時５０分 

再  開  午後 １時０６分 

 

○議長（関 克義） 副町長が所用のため、後ほど中座いたしますけれども、ご了承願いたい

というふうに思っております。 

会議を再開いたします。 

 

◇ 坂 本 勇 治 ◇ 

○議長（関 克義） ４番、坂本勇治議員。 

○４番（坂本勇治） それでは通告に従いまして、質問させていただきます。 

宅地と農地の現状の把握とその問題点をどのように考えているか、また対策として何
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を進めているか、将来度のような構想を考えているかをお聞きしたいと思いますが、ま

ず、先ほど熊谷議員の質問で、農業生産の維持、発展についての答弁、公社化について

のお考えはお聞きしましたので、ダブらないように質問させていただきたいと思います

が。 

農地は、広い、狭いだけでなく、町内においても場所の違いで、環境は様々変わって

くるわけです。耕作者の中には、兼業農家の方もおられますし、耕作物等取り組みも方

針も変わってくるかと思います。 

そういった地域によって想定される問題点と課題を、どのように分析しているかをお

聞きしたいと思いますが、当然公社化にできない農業分野というのもあるかと思います

し、松川町はくだものの里であります。くだもの以外の農地の利用というのもあるかと

思います。市街地に近い農地とか、生田の地区等山間地等遊休農地の推移等も数字を含

めて公社化にできない、あるいは果樹以外の農業に対しましてのお考えと説明をお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 坂本勇治議員の質問にお答えをしてまいります。 

事前通告では、空き家についてという質問でございましたけれども、今、農地を、端

的にもう一度質問を。聞きたい部分だけで良いです。 

○議長（関 克義） 坂本議員。 

○４番（坂本勇治） 松川町、果樹栽培に対してはかなり力入れていると思いますが、松川町

の農業というのは果樹だけでないと思うんで、その果樹とか公社化にできない部分につ

いてのお考えをお聞きしたいと思います。 

○町長（深津 徹） 今の質問の中で、坂本議員、農地を公社化していくという前提で言われ

ているというふうに思っておりますけれども、私の先ほどの答弁の中で、農地を公社化

をしていくんだ、そうしたものを公社として立ち上げていくんだというふうに申し上げ

てはおりませんので、ちょっとそれ誤解のないように。 

当然、検討材料の一つだというふうに思っております。 

今、議員のご質問でありますけれども、果樹だけではなく、様々な農業という分野の

中では空き地が増えてくるが、それに対してどういうふうに対応していくかということ

でご理解よろしいですか。 

農地の手放していく、やっていけないということで、これは何も果樹だけに限ったわ

けでございません。稲作もそうですし、畑もそうでございますけれども。そうした農地
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の流動化、あるいはどのように対応しているかということにつきましては、みらいの方

で担当の方で農地の流動化を図っておりますので、細部についてはそちらの方からお答

えをいたしてまいります。 

○議長（関 克義） 片桐産業観光課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） まず、農地ですね、いわゆるその経済的に自立しにくいという

か、いろんな農地がある中で生産性の高い農地と低い農地があろうかと思います。ある

いはその地域的な部分で、大島から上片桐、生田ということ。それからちょっと今かぶ

るかもしれませんけれども、経営の目的別で果樹だったり水稲だったり畑だったりとい

うこと。あるいは兼業農家だったり専業農家だったりということあるかと思いますが、

そのすべてについて横断的に分析するというところまではできておりませんが。 

まず、遊休農地の実際な地域別の今の状況をお話いたしますと、今年度は２０６ｈａ

という状況になっております。昨年が２１３ｈａでした。５年前にさかのぼりますと２

２７ｈａでしたので、５年前から比べますと２１ｈａ遊休農地が減っているという状況

でございます。 

この状況については、一つには農地の斡旋、流動化による効果がはっきりと現れてい

るかなというふうに思う点と、一方で転用ですね、農地から別の用途への転用という部

分もこれに影響を与えるかなというふうに思っております。 

それから昨年度、農業経営に関するアンケート調査を行いまして、各地区ごとの分析

等を見ますと、やはりそのいろんな問題があるわけですけれども、特に遊休農地という

観点でいうと、やはり後継者の問題が非常に大きく影響しますので、後継者の少ない地

区での遊休農地化がなかなか減らないというか、後継者のあるところでは農地が斡旋さ

れて、耕作者の農地が移っていくんですけれども、なかなか後継者がいないとこについ

ては遊休農地が減らない、あるいは少し増えていく傾向があるということまでは認識し

ております。 

それについては、みらいの方で先ほど来話をしておりますけれども、農地の利用の斡

旋、それから担い手ですね、新規就農を含めた担い手の支援を行ってきておりますし、

これからもそこの点について充実を図ってまいりたいという状況でございます。 

○議長（関 克義） 坂本議員。 

○４番（坂本勇治） 先ほども農地といったことで、ちょっと質問の内容が悪かったかと思い

ますけれども、当然公社化というのは、農地を含めた、販売も含めた全体の大きな中で

の公社化だとは理解しております。 



 －235－ 

ただ、松川町というのが当然専用農家もおられますし、果樹が主体になっているとは

思うんですけれども、先ほど言った兼業農家、会社に勤めながら、あるいは自営で何か

をしながら農家をやっているという方も少なからず多いわけで、それ自体もこれから先、

今、後継者不足といった中で考えられることは、複数の職業から収入を得ながらやって

いくという形というのが、松川町にもあって良いんじゃないかなと。当然そういう方向

になるんじゃないかなという気がしておりますので、そこら辺も含めて、町のスタンス

とするどういう方向でまちづくりをしていくかというところをちょっとお聞きしたかっ

たわけですけれども。 

数年前からほおずきだとか、生田に八重桜ですか、食用になるようなものとか、見て

も楽しめると思いますけれども、桜等の進行も進めてたらと思います。 

やはりそういうのも、じゃあこれから先どうなっていくか。ほおずきというのもじゃ

あどのくらい生産を上げていくという目標があったりとか、そういったことも町として

把握してて、そこに補助をすることによって目標を達成していく、そういった計画とい

うものをお聞きしたかったと思うんですけれども、やはり果樹だけでなく６次産業化、

じゃあ加工したものをどう売っていくかという商業との連携、そういったものが広がっ

ていく。例えば松川町にも果樹だけでなく、米だとか、今、遊休農地でそばを作ったり

とか、野菜を作ってられる農家の方もいらっしゃいます。そういった分野をきちんと育

てていくことによって、６次産業化ができ、農・商・工連携という幅もまた将来に向か

っての幅というのも広がっていくかと思います。 

そういった広い視野に立って、引き続きどうしていくんだという構想というのをぜひ

町として考えていただきたいなと思うので、今の時点での考え方というのをもう一度お

聞きしたいと思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 全体的な面でお話ししておきます。 

今、半農反Ｘというような言葉も叫ばれます。一つだけの農業だけで生産性を上げて

やっていく、あるいはそういったことが非常に難しくなってきているためにも、半農半

Ｘ、それから生活というのを楽しむ、エンジョイをしていくという傾向もあろうかとい

うふうに思っております。 

それから松川町に就農をしてくれた方たち、あるいは今度は逆に松川町で例えばコー

ヒーショップを開いてくれた方たち、その方たちが果たしてその事業だけでずっと定住

が続けていけれるかというと、なかなか難しい一面もあろうかと思います。 
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そんなような時に、これは担当課の方、非常に松川町へ移住をしてくれた人につきま

しては、非常に密着に接しながらバックアップをしておりますので、そういった点につ

いてはまた話をしていただきますけれども、そんなようなことは大切ではないかなとい

うふうに思っております。 

それからその公社化ということでございますけれども、私は最初先ほど答弁の中で答

えました。農地が空いていってしまう。非常に私は単純明快に考えます。これはまとめ

て会社として経営していったらどうだ。まず、一番最初に頭に浮かんだことはそのこと

でございます。 

しかしながら、煮詰めていきますと、果たして生産性が取れるのか、それだけ大きな

もの。そういったいろいろな問題がある中で、農地を単に単純に非常に飛び飛びの農地

でございます。当然ああいったもの。それを公社が全部買って、そして公社が運営をし

ていくということは、非常に難しい問題点が様々出てまいります。そういった中で、や

はり躊躇というかなかなか一歩が踏み出せなかったというのが現状でございます。 

そうした意味では、これから考えいきてます公社が、当然のことながらその農地の問

題も一つの大きなテーマではあるとはいうふうに思っておりますけれども、非常に難し

い問題もあるというふうに考えております。 

○議長（関 克義） 坂本議員。 

○４番（坂本勇治） 非常に難しい問題だと思いますし、この６次産業化、公社化とかという

話が出てからももうかなり何年もたっているわけですけれども、先ほど熊谷議員の質問

の中の答弁で、２８年度には始めていくというようなことを言って一度多分言われたか

と思うんですけれども、そのあと推進していくというような、前向きというような意見

に変わったのかなというような気がするんですけれども。 

そこら辺もやはりどこまでやっていくというのを出して、今年はここまで進めていく

んだ。１年たってどこまで進んだか。仮に駄目だったとしても、それを検証していくの

がＰＤＣＡだと思いますので、そこら辺もちょっと前向きにという言葉はやらないとい

う言葉にもイコールになりかねないので、そこら辺もぜひご答弁いただければと思いま

す。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） こうした公の場でございますので前向きに進めていきます。必ずやって

まいりますので、やるというのは、公社を２８年度中に作るのか。作るんですってこう

言った場合に、今度は皆さんたちは２８年度に作る。そいじゃ町長、非常にこれは難し
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いところなんですけれども、先日しっかりと担当課長、係長とも相談をいたしておりま

す。 

今、ここで明確に何年度には公社ができますということは差し控えます。責めていた

だいても結構です。進めてまいります。 

その答弁でご容赦願いたいというふうに思います。 

○議長（関 克義） 坂本議員。 

○４番（坂本勇治） 町長からの力強いお言葉をお聞きしましたので、当然先ほども様々な問

題があるということをお聞きしましたし、当然我々もわかっているわけで、その問題点

を一つ一つ解決していくという意味で、２８年度にじゃあ５つある問題の２つはじゃあ

解決しようとか、方向がこう見えてくるのかなという気がしますので、よろしくお願い

したいと思います。 

次に、空き家の状況についてお聞きしたいと思います。 

町内の空き家の状況はどのようになっているかということでありますが。軒数はもち

ろん築年数をはじめ、現在の建物の状況等どの程度把握されているのでしょうか。 

生田地区の住民は、町内の市街地に移ってこられる方もいますけれども、町外に移住

したことによって空き家になったもの、あるいは相続されて名義が町外の相続人に移っ

て空き家になったもの、様々ないろいろあるかと思いますが、当然不動産税は相続され

た方が支払っているわけだと思いますし、町ではその住宅の所有者、持ち主の住所等は

すべてわかっておられるかと思いますが、そういった状況の中で空き家が何軒あってど

のくらいの状況なのか。すぐ住めれるのか、あるいはリフォームすれば住めるのか。ま

た、明らかに朽ち果てて住めない状況にある建物なのか、宅地等をどの程度把握してい

るのかお聞きしたいと思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） ようやく通告をいただきました１番の質問をいただきました。 

空き家につきましては昨年、国の方で空き家対策措置法が制定をされまして、全国的

にも空き家が非常に増えているということで法律ができたところでございます。 

松川町でも２８年度予算化をして、担当課の方で進めてまいりますので、担当課の方

から説明をいたしてまいります。 

○議長（関 克義） 田中建設課長。 

○建設課長（田中 学） ご質問いただきました現在の空き家の状況、軒数等であります。 

こちらにつきましては、正確な数字の方を現在は把握してないような状況でございま
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す。 

ただいま町長の方から申し上げましたとおり、次年度の当初予算の方に実態調査とい

うことで盛らせていただいてございます。 

この調査につきましては、地元の自治会から情報提供をいただきまして、その情報を

基に合わせて水道の閉栓の状況ですとか、ゼンリンの空き家のデータ等を活用しまして、

空き家の広報というものを抽出したいと思っております。 

それで、その上で、コンサルの方にこの調査費を使いまして、調査の方をかけていき

たいと考えております。それで現地調査に入っていただきまして、実際の正確な数、あ

るいは所有者、あるいは住所等々把握するとともに、老朽化の程度ですね、どのくらい

の程度の建物であるか、その辺を実際に調査いたしまして、それを整備してまいりたい

と思います。 

それで判明した空き家につきましては、登記簿謄本とうと照合をいたしまして、所有

者をきちんと特定し、町外の方の状況等も合わせて把握し、またその先には意向調査を

して、今後の活用、あるいは対処方法等々を考えていきたいと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 坂本議員。 

○４番（坂本勇治） 先ほど町長、通告にないと言われましたけれども、通告書を見ていただ

くとのうちのことも書いてありますので、ぜひ読み直していただきたいと思いますが。 

ただいま、空き家の状況について、まだ町では把握してないという状況の中で、来年

度２８年度で調査していくということであります。 

今の答弁の中でちょっと気になったのは、所有者を確定してというのは、これ不動産

税やなんか税金等の関係ではどのような状態になっているのか、ちょっとお聞きしたい

と思いますが、その点どうなんでしょう。 

○議長（関 克義） 北村住民税務課長。 

○住民税務課長（北村 稔） 空き家の不動産税といいますか、固定資産税だと思いますが、

固定資産税につきましてはその所有者に課税をしておりまして、納税もいただいておる

ところであります。 

○議長（関 克義） 坂本議員。 

○４番（坂本勇治） 当然未納者とかというのはない状態で把握されておるということでよろ

しいですかね。 

町のホームページの中の空き家バンクですけれども、当然住むことができる建物につ
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いては、町のホームページにも載っておりますが、今、過去にこれを提案した時に生田

を中心にと思ったんですが、現在生田の地区は空き家バンク登録者０軒ということで、

何年か続いているわけですけれども。 

明らかに住める状態ではない建物というのを所有者の許可を得て取り壊さないと売買

もできないという状態のところもあるかもしれませんが、そこら辺の売り出す等の仲介

というのを町ができないのかどうか、そこら辺、また住むことができる建物の所有者に

ついてもそれぞれの方の貸しや売却等意識確認というのも先ほどこれからということだ

ったんですが、今までは全くやってなかったのかどうか。貸すのも売るのもやはり面倒

だということで、なかなか売却も借家等の移行もできなかった方もいるかと思うんで、

町としてどのくらい伺いを立てて、より貸家だとか、売却だとかという軒数を増やす努

力というのをどの程度してきたのかなというところをお聞きしたいと思いますし、空き

家バンクにもそのような情報というか、載っている情報というのはなかなか個人情報も

入ったりなんかするかと思うんで難しいところもあるかもしれませんが、部屋のどうい

ったものが売りだとか、こういった条件があるというアピールできるポイントというの

はなかなか入ってないのかなという気がします。 

そこら辺の見通しとしてどのようなお考えがあるか、構想があればお話聞きたいと思

います。 

○議長（関 克義） 米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 空き家バンクの関係でございますけれども、現在松川町

平成２０年度からの登録の軒数につきましては、４７軒の登録をいただいているところ

でございます。 

現在、その中でご案内が可能が物件が８軒という形になっております。その利用して

いただいている方につきましては、現在２０１組の方が紹介ですとか、問い合わせをい

ただいている状況です。 

その中で、実際に現地を現場を見られて案内をさせていただいた件数が１１１回とい

う形になっております。利用される方の年代とすると６０代、３０代、４０代の方が上

位を占めているというというような形でございます。 

これまでこういった空き家バンクの関係につきまして、年間３０軒程度の紹介をいた

だいております。今までこの中で１４組、３３名の方が成約となっているところでござ

います。 

ホームページ上には、やはりその物件の写真を載せているような状態でございまして、
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その売りといったようなところにつきまして、まだやっぱり実際にものを見ていただく

中で判断をしていただくというようなことでやっております。 

町外の方がその所有する空き家の物件につきましては、広報誌ですとか、固定資産税

の納税通知書に合わせて文書を同封させていただいたりですとかということで取り組み

をさせていただいている状況でございます。 

○議長（関 克義） 坂本議員。 

○４番（坂本勇治） この空き家バンクができて４年ほど経過したかと思いますが、きっかけ

は議会からの提案だったと思います。なかなか議会からの提案というのは、いまひとつ

力を入れてもらえないのかなという気がしているのは私だけでしょうか。 

ホームページのこの空き家バンクのページを見ましても、とりあえず窓口があるとい

うようななんか気がしてしょうがなくて、情報量が十分ではないような気がしておりま

す。 

町内の空き家の数からすると、非常に少ないんではないかなと。先ほど３０軒ほどの

成約ということでしたが、おそらく空き家バンク、ここの４７軒の資料からいくと数１

００軒というか１００軒以上の多分空き家があるんではないかなという気がしておりま

す。 

そこら辺も地元の不動産屋さんで手持ちだとか、そういったもの含め、あとニーズと

いますか、どこをターゲットにするか。やはり近隣のこの伊那谷の人ばかりではなくて、

やはり都会、都会に向けてのアピールというのがちょっと不足しているのではないかな

と。逆にそういった物件が数多くあって、選べる物件があれば都会から来てくれる人も

少なからずできるんではないかなと。 

これから先、空き家の情報というのを２８年度で取り入れる中で、ＵターンやＪター

ン、Ｉターンといった町に来ていただいた方がどのようなニーズでいるかということ、

そういったこともぜひ調べていただいて、事業としてまたホームページの改善というの

も含めて行っていただきたいなと思います。 

まだ、不動産の所有者にコンタクトをとっていないということですので、取り組みと

してはその結果が出てからだと思いますので、ぜひそういったニーズも取り込んだ中で

やっていただきたいなと。 

それと一つ要望でありますが、町の不動産屋さんとの調整といいますか、情報のやり

とりといったものについては、どのようにしているか、その点１点お聞きしたいと思い

ます。 
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○議長（関 克義） 米山課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 空き家につきましては、町への情報の提供もいただいて

おりますし、その所有者の方が同時に不動産屋さんの方と合わせて登録をされておりま

す。 

そんな形で、現在空き家として町から情報提供されているものの中には不動産屋さん

の方からもう既に申し込みがあって、処分といいますか、売り手といいますか、そうい

ったようなところへ流れていくケースもございますので、双方で進めていくという状況

でございます。 

○議長（関 克義） 坂本議員。 

○４番（坂本勇治） 協働のまちづくりということもあります。 

不動屋さんは個人の事業者であるんで、あまり積極的な個人的なつきあいというのは

難しいかもしれませんが、情報交換というのは大事かと思いますので、ぜひそこら辺と

もに進んでいっていただきたいなと思います。 

続いて自然エネルギーの推進について、今どうなっているかということで質問をした

いと思います。 

松川町では、太陽光発電非常に進んでいるかと思います。農地や遊休農地だからとい

って太陽光発電を地面に設置するというのは、私あまり賛成できないわけでありますが、

住宅や工場、駐車場の屋根等に載せるのが本来だと思いますし、個人の住宅も含めて太

陽光発電が進んでいることは非常に良いことだと思っております。 

そこでお聞きしますが、自然エネルギーの推進のために清流苑入り口に水車による水

力発電が、パイロット事業として大変苦労をしながら設置してきたわけですが、既に４

年ほど経過しております。水力や風力といった自然エネルギー推進も図ってきた経過が

ある中で、その後どのように進んでいるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（関 克義） 下沢環境水道課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） 松川町ではおっしゃるとおり、太陽光発電事業、平成１１年度

から住宅用の発電システムの設置事業を積極的に進めてまいりました。 

２８年今年２月末までに５１５件という補助をさせていただいております。また、お

っしゃるとおり、民間の事業者の町内での活動が積極的になります。 

固定買い取り制度が施行されまして、加速度的に設置されてきております。松川町で

は、町内、市町村２０位というような平成２６年度末ですが、発電の実績があります。

全体の需要量の１０％程度がこの自然エネルギー、太陽光によって賄われているという
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ことで、全国平均に比べると大きな数字になっているということです。 

さて、水力発電につきましては、清流苑のところに平成２５年３００ｗということで、

これも先駆的な事業、推進のための事業ということで設置しまして、付近の街路灯の電

源になっているところですが、現在のところ具体的な活動としましてはこの風力、水力

の設置につきまして、グリーン発電設備の設置事業という補助金という制度を設けてお

りますが、これまでまだ利用の実績がありません。過去に２件ほど相談がありましたけ

れど、太陽光発電も含めまして、地球温暖化の防止という観点から水力、風力の普及、

この補助事業の利用のＰＲ不足ということは私どもも不足はしているということは反省

しているところでありますが、特に水力につきましては町内豊富な井水、河川、中小河

川あるわけですが、この利用目的から何らか利用したいから適地のところはないかなと

いうそういうアプローチの仕方と、こういう目的に使いたいから何か良い場所はないか

なと、ここら辺のちょっと私どもも整理といいますか、アプローチの仕方について伴っ

ているところがあります。 

具体的な地元とか、希望者というところもまだ把握していない状態ですので、今後勉

強会というような形から住民の方とか、意義のある方を誘いをかけていきたいなと、そ

んなような形で考えています。 

○議長（関 克義） 坂本議員。 

○４番（坂本勇治） ただいま答弁いただきました。 

グリーンエネルギー事業だとか、いろいろアピールが足りないということもありまし

たが、やはり知らない住民の方が多いというのは、事業として成り立ってないと思いま

す。 

先ほど勉強会をやったりとか町民に呼びかけるということも聞きましたが、これ町の

工業の皆様だとか、商工会だとか、農業をやっておられる方でもここに電柵をちょっと

近くにやりたいとか、そういう希望者はいると思うんです。 

なぜというか、今年からやるというようなニュアンスで聞いて良かったのかどうかな

んですが。やるといってでも、なかなか実行に移していかないというところがどうして

も見えてくるので、この清流苑の時も、清流苑の時に水車を作る時も、工業の皆様で発

電技術だとか、そういった電気系の工業の方も当然町内にいるんで、そういった有識者

に集まってもらって意見交換をしながら、それならうちでできるとか、こっちならこう

いうふうにやった方が良いんじゃないかとかという意見を聞くということというのが、

非常に大事なんじゃないかなと。 
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当然職員の中でそのプロはいないかと思いますので、その時にどこかに聞くというと、

どうしてもコンサルとかそっち系にいきがちでありますが、町にまず呼びかけてみる。

町の工業、商業、あるいは農業の方にも呼びかけてみるということが今までちょっと少

なかったのかなと。これからやられるということなので、期待しておりますが、そこら

辺の情報交換というのをどの程度というか、目処として２８年度で予算があったかどう

かわかりませんが、人を集めて話を聞くくらいは予算をいらないかと思うんで、その点

いつ頃まで目標としたいというようなことでもありましたらお聞きしたいと思います。 

また、町長も当然この自然エネルギーについては非常に推進派だったと思いますので、

やはりそれを課長たち、職員に伝えないと職員もなかなか動きづらいのかなという気も

しておりますので、そこら辺も含めて答弁をお願いします。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 職員に伝えていないということではありません。 

それで水力発電についてでございます。 

清流苑のところへ水車をやったのは、大きなポイントは自然エネルギーへの啓蒙、推

進というＰＲという意味合いがございました。あれ２００何万円でしたが、本当笑い話

でありますけれども、おもちゃというと失礼ですけれども、そんなような程度なの。だ

けれども、ああいうようなことで電気が起こって少しでもできるよと、していきたいと

いう思いが第一でした。 

それで水車ができました。それで企業懇談会、会社の社長たちとの懇談会の中でも、

意見をもらっております。「町長、あの水車はここが作ってモーターはうちがやるででき

ますよ」それで私は「ぜひやってほしい」と「ぜひ町がバックアップしていく」と「一

緒に応援していくからやってほしい」と言うんですけれども、一歩がなかなか踏み出さ

れてこないというのが現状です。 

それからもう一つは、水力発電に対して、あの当時一時自然エネルギーということで、

水力もばっと盛り上がりました。私のところへもセールスが来ました、企業の方が。そ

れは本当にこういうスクリュー方のタイプで、本当に小さい井水へぽっと入れて、庭先

の電気、あるいは駐車場の電気程度はできますと。おおむね１３０万円か１５０万円の

間だったと思っております。 

そうすると、私はそれをぜひ少しでも住民の皆さんに普及できれば良いな。それは民

間の松川町の町民の人が業者を連れてきました。こういうものも今ある。そういったも

のが少しでも膨らんで、自然エネルギーというものに対する認識が深まれば良いという、
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ありがたいなと思ったわけでございます。 

担当課の方には、非常にあそこへ水車をやるに苦労しました。その井の権利のことで。

国交省、県、それぞれ大変に苦労しましたのでそれがどういうふうになっておるか把握

して、できる水路はないか。おそらく今は許可制じゃなくて届け制になっているかな。

ちょっと私も細かいとこまでは軽減化されてきているとは思っておりますけれども、そ

ういう思いで進めてきております。 

今、担当課の方から、また啓蒙もしていくということでございますので、それを頑張

ってやってもらいたいと思っております。 

○議長（関 克義） 坂本議員。 

○４番（坂本勇治） ぜひ人が集まって話し合いをするというのが非常に良いことかと思いま

すし、お金がかからなくてもいろんな意見が出てくるという場面というのはあるかと思

いますので、ぜひその火付け役ということでぜひ進めていただきたいなと。 

当然今、水路の問題、いろいろ昔は細かいところまでありましたけれども、用水路で

も排水のところの区間は許可も申請も何にもいらないとかということもあったりします

ので、そこら辺も含めてぜひ推進していっていただきたいなと思います。 

ちょっと時間がなくなりましたので次に、我々議員もいろいろ勉強をしてきたつもり

ですが、最近木質系の燃料という取り組みが、この長野県内でもかなり自治体として始

めております。以前、根羽村にも視察に行ってきましたし、和歌山県にも我々委員会で

も視察に行った経過があります。ごく最近では、中川村もそれに取り組むという発表を

しているようでありますが。 

石油が今、安くなっているので、なかなか対価でいくと難しいところもあるかもしれ

ませんけれども、この地域循環型という面で間伐材を使ったりとか、果樹園の剪定枝等

の資源というのをどのくらいあるかというようなことを調べてもらって、次につないで

いくということをぜひしてもらいたいと思っているわけですけれども、今、どのような

お考えでいるか、そこら辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（関 克義） 下沢課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） まさに坂本議員さんおっしゃるとおりでありまして、私どもは

平成２８年度新年度予算で供給、バイオマスの供給になります森林、そして農業の方か

ら出てくる剪定ごや等があるかと思いますが、この量どのくらい出てくるのかなと、使

えるのかなという量、それとご存じのようにそれを加工する、そのまま燃やすんではな

くてチップにする、ペレットにする、パウダーにする。それと今度消費ですね。このこ
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とを含めまして、調査をする予定で予算を計上をさせていただいているところです。 

特に私は、昨年の１１月に、チップのボイラーと薪のボイラーと石油のボイラーを並

べて運用している岐阜県の郡上八幡の明宝温泉の施設を視察に行ってきました。やはり

灯油、石油の削減効果というものは出ている。補助事業を使って施設を作り、そのラン

ニングコストも出ているんですが、すごく森林地帯でチップ工場、木材工場あるんです

が、やはり材料を出してくるということに一番苦労をしているということも聞いており

ます。 

供給とか高騰、消費、ここら辺が一体となって進めなければいけないというふうに考

えておりますので、これは今年度の重点事業として調査進めたいと思っております。 

○議長（関 克義） 坂本議員。 

○４番（坂本勇治） ぜひ調査進めていただきたいと思いますが、そういった情報の中ですぐ

コンサルを頼むではなく、やはりまずは町の有識者、あるいは経験者で企業といったと

ころへも相談といいますか、話し合いを持つというのが非常に大事かなと思っています

し、そこら辺も含めて検討していただきたいなと思います。 

やはり地域循環型、地域にある資源をどういうふうに活かしていくか。当然間伐をし

たりなんかするのには里山整備も含めてできることではないかと思いますので、そうい

った循環して外にお金を出さないという面でも、ぜひ検討を重ねていただきたいと思い

ます。 

以上で質問を終わります。 

○議長（関 克義） これで坂本勇治議員の質問を終わります。 

 

◇ 島 田 弘 美 ◇ 

○議長（関 克義） 次に、８番、島田弘美議員。 

○８番（島田弘美） それでは、私の方からは、一般質問久しく工業問題について質問があま

りなかったというようなことで、今回は工業問題にしぼりまして質問、質問というか考

え方をお聞きしてまいりたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いをいたし

たいと思います。 

町の産業は、果樹それから水稲を主とした農業と、それから町内工業団地を中心とし

た製造業が展開をされておるということであります。 

近年の世界的な社会環境の変化する中では、工業の商業・建設・サービス・観光等、

異業種を合わせて地域産業の活性化が図られております。特に工業におきましては、町
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の自主財源及び雇用安定にも極めて重要な役割を担っていただいております。 

そこで、町の現状、工業の現状、将来展望を踏まえる中で、これからの工業のあり方

についてお伺いをしてまいりたいというふうに考えております。 

近年の社会経済情勢、環境は高度な情報化や国際化の進展、地球規模での自然環境へ

の配慮、そして少子高齢化に伴う人口減少社会を迎えております。また、人・物・金・

情報・技術等、国境を越えた経済のグローバル化が進展しており、企業間、あるいは地

域間の競争を引き起こし、そして安い労働力を求めて海外展開が加速されておるという

ふうになっておるかと思います。 

そうした中で、当町にもその影響というものがあるわけでありまして、特に最近は小

ロット生産、あるいは受注減少等々、工業事業者生産規模の減少、縮小、あるいは雇用

面においても影響が懸念をされているところであります。 

そこで、特にリニアの新幹線、それから三遠南信自動車道の開通を間近に控えまして、

これからの工業振興の将来ビジョンは、どのような視点で捉えていくべきか。また、大

都市間との距離・時間も大変短くなるということから、どのようにお考えになられてい

るかについて現状での感想でも結構でございます。これについてのお考えを町長にまず

初めにお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 島田弘美議員の質問にお答えをいたしてまいります。 

平成１６年の１２月議会ということですから、今から１２年前、私が議員になった最

初の議会でございます。経済自立度について質問をしました。これは、工業・農業・観

光業、この３つでその地域の中で需要とされる需要額に対してどれだけ稼いでいるかと

いう経済の自立度でございます。 

松川町は５６％でした。１２年前。で、下伊那の平均４６％、飯田市がトップ６０％

台だったと思います。２位が阿智です。観光業で稼いでいるから。で、３位が松川町で

ございました。そしてその質問の中で、経済の自立度を図っていくべきである。そして

産業、当時は商工会・農協、農業のことは農協、工業のことは商工会、まったく接点は

ほとんど無かったくらいのものでございました。 

そうした中で、私は、「全産業を網羅し、連携をしていくプロジェクトを作ったらどう

だ」っていうふうに町長に発言したのが１２年前でございます。そして、「お互いに連携

を図っていくべきだ、そしてプロジェクトチームを作ったらどうだ」という答弁の中で、

町長が連携を図るために会議を持ちたい。商業の代表、工業の代表、農業の代表が集ま
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って、それぞれの現状について話をしたのを私は覚えております。その時の工業の代表

が米山俊孝議員、時の商工会の工業部会長でございました。 

そうした中で、経済の自立をどう図っていく。そして今、商工会の中には、観光農業

の人たちも商工会に入り、そして商工会も農・商・工の連携を叫び、そして昨日の若武

者の会にも商工会の事務局長、青年部、三役が出席をする。そして一緒になって６次産

業化、あるいは農・商・工の連携を図っていこう。そうした流れになってきております。 

そして先ほど申し上げました。経済の自立度を計算する観光・農業・工業、そのうち

の工業でございますが、平成２６年度の製品の出荷額は３２３億９，０００万円という

非常に大きな工業。そしてその経済の自立度を勉強していくと、工業がどれだけ地域に

貢献をしているかという数字が出てくるわけです。その雇用の問題、そして払われる給

与の問題、そしてその工業がいかに地域の経済に貢献をしているかという数字が出ます。 

今、申し上げました。平成２６年度３２３億９，０００万円、従業員数１，７２２人

でございます。そして支払われる、松川町の工業から支払われる給与が６９億６，００

０万円という、非常に大きな給与が雇用に役立っているわけでございます。そうした意

味では、やはり工業の波及効果というのがどれだけあるかという、大きいかということ

でございます。 

そしてまた、その当時、聞いておりました、工業というのは比較的その当時、行政と

の接点というのは非常に少なかったわけです、比較的少なかった。少ないけれども町へ

納める税から水道料、それから固定資産税、非常に大きなお金を町に納めておっていた

だけるんだけれども、どちらかというと接点は工業というのは少なかったわけ。 

しかし、だんだんだんだんやはり工業と行政との接点もできてまいりました。そして

５年前に企業訪問ということで、町内企業２０数社を私も回ってお茶を飲みながらいろ

んな工業等の話をしてきたわけでございます。 

そうしていかないと、以前工業の方からも聞いておりました。「いつでも工業はよそに

出て行っちゃうよ。厳しくなれば出て行っちゃうよ。やはり常に接点を持っていること

が大事だ」ということで、そんなことを始めたところでございます。 

そして今、松川町には企業団地として用意が、土地がされております。それも、数年

にわたって企業誘致、工業の及ぼす影響というものは、雇用という観点からも非常に大

きいものですから、非常に大きいものですから、非常にそういった点についても鋭意努

力をしているわけでありますが、様々な経済状況下の中、思うようにテンポ良く進んで

いっていないというのが現状でございます。引き続き、努力をしてまいりたいというふ
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うに思っております。 

それから、三遠南信・リニアでございますけれども、特に三遠南信の自動車道におき

ましては、これは物流ということになってまいります。非常に大きな影響があろうかと

いうふうに思っておりますし、またリニア新幹線においては、二重の居住地というよう

なこと。あるいは企業に、都会の企業あるいは製造業のみならず、研究所あるいは学術

的なものについても、非常に東京から４０分という場所になってくると、非常に変わっ

てくるのではないかというふうに思っております。 

その辺のところをしっかり精査しながら、企業誘致についても取り組んでまいりたい

というふうに思っております。 

○議長（関 克義） 島田議員。 

○８番（島田弘美） 今、町長の方から町の工業の現状等、私もちょっと若干調べてあるわけ

でございますけれども、工業の製造品出荷額が２６年３２６億９，０００万円と言われ

ましたけれども、これいつの数字を言っておられるのかちょっとわかりませんが、２６

年と言いましたけれども、これだけあったのかなあということの思いがちょっといたし

ております。 

そこで、課長さんの方から今、町長の方からも若干お話がございましたけれども、課

長さんの方からそうした中でどのような現状に置かれておるのかということで、まあ課

題も含めて課長の方からご説明いただければありがたいと思います。 

○議長（関 克義） 片桐産業観光課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 工業の現状ということでございます。 

過去、２０年くらいを振り返れば、全体として工業のこの製造品出荷額、あるいはそ

の就業者の人数については、減少しているということはあるのかなというふうに思いま

す。 

ただ、ここ数年の流れでいきますと、平成２０年２１年のリーマンショック以降、い

ったん、特に当地域では、平成２１年くらいが落ち込みが一番大きかったと思いますが、

それ以降は回復傾向にあって、町長さっき申し上げました３２３億９，０００万円とい

うのは、平成２６年の工業統計調査の最新の数値でして、ここまで２５年のものでいき

ますと２７４億５，０００万円という数字であります。 

ここの数字がだいたいリーマンショック以降の回復の傾向だったんですけれども、特

に２６年には大きく回復をしているという状況が見て取れます。その数値につきまして

は、従業員数ですとか、現金給与総額も同様の数字を示しておりますので、いったん、
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２１年のリーマンショックで落ち込んだ部分が、それ以前に回復しつつあるなというの

が数字の上では見て取れます。 

もちろん各企業の事業の内容等によっては、企業ごとにその感覚はやっぱり異なって

くるかと思いますが、数字上で言うとそういう状況でございます。 

現状で課題をという話もありましたのでありますが、大きな課題というか、について

よくお聞きするのは、人材の確保の難しさでございます。企業の方々とお話をする中で

は、非常にこういう形で経済の状況が全国的に回復しつつあるということの中で、人材

がやはり都市部の大きな企業に流れていってしまうということ。それから地方の方に来

られても、比較的大きな企業の方に人材が行って、松川町では首都圏に本社を持つ大き

な企業の会社の方から、それから中小の個人事業者の方々もいらっしゃいますので、そ

ういった中小の事業者の方々に、特に人材において確保しにくいというようなことを聞

いているような状況でございます。 

以上でお願いいたします。 

○議長（関 克義） 島田議員。 

○８番（島田弘美） ありがとうございました。 

今、課長の方から製造品出荷額、一番最新の数字で３２３億９，０００万円というお

答えがございました。これは平成２０年の３１７億６，０００万円に比べますと、過去

最高の出荷額を得ているなということだろうというふうに思います。 

そうした中で、製造業の発展というのは、町民所得の向上、あるいは農業・商業観光・

サービス業などの他の産業にも大きな波及効果が期待できるということだろうというふ

うに思います。 

そして今、町では第５次の総合計画が策定されました。あるべき姿が具体化していく

ために基本方針、施策の方向性はスピード感を持って明らかにしていくとなりますけれ

ども、きめ細やかな企業ニーズに向かっていくことが工業の意欲、新たな分野への進出

につながっていくものというふうに考えております。 

そこで、この町の工業振興策には、先ほど町長からもお話がございました。企業懇談

会や企業訪問を通じての情報収集、あるいは商工会を通じての商談会、自社製品の展示

商談会、それから一定規模の設備等に対する助成措置等を講じられていただいておりま

して、大変ありがたいことだというふうに思っております。 

しかしながら、現在は精度のある高度な技術が要求されておるということも同時にな

ってきているわけでして、せっかく、高付加価値の高い受注があっても、技術力がある
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なしによって断念せざるを得ないケースも多々あるということを承知しておっていただ

きたいということと、そうしたことに私も共鳴をさせていただいてわかっております。 

もちろん、事業主の意欲、認識は言うまでにありませんけれども、また優秀な人材確

保も必要と思います。企業努力でそれぞれ対応はしておられると思いますけれども、行

政として今後のどのような既存企業の育成についてどのようにお考えになられているか。

先ほど町長からも若干お話がございました。そのほかにございましたらお聞かせいただ

ければというふうに思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 今、島田議員の質問の中で、非常に重要なポイントがあろうかと思いま

す。非常に高度、製造する品物が非常に高度化になってきている。それに追いついてい

く人材とやっぱり研究が必要であるというふうに言われたのではないかというふうに受

け取っておりますけれども、今、いわゆる単独の町村だけでそういった問題に取り組む、

バックアップしていけられるということは非常に厳しいかなという思いも持っておりま

す。 

広域の中で、今、飯田工業高校跡地を知の拠点として、産業センター、知の部分と産

業センタ－の部分にしてまいります。その中でもその話し合いがなされる中で、やっぱ

り工業の非常にレベルアップ化を考えております。 

ＥＭＣセンターやあるいは工業のそうした実験施設だとか、いろんなものを備えてい

くというふうに理解をしております。そうしたものをこうみんなで利用する機会等を図

る中で、付加価値の高い商品化を目指していくのが良いんではないかなというふうに思

っております。 

○議長（関 克義） 片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） やはり企業のニーズの把握とスピード感を持って対策を取って

いくという話がありました。 

町長の方からも、町長就任して以来、町内の企業の訪問を積極的に行い、あるいはそ

の本社の方へも訪問するということでやってきておりまして、新年度この町内も含めた

企業訪問をしっかりやっていくということで、先日も指示を受けたところでございます。 

そこでまた企業の皆さんのいろんな声をまず把握していくということが一つだと思い

ます。 

それから、今、私が思うところは２つ、町でやっていることは２つかなと思っており

まして、一つはやはり人材の確保です。昨年、一昨年から移住就農交流セミナー相談会
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のような形で人材の確保に取り組んできておりますが、その分、就農ということで、農

業だけにこだわっておりましたけれども、やはり製造業ですとかそういった方々の人材

も確保していく必要があるかなと思うので、その事業を行っていきたいというふうに今、

思っているところであります。 

それから、平成２５年度から新たに始まりました展示商談会出店補助、これにつきま

しては、商工会さんの方でやっているものを町の方で少し充実をさせて、直接補助をし

ている事業で始めましたが、これについては昨年ですと３社で１５回というような実績

でありましたが、平成２７年度に入りましてからは６社で２１回と、現時点で出店がさ

れているところであります。 

出店をされる企業の社長さんなんかに伺いますと、やはりそういう機会を通じていろ

んなネットワークを持って、自社の技術を発信していくとともに、そのことがまた自分

の会社の技術力の向上にもつながるという話も伺っておりますので、その点もしっかり

と声を聞いてやっていきたいなというふうなところであります。 

以上でございます。 

○議長（関 克義） 島田議員。 

○８番（島田弘美） 今、町長それから課長の方からそれぞれお考えをお伺いいたしました。 

特に思うことは企業訪問、それから懇談会を通じて企業とのコミュニケーションづく

りは非常に企業の動向把握とか、これからの展望対策の施策に活かしていく上では大変

大事なことというふうに私は思っております。 

そこで、先ほど課長の方からも、人材育成、確保ということのお話がございました。

その点についてちょっとお伺いをしてまいりたいと思いますけれども、人材、雇用対策

についてでございますけれども、以前、広域北部ブロック町村の連携の下で雇用対策事

業が行われました。それなりの効果は承知しております。町内企業との連携を図る上で

一面では人材不足が伝えられていますけれども、優秀な人材育成、確保など雇用対策を

図る上で、個別就職相談も結構でございますけれども、一つの考え方として、これはで

きるかできないかわかりませんが、考え方として申し上げますと、よく大きな企業では、

合同就職説明会ということを開催をいたしております。 

これ町内の方でもできないかと、町主催でできないかということを常日頃私思ってお

ったわけですが、これを行うことによって非常に町内の企業のＰＲにもつながり、町を

広くＰＲする機会にもつながるんではないかなということで、これもひとつ検討をして

いただければなという思いがいたしております。 
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以前、商工会に私も勤めておったわけでございますけれども、こうした就職難で学校、

この近隣の学校に企業の皆様と訪問をして、ぜひ頼むよというようなお話も伺ったこと

がございますが、今、そうしたことでなくて、企業側の方でもう来ていただいて合同説

明会、あっちに行ってこっちに出るという、来た方々が自由に選ばれる。そんなまあ相

談会も必要ではないかなということを思っております。 

それともう一つは、これからの対策として、従業員の皆様が安心して家族とともに安

心して働ける環境づくりということで、今後においては、従業員、家族の居住環境の整

備ということで、従業員の宿舎っていうか、まあ、整備ですね、そうしたものが今後必

要になってくるのではないかなというふうに思います。 

そのことを行うことによって、町の人口対策の一環としても取り組むべきと考えます

が、これらについての考え方がもしありましたらお聞かせいただきたいと思います。ど

うでしょう町長。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 人材ということでございます。 

私も松川町にある企業で、東京の本社に行きました。その時に一番困ることは何だっ

て言ったら、やっぱり人材だというふうに言われました。それで、やっぱり企業によっ

ては違うと思いますが、おしなべてやっぱり企業は、ああいった企業は入りました、１

年目からどんどん働けるというわけには、育てていかんならんと。それでいくら優秀な

人物が入ってきたとしても、それをやはり何年もかけて育てていって、ようやく企業が

成り立つんだと。そういう意味でやはり途中で辞めてしまったりすると大変なんだって、

そんな現実の話を聞きました。 

ただ単に人が集まらんというだけではなくて、やっぱり何年もかけて育ていく。そし

て入った者もそれに向けて努力をしていくということが合致しないと、なかなか人材と

いうことで育たないという、そういった難しさをお聞きしたところでございます。 

それから、工業に従事する人たちの今度は住まいということのようでございますけれ

ども、新規就農者、あるいは移住定住につきましては、２８年度取り組んでいくという

ことで明確に打ち出しておりますけれども、工業の方の住居云々については、ちょっと

初めてのお話でございますので、果たしてそういったものがあればまたプラスに働いて

いうのかどうかということも含めて、しっかりと精査をしてまいりたいというふうに思

っております。 

○議長（関 克義） 片桐課長。 
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○産業観光課長（片桐雅彦） 町内の企業の皆様と行政、あるいは商工会が一緒になって合同

の就職相談会をやったらどうかというご意見だったと思いますが、につきましては、以

前からも一般質問等でそういった検討をすべきだというご指摘というかご意見をいただ

いておりますので、具体的にどういうふうにできるかというところはちょっと今申し上

げられませんが、実施できるような形で検討を進めてまいりたいというふうに思ってお

りまして。それにつきまして、やはりその企業の皆様との相談、協議を行う必要があり

ますので、ちょっとまた商工会さんとも協力しながら意見交換をして、どういった形が

良いかということを考えていきたいと思います。 

一方で、以前もお話ししたかと思いますが、やはり飯田下伊那ですとかの職業安定協

会でのやはり合同の就職セミナーは実施をしているところでありまして、市町村で言い

ますと飯田市と松川町と高森町の３市町がこのセミナーには協力をしておりまして、町

内の企業からも数社の企業が毎回参加をいただいております。 

そこの参加者の数でいきますと、年に２回ほどやるんですが、１回に１００人前後の

学生さんがお見えになるというような形の中で、近年、先ほども申しましたが、都市部

の企業に人気があるということもありまして、少し参加者の学生の数も伸び悩んでいる

というとこもあります。 

そちらの方も、もちろん一緒にやっていきながらですけれども、町独自でそういった

ことを発信していくということもあるのかなというふうに思っております。 

それから居住関係につきましては、不動産の会社の方にも私お話を聞く機会があるん

ですけれども、やはりアパートの入居率は現在非常に高くて、特にその工業、会社の方

に勤められる方の入居される数、多くて空きが少ないという話も伺っております。工業

だけのという話というよりは、先ほど町長も言っておられましたが、新年度での町づく

り政策課さんでのその宅地の分譲とかの検討を行っていくのかなというふうに思ってお

ります。 

○議長（関 克義） 島田議員。 

○８番（島田弘美） 先ほどもお話がございましたように、工業の製造出荷額が３２３億９，

０００万円という形で、完全に経済的には工業の皆さんはリードしているなという感じ

がいたしております。そこに働く雇用者も２，０００人弱ぐらいになるというふうに思

っております。 

そうした中で、やっぱりこれからの雇用対策を守っていくためには、そうした環境づ

くりもやっぱり平行して進めていかないと、良い人材が集まらないのではないかなとい
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う懸念もいたすわけであります。 

そしてもう一つは、今、合同就職説明会のお話をいたしましたが、これぜひ関係機関

とのお話、まあ企業との意向もございます。そうしたことで、ぜひ検討をしてみていた

だきたいなあというふうに思います。 

これ大変、松川町のＰＲにもつながるし、企業のＰＲにも非常にプラスになるし、学

生さんたちの松川町に対する熱心さ、意欲してきたこともそうしたことがつながってい

くということで、非常にユニークな取り組みになっていくのではないかなという気がい

たしておりますので、ぜひそうしたことで検討をお願いをいたしたいというふうに思い

ます。 

それから次に、企業誘致その後の動きについてお伺いをさせていただきますけれども、

町の工業活性化は、町の活力の源を生み出すために必要不可欠と考えます。町長は、以

前いくつかの企業からの話もあり、アプローチしている旨の説明がございました。 

相手のあることでございますので、早急に結論といかないまでも、我々、まあ期待と

ともにその動向が気になっておるわけでございます。差し支えない範囲内でお聞かせい

ただければと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（関 克義） 片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 企業誘致の関係でございます。 

企業誘致の関係については、松川町では現在、生田の企業団地とそれから松川インタ

ー企業団地の団地では２カ所あります。生田の方が７，０００平方ｍくらいで、松川イ

ンター企業団地が約７ｈａということであります。 

で、それぞれ各企業、あるいは各機関の方から情報の提供をしてほしいということで

問い合わせがある中で、積極的にそういったものについては、問い合わせがあったらこ

ちらの方から出向いて説明を行うというようなことに努めているところであります。以

前から接触を持っているルートにつきましては、現在も連絡を取り合っている状況であ

ります。 

ただ、特にそのルートに限定して絞って対応するというスタンスは現時点では持って

おりませんで、その特定の企業、ルートにとどまることなく、幅広く問い合わせ等があ

れば対応していくというスタンスで現在は臨んでおります。 

○議長（関 克義） 島田議員。 

○８番（島田弘美） そうすると、以前お話が全協等でお話がございました件については、ま

だ継続をされているということのご理解でよろしいですか。はい。 
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今のお話だとまあそれにとらわれずに幅広く門を広げてアプローチをするというか、

積極的に出向いて行くんだと、お話があれば。そういうお話でございました。ぜひ、そ

うしたことが非常に町に活力にもつながってくるというようなことで、その後の動きが、

非常に動向が気になったものですからお聞きをさせていただきました。 

それでは、次に、当町、工業の将来展望についてお伺いをさせていただきますが、今

後、間近に控えた先ほども申し上げましたけれども、三遠南信自動車道、それからリニ

ア新幹線を見据えた中で、大都市間との距離・時間も大幅に短縮になります。 

工場立地は、さらに増して好条件になることの期待は非常に大きいものがあるという

ふうに考えております。特にこの地域は、航空宇宙産業特区に指定されております。様々

な面で好条件の要素は大きいと思います。 

地の利、私が思うに、地の件については、広域的で重点的に取り組んでいただくとい

たしましても、航空産業に関連した新たな企業がこの町に誘致できればというふうに思

っております。 

既にこの地域は、航空宇宙クラスター拠点工場として広域で取り組まれて、今後成長

産業として着目し、中京圏に近いこと、現在集積している精密加工、電気電子技術の基

盤を生かした取り組みが本格化しようとしております。 

既に多摩川精機を中心に動きがあることは承知をいたしておりますけれども、これを

松川町工業界に今後どう取り組んでいくべきか。また、行政としてどのような支援体制

づくりを考えていくべきかだというふうに考えます。 

航空産業における熱処理、表面処理機能を有する特殊加工工程技術を駆使した拠点工

場とお聞きしております。そんな中で、地区内の製造業が一貫した生産体制を確立して

いくことが、今後、勝ち残る製造業の大きな道ではないかという思いがいたします。 

既にご案内のとおり、三菱重工業が国産第１号の航空機を発表いたしました。部品点

数も自動車部品の３万点の約３０倍というふうに言われておりまして、約ざっと計算す

ると部品点数も１００万点近く前後とも言われております。 

将来、国内外から受注獲得を目指す絶好の機会でもあり、大きな市場拡大、ビジネス

チャンスが期待されるというふうに思っております。近い将来、当町に部品工場、ある

いは研究機関が誘致できたらとの思いでもあります。 

先ほど町長は、そういうものができると物流が非常にというお話がございましたけれ

ども、私はそればっかりでなくて、もうお隣の町と同じ距離になるのではないかと、そ

のくらいに思っておりまして、そうしたことで部品工場、あるいは研究機関がこの町に
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誘致できたら非常に良いんじゃないかなという思いがいたします。 

そのためには、ある程度の投資、あるいはリスクはあると思いますが、機会を捉えた

関連企業のアプローチをしていくべきと考えますけれども、この点について町長の所見

をお聞かせいただきたいというふうに思います。 

いかがでしょう。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） ご承知のように、宇宙航空産業のクラスター形成地区ということで特区

を受けております。松川町の企業も３社がそれに加わっているところでございます。 

航空産業は、非常に裾野が広いということで、多摩川精機が中心になってやっていた

だいておりますけれども、話をお聞きしますと、非常に今までにない車産業以上の裾野

の広い産業である。そしてそれを将来を見据えた中で、この飯田下伊那地方には、そう

した企業もあるんで、それらがクラスター、こういうふうに方々がこういうふうにみん

なが連携をしあって一つの地域を形成していこうというのが狙いでございます。 

そうして、それをどういうふうに行政が、これは恐らく工業会あるいは精密工業会、

飯田には私も出席をしておりますけれども、飯田市を中心にしたそういう企業同士の会

があり、そこで非常に勉強会や情報交換がなされております。 

行政としてそういったものが育って、ぜひ育って欲しいという思いは当然あるわけで

すので、先ほど来、いろいろ出ている行政としての工業に対するバックアップっていう

ものをしっかりと充実をさせながら、あるいは新たなバックアップの方法ができるかど

うか。今、私も、ではそういう工業の皆さんにはこういうふうにバックアップしていく

よというところまではちょっと何とも言いがたいわけでありますが、一緒になってバッ

クアップしていくことは重要だというふうに思っております。 

○議長（関 克義） 片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） このアジアＮｏ１航空宇宙産業クラスター形成特区につきまし

ては、設立の設置の総会の際も、町内の参加企業の方と私も一緒に会議の方に出席して、

協力していくといいますか、今の段階では情報の共有を図っているという状況でありま

すけれども、そんな姿勢は取ってきているところでございます。 

また、その点について積極的に工業会さん、あるいはその商工会さん、あるいは企業

さんとどのような取り組み、あるいは展開ができるかということについては、また、商

工会さんとも相談をしていきたいなというふうに思っております。 

○議長（関 克義） 島田議員。 
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○８番（島田弘美） 今、お話のございましたように、松川町、これを今後どう取り組んでい

くかということが、今後非常に大事な気がいたします。 

そこで、航空機産業クラスター特区に指定されたことは、すべての産業に大きな活力、

先ほども裾野が広いというふうに町長言われましたが、部品点数も約１００万個前後と

言われておりますから、車の約３０倍ということですから、非常に恩恵が大きいという

ふうに思うわけであります。 

そのことが前段で述べましたすべての解決につながっていくんじゃないかなという、

こういうことを思うわけでございまして、できれば近い将来、具体的な絵を示していた

だくぐらいのお気持ちでひとつご検討、前向きなご検討、お取り組みをいただければ非

常に工業界の皆様、地域の皆様がこの希望と夢を与えてくれるんではないかなというよ

うなそんな気がいたしたものですから、そんなことを申し上げさせていただきました。 

時間もまいりましたので、私は以上を申し上げて、広い裾野の中のご質問でございま

したので、まああれでございますが、そんな思いがいたしておりますので、そんなこと

を申し上げて私の質問を終わりにさせていただきたいと思います。 

○議長（関 克義） これで島田弘美議員の質問を終わります。 

 

◇ 間 瀬 重 男 ◇ 

○議長（関 克義） １０番、間瀬重男議員。 

○１０番（間瀬重男） それでは通告によりまして質問をさせていただきます。 

２点ほどお願いしたいわけでございますが、まず、第５次松川町総合計画についてご

質問をしてまいりたいと思います。 

平成２７年度第４次松川町総合計画が期間を終えるわけであります。「一緒に育てよう、

一人ひとりが輝く笑顔あふれるまち、まつかわ」を掲げる中で、第５次総合計画の基本

構想及び基本計画が２月２２日の臨時会で提案され可決されました。 

現状を見つめ、将来を展望し、新しいニーズに対応した総合的なまちづくりを進める

ためとして策定をされました。昨年６月総合基本計画の策定について町長の諮問を受け、

総合基本計画審議会委員の皆様をはじめ、地域づくり会議の委員の皆様、また町民アン

ケート１００人ヒアリング等を経まして、議会からの提言なども関わる中で立派な計画

ができたと思います。町民の皆様、関係委員の皆様のご尽力に敬意を表するものであり

ます。 

昨年は、果樹栽培１００年、また今年は１００周年記念、そして今年は町政６０周年
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記念と、また近々７年に一度の御柱祭も各地である大きな節目つづきであります。 

深津町政、昨年４月の２期目をスタートされ、大変油ものってきた中でございます。

総合計画にも熱い思いが込められていると受け止められるわけでございます。３００余

の基本施策を想定する中で、まず何を大きな柱に、どのように今後推進されていくのか。

また、この総合計画は１０年２０年を見据えた中での計画であることは理解をしている

わけでございますが、今回、４年間という時間でどこまで目標として考えていくのか、

町長の思いとお考えをお伺いいたします。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 間瀬重男議員の質問にお答えをしてまいります。 

総合計画についてでございます。２月の臨時議会におきまして、総合計画、議会の皆

様方にもお認めをいただき、そして今、製本がされている状況ではないかというふうに

思っております。 

この計画につきましては、２６年２７年度、２年間にわたりまして町民ヒアリング、

それから町民アンケートを経まして、地域づくり会議、合計９回の地域づくり会議、３

０名によります地域づくり会議で原案を策定をいただき、策定委員会そして審議会を経

て決定をしてきたものでございます。 

ご承知のように町の目指す将来像は、「一緒に育てよう、一人ひとりが輝く笑顔あふれ

るまち、まつかわ」でございます。そしてその下に、３本の柱、「あなたの想いを大切に

します」「人とのつながりを大切にします」「住みよいまちをつくります」この３つを柱

にし、その下に政策大綱をいくつか設け、そして３０８項目にわたる目標を立てた次第

でございます。 

そして、これは町内の検討委員会の中で１０年スパンというよりも、１０年２０年を

目指してまちづくりの将来像は作っていくんだが、細かい計画については、ひとつには

４年のスパンにしていこうということでお認めいただいて今日に至っているところでご

ざいます。これ非常にまあ、私自身もしっかりと受け止めて、この目標に向かっていき

たいというふうに思っております。 

それから４年間にどれだけできるかという質問は、非常に何とも答えずらい、愚問の

質問ではないかというふうに思っております。当然、目指してまいります。それからＰ

ＤＣＡをやってまいります。ですから、４年間こういうふうにやっていくんだ、そうす

ると半年もしくはこう１年経ったときの進捗状況を見てまた質問をいただきたいという

ふうに思っております。 
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○議長（関 克義） 間瀬議員。 

○１０番（間瀬重男） 熱い思いをお伺いをいたしました。 

私も４年というスパンでは、それはやはりいろんなものがございまして、何ができる

かということは答えにくいと思うわけでございます。しかしながら、総合計画という中

で、今後の方針が固まったわけでございますので、計画に基づいて推進をよろしくお願

いをしたいわけであります。 

これからは私、各課長さんにお伺いするようにちょっと通告してありますので、そん

なふうにお願いをしたいと思います。 

まず、まちづくり政策課長にお願いしたいと思います。 

まず、まちづくり政策課長さんにお伺いしますが、今、町長も答えをいただいたわけ

でありますが、実施期間でございますが、今までは前期５年後期５年のローテーション

ということでございましたが、今回４年という、まあ１年短いということで、それほど

影響はないかと思いますが、以前、全協でしたか、首長の任期と関係があるとか言われ

ましたが、この点についてえらい深く考えるわけではありませんが、お答えをいただき

たいと思います。 

それから第５次総合計画の点については、まちづくり政策課が中心となり進めてきた

わけでございますが、約６カ月という策定期間の経過の中で、この計画をするにあたり

苦労された点などはどのようなことがあったか、まずお伺いをしたいと思います。 

○議長（関 克義） 米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） ４年というこの期間でございます。この総合計画につき

ましては、１０年２０年先を見据えた計画ではございますけれども、この第５次の総合

計画につきましては、平成２８年度から３１年度までの４年間ということでさせていた

だきました。 

これは、時代に流れに対応した計画とするために、見直しの期間を短縮をしたという

ことと合わせまして、昨年の１０月に策定をいたしました地方版の総合戦略がございま

す。その周期がやはり３１年度までということになっておりますので、一応そこと整合

性を図りながら進めたということもありまして、今回４年間とさせていただいたところ

でございます。 

この計画を策定するにあたりまして、約２年間という歳月をかけてその策定を進めて

きております。先ほど町長の方から話がありましたように、１００人ヒアリング、それ

から地域づくり会議の皆様方にもご協力いただく中で審議会、策定委員会等を進めてき
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たところでございます。 

やはりその中で、いかに地域づくり会議の皆さん、本当に全部で９回行っております

けれども、そういった皆さんの思いをこの計画の中に盛り込んでいくということが一番

重要だというふうに考えまして、そういったところに力を入れてきたところでございま

す。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 間瀬議員。 

○１０番（間瀬重男） 大勢の皆様の声を聞き、それを今回の総合計画にしっかり取り込んで

いくという中でご苦労されたということでございます。正にそのとおりだと思うわけで

ございます。 

続いて、リニア開通を約１０年後に迎えようとしているわけでございますが、１０年

といってもリニアの大きく、あっという間に過ぎ去ってしまうのではないかと思うわけ

でございます。今回、総合計画にも様々関係した事業が載っておるわけでございますけ

れども、私は特に急がなくてはいけないということは、通って、もう開通してからでは

もう遅いわけでございます。いろいろが。それ前にやはりこの町をどう売り込んでいく

か、またアクセスをどうしていくかという課題が、ソフト・ハード面において様々にあ

ると思われます。 

特に強いていえば、様々ある中でも飯田駅以北のアクセス的なものが非常に遅れてい

るのではないかと思うわけでございます。そんな点については、やはりまちづくり政策

課また町全体、それから議会も一緒になって考えるべきではないかと思うわけでありま

す。工事に対する対策委員会とか、そういうものは立ち上がっておるわけでありますが、

まあ、いろいろ言えばいっぱいありますが、特にこの飯田駅以北のアクセスについて、

スピード感をどの程度もって進めていくのか、またどのような形で進められていくのか

お伺いをいたします。 

○議長（関 克義） 米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 今回、第５次の総合計画の策定を行いまして、その中で

リニアの関係につきましては、第１章の中で次世代高速交通の整備という中に、リニア

中央新幹線整備への対応という項目を初めて設けさせていただいております。 

その中で、やはり開通後のまちづくりを見据えた住民による未来を考え話し合う機会

を設けるというような項目も盛らさせていただいております。 

まだ、具体的にそのバイパスと言いますか、道路の関係をおっしゃられましたけれど
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も、開通後の将来を話し合うそういった機会の中でまた今後、逐次進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（関 克義） 間瀬議員。 

○１０番（間瀬重男） 大事な点についてご答弁をいただきました。 

やはり、開通後のまちづくりを見据えた住民による未来の考え方を話し合う機会その

ものが非常に大切かと思われます。これも、遅くならないようにやはりスピード感を持

って町民の、また、地域の声を吸収していっていただきたいと思うわけであります。 

それでは今度は、今回、総合計画で大きな冊子のほかに各課ごとにというか、４冊の

冊子をもってわかりやすい計画を示していただけたので、それらについてご質問させて

いただきます。 

まず、保健福祉課長さんでありますが、第２期福祉総合計画についての、まあ今まで

もいろいろな形で事業をなされておるわけでございますが、今後、福祉政策をどのよう

な考え方で進めていかれるか、まずこの点についてお願いしたいと思います。 

○議長（関 克義） 大澤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） この福祉総合計画でありますけれども、誰もが住み慣れた地域

で生き生きと安心して暮らしていくことができるように、地域福祉を推進をしていくと

いうことのための指針となるものであります。 

なかなか行政だけではいろいろなし得ないこともあります。その中では自助・公助・

共助の取り組みということを大事にしながら、住民の方と一緒に計画の方を進めてまい

りたいということであります。 

また、この計画は、計画の策定によりまして福祉サービスが体系化されておりますの

で、住民の方、また行政、民間の事業所の役割等が確認できますし、その中で高齢者の

方、生活困窮の方、そして障がい者の方の支援が必要な方に対しまして、包括的かつ多

面的な支援というものを行っていくような計画で進めてまいりたいと思っております。 

○議長（関 克義） 間瀬議員。 

○１０番（間瀬重男） まあ、これまでも同様な形の中で一歩進んだ施策を行っていくという

ことでございますが、私ども今回それこそ先ほども各議員から申されておりましたけれ

ども、四国の方に視察に行ってまいりました。 

やはり、介護の関係でございます。介護施設を持ちながら、また在宅介護システムを

導入した中で、直行直帰とうか、まあ事務所に、ここで言えば社協に寄らずに利用者さ

んのところへ直接行ってそれから自宅へ直接帰れる、そんなようなシステムの視察をし
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てまいりました。 

大変、良い考えの中で事業をしておるわけでございますが、これによってやはり看護

師さん、それから介護士さんが生活のゆとりが持てるわけでございます。子育て、それ

から自分の仕事をやりながら利用者さんのところへ仕事を提供するということで非常に

良いシステムだと思って帰ってまいりました。タブレットを使った中で、そのシステム

が入っている中で利用者さんの仕事をされ、それの仕事の内容、それから報告等が一切

それでできていけるわけでございます。 

こういうシステムもあるということでございますが、この町ではそういう考え方は取

り入れていけるものかどうか、研究していけるものかどうか、お考えをいただきたいと

思います。 

○議長（関 克義） 大澤課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） このシステムにつきまして、今のお話の、前回も委員会の方で

もそういったお話をいただきました。このシステムは、やはり事業所との連携を取って

いくこと、特にこの一つの事業所だけではなくて、多くのサービスを提供している事業

所が、こういった今のいろいろなシステムを導入しまして、そして職員の方が、効率的

に業務ができるような形になるということのシステムだと思いますので、広い範囲で、

遠隔地ですよね。そういったところの中で、このサービスを提供していくような場面で

すとか、事業所がいろんなサービスを提供しているっていうようなことがあれば、そう

いったことも有効になってくるかと思いますが、当町にそれが事業所としてこれからも

研究していくことではあると思いますが、そういったことがふさわしいのかどうかにつ

きましては、今、現在それをすぐに導入という形のことはお答えはすることはできませ

んので、今後の中で事業所の皆さんとの話の方をまたしていきながら研究をしてまいり

たいというふうに思います。 

○議長（関 克義） 間瀬議員。 

○１０番（間瀬重男） ぜひ、省力化とか、高齢者が増える中で、何ていうか良いサービスに

なると思いますので、研究をしていっていただきたいと思います。 

次に、同じく保健福祉課長にお伺いしますが、この別冊でできております健康まつか

わ２１第３期松川町健康増進計画についてでございますが、人の幸せは健康があること

が一番です。それには、一人ひとりが自らの健康意識を高め、生涯健康をつくり上げて

いくことだと考えます。 

健康増進に向けた取り組みも大切でありますけれども、健康増進を担う人材の確保と
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質の向上とありますが、現在、やはり健康増進を担う人材がこの町では足りているのか、

それから不足しているのか、まずその点をお伺いします。 

○議長（関 克義） 大澤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（大澤孝史） この健康の増進計画を進めるにあたりまして、その担い手にな

るということで、今後も関係する人たちとの連携をとっていくことは必要かと思います

が、足りているのかどうかということについては、それが今、十分であるかどうかとい

うことは、今、ちょっとお答えづらいところなんですけれども。 

ただ、健康づくりにつきましては、やはり町民の皆さんが主体的になって健康に取り

組んで行っていただくとうことが、非常に大事になるかというふうになるかと思います。 

そういった中で特に最初の段階での生活習慣病予防のところについて、やはりこの計

画の中では一次予防に重点を置いていくというようこともありますので、そういった点

を考えに入れながら、今後住民の皆さんと、特に当町におきますと健康学習ですけれど

も、そういったところでの組織の皆さんと一緒に手を組みながらこの健康推進をしてい

くということになるかと思いますので、そんな点については、考えの中に十分入れてや

ってまいりたいと思います。 

○議長（関 克義） 間瀬議員。 

○１０番（間瀬重男） 答弁をいただきました。 

松川町では、非常に健康に対して非常に関心を持っている中で、健康を考える会とか

福祉もそうでありますけれども、非常に町民のそれの取り組みだと思います。 

やはり先ほども言いましたけれども、健康は自分で維持していかなくてはいけないと

いう意識を持って、今後もしっかり進めていただきたいと思います。 

次に、担当委員会になるかもしれませんけれども、環境の基本計画について、大局的

な面から質問をさせていただきます。 

素晴らしい豊かで美しい良好な生活環境を未来に担う子どもたちの世代に引き継いで

いくためには、行政はもとより町民、事業者が同じテーブルに立ち、持続可能な社会環

境を構築する必要があります。 

町には平成１１年に制定された松川町環境保全条例があります。先ほども坂本議員や

らほかの議員からも出ておりましたが、自然エネルギーイコール太陽光発電設置に関す

る苦情やトラブル的なことが起きております。 

この現環境保全条例では、問題に対処できないところですが、環境基本計画の中に地

域固有の美しい景観をうながし、看板や太陽光発電の設置には、周辺の景観と調和を図
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る目的での町の景観条例策定を検討しますとあります。 

これについて、私は環境保全条例を見直す中で、環境景観条例として何かそういう策

定を考えていったらどうかと思うわけでございますが、この点についてお伺いをしたい

と思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 今、個別政策についてご質問をいただいております。で、事前通告の中

は、４つの個別計画について、そのコンセプトどういうふうに、大局的にどういうふう

に進めていくんだという質問内容で事前にいただいており、各課長たちはそのつもりで

出席をいたしております。 

質問が個別の案件、細かい部分になってきますと、私はお答えしますけれども、課長

たち個別になってきますと、ちょっと予定をされていない、個別の計画についてどうい

う思いで作ったんだっていうものは、それぞれの課長たち、間瀬議員から質問をいただ

いておりますので、きちんとやってきておりますが、今、自分の委員会の分野だと、大

局的な見地の中からの質問だからお許し願いたいという事前にお話がございましたけれ

ども、ちょっと課長たち大変。議長、その辺のところをご配慮を願いたいというふうに

思っております。 

○議長（関 克義） 答えられる範囲で。 

下沢環境水道課長。 

○環境水道課長（下沢克裕） 環境保全条例といいますのは、どちらかというと要はごみ、廃

棄物、ヘイセイベンのつくりと言いますか、それが趣旨になっております。それの代わ

り、その中にまた景観というのとまた違う部分があります。その環境保全条例を変えて

いくということについては、ちょっと私どもは考えていないといいますか、対象とする

ものが違うというように考えておりますので、その点お願いしたいと思います。 

それと景観の関係については、その今の事務事業、基本計画に入っている、環境基本

計画に入っている一つの事務事業のことだと思います。それはこれから、右側に担当部

局がありますが、全体に環境基補計画、とりまとめは環境水道課ですが、それぞれ担当

部局が建設課、生涯学習課、産業観光課、いろいろありますので、ちょっとその部分に

ついては、また他の課が担当する事務事業になっておりますので、ちょっと私の方から

は今日お答えすることができない。すいません。 

○議長（関 克義） 間瀬議員。 

○１０番（間瀬重男） ちょっと質問の趣旨が順序を外れたことについては、お詫びを申し上
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げます。 

それではこの点については置きまして、生涯学習課長にお伺いをします。 

今回、やはり第４次松川町男女共同参画推進プランが示されたわけでございます。こ

れは平成１４年から始まり２次、３次と推進され、平成２０年には男女共同参画推進条

例が施行され、男女共同参画推進を図ってきましたが、やはり共同参画の意識は年々向

上しているものの、一部の人になっているかという感を受けるわけでございます。 

今後の参画推進プランで、女性の参画をどのように進めていかれるか、ある程度の目

標があったらお示しをいただきたいと思います。 

○議長（関 克義） 小木曽生涯学習課長。 

○生涯学習課長（小木曽雅彦） 男女共同参画推進プランについてでございます。 

男女参画推進プランを作成するにあたりまして、男女共同参画推進委員会の皆様、そ

してプラン推進会議の皆様、そして地区推進委員の皆様方、この３組織の皆様方とじっ

くり話をしてきた経過がございます。 

その中で出たことであります。実は、第３次計画までは、区単位での学習活動を進め

てきた経過がございます。話し合いの中では、もう少し小単位で、小グループ、あるい

は自治会のような単位くらいまで草の根ではないですが、こういうもう根っこからやは

り入り込んで学種活動を展開した方が良いのではないかというようなアドバイスをいた

だいております。 

そういう話し合い、私どももそういった部分を大事にして、学習活動を展開を区単位

から自治会単位、あるいは小グループ単位で、踏み込んで、話し合いを中心とした学習

活動を展開することによって、男女共同参画の意識向上を図ってまいりたいということ

と、あと女性の皆さん、元気で活躍できるような女性の皆さん方多くしてまいりたいと

いう願いがございます。 

女性団体連絡協議会の皆様方とともにｎそういう活動展開をしてまいりたいと思って

おります。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 間瀬議員。 

○１０番（間瀬重男） 男女共同参画推進プランについては、小さな輪の中でまた考えを新た

にして、極力男女が本当に共同参画という意味をなせれるような形に進めていただきた

いと思うわけであります。 

最後になりましたが、教育長にお尋ねします。 
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スマホやゲーム機による学力に与える影響についてでございます。今やスマホやゲー

ム機、大人や子ども、すべてではありませんけれども、生活の何か必需品となって来て

おるような気がします。 

小学生、中学生は、学校に持ってはいかないにしても、帰宅するとすぐにゲーム機に

手が握られて、脇目も触れず熱中してしまう場面が見られるわけでございます。多少、

宿題や勉強はするかもしれませんが、部活がない休日においては、さらに熱中が深くな

ってしまうのではないかと思うわけでございます。このような状況に至るところは、ど

こにもあるのではないでしょうか。 

最近、公園や空き地で遊んでいる子どもは見かけたことがあるでしょうか。あるとす

れば小さな子どもさんと親御さん、それからお爺ちゃんお婆ちゃんと一緒ではないでし

ょうか。手軽なゲーム機が楽しく遊んでくれるからです。 

このようなゲーム機遊びから来る学力への影響は、教育長としてどのような受け止め

方をされているか。現状とそれからこれからの指導というか、考え方はどのようにされ

ていくのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（関 克義） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） ご質問のスマホ・ゲーム機と学力との関係でございます。 

文部科学省の方では、毎年、全国学力学習状況調査を実施しておりまして、スマホや

ゲーム機と学力の相関関係についての調査をしております。 

毎年の調査の中でハッキリしてきているのは、そうしたものの利用時間が短かいほど

平均正答率が高い。つまり逆にスマホ・ゲーム機の利用時間が長いと、平均正答率が低

いという、そういう相関関係は出ております。ただし、これは因果関係ではありません

ので、ゲーム・スマホをする子どもたちが、学力が低いという、そういう結果ではあり

ませんが、少なくともゲーム機やスマホ等に奪われる時間が長ければ、必然的に学習時

間が少なくなるということは言えると思います。 

現状で、松川中学校の方は、インターネットやゲームに対する調査を行っておりまし

て、その結果を元に保護者、それから子どもたちへの指導を行っておりますが、これは

中学生だけの問題ではなくて、小学生、それから高校生、さらには未就学児童たちもこ

ういったスマホとの接触する機会というのは非常に多くなっているということで、昨年

６月に調査をいたしました学校教育に関するアンケートの中でも、保護者の方々が、ス

マホやゲーム等の利用について、大変問題意識を持っておられるということでございま

した。 
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この間、松川高校の学校評議員会にも出させていただきましたが、その折に、高校の

ＰＴＡ会長さんが高校生のスマホ利用の実態について非常に心配をしておられまして、

その中で話題になったことに、保育園で保護者の方が、母親がスマホで子育てをしてい

るという、そんな話もされまして、町の教育員会としては、２８年度の基本方針ひとつ

に、こうしたスマホやゲームへの対応について、各家庭に働きかけをしてルール作りを

していきましょうというふうに考えております。 

小中学校、高校のＰＴＡの方、それから保育園の保護者会の連合会にも働きかけをい

たしまして、各家庭で自分の家庭のルールを決める。そういった取り組みを進めていき

たいというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（関 克義） 間瀬議員。 

○１０番（間瀬重男） 答弁をしていただきました。 

やはり今、教育長申されたように、これは学校だけではやはり取り組みができない問

題でありますし、今、ルール作りをしていろんな機関と連携をしていくということであ

りますので、ぜひその辺をしっかりお願いしたいと思います。 

以上、質問を終わります。 

○議長（関 克義） これで間瀬重男議員の質問を終わります。 

ここでお諮りいたします。 

ここで休憩をとりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

それでは３時１０分まで休憩といたします。 

 

休  憩  午後 ３時００分 

再  開  午後 ３時１０分 

 

○議長（関 克義） 会議を再開いたします。 

 

◇ 菅 沼 一 弘 ◇ 

○議長（関 克義） ２番、菅沼一弘議員。 

○２番（菅沼一弘） 通告に従いまして、ご質問をさせていただきたいと思います。 
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まず初めに、少子化が進んでいる状況にあるが、その対策はということでお伺いをさ

せていただきたいと思います。 

松川町では、少子化が進んでいる状況にありますが、町では現在いろんな対策を行っ

ていますが、第５次松川町総合計画及び松川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づ

きまして、住みたいまち・住んで良かったまちの実現に向けて戦略を積み上げておりま

すが、まず、少子化が進んでいる状況にありますが、その対策はいかがでしょうか。お

伺いをしたいと思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 菅沼一弘議員の質問にお答えをいたしてまいります。 

少子化が進んでいるが、その対策はということでございますけれども、まさに２８年

度の予算、それから先日、最終日に上程いたします補正予算の中に、それぞれの対策を

盛ったところでございます。 

個別のことにつきましては、担当課の方からお答えしてまいります。 

○議長（関 克義） 米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 少子化が進んでいる状況ということでございます。 

国勢調査によります町の人口推移を見てみましても、平成１７年の１４，１１７人を

ピークにいたしまして、平成２２年は１３，６７６人、それから先日の国勢調査の速報

値によりますと１３，１８３人というようなことで、ピーク時に比べますと９３４人の

減少というような形になってございます。 

昨年、策定いたしました松川町の人口ビジョンによりますと、年齢３区分別の人口構

成では、１５歳未満の年少人口が平成１７年と比較しますと２６％の減というふうにな

っております。また１５歳から６４歳までの生産年齢人口の８.４％の減と比較してもこ

の１５歳未満の年少人口の減少というのは顕著だと考えております。 

合計出生率につきましても、平成１７年の１.５６人から平成２６年では１.４人にま

で減少しているというような、そんなような少子化の進行状況にあるという中でござい

ます。 

そんな中で、この第５次の総合計画、またあの総合戦略につきましても、そういった

あのことを鑑みまして、目標人口を平成３１年につきましては１２，９５０人とさせて

いただいたところでございます。 

それには出会い、結婚、出産、子育て、仕事、住まいといったような総合的な施策を

推進していく中で進めていきたいというふうに考えているところでございます。 
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具体的には平成２８年度におきましては、未来デザイン支援講座の取り組みですとか、

結婚相談事業、めばえ支援事業等出産、そういった事業を積極的に進めてまいりまして、

人口目標の達成に努めていきたいというふうに考えております。 

○議長（関 克義） 福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） 第５次総合計画の方も平成２８年度からスタートしてまいります。 

そんな中で、町長以前から申しておりますように、子育て支援には力を入れていくん

だという方針のもとで、私どもの方でも平成２８年度予算につきまして様々な予算を計

上する中で、保護者の皆様方の子育てに対する負担軽減を図っておるところでございま

す。 

例えば、平成２８年度当初予算の中では、子育て支援センターの指導員の増員により

ます相談ですとか、支援の充実。また保育園におきましては、基準額を他の市町村より

低く抑えておりますことや、今回国で示されました多子世帯や１人親世帯の保育料の軽

減の所得制限の撤廃。また先ほどＳＮＳの話も出てまいりましたけれども、保育士を増

員する中で、希望をされるお子様の受け入れをしてまいります。 

また学校におきましても、支援員の配置によります学習支援ですとか、就学援助費等

の支給、また児童館や放課後教室も運営してまいります。 

また平成２８年度からは、奨学金の貸与の拡充ですとか、ふるさと学費応援補助金等

の創設など、様々な施策を推進する中で、１人のお子さんを育てるに１，０００万円と

か２，０００万円とかそういう大きなお金が必要だというような形でございますので、

できるだけ子育てに対する負担を軽減し、子どもを安心して産み育てることのできるま

ちづくりを推進する中で、できるだけ少子化を食い止めて、松川町の人口増員にもつな

がればということで事業を推進してまいります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 菅沼議員。 

○２番（菅沼一弘） お答えをいただきました。ありがとうございます。 

そんな中で、今も申されたとおり、これから少子化が進むわけでございますけれども、

今も最大１.４人の減というような形が、２７年があるようでございますけれども、そん

な中でやっぱり子どもをやっぱり出産をしていただくような形が大切かと思っておりま

す。 

そんな中で、今もお話がありましたように、出会いやそれから未来デザイン支援講座

などを開催していただくようになっております。これもまた中学生からというようなお
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話もございました。 

そんな中で、やっぱり出会い、結婚、出産、子育てというような形の中で、進んでい

かなくてはならないかと思っております。 

そんな中で、子どもの出生に対するお手伝いをどのようにしてやっていくのかという

ような形。それから保育士の訪問だとか、育児相談とか、それから保育料の軽減は今も

お話がございました。それから保育園の支援の中でも、病気の事業も行われておるとい

うような形の中で、そんな中でやっぱり子どもを産み育てていくということからすれば、

これからの対応ではインパクトが大になってくるかと思いますが、そんな点で仕事だと

か、それから住まいの政策などについてどのように考えておられるか、総合的な進め方

の中でちょっとお伺いをしたいと思いますが。 

○議長（関 克義） 米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 仕事、住まいの政策ということなんですけれども、平成

２８年度予算を例にとってみますと、例えば仕事ですと、先ほど島田議員からのご質問

の中にもありました３市町でやっております合同就職説明会等がございますし、町でも

無料職業紹介といったような対策を打っております。また、店舗のリフォームの補助も

今回新設をさせていただきましたし、住まいの関係につきましては、住宅リフォーム補

助も今回予算計上をさせていただいているところでございます。 

そういったような形の中で、仕事、住まい等の対応を総合的に図っていくということ

でお願いしたいと思います。 

○議長（関 克義） 菅沼議員。 

○２番（菅沼一弘） そんな中で、仕事、住まいについては、そういう形の中で２８年度は予

算を盛っていただいておることでございます。 

その中でやっぱり出会い、結婚、出産、子育てという項目の中で、やっぱりそういう

ことに立ち向かっていくには、やっぱり政策を大にして進めていっていただければなと

思うんですが、今その未来デザインのことについては応援していただけるということは

わかっておりますが、それ以外に応援していただけることは、やっぱり不妊治療だとか

の状況だとか、それからそういう問題、積極的に婚活なんかもしていただきながら、そ

ういう出会いの場を設けていただくというような形も大事かと思いますが。以前消防で

婚活をやったというような事例があったかと思いますが、そういう計画的なものは今年

はあるかどうか、あればお聞かせ願いたいと思いますが。 

○議長（関 克義） 菅沼議員、消防のことに関してでよろしいですか。 
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塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 消防団の婚活事業といたしまして、まつコンデラックスという事業

を３年間やっておりました。 

２８年についても同様な計画をしておりまして、当初予算に掲げてあるとおりでござ

います。 

お認めいただきましたら、来年度も進めてまいりたいと思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 菅沼議員、ご理解を願いたいと思うんですけれども、ここに６つばかり

の項目、今、出会い、結婚、出産、住まいまで。これを打ち出しているのは人口増、定

住対策の中で、私も何回も言ってきております。 

そいじゃ宅地があれば人が来るのか。そうばっかじゃないないぞ。そいじゃ子育てが

できていれば良いのか、それだけじゃないぞ。将来に向けての人口増定住対策としては、

これは思いとしてはそうした総合的な政策を１年や２年じゃなくて、継続的にやってい

くことが、将来の人口増定住対策につながるんではないかという思いの中で、これらを

こういう総合政策をそれぞれを今度の予算、満足がいくというところまではどうしても

いきませんけれども、限られた予算の中でできるだけそういった形を打ち出してきてい

るというのが現状でございます。 

それから未来講座につきましても、これは２年ばかり前におそらく議会でちゃんと諮

って練ったことです。例えば未来講座、今まで松川町ではこれは私が答弁することじゃ

ないんですけれども、松川町では出会いの場を企画をして、ずっと１年に３回ぐらい、

消防団や商工会にお手伝いをしてもらってやってきました。しかしながら、なかなか思

うようにいかないということで、この辺で一回方向転換をということで、担当課がしっ

かりと練り、また先進地を視察する中で新たな方向として打ち出した事業でございます。 

ですから、ここで今、２８年度に出会いイベントの予算があるかどうかというご質問

でもありますけれども、予算書を見ていただければわかるとおり、２８年度はもう１年

ああいった形を続けていくという予算説明があったと思いますけれども、そういう形で

ございますので、ご理解を願いたいというふうに思っております。 

○議長（関 克義） 菅沼議員。 

○２番（菅沼一弘） ありがとうございました。 

理解はさせていただきます。ありがとうございます。 

子育てばっかじゃなくて、やっぱり少子化についての考え方をお聞きをしてまいりた
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かったので、そんな点も踏まえてちょっと踏み込んだ次第でございます。 

次に進ませていただきます。 

教育委員会や学校では、命の尊さについて生徒指導をどんなふうにされているかとい

うような質問の中で、昨年川崎市で中学１年生の殺害事件について、社会的に大きな事

件として報道されました。教育委員会や学校では命の尊さについて生徒に指導、どのよ

うな形で指導をしていらっしゃるか、そんな点を踏まえてお聞きをしたいと思うわけで

ございますが。 

昨今も入試の内申書の間違えとか、それから自殺、広島でもいじめに遭って自殺され

たというような新聞報道もあります。そんな点も踏まえながらちょっと尊さについてど

んな形で行われておるかお願いをしたいと思います。 

○議長（関 克義） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 昨年の２月ですか、川崎の中学校１年生の殺人事件ですが、非常に学

校、教育委員会の対応等が問題になりました。 

あれだけＳＯＳを発していて、周りの人たちがわかっていながら学校が対応できなか

ったということであります。やはり基本的には、あれは教員が学校が防がなければなら

なかった事件だというふうに思っております。 

町の教育委員会でもあの事件の後、なかなか学校に足を運べない児童、生徒について、

もう１回確認をさせていただきました。少なくとも子どもたちの校外の様子校外の様子、

それから学校に来ないときにはどういう生活をしているかについての把握は、しっかり

やるべきだというふうに考えております。 

学校への指導ということで、３日間欠席が続いた場合には、教育委員会に連絡をして

ほしいということと、家庭訪問について学校にお願いをしてあります。 

きめ細かく一人一人の状況については把握しながら、子どもたちの状況を指導に活か

していくという試みをやっていきたいということでありますが、少なくとも自分の学校

の生徒を守るのは学校や先生方の当然の責務だというふうに思っております。 

あと命の大切さということでありますが、少なくともどの学校におきましても命の教

育につきましては、すべての教育活動の根幹において、取り組まれている中身だという

ふうに思います。 

大事な視点として３つあるわけですが、１つはやはりそれぞれの命が代えがたいもの

である、かけがえのないものであるという、そういった認識。 

それから２つ目は、自分の命というのがただ単にそこにあるだけではなくて、過去か
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ら未来につながっていく命の一コマであるという、その歴史的なつながり。それからま

た自分の命は単独で命として存在しているだけではなくて、他の人と関わりながら生き

ていくというその重み。 

それから３点目は、生まれて死ぬという極限の中で、いかに自分の人生を豊かにする

かという。ただ、生きるだけではなくて、より豊かに、よりよく生きるという、そんな

ことを子どもたちに教えていきたいなというふうに考えております。 

先ほどの川崎の事件も、加害者もやはり被害者ではないかというふうに思います。し

ばらく公共広告機構のキャッチフレーズの中に「命は大切だ、命を大切に、そんなこと

を何千何万回言われるよりあなたが大切だ。誰かがそう言ってくれたらそれだけで生き

ていける」というこういうメッセージがありました。 

やはり加害者の子どもたちも周りの大人、家族から君が大切だという、そういう言葉

をかけられていれば、また違った状況になったのではないかなと、そんなふうに思って

おります。 

以上です。 

○議長（関 克義） 菅沼議員 

○２番（菅沼一弘） ありがとうございます。 

本当に命の尊さということでお伺いをしたわけでございますが、今、教育長の申され

るとおり、命の尊さについて、学年的には小中学校という形の中から、やっぱり教えら

れるんではないかと思っております。 

そんな中で教訓としての今後の対応は、今おっしゃられたとおりでございます。教育

相談だとか、それから個人指導により、状況の改善に取り組み、子どもも育成、推進さ

れるというような形の中で、この命の尊さについて今後もあってはならないことでござ

いますので、ぜひまたご指導よろしくお願いをしたいと思っております。 

それでは次のハーフマラソンについてでございます。 

ハーフマラソンの検討でございますが、もう日程については９月の１１日というよう

な日程が組まれておりますが、コースだとか、それから支援だとか、そんな中でもう一

回準備会、実行委員会ですか、行われたというようなことでございますが、その点につ

いて概要をお聞かせ願いたいと思いますが。 

○議長（関 克義） 小木曽生涯学習課長。 

○生涯学習課長（小木曽雅彦） それではよろしくお願いいたします。 

まず、コースについてのご質問でございます。コースに関しまして、今年度より宮ヶ
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瀬橋の架け替え工事があるということで、天竜川右岸を走るというのは少し難しいかな

ということで、その部分コースを変更してございます。七椙神社前を福与線を下りまし

て、伊那生田飯田線に入りまして、宮ヶ瀬橋を渡って生田地籍に入っていくというコー

スを警察の方と話をいたしまして、地域住民の皆様方との了解が得られれば良いでしょ

うというようなお話をいただいております。地域住民の皆様方にも話をかけさせていた

だいておる状況でございます。 

また、あともう一つ大きなところと申しますと、実はコースについてスタートが中学

校東側の道路からスタートをいたし、上片桐へ回って上大島、上大島から名子の平へ戻

ってくるというコース取りだったんですが、昨年の反省から松川インター、そして清流

苑のところを早めに抜けた方が、利用者の皆様方に迷惑がかからないだろうということ

で、中学校の東側スタート変わらずですが、まず最初に上大島いって上片桐。そして名

子の平らへ戻ってくるという、ちょうど時計回りのような形でやっていこうという話し

でございます。 

コースについては、そこがほぼ大きなところ２つでございます。 

あと実行委員会の関係でございますが、実行委員会に関しましては、一般の皆様方の

実行委員会を２回ほど開いておりまして、やはりコースに関してといったところが一番

大きなところでございました。 

これから協力団体の皆様方、あるいは自治会の皆様方へしっかりお願いしてまいる作

戦を練ってまいるという段階でございます。また、役場の皆様方、この間の課長会議の

中で役場職員の皆様にも一緒にお願いしたいというお願いをし、４月の中旬にはそんな

会議ももってまいりたい。それを経まして実行委員会の全体会、協力団体の皆様方との

話し合いをもっていきながら動いてまいりたい、こんなふうにスケジュールを考えてお

ります。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 菅沼議員。 

○２番（菅沼一弘） 今、お話でありますと、もうコースはほぼ決定というようなお話でござ

います。 

昨年もちょっと申し上げたんですが、アルプスを見ながら走る東の南アルプスを見な

がら走るというような上段道路をずっと高森の方まで走って、距離を長くするというよ

うな考え方もあろうかと思ったんですが、もう決まったということならそれはそれでお

互いに盛り上げて、成功裏に進んでいける方が良いかなと思います。 
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また、日にちも９月ということでございますが、やっぱりくだものの町というような

形の中で宣伝も大いにしながら、第２回目のハーフマラソン、大いに進んで計画されて

いければ良いかなと思っております。 

それから予算の面については、また今年もｔｏｔｏのくじですか、それをお願いする

ようになってはおるようでございますが、聞くやいなには方々から申し込みが多く、実

際にそれだけの予算が出るかどうか。それからもうオリンピックが近いので、本当にそ

のお金、申し込みの額が出るかどうかというのが、やっぱりちょっと心配かなというと

いうような形の中で、またそんな点を努力していただいて、予算が有効裏に使えるよう

な形でお願いできればなと思っております。 

それから先ほども自治会へ回ってのお願いというような形の中ですが。去年も上段か

ら下まで下ってまた上へ上がるというような気迫の強いコースだということで自負もさ

れたような経過もございます。町長さんもそんなお話でございました。反省会もそんな

ことが良いのかなというような反省会だったのかなと思いますが、最後にそんな点。 

それからちょっと予算的なものは、まだこれからかとは思いますが、ｔｏｔｏの宝く

じの状況はまだわかっていないでしょうか。ちょっとお願いします。 

○議長（関 克義） 小木曽生涯学習課長。 

○生涯学習課長（小木曽雅彦） コースについては、それこそ今、最終詰めに入っておるとい

うような状況でございます。 

あと補助金、お金のことに関しましてですが、それこそこの平成２８年度予算で３６

０万円の町からの助成を実行委員会へということでお願いしておるところでございます。 

ｔｏｔｏは、そのうちの８割２８８万円を間接補助になりますので、町が実行委員会

に支払って補助金に対しての４割ですので、２８８万円が町へ入るという間接補助とい

う形式でございます。そんな形であります。 

あとは参加料が、そのハーフマラソン大会を実施するお金ということでございます。

おおむね１，１６０万円くらいの規模になろうかと考えております。 

人数的には、昨年１，２１８組、１，２８１名の方がエントリーされております。お

おむねそれよりも多く来てくれるかなどうかなといったとこですが、１，３００人くら

いで予算規模を考えております。１，３００から１，５００くらい応募してくれること

を期待しておるところでございます。 

あと補助金ｔｏｔｏの補助金に関しましては、４月末くらいに返答をいただけると思

います。私どもも誠心誠意尽くして、変な言い方ですが、いただきにまいりたいと思っ
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ておりますのでよろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 菅沼議員。 

○２番（菅沼一弘） 説明をいただきました。ありがとうございました。 

やっぱりくだものの町ということで、宣伝を兼ねながら素晴らしいマラソン大会がで

きることをご祈念申し上げまして、私たちも一生懸命努力と協力をさせていただくとい

う形の中で、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

○議長（関 克義） これで菅沼一弘議員の質問を終わります。 

 

◇ 黒 澤 哲 郎 ◇ 

○議長（関 克義） 続きまして３番、黒澤哲郎議員。 

○３番（黒澤哲郎） それでは質問に入らさせていただきたいと思いますが、恒例の最後とい

うことであります。皆さんお疲れかと思いますが、持ち時間の２０分間よろしくお願い

をしたいと思います。 

それでは通告に沿いまして、１番目からお願いをしたいかと思いますが、住んでみた

い町、住んで良かった町とはということで通告させていただいております。大変良いス

ローガンを掲げ、目標となるものだということで、私たちも非常に良いかなというふう

に思っているところでありますが。 

まず、この住んでみたい町、住んで良かった町というのはどんな町なのか、イメージ

がわくような形で町長からお話をいただければありがたいかなと。また、通告もしてお

きましたが、住んでみたい町、住んで良かった町とは、松川町の目指すまちづくりとい

うことだと思います。 

第５次総合計画にも、各課での取り組みがこの目標を達成するために、様々な計画が

盛り込まれているというふうに思われるわけでありますが、その中で今年度というか来

年度、新年度各課でどのような政策事業で実現に向かっていくかというようなことを、

また各課からお話をいただければなと思っておるところであります。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 黒澤哲郎議員の質問にお答えをいたしてまいります。 

私は、住みたい町、住んで良かった町を目指していきますということで２期目の町長

になっております。 
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１期目の私の一番のやっぱりテーマが、住んで良かったと実感のできる町をと、似た

ものを２つ続けたわけです。ああいったキャッチコピー、あるいは目標とするものを考

えるときに、私自身は非常に実は考えます。考えこんじゃんぐらいまじめに考えます。

どういう町を目指していくんだ、そうしていくと行き着いたところが１期目もそうであ

りますけれども、松川町に住んでいる人たちがああ、松川町で良かったって思える町を

なんとか作っていこう。 

そして今度は予算編成に対して何を打ち出していくかという、これも考えます。 

私はそのまちづくり懇談会、非常に方々へ出て、住民の人たちが何を望んでいるんだ、

松川町に。そういったことを非常に神経をとがらせて聞いております。 

それでもちろん２年目３年目あたり考えました。住民の皆さんは何を、そうしたとき

に考えたときに、非常にありふれた言葉であるんだけれども、住民の皆さんは安全で安

心して暮らせて、そして安全安心だけじゃ活力というのはやっぱり仕事であったり、い

ろんなイベント、動きということで、私は非常に平凡だなと思ったんですけれども、ど

うしても住民の皆さんたちの話を聞いている中で、まさに生活目線の言葉や何かがどう

してもやっぱりありきたりだけれども、安全ってなんだって。それはいろいろあります。

交通の面だとか安全設備、安心、そいじゃ子どもの育て、あるいは医療、介護、様々な

面が安心につながっていくという、非常に漠然とはしているんだけれども、そんな思い

をもっております。 

それから私は、ぜひとも町民の皆さんたちにもすべてかなうわけじゃないんですけれ

ども、自分が松川町に住んでいてこんな町だったら良いのになという思いを、普段の中

でぜひ持っておっていただきたいというふうに思っております。 

それをすべてを情報をキャッチする機会をどうするんだとか、そういう問題は別にい

たしましても、自分たちが住んでいる町はこうあってほしいなという思い。それが必ず

また、私どもも大きなアンテナ、職員も大きなアンテナを張る中で、様々キャッチして

いければ良いんじゃないかなというふうに思っております。 

○議長（関 克義） 米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 住んでみたい町、住んで良かった町ということで、今回

２８年度の予算編成をするにあたりまして、各課の中からそういったどういった施策、

その目的に沿ったどういった施策を取り組んでいくのかというようなことを出していた

だいたところであります。 

財政的な事情もございますので、すべての事業をやるというわけにはいきませんでし
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たけれども、特に２８年度につきましては、第５次の松川町の総合計画の初年度という

ことでもございますし、昨年策定いたしました地方版の総合戦略、また人口ビジョンの

実現に向けて事業を推進していきたいということでございます。 

それから合わせまして、町制施行の６０周年という年でございます。節目の年でござ

いますので、町民の皆さんがともに先人の方々の努力に感謝して、次の１０年に向けた

活力ある年にしていきたいというようなことで事業推進を図ってまいりたいと。 

お願いしたいと思います。 

○議長（関 克義） ほか特に発言のある課長。よろしいですか。 

黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） まちづくり政策課長から各課からは、「すべての事業を取り入れて予算付

けすることはできなかった」というような話がありましたけれども、私としては第５次

総合計画４年間ということで非常に短い中での計画、それで初年度ということで、それ

ぞれの課でやっぱり一つずつ共通なこのテーマに向けての取り組みがあってこそ実現で

きるのかなというふうに思っているわけでありまして、ぜひとも進めていっていただき

たいなと思うわけでありますが、町長の答弁の中にやはりこの住んで良かった町、「常日

頃からこの住民の意見を聞くということが大事だ」ということで言われておりました。 

第５次総合計画を作成する上でも、広く若者から含めて意見を反映させるための組織

が作られて、非常に良い取り組みでまとめ上げられたかなというふうに思っているとこ

ろであります。 

１点、私が申し上げたいところでありますが、どんな町にしたいかという声も住民に

持っていていただきたいし、言っていただきたいということも町長からも答弁がありま

したが、その町長が日頃から言われている交流人口増とか、人口増も含めて、ＩＪＵタ

ーンの人たちを増やす、こういうような部分について、この住んでみたい町というふう

に考えたときに、やっぱりそういう人たちからの意見というか考え、そういうものをも

う少しこの第５次総合計画に取り入れていただければ良かったんではないかなというふ

うに思っているわけですけれども、そういった町外の人というか、そういう関心を持っ

ている人たちの意見というのは今回、どんな形で取り入れられたかどうか、そこら辺の

ところをちょっとお聞きしたいと思いますが。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） まず、私の方からお答えをしておきます。 

今回の予算編成にあたってでございますけれども、１０月の時点で課長、係長からそ
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れぞれの課、ヒアリングを受けました。その時に、まず最初に課長に私の方から質問を

しました。今回ヒアリングに臨むにあたってどういう、それは私の頭の中には第５次総

合計画をそれぞれの課も自分の担当分野については関わってきている。それから総合戦

略も出ている。そういう中で、そういうのをどういうふうに具現化をし、重点施策をど

うしていくかということを私自身としたら聞きたかった。それでそういうところからス

タートをいたしました。 

そして年が明けてからでありますけれども、私はここに持ってきておりますけれども、

いま一度町長の思い、総合戦略、それから総合計画、これらの思いをどういうふうにや

っていくかということを、いま一度それぞれの課で提出してほしいということで提出を

いただきました。 

これはそういったことで、がんじがらめというよりも一つの目標を立て、これでＰＤ

ＣＡがあります。これを半年たったときにまだ遅れてた。本当は当初はこのぐらいの意

気込みがあったのにこうなった。そういったことを決してできないことイコール駄目な

んだということだけじゃなくて、考えることをしていってもらいたい。そうしたＰＤＣ

Ａのサイクルというものを確立するためにしていってもらいたいという形の中で、今回

の２８年度の予算、それから２７年度の補正、交付金につきましても補正を組んだとこ

ろでございます。 

それからもう一つ、総合計画のことでございます。 

これにつきましては、例えば「一緒に育てよう、みんなの笑顔あふれるまち、まつか

わ」その下に３つの柱があります。「あなたの想いを生かします」「人につながりを大切

にします」「住みよいまちをつくります」こういう３つの。 

私はこの３つの言葉というのは、非常に柔らかい言葉だなというふうに思った。あな

たの想いを、しかし、この３つの言葉という、柱の言葉というのは、まさに地域づくり

会議のまさに若い３０代、４０代、平均年齢３８歳という女性、男性の皆さんが生み出

してきた言葉ではないかなというふうに思います。行政サイドで頭で考えるには、なか

なか思い浮かばない言葉だな。非常に柔らかな言葉でありますけれども、これが地域の

皆さんたちの思いも入っているんではなかろうかというふうに私は受け止めております。 

そんなようなことで、総合計画にのっとって各課、町一丸となって頑張っていきたい

というふうに思っております。 

○議長（関 克義） 米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 町内、町外の方の意見をどのように取り入れたかという
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ようなことでございますけれども、この総合計画の策定にあたりましては、まず町民ア

ンケートを採らさせていただいております。１，６００通お願いしまして７０７通とい

うことで４４.２％の回収率です。 

それから１００人ヒアリングということで、今回初めて行いまして、男性５２人、女

性４５人、合計９７名ということだったんですけれども、行いました。その中には、町

内に、昔から以前から松川町に住んでいらっしゃる方。それからＩＪＵターンの方々を

対象に実施をしてきたところでございます。 

ちょっと細かい内訳につきましては、ちょっと今、資料を持っておりませんのでちょ

っとお答えできませんけれども、そういった方々の声をお聞きしながら、今回の策定に

結びつけてきたということでございまして、その総合計画に沿いまして２８年度もそれ

に基づく予算編成をさせていただいたというところでございます。 

○議長（関 克義） 黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） 答弁の中で、その地域づくり会議、それから今、答弁の中でいただいた

アンケート等は、やはりこの現在町に住んでいる人たちの意見というか、声だと思うん

ですね。 

私が言いたいことを端的に言いますと、現在町にいない人たちですね。そういう町外

に今住んでいる人たち、そういう人たちの視点というか、そういう全国のアンケートで

住んでみたい町とか、調査とかがあるかと思いますけれども、そういう町外の方々たち

の目線で見て住みたい町というのはどんなんだろうかという、そういう視点を入れて、

やっぱりこの町長の言われておる住んでみたい町、住んで良かった町の住みたい町の方

にそういう声を取り込んでいくと、そういう町になっていくんじゃないかなということ

を申し上げたかったということであります。 

前々から私、町外の人たちの意見や考え方を収集すべきだというようなことをずっと

申し上げてきておりましたので、改めて今日も触れさせていただいておるわけですけれ

ども、町の視察体験ツアー等を企画してやっていったらどうだということも提言させて

きていただいております。 

その実施についても、若干取り組みが始まったりしておるわけでありますけれども、

我々過日、四国の方にも視察に行ってまいりましたが、高知県などでは県を上げて定住

体験ツアー等を実施しておるというところでありますが、ぜひ当町でもそういった取り

組みの中でＩＪＵターンを希望したり、その就農したいとか、そういうことに関心を持

っている人たちに様々な情報を発信していっていただきたいなと。そして発信すると同
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時に、そういう人たちの意見を収集して、そういう住んでみたいと思われるようなまち

づくりに活かせれば良いかなというふうに思って意見を言わせていただいておるという

ところです。 

おわかりいただけましたしょうかね、何かご意見あればお願いします。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 松川町には関東松川の会、あるいは関西松川の会等がございまして、私

も行ったりしておりますけれども、そんな中でよくそんな話をします。「松川町もっとこ

ういうふうにしてもっと宣伝して、もっと有名になってほしい」とこういう話も聞きま

す。 

それで今、ご意見をいただきました。ちょうど町制６０周年という一つの節目でござ

いますし、一つの事業として取り組んでも面白いんではないかなというような思いを持

っておりますし、またそれに似たような形のことは、担当課とも今までも話をしてきて

おりますので、よく検討して取り入れられるものならば取り入れていっても面白いかな

というふうに思っております。 

○議長（関 克義） 黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） 先ほど産業観光課長の答弁の中で、興味深い答弁があったんですが。そ

のボランティアの学生を使ってというような答弁があったかと思います。このやっぱり

その町に関心を持ってもらったりするには、この町のイベントとか事業とか、そういう

ものに対して企画段階からとか、そういう事業に移住定住する前から参画して、一緒に

取り組むような機会を提供したりしていくということが重要じゃないかなと思っておる

わけです。 

企業と連携して、企業の保養地だとか、企業で田んぼ作ってもらうとか、そういう取

り組みもやっておられるとこもあるし、友好都市も町にはあるわけですので、そういう

人たちとの関係性を作ったり、行事やイベントも当然発信しているかと思いますけれど

も、これ一緒にやるということが非常に大事じゃないかなと思います。 

例えば焼酎作りのための芋クラブの活動だとか、ひまわりローズだとか、登山道や公

園の整備だとか、そういうこの地元にしてみれば何でもない自分たちのことだというふ

うに思うかもしれないけれども、その町外の人たちから見ると非常に興味深いものだっ

たり、新鮮なことをやっているなというふうに感じてもらえるということがあるかと思

うんですね。そういう関係作りから発展させていくということが、良いんじゃないかな

というふうに思っているわけです。 



 －282－ 

先ほど来この地域の宝ということも出てきていますけれども、この当たり前にあるも

のとか、足下にあるもの、身近なものの中にこの町外の人から見ると、宝なんて思って

もらえるものというのがあるんじゃないかなというふうに思うわけですね。よく食べ物

の文化とかそういうのでは、よくこんなものがというのが取り上げられたりしています

けれど、やっぱりそういう視点で考えていく。やっぱり内輪だけの視点、行政だけの視

点でということじゃなくてということを申し上げたいなと思っているわけであります。 

そして有効に利用していただけりゃ良いかなと思って、やはり町外の目というのが、

その協力隊の皆さんだと思うんですよね。これからの最大９名まで増やしていくという

ような計画も報告を受けているわけですけれども、やっぱりああいう若い人たち、外か

ら来てもらった目でそこを核にして、そのぜひまたそういうところから発信もしてもら

ったり、そういう町外の人と交流できるコミュニティーの場を作ったりとか、情報交換

をして、関係性を密にしていく中で、人口増とか交流人口増とか、いろんなところに役

立っていくんじゃないかなと思いますので、ぜひとも、この間も協力隊の報告会があっ

てお聞きしましたけれども、本当に一生懸命やっていただいていると思っています。た

だ、ぜひ活用して頑張っていただきたいと思うわけです。 

ただ、ちょっと関連して聞きたいんですけれども、２日は町の仕事をしておるという

けれど、そろそろ専門的にそれに打ち込んでもらっても良いんじゃないかなと思います

けれど、その点はずっと２日間町の仕事やってもらうんですか、そんなことはないです

よね、ちょっとその点お願いします。 

○議長（関 克義） 片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） まさに外部の方の視点を入れ込んでいくということの中で、外

部の方とのつながりを持っていくという意味では、協力隊は一つの例としてすごくネッ

トワークの広がりを持っていくなというのは実感しているところでありまして、我々行

政のスタッフだけでしたらつながらないような人脈だとか、ネットワークができていく

なということは感じております。 

そういう意味でも、一昨年度から移住就農交流セミナーなんかもやり出してこの間も

どのくらいの方相談受け入れたのかと数えてみたら１３０人ぐらいの方が相談を受けて

いてそのアンケートもあるんですね。そこには行政に対する支援のそのアンケートの項

目なんかもあって、あるにはあるんですけれども、なかなかそれをその統計的にという

か、システム的にちょっとというとこまではいってないんですけれども、担当する職員

自身は直接会話したり面談したり支援したりしていますので、非常に影響を受けたり、
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効果あるのかなというふうに思っています。 

協力隊の２日間の活動については、これは応募する際にイメージとしてそんなような

話をしているところでして、実際には協力隊の隊員には定期的に面談を行っておりまし

て、だいたい３カ月ぐらいに一回ずつ面会を行います。この３月には年度末の報告を受

けて、次年度以降の計画を立てていくのに協力していく形になっていますので、その中

で日数については、個々の隊員の活動の内容に応じて対応していきますので、決して固

定的にこの時間日数は役場の仕事を手伝ってもらいますということは行わないようにし

ていきたいというふうに思っています。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 今、黒澤議員言われました先日、町民提案型まちづくり事業の報告会が

ございまして、多くの皆さんが参加されました。議会の皆さん方も参加をいただいてい

る方がおられましたけれども、非常に有意義な報告会だったというふうに思っておりま

す。それぞれの団体が真剣に地域の活性化に取り組んでいただいて、本当にうれしく思

った次第でございます。 

そのあと、地域お越し協力隊の活動報告ということで、３名の隊員から活動報告がご

ざいました。これも非常に先ほど来議員も言われておりましたけれども、非常に前向き

に、そして積極的に取り組んでおっていただけるということ、非常に感謝を申し上げる

し、また町として上手にああした人たちと一緒になってまちづくりを進めていきたいと

いうふうに思っている次第でございます。 

担当課の方では、非常に常に協力隊員とのコミュニケーションを図りながらやってお

っていただける。それから周りの人たちも暖かく協力隊員にお力添えをいただいている

ということで、今までは非常に順調にきているというふうに思っておりますし、これか

らも有効にこの事業活かしていきたいな。非常に前向きですし、斬新な考えも持ってお

りますので、活かしてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（関 克義） 黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） 住んで良かった町にするためには、今、住んでいる住民の皆さんの声を

聞いたまちづくりが非常に大切なわけですけれども、町長の答弁にもあったその安心安

全とその住民サービスの向上というのは、非常に必須要件になってくるんじゃないかな

と思うわけです。 

これからどんな取り組み、安心安全と住民サービスの向上という点で、どんなことが

できるのか、していくのかということをお聞きしたいと思うわけですが。今、各市町村
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はそのサービス合戦のような状況を呈しているというような気もするわけですが、そう

いった中でどんなふうにお考えなのかお聞きしたいと思います。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 黒澤議員の質問通告書を見た時に、協働のまちづくりと住民サービスと

は難しい関係にあると考えるが、そのバランスはという。これ見た時に実は一番これは

痛いとこだな。痛いという言い方は大変に他人行儀でいけないんですけれども、難しい

場面でございます。 

私は２８年度の予算に多くを人口増定住、あるいは子育て支援ということでやってま

いります。結局いろんな事業をやっていくに、予算があればいくらでもできることなん

です。しかし、それは決して将来にわたってつながることじゃないことなんです。黒澤

議員ここにも書かれている。バランスをどうとるか。これ実は私１人がやるわけじゃな

いですけれども、大きな行政にとっては課題です。 

ですからこれには補助つけますよ、これには補助つけますよ、それは当然のことなが

ら町民の皆さんはありがたいと思うし、だけれども、町の財政状況からいきゃ当然それ

ができるわけじゃない。これは非常に難しい。ただ、私もそれを思いつつ、しっかりと

思いつつ予算に取り組んでいるのが現状です。 

この場で今、答弁としてしっかり、いやこういうふうにしてこういうふうにしてこう

いうふうにしていくんだというところまでの答弁は、私自身にも今、なかなかしづらい

ところであります。 

ただ、これは言われることはしっかりとやっていかなくちゃいけないと思うところで

あります。 

○議長（関 克義） 黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） 次に、質問をしようと思った部分を町長答えていただいたということで

ありますけれども、その部分についてしっかりとバランス感覚を持った中でお願いでき

ればなと思いますが。 

具体的な部分を２つだけ、そんなにお金かからなくてできることかと思うので提案な

んですけれども、窓口業務とかカウンター、クレーム処理とか窓口対応いろいろあるか

と思います。この間の全協の時にも、門前払いの話しで非常に町長も答弁いただいてお

ったわけですけれども、やはりこの町の対応というのは、一生懸命やられているのはわ

かりますけれども、やっぱり一方的なというか、この相手がやっぱりいじめじゃないで

すけれども、門前払い食ったと感じさせるような形になってしまったという、そういう
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ことがあるんじゃないかなと思うわけです。 

そこで、「それは自分の言い分が通らなきゃそういうふうに感じてしまうもんだ」とい

うような答弁も前回ありましたけれども、そのここで先ほど来もありましたが、そのサ

イレントマジョリティーの話とか、そういうセンスの話もありましたが、町長もよく言

われることですけれど、この営業感覚といいますか営業的センスというか、そういう中

での対応ですね。やっぱり町の職員物を売るとか、そういう場面というのはないわけで

すけれども、やっぱり人の気持ちを考えたり、察したりする中で、心を動かすというよ

うなそういう対応の仕方というものはやっぱり学んでいかないといけないんじゃないか

なと。一生懸命説明したからわかってもらえたとは限らないわけで、だからそういうこ

とを学ぶことも必要かなと思っておりますので、ぜひお願いしたいなと思いますことが

１点と、もう一つはこれもできることなんですけれど、特にこの３月４月なんですけれ

ど、その人がたくさん移動する時期ですが、この土日の役場の営業といいますか、もう

先進地ではやっているところがあるわけですよね。役場も平日は長時間開けているとい

うのはやっているわけですけれども、やっぱりこういうときにはそういうサービス、住

民サービスあっても良いんじゃないかなというふうに思います。 

あともう一つ相談という、例えば相談業務、健康福祉、保健福祉の関係、教育とか、

そういう関係の相談したいというときにも、やっぱり仕事を休んでいかなきゃという、

平日だけだと相談になかなか行けないという環境があるんじゃないかなと思います。だ

から住民税務かもそうですけれども、そういうこの土日のこの営業といいますか、そう

いうような部分についてもまた考えていただければなと思いますけれども、その点はい

かがでしょうか。 

○議長（関 克義） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 役場の土日営業ということで、ご提案かというふうに承っておりま

す。 

今のところ、住民税務課の者たちが土曜日の午前中の印鑑証明、所得証明、戸籍抄本

の発行という業務はもう既にここ５年ぐらい行っておりますけれども、それ以上に深く

踏み込んだものについては、専門職でないとできない業務もございまして、そこまで広

げていないのが実情でございます。 

相談業務につきましては、お年寄りとの相談につきましては、包括支援センターもご

ざいますけれども、土日でも休みの前でもこちらに職員に伝えて相談に乗ることもあり

ますし、子育て支援センターの関係でも対応することがありますので、そういったよう
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な職員の呼び出しみたいな形での対応ができるのかというふうに考えております。 

議員のご提案ごもっともかと思いますけれども、人材にも限りがありますので、どう

いうふうに実現できるか研究してまいりたいと思います。 

接遇関係でございますね。先ほどの一方的な対応という関係、先のものなんですけれ

ども、まず職員に対して一番必要なものは傾聴する姿勢だというふうに考えております。

まず、住民の方がどのようなことで訴えてこられて、どういうことでそのことをお聞き

して、こちらでかみ砕いて何ができるかということをお話しするのかと思います。一方

的な対応になってしまったときは、すぐにはお答えできないのであとでお答えしますと

いうふうにしてお帰りいただくこともありますし、その場でどうしても法を曲げてまで

やってほしいということに対しては、その場でお断りすることもあるかというふうに思

いますので、その話題話題によっては対応の仕方がそれぞれ違うかと思います。 

ただ、失礼のないように言葉尻をなあなあな言葉にしないとか、相手を尊重した言葉

遣いをするということについては、常に職員のものには伝えていきたいというふうに思

っております。 

窓口のあり方検討会で作っております窓口サービスマニュアルというものがあります

が、平成１７年度のものからあります。こちらを再度住民の方々とのコミュニケーショ

ンのマニュアルとして、また職員に徹底してまいりたいと思います。 

○議長（関 克義） 黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） 土日の部分、相談業務、専門業務のことについては、人材を増やさなく

てもできることですので、交代でというような形で対応できるかと思いますのでまたぜ

ひ考えていただきたいと思いますし、その対応については心を動かすとか、察するとか、

そういう部分が非常に大事な部分で、そういう部分についてしっかり研修することが必

要かなと思います。 

一方的とか、門前払いと思われてしまうということには、何かそういうところがある

のかと思いますので、我に返って考えるということが必要かなと思いますので、お願い

をしたいと思います。 

時間が少なくなっちゃってすいません。通告にこれも住民サービスの一つですが、教

育格差解消と就学支援の取り組みはという通告もさせていただいております。昨今、非

常に話題、問題になっている部分で、松川町の現状も含めて取り組みをお伺いしたいと

思います。 

○議長（関 克義） 高坂教育長。 
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○教育長（高坂敏昭） 教育格差という問題でございます。 

親の収入だとか、家庭環境によって、子どもに学力格差が生まれるかどうかという、

そういうことだと思いますが、文部科学省等の調査、それから関係機関でいろんな調査

をしておりまして、親の収入と子どもの学力の関係性という中での調査結果を見てまい

りますと、様々な調査を総合すると、親の収入と子どもの学力には大いに関係があると

いう、こういう結果が出ております。 

教育の中で申しますと、私どもは教育の機会の平等ということで、少なくとも入り口

の部分についてはすべての子どもに同じ教育を保障するというのが大前提です。しかし、

例えば塾に通わせられる親の子どもは、例えば学力が高いとかというような結果もあり

ますので、結果としての学力というところに差が生じてきているのは実態だというふう

に思います。 

フィンランドのように、すべての教育を無料にするというようなそういう施策ができ

れば良いのですが、私たちの町の中で何ができるかということを大事に考えていくとい

うことでこれまで取り組みを進めてまいりました。 

一番は、その学力については、学力の底上げを図りたいということで、特に塾に通っ

ていない子どもたちの学習補充ということで、てらこや松中の事業を２５年度から始め

まして、今年度は毎週水曜日にそのてらこやの事業を実施しております。 

それから学校徴収金の問題でございます。子どもたちのその学年費、それから給食費、

それから修学旅行の積立金等につきましても、これは平成２２年度に県の教育委員会か

ら教育長通知が出されまして、しっかりとその学校長集金の精査をしなさいということ

で、これは２３年度から学校事務の職員の皆様方にお願いをいたしまして、とにかくそ

の公費支出ができるものは公費で賄っていこうじゃないかということでお願いをして、

取り組みを始めていただきました。その結果、１年間で１，０００円から２，０００円

の学年費の減額を生み出しております。 

それからあとは、子どもたちをきめ細かく見ていきたいということで、教育支援員の

配置、それから準要保護の家庭に対する就学援助制度、そのようなものを行って現在取

り組みを進めているところでございます。 

さらにこの先、学校応援団といいますか、学校応援態勢を地域で作っていただけない

かということを各小学校、中学校にお願いいたしまして、小学校につきましては中央小

がけやき応援団というその準備が整って４月からスタートする予定です。それから北小

につきましては、既に取り組みが始まっておりまして、先だって学校に関わってくださ
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る関係の方々が集まって、これからの北小の運営の方向等についても議論がなされたと

ころでございます。なるべくその地域の方々の力を借りながら、学校をサポートしてい

く、そういう体制を作っていきたい、そんなふうに思っております。 

以上です。 

○議長（関 克義） 黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） 学校徴収金等含めて、大変な見直しをしていくということは、非常に保

護者の皆さんにとってもありがたいことだと思いますし、ＰＴＡでやっているリユース

の促進なども非常に効果のあるものかなと思いますが、また教育委員会を中心に、支援

できる部分はほかにないかということをまた考えていっていただければありがたいなと

思うところであります。 

通告では、リユースの取り組みの現状だとか、てらこやの部分、基礎学力の取り組み

等通告してありましたけれども、その関連してまだお答えいただけるところがあればと

思いますが、けやき応援団ということで、小学校のてらこやに相当するのかなというふ

うにも考えられるわけですけれども、そこら辺のところも含めてもう少しご答弁いただ

ける部分があればお願いしたいと思いますが。 

○議長（関 克義） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 学校応援団の仕組みですが、学習支援についても現在入っていただく

予定で考えております。 

中学校のてらこやの授業とは別に、来年度小学校のその算数の学力向上ということも

一つの課題でありまして、１年２年３年までの算数の偏差値は全国平均を上回るという

状況ですが、中学年あたりから若干その下回るという傾向が出てきておりまして、そこ

にてこ入れをしたいということで、北小と中央小につきましては算数の学習指導を専門

に行う町費の教員を配置していきたいというふうに考えております。 

それからあとリユースの関係や就学援助の制度については、こども課長の方から話を

させていただきます。 

○議長（関 克義） 福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） まず、リユースの取り組みでございますけれども、中学校のＰＴ

Ａの皆様方に大変ご尽力いただく中で、松中リユース事業ということで行われておるわ

けでございます。かばんですとかバック、制服、運動着、柔道着、デザインセットとい

うようなものがリユースされておるということでございます。 

本年度２７年度におきましては、３１名の６年生の保護者の方から申し込みをいただ
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いたというふうに聞いております。 

出していただいたリユースのものについては、すべてその皆様方にわたったというふ

うに聞いております。 

利用された保護者の皆様方は、大変にありがたいという感謝の言葉を寄せられておる

ということで、学校の方からも聞いておるところでございます。 

また、ちょっと学校とは違うんですけれども、子育て支援センターおひさまの方でも、

子ども服とか保育園用品を中心に、交換会というような形を行っておるところでござい

ます。子ども服につきましては、大変子どもさんの成長早いものですから、すぐにサイ

ズが合わないというような状況になりますので、こちらについても大変好評をいただい

ておるというふうに聞いておるところでございます。 

どちらの事業につきましても、子育てに関する負担、保護者の負担が軽減されるとい

うことで、今後も継続して実施していただけるような形で、私どもも支援できるところ

についてはしていきたいというふうに思っております。 

それで就学支援につきましては、ただいま教育長の方からお話ございましたとおり、

準要保護児童生徒に対する就学援助費ということで、町の要綱によりまして、また国の

教育基本法にのっとる中で、支給をさせていただいておるところでございます。 

２８年度につきましては、小学校で７１名、中学校で５１名ということで、合計１２

２名ということで、１割強のお子さん、児童生徒に対して支給を行っていくという計画

でおるところでございます。 

この人数大変多くなってきておるとこでございます。それだけ保護者の皆様方の子育

てに対する負担が大変だというような状況を理解する中で、今後も子育てに対する負担

軽減、子育てしやすい町を目指して努力してまいりたいというふうに考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 今の質疑、子育てに非常にお金がかかっていくという、今、子どもたち

の貧困というようなことで、非常に私も新聞やいろいろ読んでおるわけでありますけれ

ども、松川は、子育てに力を入れていこうということで、様々な政策を打っております。 

これは私が言ったからできるとかできないということじゃなくて、実は学年費につい

ても自分が町会議員の時に質問しただけに非常に興味を持っておりまして、今回の議会

のことでまとめて見せてもらいました。 

これは松川町が高いということじゃ決してないとおそらくは思います。だけれども、
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よく考えてみると、中学、小学校、おそらく３０代。親の元で暮らしていて、親がいろ

いろバックアップしてくれるうちは良いけれども、そいじゃ家を建てた。家のローンを

払ってかなければ。教育。そうすると毎月学年費は１０回のスパンで払っていくようで

すけれども、そうするとこれは結構大変だなと。 

先日、課長も呼びまして、だからどうするというところまではいかないですけれども、

我々の認識としたらこれは大変。それでリユースをやっているということで、担当課長

にも「これはリユースというのは非常に良いんで、町でも応援ができることがあったら

何かしていくように」というような話をしたところでございます。 

これは一つの認識としての答弁でしかありませんけれども、そんな認識を持ったとこ

ろでございます。 

○議長（関 克義） 黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） リユースについては、小学校等へのぜひ働きかけていただいて、町も協

力していっていただければありがたいなと思うところであります。 

そういう中で、新年度予算でありますけれども、これ質問したところでありますが、

教育支援員の部分の予算が１３０万円ほど減額になっているということで質問をさせて

いただいたわけでありますけれども、この部分であります。 

この間の小学校の卒業式見ていても、１人の子に１人の先生がつきっきりになってず

っと見ている。卒業式だけれども、小さなおもちゃを持たせて、なんとか気を紛らわせ

ながらなんとか時間を持たせているというようなそういう実情を目の当たりにする中で、

やはり減額というよりも、その分さらに支援をしていかなきゃいけないんじゃないかな

というふうに感じました。 

ぜひともそういった面で、今後もまた取り組みをお願いしたいなと思うわけですが。 

学力の問題で現在話題になっているというか、注目されている部分にこれ通告してな

いわけですが、視機能障がい者というのがいるわけですけれども、こういう要するに見

えているんだけれども、よく読めないというような障がいなんですが、そこら辺の検査

とかも発達してきているんですけれども、そこら辺の取り組み、現状町でどんな感じな

のか、わかりましたらお願いします。 

○議長（関 克義） 高坂教育長。 

○教育長（高坂敏昭） 視覚機能障がいにかかる検査ということでございます。 

発達障害に関わる検査については、様々に行っているわけですが、具体的にこれまで

のケースの中で視機能障がいであるという検査結果をいただいている児童生徒はおりま
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せんが、いろいろな生活状況の中で、障がいではないんじゃないかというふうに見られ

て、実はそこに視機能障がいが存在しているということも大いにあると思いますので、

また就学相談の委員会の中にそういう話をさせていただいて、専門医、専門機関に見て

いただくようなそんな手はずを整えていきたいと、そんなふうに思います。 

○議長（関 克義） 黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） こういう障がい関係もやっぱり早期発見というのが一番大事で、そうい

う対応が大事だというふう認識しておりますので、ぜひとも早い段階でそういうのが見

つかるような取り組みをまたお願いをしたいなと思っております。 

縷々述べてまいりましたけれども、住みたい町、住んで良かったまちづくり、何はと

もあれその中心的に動いていただくのは役場の皆さんかと思います。前段でも縷々あり

ましたけれども、役場の皆さんに頑張っていただけるようにまた環境整備、賃金も含め

てまた考えていただいて、取り組んでいっていただきたいというふうに希望を述べて、

私の質問を終わりたいと思います。 

ありがとうございました。 

○議長（関 克義） これで黒澤他哲郎議員の質問を終わります。 

通告のありました一般質問は、以上で終わります。 

 

散 会 

○議長（関 克義） 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 

これにて散会といたします。 

 

午後４時３０分  散  会 
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平成２８年第１回松川町議会定例会会議録 

（ 第 ２０ 日 目 ） 
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第１７ 議案第２４号 平成２７年度松川町公共下水道事業特別会計補正予算（第５回）に

ついて 
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更について 

第２３ 議案第３０号 国土利用計画（松川町計画）について 

第２４ 継続審査・調査について 

第２５ 町長あいさつ 
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午後３時００分 開 議 

開議宣告 

○議長（関 克義） 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから平成２８年第１

回松川町議会定例会を再開いたします。 

 

議事日程の報告 

○議長（関 克義） 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおりであります。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。佐々木代

表監査委員の出席をいただいております。 

株式会社チャンネル・ユーケーブルテレビ生中継の許可をしてあります。 

 

日  程 

＝＝＝ 日程第１ 議 案 審 議 ＝＝＝ 

◇ 議案第１８号 松川町議会政務活動の交付に関する条例の制定について 

○議長（関 克義） 日程第１、議案第１８号、松川町議会政務活動の交付に関する条例の制

定についてを議題といたします。 

説明を求めます。吉澤副町長。 

○副町長（吉澤澄久） それでは議案第１８号をお願いいたします。 

＝ 議案第１８号朗読・説明 ＝ 

○議長（関 克義） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑はありませんか。 

白川議員。 

○１３番（白川靖浩） この政務調査費のことにつきましては、議会としても昨今地方議会を

取り巻く環境は非常に厳しくなってきておるということで、この政務調査費をお願いし

まいかということで、議会としても報告会だとか、議会だよりなんかでお知らせはした

わけですけれども、ちょっと２点ばか苦になるところがありまして、そこをお聞きした

いと思います。 

最初、パブコメをやっていただいたんですが、お聞きすると２件とかという話でした

が、ちょっとどんなような意見が出たのか、もしあれだったら簡単にお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（関 克義） 吉澤副町長。 
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○副町長（吉澤澄久） パブリックコメントにつきましては、２月１５日からこの３月１５日

まで行いました。 

意見募集をしましたところ、２件の方、２名の方からご意見を頂戴しております。 

まず、１点、お一人の方は、「住民説明が少ないんではないか」と、「周知不足ではな

いか」というようなことを頂戴しております。 

それから一つは備品関係ですね、「パソコンやカメラなんかは多くの町民の方も持って

いらっしゃるんで、あえて政務活動費の対象にならなくても良いんではないか」という

ようなことが出ております。 

それから「広報活動にレンタカー等の必要性がわからない」と。それから「拙速にや

っているんではないか」というような意見を頂戴しております。 

もう一方も同じようなことでございまして、ちょっと細かくたくさんの項目がござい

ますが、大きくは今のようなことかと思っております。 

それからこちらの方の方も同じく「住民説明が足りないんではないか」というのが大

きな趣旨かと思っております。 

以上でございます。 

○議長（関 克義） 白川議員。 

○１３番（白川靖浩） ２名の方といえばまるっきり少ないような気もするが、その子たちも

経験を積んだ皆さんの意見だとは思うんですが、私も議会としてこれは政務調査費をつ

けてほしいという、要望をした議会から要望した項目でありますので、無理に駄目とい

うことは申しませんけれども、今、説明された中でもその説明不足じゃないかとか、設

備やレンタカーのことはともかくとして、少し早すぎるんじゃないかとかという、そう

いうあったことについてはちょっと私も苦になるところでありまして、パブコメを３月

１５日に締め切って、その前に既に予算計上やその条例もこの条例もそうですが、段取

りが十分できておってされるということに対して、もうちょっと住民の意見を聞いた方

が良いのかなという気がしますのでお聞きしましたが、そこらのとこはどう感じておら

れるか。 

また、施行日が４月１日ということでありますが、できればこれ改選期１１月にあり

ますので、そういう機会に施行した方が良いかなという気がしますので、そこらのとこ

は出していただいておいてそこで聞かんならんけれど、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（関 克義） 吉澤副町長。 
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○副町長（吉澤澄久） この条例は、私どもの執行側に頂戴するまでに、議会の皆さんの方で

報告会、あるいはこの条例に特化した説明会を開いた中で、住民の皆さんに説明をした

ということをお聞きしております。 

それから議会広報誌、それからチャンネル・ユーの番組等を通じまして、広く町民の

皆さんに周知、徹底をされたということかと思っております。 

それから私どもとしましては、これを頂戴した後にやはり今、お話がありましたとお

り、パブリックコメントという制度を通じて意見徴収をさせていただいたことと、それ

からたまたま特別職の報酬審議会がございましたので、そちらの皆さんにも町民の代表

という立場ではございませんけれど、ご意見を頂戴するということで提案を申し上げま

した。 

中では、否定的な意見は少なく、肯定的にこういったものをやって議会の皆さんにぜ

ひ勉強していただきたいというようなことを言われている意見を頂戴しているとこでご

ざいます。 

あと改選期というのは今年の１１月が任期でございますけれど、確かに拙速という感

は歪めはしませんけれども、やはり４月１日という一つ年度の切り替えがございますの

で、ここが一つのターゲットかと思いまして提案をさせていただいております。 

以上でございます。 

○議長（関 克義） 白川議員。 

○１３番（白川靖浩） 手順としてパブコメは、いろいろな事業でやるべきだと思うし良いと

思うんだけれど、先ほど申しましたように、予算をへえ組んであって、当初予算に盛っ

てある。それでまた条例もそういうことで、手っ取り早く真っ先に今日審議されるとい

うことで、そうしにゃできんことですけれども、ちょっと段取りが良すぎるんじゃない

かと思って意見を言わさせていただきました。 

国会においても、地方公聴会は、もうへえ決まったルールに沿って粛々とやれといっ

たようなそんな空気がありますので、ぜひこれからはそのこの政務調査費だけにかかわ

らず、ちょっとそこらのとこはやっぱし住民の意見をもうちょっと落ち着いて聞けるよ

うなそんなことをしていっていただければと思います。 

施行日については、そういう年度切り替えということでありますので、できれば改選

期のような時にやってもらった方が良いんじゃないかなと思って、意見だけ申させてい

ただきます。 

以上です。 
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○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） 本議案に賛成の立場から討論をさせていただきます。 

議会の方でも準備を進めてまいったということもありますし、また住民への皆さんへ

の周知というふうな意味でも、十分に時間をとってきたんじゃないかなというふうに思

っておりますが、何よりもこの条例化の意義は、議会議員が政治活動、政務活動でどん

なふうなお金の使い方をしているか。住民の皆さんから預かった大切な税金を使って勉

強させていただくというふうなことをどのように感じてどういうふうにやっていったか

ということをすべてオープンにする、すべて町民の皆さんに見てもらう。インターネッ

トで２４時間見れます。それから議会の議会事務局にくれば台帳は整備してあります。 

こういうふうな中で、ぜひ住民の皆さんに行政や政治について、関心というものを喚

起する、そういうふうな意味合いが強いと思いますし、議員一人ひとりに対するチェッ

クというふうなことも、住民の皆さんが厳しい目を見て議員の質を見定めていただくと

いうふうな意味でも、非常に意義深いことであります。 

間違いなく私は、住民の皆さんに寄与する制度だというふうに考えておりますので、

今、申された住民への周知が足りないということもございますけれども、それ以上に今

後の住民参加、そういったものを期待したいと、その効果は大いにあるというふうな考

え方を持っておりますので、本条例に賛成したいというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（関 克義） ほかございませんか。 

島田議員。 

○８番（島田弘美） 私もこの政務活動費については、賛成の立場で発言をさせていただきた

いと思っております。 

この政務活動費につきましては、この平成２４年の４月に地方自治法改正によって、

従来の調査研究費、いわゆる議員の資質向上を目指すために従来の調査研究費から名称

を改めたものであるというふうなことが条文にはっきり書かれておられる。 

町の議会、当町の議会の基本条例では、地域の発展、あるいは町民福祉向上のために

果たすべき役割が求められております。 

現在の調査研究費では、十分な調査研究に資するとは必ずしも私は思っておりません。
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議員個々の判断ではありますけれども、自己研鑽、資質向上や幅広い視野からの充実、

強化を図っていくことが、これからの地方議会の活性化につながるものと私は考えてお

ります。 

この政務活動費に関わる条例、本定例議会に提出されたものでありますが、先ほども

加賀田議員の方から発言がありましたように、より透明性を高めるために使用範囲、あ

るいは報告書の義務化、支出に対する領収書等証拠書類の提出などを厳格化されており

ます。また、公開、閲覧等の情報公開に万全に期しているという点であります。 

当議会といたしましても、この政務活動費については、ここ数カ月でやったというこ

とではなくて、既に数年前からこの声が出ておりました。 

時期尚早という先ほどの声があるというお話でございましたけれども、先ほども副町

長の方からもお話がございましたように、チャンネル・ユーでの周知、それから議会だ

より、議会報告会、それからあるいはまた、町民にさらに説明会を行ったということで、

ご理解をいただいたものと私は判断をいたしております。 

今後の議会あり方、活性化、議員個々の資質の向上こそが、この非常に問われる時代

になってきておるという上からも、本定例会において道議を諮られることについて賛成

をしていきたいというふうに思います。 

そんなことで、本条例案については、賛成をいたします。 

○議長（関 克義） ほか討論ございますか。 

黒澤議員。 

○３番（黒澤哲郎） 私も賛成の立場で討論をさせていただきたいと思いますが、この条例案、

議会でも議会改革推進会議、それから議員協議会、十分に審議を重ね、それから議会と

語る会等でも住民の皆さんから多くの意見を聞く中で、整備を研究を重ねてきた条例か

と理解しております。 

全国でも最も整備されたといいますか、厳しい条例要綱になっているのかなというこ

とであります。 

町民の皆様方からも、「この政務活動費を使ってしっかり先進地の視察などしっかり勉

強して、議会でも頑張っていくように」というお声を多数いただいたわけであります。 

その他にもご指摘の様々な意見がございますけれども、町から提案をいただいたとい

うことは、調整を担う両輪の一輪として、議会もしっかりやっていただくようにという

ふうに理解をするとこであります。 

よって、提出いただいたこの条例案に賛成の意見とさせていただきます。 
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○議長（関 克義） ほか討論ございますか。 

白川議員。 

○１３番（白川靖浩） 私反対討論するつもりなかったんだけれど、皆さんが言いますので一

言。 

私も決してその政務調査費が悪いこと、世間じゃちょっと悪いことに使っておる衆が

おって、誤解を招くようなこともあるかもしれませんが、今、話があったように、松川

町ではそういうことのないようにということで議論して決めたことで、決して絶対とい

うことはないんですが、私がここで物を言うのは自分の信念に基づいていっておるだけ

で、当初から私はこれの前にあった調査費ですか、それもちょっと異議を唱えてきたも

のでございますけれども、議会、議員というのは与えられた報酬でその中で一生懸命勉

強して、先ほど言いましたように、確かに地方議員の立場は厳しいものになってきたと

いうことは実際でございます。 

それで若い衆が出てこれんということも事実でございますが、今回は私は前から言う

ように、自分は自分で報酬の中でボランティアでもいいで勉強してやっていくべきだと

いう考えありますので、今回は反対というか、うんと反対じゃないんだけれど、ちっと

反対だか棄権させていただきたいと思います。 

○議長（関 克義） ほか討論ございますか。ありませんか。 

米山議員。 

○１２番（米山由子） 私は、賛成をさせていただきたいと思っておりますが、議会の活性化

につきましては、もう５年ほど前から議会基本条例等につきましても、この議員の仲間

で非常に先進地を視察いたしましたり、これからの議会のあり方、特に高齢化、少子化

が進んでいく中で、町の町民力、それからまた産業の力というようなものについて、し

っかりとした方向性を持ちながら、松川町の力強いまちづくりをしていく。そのための

議会の議員のあり方というようなものについては、非常に重要な時期にきているという

ようなこと、これはみんな認識していることだと思っております。 

そういう中で、やはりボランティアのように活動するのも非常に結構ではありますけ

れども、ある程度やはり情報を収集する、また先進地を見る。今、私は単なる国内だけ

でなくて、もっと先進の幸せの国を見てくるということだってまた一つの問題も課題も

あるんじゃないかなと。そこまで行けるかどうか、この政務活動費では駄目だとは思い

ますけれど、そういう課題を含んでいるところでもございます。 

非常に必要性はあるというふうに感じるわけですが、パブコメの中で本当に厳しいご



 －303－ 

意見もいただいているということは、これも真摯に受け止めなければいけないというふ

うには感じております。 

住民の説明不足という点については、なかなか説明会をしますので、お出かけいただ

きたいということを何回かの手法を使ってお願いしてございますけれども、ご出席いた

だく方々が非常に少なかったと、そういう点では非常に残念ですけれど、出てきていた

だいた方々は、全面的に反対という意見ではなかったというふうに、あまい見方と言わ

れればそうかもしれませんけれど、私はそんなふうにとらせていただきました。 

そういう点から言いまして、今まで調査費で２万円をいただいておりましたけれども、

これを８万４千円になるということでは、ちょっと４倍ぐらいになるわけではございま

すけれど、当初の予定よりも町の方の提案事項については非常に減額して、提案してい

ただいてある点からも、我々としてはやはりそのこの今日の予算、今日の予算でしっか

り活動してみてくださいよという意味だろうと思いますので、この点について私は賛成

してまいりたい。 

そしてまた、議会一人ひとりがしっかりとした決意を持って議員活動をしていかなき

ゃいけないということも感じております。 

以上でございます。 

○議長（関 克義） ほか討論ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第１８号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 １２名） 

○議長（関 克義） 賛成多数であります。 

よって、議案第１８号、松川町議会政務活動費の交付に関する条例の制定については、

原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第 ８号 平成２８年度松川町一般会計予算について 

◇ 議案第 ９号 平成２８年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について 

◇ 議案第１０号 平成２８年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について 

◇ 議案第１１号 平成２８年度松川町介護保険事業特別会計予算について 

◇ 議案第１２号 平成２８年度松川町公共下水道事業特別会計予算について 
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◇ 議案第１３号 平成２８年度松川町農業集落排水事業特別会計予算について 

◇ 議案第１４号 平成２８年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算について 

◇ 議案第１５号 平成２８年度松川町青年の家特別会計予算について 

◇ 議案第１６号 平成２８年度松川町発電事業特別会計予算について 

◇ 議案第１７号 平成２８年度松川町水道事業会計予算について 

○議長（関 克義） 日程第２、議案第８号、平成２８年度松川町一般会計予算について、日

程第３、議案第９号、平成２８年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について、日

程第４、議案第１０号、平成２８年度松川町後期高齢者医療特別会計予算について、日

程第５、議案第１１号、平成２８年度松川町介護保険事業特別会計予算について、日程

第６、議案第１２号、平成２８年度松川町公共下水道事業特別会計予算について、日程

第７、議案第１３号、平成２８年度松川町農業集落排水事業特別会計予算について、日

程第８、議案第１４号、平成２８年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算について、

日程第９、議案第１５号、平成２８年度松川町青年の家特別会計予算について、日程第

１０、議案第１６号、平成２８年度松川町発電事業特別会計予算について、日程第１１、

議案第１７号、平成２８年度松川町水道事業会計予算についてを一括議題といたします。 

議案第８号から第１７号までにつきましては、審査を各常任委員会に付託してありま

す。その結果を順次ご報告お願いいたします。 

初めに、総務産業建設常任委員会の報告を米山俊孝委員長、お願いします。 

○総務産業建設常任委員長（米山俊孝） それでは平成２８年第１回定例会総務産業建設常任

委員会付託案件審査報告を行います。 

総務産業建設常任委員会の報告をいたします。 

本定例会において、総務産業建設常任委員会に審査を付託されました平成２８年度松

川町一般会計予算、平成２８年度松川町公共下水道事業特別会計予算、平成２８年度松

川町農業集落排水事業特別会計予算、平成２８年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予

算、平成２８年度松川町発電事業特別会計予算について、平成２８年度松川町水道事業

会計予算について、去る３月７日と８日に委員会を開催し、理事者、関係課長、係長の

出席を求め、慎重に審査をいたしました。審査の経過を報告いたします。 

まず、一般会計予算であります。 

空き家再生等推進事業の具体的な進捗方法について質問が出されました。「老朽化によ

り実際に第三者に危害を及ぼす恐れのある空き家を把握し、実被害が出ないようにする

ための事業を自治会の協力を得て、外部委託により実施するものである。対象物件は民
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家に限らず、工場、店舗等も含めた内容で、登記簿謄本照合により所有者を特定し、意

向調査を行う。協議会を設置し、今後の特別措置法の運用や条例化に向けても必要なも

のである」との答弁がありました。 

道路作業員配置については、新たな取り組みと思うが、その業務内容等について質問

がありました。 

「月１２日間勤務で日額８，０００円、２名の予算化を行った。幹線道路等手が入ら

ずにいたところの草刈りなどに対応できるようにする。基本的には４月から１１月は草

刈りを中心に、冬場については側溝の清掃、支障木の枝払い、公園の見回りなども考え

ていると。今までは単発で行っていた道路の穴埋め、補修作業なども含め、日常的に対

応し、効果を出していく」との答弁がありました。 

続きまして集落支援員制度を活用した防災関係の新たな増員についてということで、

日常業務など、その具体的な内容に対しての質問に、「大災害を想定した対応にも、専門

的な知識を持った人材の必要性を高く感じ、地元自主防災会等と協力し、防災力のアッ

プ、防災の核となる消防団、自主防災組織などの連携、防災に役立つリーダーの支援へ

の対応を考え、飯田広域消防を退職する防災意識に長けた支援員の１名を雇用したい」

との答弁がありました。 

「新たに新規、生田一般廃棄物最終処分場の残容量調査費が計上されているが、延命

措置、残量の管理をしてきたと思う。よって、残量は把握できていると思うが、改めて

の調査の必要は」との質問が出されました。「当初平成２２年に満了する計画になってい

たが、廃プラなどの分別が進み、埋め立て量は減少し、延命となっているが、正確な見

込みを立てないと対応が手遅れとなるため」との答弁でありました。 

みらいのリニューアルについて、「駐車場の確保には現在植栽されているりんごの抜根

も考慮して拡充したらどうか。増設するデッキの上に南アルプスが眺望できるような設

備はできないか」と質問があり、「りんごの木については今後検討する。眺望設備につい

ては、内部検討委員会の検討課題になっている」との答弁がありました。 

町制６０周年記念事業と５０年記念事業との違い、また１０年ごとに大きなお金をか

ける目的等に質問が出され、「目的には歴史文化の再認識、新しいまちづくりの新展開を

念頭に置き、町民皆さん１人でも多く参加いただくことを基本に、予算規模は総額４２

０万円、現在役場庁舎内プロジェクト会議で立案したものを２月に準備会を立ち上げ紹

介し、４月８日の第１回実行委員会開催を予定し、これに合わせ各団体でどのようなこ

とを希望するか聞き取り、アンケート調査を実施し進めていく。記念式典開催日は、進
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行民間の竣工日に合わせてといった案が出ているが、最終的なことは実行委員会で決ま

っていく」との答弁でありました。 

「ふるさと応援寄附金は、昨年の３倍、３，３００万円が計上され、当町では健全運

営がされていると思うが、返礼品について工業界、商工会からの内容はどのようになっ

ているか。今後の扱い高を考えると農産物だけではなく、多様性を図るべき」と質問が

ありました。 

「近隣では億を超える寄附を集めているところもあるが、総務省から節度を持った対

応も要求されている。当町では販路拡大とともに、町のファンを増やす取り組みとして

くだものがメインになっているが、商工会にも話しかけを行っている。工業製品も含め、

近々での対応は難しい状況」との説明と「新たな取り組みとして町のファンクラブを作

り、来町時に施設が有利に使えるなど、充実した内容へと検討を進めている」との答弁

がありました。 

関連として、ふるさと応援寄附金の収支等のデータ管理と、使途部分の予算化等明確

化を求める質問があり、「収支については財政管理費の中で扱い、使途についてはこれま

でに子育て、高齢者の生きがい作りといった目的の中でバスを購入をした。寄附をいた

だいた方に文書で報告するとともに、ホームページ上でも公表した」との答弁でした。 

地域連携支援員と外部専門家活用事業について、「前年度の検証と成果の確認がされて

いるか。どのようなプロセスで今年度計上されたか」との趣旨の質問に「生東を考える

会を通じ、生東の将来を携わる事業で、総合計画策定にも参画し、職員研修は毎月定期

的に開催している。職員だけでは担えない部分を総務省認定の外部専門家として活動し

てもらっている。活動の実績報告書も提出されており、外部専門家については活動最終

年の３年目で効果は理解得られるよう発信していく」との答弁でありました。 

「この事業については、地域活性化に必要な事業である」と議員からの発言もありま

した。 

続いて特別会計であります。 

公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計では、「公共下水道会計と農業集

落排水事業予算に同じ名称の経営戦略の策定業務が同じようにそれぞれ計上されている。

なぜ、事業の一本化ができないか」との質問があり、今回経営戦略は事業会計ごとの策

定を求められている。下水道整備は公共下水道事業、農集排事業のそれぞれの適用の中

で進めてきた。将来、設備統合課題であるが、計画をする公営企業会計への移行では会

計の統合を考慮している」との答弁でした。 
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保養宿泊施設事業特別会計では、「保養宿泊施設は町営施設の位置づけでもあり、平成

２５年度から経営会議を設置しているが、会議の内容はこの予算に反映されているかど

うか」と質問と「『観光事業として捉えれば公社化のような新しい会社組織のような方法

での運用もどうか』というような意見も出された。このような検討は予算がなくても進

めていきたい」との答弁でした。 

発電事業特別会計、水道事業会計については、特に質疑がありませんでした。 

議員間討議後、再度の質問、審議を行いました。 

以上が付託されました各会計予算に対する新規事業予算を中心とした主な審査の内容

です。 

採決の結果、一般会計予算は全員の賛成、特別会計予算につきましても全員の賛成で、

平成２８年度会計予算は原案どおり認めることが妥当と当委員会では決しましたので、

ここに報告いたします。 

以上でございます。 

○議長（関 克義） 次に、社会文教常任委員会の報告を熊谷宗明委員長、お願いします。 

○社会文教常任委員長（熊谷宗明） それでは社会文教常任委員会の報告をいたします。 

まず、本定例会において、社会文教常任委員会に審査を付託されました平成２８年度

松川町一般会計予算、平成２８年度松川町国民健康保険事業特別会計予算、平成２８年

度松川町後期高齢者医療特別会計予算、平成２８年度松川町介護保険事業特別会計予算、

平成２８年度松川町青年の家特別会計予算について、去る３月９日・１０日委員会を開

催し、理事者、関係課長、係長の出席を求め、慎重に審査をいたしました。審査の経過

を報告いたします。 

一般会計補正予算であります。 

「保育園をはじめ教育委員会事務局、保健予防臨時職員関係の賃金が増えている。こ

のような人員配置によって、職場に混乱を生じないか、また同じようなサービスが維持

できるのか」質問がありました。「未満児の急増により９名の保育士を採用する。正規、

臨時、パートにとらわれずに研修を積んでサービスの向上に努めていく。また、臨時職

員、パートの方も正規職員の試験を受けるよう働きかけをしている」との答弁でした。

給与の格差なども含め、「臨時職員の待遇改善を」との要望が出されました。 

次に、地域福祉コーディネーターの業務と民生児童委員との連携について質問があり

ました。 

「生活困窮のため、支援を必要としている方へ個別支援をするとともに、生活支援の
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設計をする飯田市にあるマイサポとのつなぎ役を担う。ひとり暮らし世帯や認知症、高

齢者など、地域の実情を把握している民生児童委員と連携を図り地域へ出向いていく」

との答弁でした。 

生活習慣病予防訪問保健師ほか２６５万円の業務内容について質問がありました。「全

戸訪問から国保対象者の重症化予防へとシフトしてきている。受診率を上げて努力者支

援制度の評価を高くしていきたい」との答弁でした。「個別指導から１人も２人といった

地域で健康を考えるような取り組みを強化し、集団指導に力を入れるべき。また、タブ

レット端末を利用した実のある保健指導や訪問体制を」との要望が出されました。 

休園となる福与保育園の施設管理賃金が３２，０００円計上されている。今後の方向

性について質問がありました。「平成２９年以降の生田地区の入園対象保護者の皆さんに

要望を聞く中で、再開に向けて努力していく」との答弁でした。「保育園としてではなく、

幼稚園や認定こども園としての方向も検討してほしい」との意見が出されました。 

めばえ支援事業１９０万円補助金として計上されている。支援の状況について質問が

ありました。「現在治療中の７名の方から問い合わせがある。県の補助金３０万円を除き

町独自で上限５０万円をしている医療の高度化を踏まえ、上限額の見直しや貸付制度の

検討を」との要望が出されました。 

「老人福祉センターの耐震業務２９１万円計上されている。診断の結果によって、耐

震補強することになった場合の対処はどのように考えているか」質問がありました。「一

日も使えないという状況になれば、旧北名護保育園を含めいろいろと方策をとっていく。

福祉施設については、特養も含める中で総合的に判断していく」との答弁でした。 

準要保護児童就学援助費の内容について質問がありました。「対象者は平成２２年に９

４名であったが、２７年度には１１２名に増えている。ひとり親家庭が７割を占め、全

体で１割くらいの家庭を援助している。子どもの貧困についての質問には、朝食を食べ

ているかの調査や身体測定の結果を把握し、学校との連携を密にして、準要保護家庭に

対処している」との答弁でした。 

次に、国民健康保険事業特別会計について。 

健保連、国保連に拠出する保険財政共同安定化事業が３億３，１４０万円余に対して、

交付金がほぼ同額入ってきている。平成３０年に行われる県一本化を見通す中で、来年

度以降はどうなるのか質問がありました。「２７年度の支出が急激に伸びたことに伴い、

今回はその分が反映された。来年度の支出の伸びがなく、今年度より下回ることがあれ

ば、来年度以降また持ち出しが大きくなってしまう制度になっている」との答弁でした。 
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後期高齢者医療特別会計予算については、質問がありませんでした。 

介護保険事業特別会計予算について、国の方針によって１０ある要支援の新サービス

のうち２つを町が実施することなどに伴い、地域支援事業交付金が日常生活支援総合事

業へ移行することによって、事業費が前年より４，６００万円余増えている。制度変更

の周知徹底をどのように行っていくのか質問がありました。「ケアマネジャー３人が１人

あたり５０人、全部で１４０人を３月に全戸訪問をして、介護者を同席の中で、相対で

相対で説明していく」との答弁でした。「これを機会にコミュニティ・カフェへの男性の

誘導とスケジュール管理などのサポートシステムの導入を」との要望が出されました。 

青年の家特別会計予算については、質問がありませんでした。 

議員間討議において、再質問はありませんでしたが、要望事項、追加資料を求める意

見が委員の中から出されました。 

ここには記載をしてありませんが、具体的な要望事業について発表させていただきま

す。 

「予算書の説明欄の統一、内容によっては詳しく、予算概要と予算書がリンクするよ

うに概要にページの案内を」との要望が出されました。また、追加資料提出につきまし

ては、臨時、非常勤の賃金体系を職種ごと給与費、明細の提示を求める。また、学校教

育に関係する各学校ごとの学級支援員、教育支援員の経年経過と各学級ごとの特別支援

学級数、児童数の実績数の提示の要望が出されました。 

以上が、付託されました各会計予算等に対する審査の主な内容です。 

採決の結果、平成２８年度一般会計予算、各特別会計について全員賛成で、当委員会

では原案どおり認めることが妥当と決しましたのでここに報告いたします。 

○議長（関 克義） 各常任委員会の報告を終わります。 

ただいまの報告について、質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第８号から第１７号までを一括して採決を行いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

採決を行います。 

付託案件に対する各委員長の報告は可決です。 

議案第８号から第１７号について、賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（関 克義） 全員賛成であります。 

よって、議案第８号、平成２８年度松川町一般会計予算について、議案第９号、平成

２８年度松川町国民健康保険事業特別会計予算について、議案第１０号、平成２８年度

松川町後期高齢者医療特別会計予算について、議案第１１号、平成２８年度松川町介護

保険事業特別会計予算について、議案第１２号、平成２８年度松川町公共下水道事業特

別会計予算について、議案第１３号、平成２８年度松川町農業集落排水事業特別会計予

算について、議案第１４号、平成２８年度松川町保養宿泊施設事業特別会計予算につい

て、議案第１５号、平成２８年度松川町青年の家特別会計予算について、議案第１６号、

平成２８年度松川町発電事業特別会計予算について、議案第１７号、平成２８年度松川

町水道事業会計予算については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第１９号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て 

○議長（関 克義） 日程第１２、議案第１９号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定についてを議題といたします。 

説明を求めます。塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 議案第１９号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について。 

＝ 議案第１９号 朗読・説明 ＝ 

○議長（関 克義） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑はありませんか。 

加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） １点お聞きいたします。 

先ほど全協でもお尋ね申し上げましたが、このまま国が定めた行政不服審査法に関し

ましては、非常に条件が緩和されたという面がある一方で、署名主義というんですか、

複数にまたがる不服審査の窓口を一本化して、効率を図るという狙いも大きくあるんじ
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ゃないかなというふうに思っております。それによって、住民の皆さんがもし不利益を

被るというふうなことがあっては私はならないというふうに思っておりますし、この行

政不服審査法に関しましては、まだまだ研究の余地がある法律だというふうに思ってお

ります。 

速やかに町としてもこの法律について研究して、この住民の不利益にならないように

必要があれば規則、要綱等を整備するというふうなご準備や方針があるかどうか、お伺

いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 今回の改正によりまして、不服審査法につきまして不服の申し立て

というか、不服審査について変更されるものでございますけれども、本来今までの住民

の方々が持っていた権利を阻害するものではいけないというふうに考えておりますので、

権利はそのまま持ったまま、この新法に変えていこうということで考えております。 

こちらの申立人には、反論書をお出しすることもできますし、また意見書の提出も許

されておりますので、今後この住民の方々、それから申立人の方々が不利を被ることが

ないよう、町でも誠心誠意を持って対応したいというふうに考えております。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） すいません、私の言い方が悪かったのか悪かったと思いますが、質問し

たのは、そういうふうなお気持ちがあるということは十分理解できるんですけれども、

今後速やかに研究していただきまして、規則なり要綱なり、場合によっては条例変更で

も結構でございますが、そういうふうなおつもりがあるかどうかということをお尋ねし

たかったということでございます。 

ただいまのようにご説明ありましたけれども、基本的に署名主義でございます、この

法律は。行政の不服申し立てをされる方は、文書を書くのがなかなかうまくいかない方

もいらっしゃいます。そういう方々のために、例えば公聴会制度であったりとか、参考

人であったりとか、新人制度というものがあるんだと思っております。 

そういうふうな弱者に対して何が何でも紙に出せというのも酷だと思います。そうい

うふうな意味で町独自の要綱なり運用指針、そういったものを整備するお気持ちという

か、そういうふうな方向で検討していただけるかどうかということをお聞きしたい。 

お願いいたします。 

○議長（関 克義） 塩倉課長。 
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○総務課長（塩倉智文） この条例の変更につきまして、まだ要綱やきゅうそくにつきまして

も同時に変更する準備をしておりますので、また検討いたしまして意見として承りまし

て反映できるところは反映してまいりたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） よろしいですか。 

ほか質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第１９号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（関 克義） 全員賛成であります。 

よって、議案第１９号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第２０号 松川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定

について 

○議長（関 克義） 日程第１３、議案第２０号、松川町一般職の職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

説明を求めます。塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 議案第２０号、松川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について。 

＝ 議案第２０号朗読・説明 ＝ 

○議長（関 克義） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論ありませんか。 



 －313－ 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第２０号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（関 克義） 全員賛成であります。 

よって、議案第２０号、松川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第２１号 平成２７年度松川町一般会計補正予算（第８回）について 

◇ 議案第２２号 平成２７年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）につい

て 

◇ 議案第２３号 平成２７年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第４回）について 

◇ 議案第２４号 平成２７年度松川町公共下水道事業特別会計補正予算（第５回）について 

◇ 議案第２５号 平成２７年度松川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２回）につい

て 

◇ 議案第２６号 平成２７年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予算（第３回）につい

て 

◇ 議案第２７号 平成２７年度松川町発電事業特別会計補正予算（第３回）について 

◇ 議案第２８号 平成２７年度松川町水道事業会計補正予算（第４回）について 

○議長（関 克義） 日程第１４、議案第２１号、平成２７年度松川町一般会計補正予算（第

８回）について、日程第１５、議案第２２号、平成２７年度松川町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第４回）について、日程第１６、議案第２３号、平成２７年度松川町

介護保険事業特別会計補正予算（第４回）について、日程第１７、議案第２４号、平成

２７年度松川町公共下水道事業特別会計補正予算（第５回）について、日程第１８、議

案第２５号、平成２７年度松川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２回）につい

て、日程第１９、議案第２６号、平成２７年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予

算（第３回）について、日程第２０、議案第２７号、平成２７年度松川町発電事業特別

会計補正予算（第３回）について、日程第２１、議案第２８号、平成２７年度松川町水

道事業会計補正予算（第４回）についてを一括議題といたします。 

説明を求めます。吉澤副町長。 
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○副町長（吉澤澄久） それでは議案第２１号をお願いいたします。 

＝ 議案第２１号・第２２号・第２３号・第２４号・第２５号・第２６号・第２７号・

第２８号 朗読・説明 ＝ 

○議長（関 克義） 説明を終わります。 

ここでお諮りいたします。 

休憩をとりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

１６時４５分まで休憩といたします。 

 

休  憩  午後１６時４０分 

再  開  午後１６時４５分 

 

○議長（関 克義） 会議を再開してまいります。 

ただいまの説明について、総括して質疑を行います。質問者は、会計名、ページ数を

明示の上、質問をお願いいたします。 

質疑はありませんか。 

熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） 一般会計歳出について２点お願いいたします。 

２９ページ３目農業振興費の中の８節の報償費ですけれど、その中で有害鳥獣駆除報

奨金が３００万円の減になっております。これについての内容説明をお願いします。 

それから２点目でございますが、同じく一般会計の歳出でございますが、３１ページ

の１９節負担金補助及び交付金のところの青年就農給付金が３００万円減になっており

ます。これについて内容の説明をお願いします。 

以上２点、よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 片桐産業観光課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） まずはじめに、２９ページの有害鳥獣駆除報奨金の減３００万

円の理由でございます。 

こちらにつきましては、当初予算で６０７万５千円という予算計上をさせていただき

ましたが、報奨金の実績ベースで約３００万円減というような状況になっております。

具体的には、特に大型鳥獣でありますシカ・イノシシの捕獲頭数の減でございます。シ
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カにつきましては、当初１８０頭という予算の上での計上をさせていただきましたが６

０頭程度。イノシシにつきましては４０頭に対して１０頭弱というようなところが大き

な理由でございます。 

この要因につきましては、有害鳥獣の侵入防止柵の工事を現在まで行ってきておりま

して、本年度町内全地区で完成いたします 

昨年度まで完成したところの侵入防止の効果が現れているというふうに考えておりま

して、この有害長寿の駆除につきましては、農業費が発生する場合について、有害鳥獣

ということで駆除していただいているものでありますので、柵の効果が出てきているの

ではないかというふうに思っております。 

それから３１ページの青年就農給付金の減でございます。 

こちらにつきましては、当初に比べまして実質２名分になります。１人１５０万円で

すので。内訳としましては、残念ながら途中で中止をされた方が１名あります。それか

ら研修の方を延長しまして、就農の方に移らなかったという方が１名、半年分で７５万

円。それから就農の給付金の給付をいったん中断するという就農者の方が１名出てきま

して、この方の半年分で合計３００万円の減ということでございますのでよろしくお願

いいたします。 

○議長（関 克義） 熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） 説明いただきました。 

鳥獣害の３００万円の減は、防護柵ができて、シカ・イノシシが入ってこなくなった

ということで、捕獲頭数が減ったということで効果が出て、それ自体は良いことだなと

いうふうに感じました。 

しかし、上大島地区におきましては、防護柵の内側、住民が住んでいるところにかな

りの猿が住み着いてしまったというようなことで、その対策として大きなおりではなく

て対策委員会で柵を二日がかりで設置をしたんですが、なかなか柵に入ってくれないと

いう状況があります。また、そういった猿が増野桑園横断線の歩道に入ってきて、小さ

い子どもが歩道を通れないというようなことも出たり、威嚇したりというようなことで、

なんとかその中に入った猿を撲滅していかなきゃいけないというようなことで対処して

いるんですけれど、町として何か対策があれば教えていただければと思います。 

２点目の青年就農給付金につきましては、なかなか就農するということに対してリス

クが大きくて、途中でやめられたというようなこともあるというようなことで、やはり

人口減対策の中にはやはりこの地のくだものの里のくだものの果樹園の中で就農してい
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ただければ、その土地も守られ、人口増につながっていくというような形がとれるわけ

なんですが、やはりいろんな原因があってよしてしまうというようなところをなんとか

フォローしていかなくてはいけないなというふうに思っております。 

福井県では、そういった新規就農者の研修棟を作りまして、そこで１０人くらいが一

緒に暮らし、これからの農業ということを語り合う中で、その地に定着する衆が非常に

多いというようなことも実際例としてありますので、そんなことも一つに就農を助ける

ことになるんではないかなと思いますが、そこら辺の改善策についてお聞きいたします。 

以上よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 上大島地区の柵の中にいる猿の群れの対策につきましては、地

元の協議会の皆さんが地元施工で大型捕獲おりというか、中型というか小型ですかね、

作っていただきましてありがとうございました。 

総合対策を今後行っていくという中では、やはり信州大学の泉山先生からも助言をい

ただいておるんですけれども、人里に入ってきた群れについては、これは追い払いを行

うということよりもやはり捕獲して個体数を調整していくというか、駆除していくとい

うようなことの対策が必要だという助言をいただいております。 

そちらについては、新年度の協議会の事業の中で、ＧＰＳでの群れの位置の把握です

とか、ＶＨＳ方式のものを検討したりして、追い払いや捕獲の方を考えていきたいなと。

地元の皆さんとも相談しながら考えていきたいというふうに思っております。 

柵も今年できあがりますので、上大島地区の猿の群れの対策についてはここ１～２年

がやはり非常に重要なというか、重点的にやっていく課題になっておるかなというふう

に思っております。 

それから新規就農の関係でありますけれども、先ほど３名という話いたしましたが、

実際に減になっているのは１名分でありまして、残りの２名の方は農業自体はやってお

られるんですけれども、補助金の方の交付をいったん中止したり延期したりしていると

いうような形でございますので、大きくは新規就農の受け入れも減っているということ

ではなくて、過去からの経過からすると増えていることには変わりはありません。 

今までも里親制度がございまして、里親になってくださる方が年々増えてきていただ

いております。ちょっと今、数はっきり言えませんけれども、１０数名だったかと思い

ますけれども、増えてきておりますので、またそんなことも合わせまして新年度には新

規就農の関係の相談員を集落支援員の事業を使いましてみらいの方へ拡充していくと、
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設置していくということによって、引き続きこの新規収の受け入れを充実させていきた

いというふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（関 克義） 熊谷議員。 

○５番（熊谷宗明） 説明していただきました。 

猿につきましては、捕獲駆除というような方向でやっていっていただけるというよう

なことであります。 

上大島、地元のことで僭越ではありますが、民家の屋根に上ってとよを壊すというよ

うなことや子どもたちを威嚇したり、ちょっと弱いというか、女性の皆さんはちょっと

怖がっているというような状況で、なんとか駆除をして、安心して暮らせることを、上

大島地区の協議会でも対策をとっていかなければなりませんけれど、また町全体の協議

会の中でも対策を練っていただければと思っております。 

３００万円の報奨料がなくなったということは、猿はなかなか難しいんですけれど、

イノシシ・シカには効果があったということは、防護柵を設置して非常に良かったなと

思いますし、また熊等の出没もそこで防げるということは非常に町として有益だったん

じゃないかなと思います。 

もう１点、新規就農者の関係でございますけれど、今、言われますように、長野県の

新規就農者は１００人くらいということであります。それから里親、私も里親でござい

ますけれど、県で１４０人くらいだったと思うんですけれど、おりますし、松川町でも

１０数名おるということなんで、そういう人たちがまた組織を作るなりして、長野県に

入ってくる新規就農者１００人くらいの方たちをなんとか松川町へ誘導できるような体

制づくりと、それを支援する取り組みをしていけば、みんながやっぱりサポーターにな

って支援していくということが大事かなというふうに思っていますので、２点よろしく

お願いいたします。 

以上です。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

米山議員。 

○１２番（米山由子） 今、熊谷議員がお伺いしました同じところというか、２３ページの歳

入の方でお伺いしたいと思いますけれども、町有林の入山鑑札の鑑札代として４１万１

千円の歳入になっております。今年度新しく取り組まれた事業だと思います。これにつ

きましての成果とそれから今後の課題、何かあるとすればどういうことなのか、ちょっ
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とその点をお伺いしたいと思います。 

もう一つは、３０ページでございますが、先ほど説明を受けたところでは、地方加速

化交付金については対象にならなかったというような伺いましたけれども、その中に内

容をちょっとお伺いをしたいわけですが、フルーツエキスポの農産物費とか旅費とか、

宿泊料とかって入っておりますが、このフルーツエキスポとはどこでどのような目的で

もって開催されるものであるのかについてお伺いをしたいと思います。 

もう一つは２９ページでございますが、農家民泊の補助金を出すようになっておりま

すね。３１ページでございます。負担金補助金の中に農家民泊許可申請補助というよう

なのが１１万円。これは農家民泊が、最近非常に少し先細りになってきたようなことを

お伺いしておるとこでございますが、民泊の許可の内容がちょっと緩和されてきたとい

うようなことも伺っておるとこでございますが、条件緩和の内容とそれから申請者何戸

ぐらい、どのくらいの補助を出して進めていかれるのか、その点ちょっとお伺いしたい

と思います。 

○議長（関 克義） ここでお諮りいたします。 

まもなく５時になりますが、このまま会議を続けたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 会議を続けます。 

片桐産業観光課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） まず、入山鑑札の関係の成果と課題ということでありますけれ

ども、こちらにつきましては予算の上では当初５０人で１５万円と３，０００円の５０

人で１５万円ということで見込みましたが、申し込みでは２００人を超えるような形の

中で、実際に鑑札を購入していただいた方が１８７人ということで、その分の増額にな

っております。 

こちらの入山鑑札制度については、今年始めて生田の地区の町有林を使って行ったわ

けですけれども、非常にそれまでは町外からの町外者の方の入山やあるいは私有林への

入山のようなことがあったというふうな形がありまして、地元から強い要望もあって行

いましたが、実施したあとの地元の皆様との懇談会やアンケート調査からも、そういっ

たことが非常に少なくなったということを伺っているところでございます。 

課題としましては、今年始めて行いましたので、そういったことの周知を広報や看板

等で行い、あるいは警察の方の協力も得まして、見回り等も行っておるんですけれども、
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やはりもう少しそういったことをもうちょっと拡充していった方が良いんじゃないかと

いうことをいただいております。 

また、ほかにもいろんな意見がございますので、来年の実施に向けて反省点等活かし

てまいりたいというふうに思っております。 

それから３１ページの関係のフルーツエキスポと農家民泊の補助につきましては、こ

れは加速化交付金の事業を計画する中で、平成２８年度の当初予算に計上した事業を前

倒しして補正に組み込んだ内容のものになります。フルーツエキスポにつきましては、

平成２７年度から事業を行っておりますけれども、東京のビックサイトで行います農業

の関係、あるいは農業の加工品等の関係の商談会でございます。町としましては、今年

始めて出店をいたしまして、新年度もそれを行っていこうということで考えております。 

それから農家民泊の補助につきましては、かかります経費の約半分ですね、１万円程

度を補助していきたいというふうに考えておりますので、１０名程度１０件程度の現在

申請を受ける予定にしております。 

この点につきましては、やはり農家民泊の受け入れについては家族の構成だとか、営

農の状況等によって、なかなか受け入れを行っていただける家族構成だとか、タイミン

グがありますので、新しくこういったことをやっていただける方を積極的に加入促進を

促していきたいなというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（関 克義） 米山議員。 

○１２番（米山由子） ありがとうございました。 

入山鑑札につきましては、長い間の地元の要望というようなこともあったかと思いま

す。できましたら継続して、こうしたあまり町外からの入山者については、非常にいろ

いろ地元の方の意見もあったと思います。私は良いことだと思っておりますので、スム

ーズな運営ができますようにまた今後もご努力をよろしくお願いしたいと思います。 

フルーツエキスポにつきましては、くだものの里松川のＰＲというようなことなんだ

ろうと思います。こういうものが、商談会がさらなるくだものの販売に新たな活路が見

い出せれるような形になっていけれるのかどうだか、その点をちょっとお伺いしたいと

思います。 

それから民泊につきましては、本当にいろいろ家族の皆様方の協力がないとこれでき

ないことでございまして、農家へ泊めていただくということは非常に泊まる方からは非

常に勉強になる、また感動をするところでありますけれども、受け入れ農家の皆さん方
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のご協力というのは必要だと思います。１０軒１０戸ぐらいを増やしていくということ

でございますが、この条件的には保健所へ申請をすればできるのかどうだか、そのあた

りがちょっとお風呂の問題とかいろいろが前にあったような気がいたしますけれども、

内容的なことをもうちょっと具体的にわかりましたら教えてください。 

ありがとうございます。 

○議長（関 克義） 片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 販路拡大のその支援といいますか商談会、あるいはそのイベン

ト等への出店につきましては、フルーツエキスポのほかにもいろいろありますが、積極

的にやっていきたいというふうに思っておりますので、この展示会につきましては先ほ

ども言いましたけれども、国内の農業の流通の関係の皆さん、それから大学の研究され

ている学部の皆さん、あるいは国外の会社の方々も参加する大きな商談会になっており

ますので、こういったところへ町の職員とそれから町内のある事業者の皆様にもお声を

おかけして、一緒になってやっていくことでネットワークが広がっていくのではないか

なというふうにちょっと期待しておるところであります。 

それから農家民泊の方につきましては、議員おっしゃられているとおり、過去に比べ

ると申請等については非常に簡素化されてきているというふうに伺っておりますけれど

も、ちょっと細かい内容についてはちょっと今申し上げれませんが、みらいのスタッフ

の方が一緒になって申請して、認可が受けられるように支援してまいりたいというふう

に動いております。 

○議長（関 克義） 米山議員。 

○１２番（米山由子） わかりました。 

またぜひとも、その私はフルーツエキスポに期待をするとこでございますけれども、

すぐに大きく商談が動かなくても、やはり松川ここにありというようなＰＲが非常に大

事なことだと思います。またひとつ継続していただければと思います。 

ありがとうございました。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） ただいまのフルーツエキスポでありますけれども、ビックサイトで今、

米山議員の言われましたように非常に規模の大きなものでございました。私も行ってま

いりましたけれども。 

松川町からは、職員と３社が出向いたわけで、非常に規模大きいです、今、課長も説

明しましたように。 
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そういう中で、やはり南信州の長野県の松川町というもののＰＲ、それから大切なこ

とは参加をいただきました３社の皆さん方は、松川町の中でも非常に先駆的に取り組ん

でおられる皆さんでございます。ですから、ああいったとこへ行っても臆することなく

名刺交換をし、様々な情報を得てきております。 

それをこれからの話しでありますけれども、ああいったものを行政もバックアップを

していきますので、それを裾野を松川町に戻ってどう広げて、どういうふうにみんなで

やっていくかということも多少考えていかないと、単独の会社のメリット、それもあり

ますけれども、声を掛け合ってそういったものをやっていくということが大事ではない

かなというふうに思っております。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

間瀬議員。 

○１０番（間瀬重男） 一般会計の歳出で２点ほどお伺いをします。 

３４ページでございますけれども、小学校費の公有財産購入費３２９万円が減額とな

っておりますが、これは当初の予定、先ほども面積の減だと言っておりましたけれども、

当初予定の面積は購入できたのか、この辺についてお聞きをしたいと思います。 

それから次の３５ページの中学校費でございます。１８節の備品購入費で６６１万１

千円、地域未来塾ＩＣＴ用タブレットほか備品とありますが、これはタブレットを何台

になるのか、ほか備品についてはどういうものを購入されるのか、２点お伺いします。 

○議長（関 克義） 福島こども課長。 

○こども課長（福島敏美） 小学校管理費の公有財産購入費でございますけれども、当初とい

いますか、補正予算の方で計上させていただいたものでございまして、１，１００平方

ｍを計画しておりました。今回、土地を買わさせていただいた部分が７７１平方ｍとい

うことでございます。面積は減りましたけれども、必要な駐車台数等確保できておりま

すので、必要最小限の面積でというような形で７７１平方ｍを購入させていただいて、

中央小学校の正門付近にあります車の方を移動させて、子どもたちの安全を確保してま

いりたいというふうに思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） タブレットについて。 

小木曽生涯学習課長。 

○生涯学習課長（小木曽雅彦） それではよろしくお願いいたします。 

地域未来塾ＩＣＴ用タブレットについてでございます。 
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そもそも地域未来塾といったところがなんぞやといったところお感じになると思いま

す。これは平成２８年度文科省の事業として地域未来塾をやっていこうというような動

きがございました。そこでこの地域未来塾は、学習が遅れがちな中学生等を対象とした

学習支援を実施するというのが目的でございます。これが当町のてらこや松中にマッチ

するという考えで、先ほどお認めいただきました平成２８年度予算にもこれがうたって

ございます。 

それでその時には、謝金の方２／３長野県教委、県・国から頂戴していくというそう

いうような形でございますが、今回その地域未来塾をやっていくにあたって、国の方か

ら備品の方の整備の助成を出しますというようなお話をいただいております。１０／１

０でございます。そこでこの備品購入というような形になるのですが、まず一つ先ほど

のご質問のとおり、タブレット端末を４０台。あとその保管庫を１基、そして電子黒板

を１基、それだけをそろえてまいりたいと思います。 

なお、歳入の方の２０ページに地域未来塾の事業の補助金ということで、１０／１０

のＩＣＴ補助金補助をつけてございます。先般、内示をいただくことができております。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 間瀬議員。 

○１０番（間瀬重男） 中央小学校の駐車場については、当初１，１００㎡の見込みを立って

いたところ、約７７０㎡を購入した中で、小学校の駐車場、職員の駐車場が確保できた

ということで、子どもたちの安全にも寄与するし、それから小学校の入り口がすっきり

したことで大変良いことであります。面積がこれだけ減ったということで、約１００坪

くらいということで理解をしました。 

また、タブレットほか備品については、４０台ということでてらこや、それから地域

未来塾ということでの活用をしていくということで、しっかりこれらを利用した中で、

教育を進めていっていただきたいと思います。 

以上であります。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） ３点お願いします。 

一般会計歳出２５ページであります。２５ページの一番上であります。地方創生の加

速化交付金の関係でありますが、町のカタログ作成業務ということで９７万２千円とい

うことであります。 
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カタログを作成するということで、交流人口、もしくは移住促進を狙ったあれだと思

うんですけれども、金額が結構あれだなと思いますので、どういうふうな内容で、どう

いう方々をターゲットに、どういうふうなコンセプトで作って配布していっていくのか

ということをちょっと詳しく教えていただければと思います。 

２点目でございます。２点目は２９ページ、２９ページの一番上です。労働諸費の賃

金であります。これも加速化交付金のあれでございますが、職業相談員ということで、

補正でプラス１００万円ということで合計２００万円ということになっておりますが、

この職業相談員の方がこれもやはり移住促進、移住者が収入の口があるようにというよ

うな配慮も含まれているのかなと思いながらあれですけれども、もう少しこちらの方で

突っ込んだ詳しい説明いただければというふうに思います。 

３点目でございます。同じく３０ページになりますね。めくっていただいて３０ペー

ジの一番上でございます。移住支援員の賃金ということで８９２万円ということで、前

のページの社会保険料と合わせると１，０００万円ということで、今回予算にもありま

したとおり、集落支援員のことだなというふうに思っております。 

初日の総括質疑でも質問があったと思います。今、２名というふうなことで決まって

いるというふうな話でありましたけれども、その後もうそろそろ月末でございます。来

年度がもうすぐ迫っておりますので、今の募集状況や決定状況、そういったことがわか

りましたらお願いします。 

以上、３点お願いします。 

○議長（関 克義） まず、米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 移住ガイドブックの作成事業９７万２千円でございます。

こちらの２８年度の当初予算にも載ってございますが、前倒しということで今回補正を

させていただいたものでございますが、こちらにつきましては第５次の総合計画を策定

するにあたりまして１００人ヒアリングを実施してございます。この中でＩターン、Ｕ

ターン、Ｊターンの皆様方にいろんなお話をお聞きしておりまして、そのいただいた松

川町に良さですとか、そういったところを一つの町のカタログとして声をまとめていき

たいというふうに考えております。 

また、松川町には豊かな自然ですとか、くだものといったような味に関すること等町

の魅力の発信のできるカタログといたしまして作成をいたしまして、それを移住セミナ

ー等で町の紹介というような形で活用をしていきたいというふうに思っております。 

冊数といたしましては、今のところ５００冊を作成したいというふうに考えておりま
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す。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（関 克義） 職業相談員、また移住支援員について。 

片桐産業観光課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 職業相談員につきましては、これは新しく前倒しとかじゃなく

て、新たに今回の補正で計上したものでございます。 

内容につきましては、非常勤の方を１名１，０００時間という形の中で予算計上をし

ております。行っていただく業務につきましては、やはり地域への人材確保の観点から

都市部、あるいは学校等へ出向いて、松川町の企業に就職していただける方をマッチン

グしていうということ。それから逆に町内の企業の方に訪問をしていただいて、採用募

集の状況ですとかを聞いて歩いて、それを人材確保につなげていくというようなことを

想定しております。 

ただ、現在、この賃金で相談員の方の人材についてはまだちょっと確保できておりま

せんで、新年度に入っていくつか候補の方がいて、ちょっと今話はしているんですけれ

ども、ちょっとまだまとまるところまでいっておりませんで、その中で決めてまいりた

いと思っております。 

ですので、非常勤で１名と申しましたが、金額予算上は１名ですけれども、ちょっと

どういった形でこの１００万円を使うことになるのかというのは、ちょっとまた新年度

に入ってからというふうに考えております。 

それから３０ページの移住支援員の賃金でございますけれども、これにつきましては、

地方創生加速化交付金事業の計画を作る際、平成２８年度の新年度の予算に計上した集

落支援員の方３名について、こちらの方に移し替えて計上したということが意図でござ

います。 

したがいまして、当初予算で計上しました集落支援員の方の分がダブっているという

か、こちらの方に計上しまして、こちらの方が使えるのであればこちらの方を優先的に

財源として使っていきたいということで、こちらの歳出に盛ってあります。 

ですので、この３名分については既に決まっている方で、具体的にはみらいへの集落

支援員２名とそれから防災の関係で１名分ということになっております。 

地域お越し協力隊の方につきましては、現在２名が決まっておりまして、そのあとの

募集は進めておりますが、まだそちらについては決定しておりません。 

以上です。 
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○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） 答弁いただきました。 

まず、情報発信の件でございます。パンフレットの件、詳細はよく理解させていただ

きました。 

移住者に訴えるというふうなことで、移住促進というふうなことだというふうなこと

であります。今年度の予算で先ほど承認されました今年度の予算で、協力隊や支援員が

タブレットを持って町の情報を発信していくという話があったと思います。今時の移住

者、特に若者が紙媒体のカタログも必要かもしれませんけれども、それ以上にそういっ

たデジタルの情報というのが重要かなというふうに思っております。そういったものと

どういうふうに連携を図っていくのか、そういったことを詳しくお聞かせいただきたい、

それが１点でございます。 

それから次の職業相談員につきましては、今ご説明いただきました。これからだとい

うふうなことでございます。まだ採用もこれからだということでありますけれども、や

はり移住が目標と定住目標というふうなことがあると思います。 

具体的にやはり目標設定というのは必要かなというふうに思っております。だいたい

これ含めて、何年間で何人ぐらいの移住者を確保することを目標とするというふうな設

定がありましたら、ぜひお示しいただければというふうに思います。 

集落支援員につきましては、すいません、私は地域お越し協力隊と混同しておりまし

て取り違えておりました。失礼いたしました。こちらにつきましては、ご説明いただき

ました、結構でございます。 

以上２点お願いします。 

○議長（関 克義） 米山課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 電子機器を使ってタブレット等でその情報発信という意

義につきましては、自宅に居ながらにして情報が入手できるということで良いと思うん

ですけれども、このカタログにつきましてはやはりその移住相談セミナー等に行きます

と、長野県のどこか市町村をどこか移住してみたい、こんな話を聞いてみたいというと

きにはどうしてもカウンター越しで対面でお話をするようになります。その時にはどう

してもそういったコンピューターというよりもこういった紙媒体で、実際の写真を見て

いただきながら、実際の生の声を話をしながら町の魅力を伝えていくというような形に

なりますので、実際にその対面で行うときの紙媒体でのツールというような形で活用し

ていきたいというふうに考えております。 



 －326－ 

○議長（関 克義） 片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 職業相談員の成果というか目標設定ということだと思うんです

けれども、こちらの事業につきましては現在県の方でも事業で、女性の就労のマッチン

グという形で事業をやっているのがありまして、その事業にも我々が関わる中で、町単

独でもやはり女性という就労だけじゃなくて、全体の就労をやはりマッチングしていく

ということを、町の市町村のレベルで事業として行っていくことが必要じゃないかとい

うことで今回提案しているものでございます。 

実際のところ、どのような方に入っていただくかという方は、今も候補者の方とお話

をしているんですけれども、その方とお話をする中でどういう事業をしていくかという

こととか、それからその結果、どう成果を目標としていくかというあたりは、そちらの

方と相談しながら決めていきたいというのが実情でありまして、まずはこの事業をスタ

ートさせて、１年目我々と一緒になって検討していく中で、そういったことが見えてく

るかなと思っております。 

したがいまして、この人材については、単に応募して募集して採用させていただくと

いう形よりもやはりそういったことに経験のある方を今、探しているというふうなとこ

でございます。 

○議長（関 克義） 加賀田議員。 

○１番（加賀田亮） 答弁いただきました。 

後ろからいきます。今、ご説明いただきました女性就労のマッチングにつきましては

大変結構だと思いますし、女性が輝く社会の実現に向けてぜひご尽力いただければとい

うふうに思います。 

目標の設定というのはこれからだというふうなことでありますが、やはり一つの設定

ということではやはり重要だと思っております。ですので、ぜひよく協議いただきまし

て、当面の目標設定というのを明確にしながら進めていただければありがたいなという

ふうに思います。 

それからカタログの件でございます。ちょっと私の聞き方が悪かったのかもしれませ

んが、別に私はカタログを否定するわけではございません。紙媒体は紙媒体で非常に重

要だということは重々理解しておりますが、せっかく本年度予算で協力隊やあと集落支

援員の方々にタブレット端末の予算を盛ってあるわけです。それとうまく相乗効果をし

ながら町の面接行って、移住の候補でカタログ見たあと、絶対若い人はＳＮＳとかで松

川町の噂とかチェックすると思うんですよね。その時に、協力隊や集落支援員の方が一
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生懸命アピールしている姿というのをうまくマッチできていれば、相乗効果でやっぱり

良いイメージを持ってもらえると思うんですよね。その辺のコラボをどうやって進めて

いくかと聞いているんです。ですので、その辺をちょっとお答えいただければと思いま

す。 

お願いします。 

○議長（関 克義） 米山課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） 実際その話しに来られた方が、また今度はそのタブレッ

ト等からの出る発信された情報について、確認をするというようなことでございますけ

れども、やはりまたそこら辺につきましては、このカタログとその実際の媒体での情報

発信とうまく連携をさせていきながら、有効な活用方法については今後また十分検討し

ながら進めていきたいというふうに思っています。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） 目標設定につきましては、おっしゃるとおりだと思います。 

一つは何人の方をマッチングさせるかという成果の指標もあると思いますし、何社、

あるいは何校、何人の方と相談するという活動指標もあると思いますので、その点につ

いては非常に大事だと思いますので、新年度になりましてから検討してまいりたい、し

っかり目標は定めてまいりたいというふうに思います。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

白川議員。 

○１３番（白川靖浩） ちょっと時間も押しておりますので、端的にお聞きします。 

最初２１ページの町有林の間伐の収入の増ですけれども、５００万円。それはどんな

ような形で入ってきたお金かということと、次に３１ページのこれは今度は逆に除伐の

委託料の５３０万円分収林のということですが。 

それともう一つ、２５ページの顧問弁護士料の９万円というこの内容をちょっとすい

ません、お願いします。 

○議長（関 克義） 町有林関係につきまして。 

片桐産業観光課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） これ町有林の増野の間伐の関係の収入になります。 

場所につきましては、西山団地と小横沢団地です。 

それぞれの方から伐期がきているものがありましたので、比較的大きな金額が収入で
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得ることができました。 

当初の段階では、どの程度間伐するか、あるいはその価格についてもちょっと不明な

点もありましたので、１００万円という計上をさせていただきましたが、実績に基づく

増でございます。 

それから３１ページの除伐業務委託料の減でございます。５３４万６千円でございま

すが、こちらにつきましては分収林の業務委託の減になります。当初２地区６４１万円

を計上させていただいておりましたが、事業の打ち合わせを行う中で現地を確認してい

きまして、１カ所場所の変更がありましたことと、それから分収林の事業の予算自体の

森林総合研究所の予算については減もありまして、１０７万円程度の事業になっており

ますので、その分５３４万６千円を結果として減じることになりました。 

これにつきましては、協議をしていく中で、ちょっと１２月の補正の段階ではまだ確

定しておりませんでしたので、この３月の補正にさせていただいたということでござい

ます。 

○議長（関 克義） 顧問弁護士料につきまして。 

塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） こちらは当初予算にも載せておりましたけれども、反社会勢力に特

化した弁護士ということで、ちょっと前倒しで相談かけておりましたので、１月２月３

月の分を含めて一月３万円で９万円をお願いするものでございます。 

補正予算の方が遅くなりましたけれども、予算の中で流用しておりまして、今回載さ

せていただくものでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（関 克義） 白川議員。 

○１３番（白川靖浩） 町有林の伐採の収入なんか、今、それと除伐の方のお話をお聞きしま

したけれども、町有林のこの収入増の方なんですけれど、これ何㎥ばかでこうなったん

だかちょっとわかったら聞かせてほしいんですが。材木の種類と立米数。 

それと除伐の方のこれ計画がずさんというんだか、６４１万円で１００万円ばかしか

つかなんだということは、これもちょっと見積もりというか、そういう仕事の内容の見

方が適当だったのかなと思う気がするんでお聞きしたいんですが、そんなことなかった

のかどうか。 

また、顧問弁護士のやつは、当初予算にも確かに載っておりましたので、またあれか

なと思ったのでお聞きしたんですが、そういうことで過去というか緊急の用ができたと
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いうことなら、それでそうだと思いますけれども。 

これは町民の生活にも影響する問題でありますので、しっかりと取り組んでいただき

たいということであります。そういうことでちょっと。 

○議長（関 克義） 片桐課長。 

○産業観光課長（片桐雅彦） ちょっと細かい立米数につきましてはちょっと今手元にありま

せんので申し訳ありませんが、西山につきましては当初の計画で５.５ｈａ、小横沢団地

については６.７ｈａを計画しておりまして、その部分の伐採木の売り上げ実績になりま

す。 

材木についてもちょっと細かいのはありませんけれども、ヒノキや等だと思っており

ます。ちょっと申し訳ありません。 

それから分収林の関係につきましては、ご指摘のとおり非常に大きな金額を減額させ

ていただいております。経過としますと、予算を立てるにあたりまして、森林総合研究

所と一緒に翌年度の事業の打ち合わせを行います。その段階では２団地、上片桐と番所

の除伐、間伐を合計して２２ｈａ計画をさせていただいて予算を組まさせていただきま

した。 

非常に大きな金額なんですけれども、ここ数年、森林総合研究所自体の予算が、平成

２４年の補正あたりからですかね、ずっと継続して大きな金額がついてきておりました

ので、同じくらいの予算がついてくるだろうということで見込んでおりまして、今年そ

こを計画したところであります。 

年度に入りまして５月の段階で、改めて打ち合わせ会議をもちまして、森林総合研究

所さんの予算規模もだいたいわかってきまして、それほどないということと、それから

現地を確認して伐期といいますか、どこが良いかということを検討しまして、上片桐に

ついては同じ場所なんですけれども、番所については、はかまごしの方に変更しており

まして、面積については７.５ｈａという形になりました。したがいまして、事業の方が

大きく減ってきたということでございます。 

昨年まで結構予算がついてきたもんですから、今年もいけるだろうということで大き

な予算組んだんですけれども、２８年度の当初予算につきましては、今年の予算の配分

状況がありましたので、約２２０万円を２８年度は計上しておりまして、昨年度よりは

大きく落としているところであります。 

また、要望につきましては、しっかりと上げてまいりたいと思っておりますけれども、

実績としてちょっと下がってきたというのが実情でございます。 
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○議長（関 克義） 白川議員。 

○１３番（白川靖浩） 収入というか、その町有林の売ったその収入に関しては、ちょっと後

でいいで立米数をお知らせ願いたいと思います。 

それとまた分収造林の方なんですけれども、ご承知のように森林、森林計画に基づい

てきっと計画立てておると思うんですけれども、ちょっとあっちの方で変な問題もあり

ましたし、ぜひそういうことでしっかり総合研究所ですか、連絡をしっかり取り合って

しっかりとした計画を立ってやっていっていただきたい、そう思います。 

以上です。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結して、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第２１号から第２８号までを一括して採決を行いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

議案第２１号から議案第２８号までについて、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（関 克義） 全員賛成であります。 

よって、議案第２１号、平成２７年度松川町一般会計補正予算（第８回）について、

議案第２２号、平成２７年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）につ

いて、議案第２３号、平成２７年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第４回）に

ついて、議案第２４号、平成２７年度松川町公共下水道事業特別会計補正予算（第５回）

について、議案第２５号、平成２７年度松川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２回）について、議案第２６号、平成２７年度松川町保養宿泊施設事業特別会計補正予

算（第３回）について、議案第２７号、平成２７年度松川町発電事業特別会計補正予算

（第３回）について、議案第２８号、平成２７年度松川町水道事業会計補正予算（第４

回）については、原案のとおり可決されました。 
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◇ 議案第２９号 南信州広域連合が処理する事務の変更及び南信州広域連合規約の変更に

ついて 

○議長（関 克義） 日程第２２、議案第２９号、南信州広域連合が処理する事務の変更及び

南信州広域連合規約の変更についてを議題といたします。 

説明を求めます。塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） それではお願いいたします。 

＝ 議案第２９号朗読・説明 ＝ 

○議長（関 克義） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑はありませんか。 

松井議員。 

○１２番（米山由子） すいません、ちょっと１点、先ほど全協の方でも説明がございました。

その後、ちょっと見ておりましたらわからないところがありますので、お聞きをいたし

ます。 

この２ページ目、裏の方になりますね、障がい者支援施設の１２のとこです。障がい

者支援施設の設置、管理及び運営に関する事務についてですが、建設費のところで阿南

町が４０％、それから阿南町を除く市町村が６０％、６０％をあとの町村で均等割と人

口割、その他で按分するということなんだと思います。 

この阿南町とほかの市町村のこの部分のこの阿南町がどうしてこんなにたくさん負担

をするのかとか、そういったそのあたりのことをちょっとお知らせをいただきたいと思

います。 

すいません。 

○議長（関 克義） 塩倉総務課長。 

○総務課長（塩倉智文） 第１２号につきましては、阿南学園の関係でございまして、これは

今回変更にはなっておりませんけれども、以前からこの割合ということでさせていただ

いているというふうにお聞きしています。 

○議長（関 克義） よろしいでしょうか。 

ほかに。 

森谷議員。 

○６番（森谷岩夫） 広域の仕事については、それぞれ細かくここに載っておりまして、均等

割だとか、利用実績割だとかいろいろあって細部にわたって出ておりますが、今回お話

がありました広域連合の区域における広域行政の推進に関する事務と、それから最後の
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まち・ひと・しごと創世の広域連合広域連携で取り組むことということで、これらにつ

いてはその都度その都度事業費については、広域連合の議会の議決によって、連合長が

別に定めると、こういうふうになっておりますが、具体的にこれらの仕事というのはこ

こに１６ぐらい事務が載っておりますが、これ以外にどんなものがあるんだかちょっと

お聞かせをいただきたい。 

○議長（関 克義） 深津町長。 

○町長（深津 徹） 今、ご質問をいただきました。 

今回、広域連合が各市町村にこの条例改正をお願いをしたというのは、課長からも説

明がありましたように、古いまんまでなっていて、今にそぐわない部分とそれから広域

連合の仕事が非常に広範囲にわたるようになってきて、それに対して実効性の整合性を

図っていこうということで、今回この改正が各町村に出されているものというふうに思

っております。 

今、森谷議員の言われました、例えての例を挙げてもらいたいということであります

けれども、私もちょっと勉強不足でそこまで把握をしておりませんので。 

○議長（関 克義） 吉澤副町長。 

○副町長（吉澤澄久） ちょっと私も広域的なことはあんまり知らないんですけれども、その

多分ですよ、今回の２，７００万円の交付金の関係ありましたよね、そういった関係で

その場によってその交付金によって状況が変わってくると思うんですよ。ですからそれ

については、この広域の議会の議決を得てその都度決めさせていただきたいということ

だったと思っています。 

各町村で均一的に２，７００万円の、それで飯田市さんが多額の申請をしております

ので、そういったことをその都度決めさせていただきたいということかと思っておりま

す。 

○議長（関 克義） 森谷議員。 

○６番（森谷岩夫） それは今、副町長の申されたとおりだというふうに思いますが、このま

ち・ひと・しごと創世法で国からお金をもらったり、いろんな補助金を使っての仕事と

いうような意味だというふうに思っておりますが。 

一つちょっと申し上げておきますのは前々から申し上げておるように、この１６にわ

たって結局１７のうち２つはそうでありませんですから１５ですか、きちっとこのし尿

処理の施設についてはどういう実績、運営費の徴収をするだとか、あるいは消防に関し

てはどうだとか、老人ホーム、ごみ処理、すべてきちっきちっとなっておりますので、
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お話があったように、全部全部その広域へお任せするということにはちょっと賛成をし

かねる部分がありますので、くどく申し上げますが、ここには連合議会の議決を経てと

いうふうになっておりますので、その都度都度またご報告をいただけるというふうに思

っておりますけれども、意外と別表これきちっと見ていきますと、こういう負担割合で

良いのかなというふうに思われるものも若干あるというふうに思っておりますので、そ

の都度その都度またご報告をいただくようにぜひお願いをしたいと思います。 

以上であります。 

○議長（関 克義） ほか質疑ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第２９号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（関 克義） 全員賛成であります。 

よって、議案第２９号、南信州広域連合が処理する事務の変更及び南信州広域連合規

約の変更については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第３０号 国土利用計画（松川町計画）について 

○議長（関 克義） 日程第２３、議案第３０号、国土利用計画（松川町計画）についてを議

題といたします。 

説明を求めます。米山まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（米山政則） それではお願いいたします。 

＝ 議案第３０号朗読・説明 ＝ 

○議長（関 克義） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第３０号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立１３名） 

○議長（関 克義） 全員賛成であります。 

よって、議案第３０号、国土利用計画（松川町計画）については、原案のとおり可決

されました。 

 

＝＝＝ 日程第２４ 継続審査・調査について ＝＝＝ 

○議長（関 克義） 日程第２４、継続審査・調査についてを議題といたします。 

各常任委員長、議会運営委員長から、目下委員会において、審議及び調査の件につい

て、議会会議規則第７４条の規定により、閉会中の審査・調査の申し出がありました。 

お諮りいたします。 

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の審査及び調査することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の審査及び調査することに決定いたし

ました。 

 

（閉会決議） 

○議長（関 克義） 以上をもちまして、本定例会に付議された議案はすべて終了いたしまし

た。 

これにて閉会することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（関 克義） 異議なしと認めます。 

 

＝＝＝ 日程第２５ 町長あいさつ ＝＝＝ 

○議長（関 克義） 日程第２５、町長あいさつであります。 

深津町長、お願いします。 
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○町長（深津 徹） ３月３日に開会をいたしました平成２８年松川町議会定例会第１回定例

会でございます。長期間にわたりましてご審議をいただきましたこと、心から感謝を申

し上げる次第でございます。 

本定例会は、２８年度の予算案、２７年度の補正予算、それから条例案件等盛りだく

さんの案件を上程をいたしました。 

非常に長期間にわたりまして、皆様方にご審議をいただき、全議案ともご認定をいた

だきましたこと感謝を申し上げる次第でございます。 

平成２８年度の予算につきましては、一般会計は６３億８，０００万円、それから特

別会計合わせますと１１３億８，８００万円という非常に大きな予算になっております。 

国庫支出金、県支出金合わせましても昨年度に比べますと１億７，０００万円あまり、

パーセントにいたしますと国・県からの支出金が２０％を超えるという大きな予算でご

ざいます。 

これにつきましては、ご審議の過程で説明をいたしてまいりましたけれども、継続事

業、それから国の補助体制との兼ね合いの中から前倒し事業ということで、大きな予算

を費やしてまいります。また、国庫支出金、県支出金、それぞれが大きくなっていると

いうことは、私どもの一般会計からも持ち出しが多くなっているという形でございます。 

そうした中で、予算を編成をしておりますので、大変に大きな予算でございますけれ

ども、懸案事項に積極的に取り組んでいく予算というふうにも認識をいたしております。 

また、第５次の松川町総合計画が決定をいたしました。総合戦略、国への総合戦略も

決定をして、国の方に提出をいたしております。それらの計画に基づいた予算を随所に

取り入れております。また、町長としての人口増定住対策、若者の定住対策、それから

子育て支援、それから産業、これらについても大きく予算を割いているところでござい

ます。 

そうした意味では、平成２８年度は大きな予算とともに、そうした総合計画、総合戦

略に沿った形の中での第一歩ということで、非常に私自身も大きな思いをもって臨む年

でもございます。 

また、議会の一般質問等のやりとりの中にもございました。行政サービスと財政、こ

れも非常に大きな課題というふうに私は捉えております。できるだけ住民の皆さんの負

託に応えていきたい。 

それから人口増、定住対策、私の思いの中にもやりたい事業というのはたくさんござ

います。しかしながら、議会議員の方からも質問をいただきました。「町長そのバランス
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というものをどういうふうに捉えていく」という質問がございましたけれども、これも

しっかりと胸に受け止めていかなければならないというふうに考えております。 

２８年度スタートしてまいりますけれども、これから将来に向けては、そのバランス、

住民、行政サービスと財政とのバランスをどうとっていくかということは、大きな課題

というふうに受け止めております。新たなスタートを切ってまいります。 

今、町長としての思いは、予算を認めていただきました。また、目標もございます。

非常に機の高まっている部分もございます。ぜひとも松川町に住んで良かった、それか

ら住みたいまちづくりのために邁進をいたしてまいります。なお、いっそうの皆様方の

ご指導ご鞭撻をお願いをする次第でございます。 

今週は、保育園の卒園式もございます。また、月が明けまして４月になれば、また入

学式ということで分かれ、出会い、そして新たな旅立ちのスタートでございます。議会

の皆様方にもまたなおいっそうのご指導ご鞭撻をお願いを申し上げますとともに、長い

定例会、ご審議をいただきましたことにお礼を申し上げまして、最後のあいさつにさせ

ていただきます。 

本当にお世話様になりました。ありがとうございました。 

 

閉  会 

○議長（関 克義） これにて平成２８年第１回松川町議会定例会を閉会といたします。 

 

閉  会  午後５時００分 



 

 

 

 

 

 

議員・説明員・事務局出席表 
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Ⅰ．議 員 出 席 表 

議 席 

番 号 
氏    名 

第１日 第２日 第１６日 第２０日 

3 月 3 日 3 月 4 日 3 月 18 日 3 月 22 日 

１ 加賀田   亮 ○ ○ ○ ○ 

２ 菅 沼 一 弘 ○ ○ ○ ○ 

３ 黒 澤 哲 郎 ○ ○ ○ ○ 

４ 坂 本 勇 治 ○ ○ ○ ○ 

５ 熊 谷 宗 明 ○ ○ ○ ○ 

６ 森 谷 岩 夫 ○ ○ ○ ○ 

７ 米 山 俊 孝 ○ ○ ○ ○ 

８ 関   克 義 ○ ○ ○ ○ 

９ 橋 本 喜 治 ○ ○ ○ ○ 

１０ 間 瀬 重 男 ○ ○ ○ ○ 

１１ 松 井 悦 子 ○ ○ ○ ○ 

１２ 米 山 由 子 ○ ○ ○ ○ 

１３ 白 川 靖 浩 ○ ○ ○ ○ 

１４ 島 田 弘 美 ○ ○ ○ ○ 
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Ⅱ．地方自治法第 121 条の規定による出席者の職・氏名 

職   名 氏    名 
第１日 第２日 第１６日 第２０日 

3 月 3 日 3 月 4 日 3 月 18 日 3 月 22 日 

町      長 深 津   徹 ○ ○ ○ ○ 

副 町 長 吉 澤 澄 久 ○ ○ ○ ○ 

教   育   長 高 坂 敏 昭 ○ ○ ○ ○ 

総  務  課  長 塩 倉 智 文 ○ ○ ○ ○ 

まちづくり政策課長 米 山 政 則 ○ ○ ○ ○ 

住 民 税 務 課 長 北 村   稔 ○ ○ ○ ○ 

会 計 管 理 者 塩 倉 智 文 ○ ○ ○ ○ 

保 健 福 祉 課 長 大 澤 孝 史 ○ ○ ○ ○ 

環 境 水 道 課 長 下 沢 克 裕 ○ ○ ○ ○ 

建 設 課 長 田 中   学 ○ ○ ○ ○ 

産 業 観 光 課 長 片 桐 雅 彦 ○ ○ ○ ○ 

こ ど も 課 長 福 島 敏 美 ○ ○ ○ ○ 

生 涯 学 習 課 長       小木曽 雅 彦 ○ ○ ○ ○ 

議 会 事 務 局 長 酒 井   仁 ○ ○ ○ ○ 

代 表 監 査 委 員 佐々木 光 男 ― ○ ― ○ 

 

Ⅲ．本会議に職務のため出席した者の職･氏名 

職   名 氏    名 
第１日 第２日 第１６日 第２０日 

3 月 3 日 3 月 4 日 3 月 18 日 3 月 22 日 

議 会 事 務 局 長 酒 井   仁 ○ ○ ○ ○ 

書       記 榛 葉 美 穂 ○ ○ ○ ○ 
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以上、会議の内容に相違なきことを認め、地方自治法第１２３条の規定によりここに

署名する。 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

 

松川町議会議長   関   克 義 

 

 

 

 

署 名 議 員   加賀田   亮 

 

 

 

 

署 名 議 員   菅 沼 一 弘 
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